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【本調査研究の要旨】 

１．目的

国は、平成 27年 1 月に策定された新オレンジプランを通じ、平成 30年度までに全国の市区町村に認

知症地域支援推進員（以下、推進員とする。）を配置することを目標に掲げている。現在、市区町村で

推進員の配置が進められているとともに、配置された推進員が効果的な活動を展開していくための環境

整備や活動のあり方が大きな課題となっている。 

そこで本事業では、全国の市区町村および配置された推進員を対象とした実態調査および聞取り調査

を通じて、市区町村の推進員の配置や環境整備のあり方、配置された推進員の効果的な活動のあり方を

検討し、生じている課題に対する提案を行う。 

また、その一環として、推進員の役割の一つとされている「認知症の人の居宅を訪問するボランティ

ア（「認とも」）等により認知症の人を支援する方法・取組み」の実態に関して聞取り調査を行い、「認

とも」の仕組みを各自治体で形成し効果的に機能させていくために必要な推進員の活動のあり方やその

プロセスについての検討を行う。 

２．調査の実施状況

１）認知症地域支援推進員の配置状況と活動実態・効果等に関する調査（全国調査） 

① 調査方法：質問紙調査 

② 調査期間：平成 28年 11 月 15日～平成 28年 12 月 26 日 

③ 調査対象 

・市区町村調査（悉皆調査） 

都道府県認知症施策担当者を通じて各市区町村に配布を依頼。 

対象数：1,741 件、回収数：1,001 件（回収率：57.5％） 

・推進員調査（平成 28年度 9月末段階で配置された推進員の悉皆調査） 

各市区町村認知症施策担当者から管内に配置された推進員に配布を依頼。 

回収数：1,648 件 

２）効果的な推進員活動に関する聞取り調査 

① 調査対象：上記全国調査結果をもとに、推進員の基本的役割機能に関して効果を上げているとの

回答を寄せた好事例を抽出し、その中から地域特性や地理的分布、配置状況等を勘案し、6市町

を対象とした。 

② 調査方法：現地で推進員ならびに市区町村の担当者に聞取りを実施。事前に、当日の聞取り調査

項目(半構造質問票)を送付し、当日はそれをもとに、聞取りを行った。 

３）「認とも」に関する推進員活動等に関する聞取り調査 

① 調査対象：認知症介護研究・研修仙台センターによる認知症カフェに関する調査（『認知症カフ

ェの市区町村等の設置および支援状況調査』）で把握された「認とも」に類似する活動を実施し

ている地域のうち、参加者が自発的に訪問活動に取り組んでいる 4地域を認知症介護研究・研修
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東京センターが独自に抽出し対象とした。 

② 調査方法：現地で認知症カフェ運営者に聞取り調査を実施。事前に、当日の聞取り調査項目(半

構造質問票)を送付し、当日はそれをもとに、聞取りを行った。 

３．調査結果から明らかになったこと：課題

１）推進員の配置のあり方について 

○市区町村調査結果によると、平成 28年度末までに配置済み（配置予定）の市区町村は、回答のあった

市区町村のうち 73.7％であり、人口規模が小さい市区町村ほど未配置（平成 29 年度以降配置予定）

のところが多い傾向がみられた。また、平成 27 年度までに配置済みだった市区町村の中で 28年度に

増員した市区町村が 20.8％みられた。 

○配置基準としては、人口規模が 10 万人以上になると、市区町村全体を担当する推進員と圏域・地域を

担当する推進員をあわせて配置するところが多くなる傾向が見られた。 

○聞取り調査を通じて、人口規模が大きくても推進員を 1人配置、反対に小規模ながら推進員を複数配

置するなど様々であり、実際には市区町村によって配置のあり方に大きな多様性があることが確認さ

れた。現段階ではどの市区町村も手探りの状態であると思われ、今後も、市区町村における配置をめ

ぐる動きを注視していく必要がある。 

○配置上の工夫では「認知症ケアや地域づくりの実績のある人材を選抜して配置している」と回答した

市区町村が 30.8％だったほか、圏域毎に配置（16.1％）、推進員が異動しても活動を継続できるよう

に同事業所内に複数配置している市区町村（20.5％）など、市区町村が実情に応じた工夫を行ってい

た。 

○推進員の勤務・配置状況では、委託の地域包括支援センター（包括）に配置されている推進員が 53.2％、

直営包括が 27.4％、包括があわせて 80.6％を占めていた。89.2％が常勤、83.2％が所属先の業務と

兼務しており、全業務のうち推進員活動に占める割合は、専任を含めて平均すると 34.2％であった。

また、他の認知症施策の中では認知症初期集中支援チーム員との兼任が 33.2％となっていた。 

○聞取り調査では、市区町村ごとに配置方法に工夫を凝らし、行政機関、関係機関と情報の共有や伝

達、役割分担を行える連携体制を組んでいた。 

以上、平成 30 年度までに全市町村で実施するために全国で配置が急がれる中で、すでに配置済みのと

ころでは、地域の実情に応じて工夫や調整を行いながら、安定し、かつ継続性ある推進員活動のための工

夫や調整を行い始めていることが確認された。 

今後は、人口規模等の地域特性を踏まえつつ、推進員を地域のどこに、どのように配置することが、地

域にある諸資源を活かして本人・家族を継続的に支える支援体制を効率的に築いていけるか、また、推進

員が異動する場合も推進員配置と活動の蓄積を継続的に活かしていけるか、市区町村における連携支援

の全体と関連づけながら推進員の配置と体制のあり方（フォーメーション）を各市町村が検討し、その強

化をはかっていくことが課題である。 

２）推進員の活動環境について 

○市区町村の担当者、配置された推進員ともに、「話し合いが十分行えている」との回答が 4割弱であ

り、共に 9 割を超える人たちが、今後の課題として「コミュニケーションの機会が必要」と回答し

ていた。なお、担当者、推進員ともに、「業務量が多く、推進員事業に十分な時間がとれない」とい
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う回答が 8割前後であった。 

○「推進員の役割・活動内容の周知や地域の関係者と連携・調整を十分しているか」に関しては、担当

者が 15.6％、推進員が 25.5％と低率であり、「関係機関への推進員の役割や活動内容の PR が必要」

との回答が担当者、推進員ともに 9 割を超えていた。これらの結果から、PR の必要性を感じつつも

実行できていないことに苦慮している状況がみられた。 

○「推進員活動の計画を一緒に立てていない」という回答が、担当者の 49.0％、推進員の 36.5％、ま

た「推進員活動の評価を一緒にしていない」が、担当者の 50.6％、推進員の 47.1％であった。  

○推進員の配置年度別に推進員調査の結果をみると、配置後の年数が長いほど、担当者との共通認識

や協力関係が「できている」という回答が多い傾向にあり、経験の積み重ねにより活動環境の改善が

図られていく状況が伺えた。 

担当者と推進員とのコミュニケーションや協力関係をより強化し、PDCA サイクルを意識しながら一つ

ひとつの活動を丁寧に振り返り、次につなぐ（次の活動、そして次の担当者や推進員にも）必要がある。

また築いてきた地域との信頼関係を損なうことなく継続性・安定性を維持していくことも念頭に置いて、

推進員と市区町村の協力体制を築く必要がある。 

３）推進員の活動内容と効果 

○活動内容とそれらに推進員が果たしている機能を見てみると、各種の活動に関して推進員が多様な

機能を果たしていることが確認され、活動内容別に機能の分布に違いがみられた。 

○活動の効果としては、担当者・推進員ともに、活動総量が多かった「啓発活動」、「認知症サポーター

養成講座」、「地域ケア会議（事例検討）」、「認知症カフェ等の開催」において「効果あり」とする回

答が多い傾向がみられた。 

○なお、「地域リーダー役になる人材/チームの育成支援」や「地域の多様な人が一緒に活動する機会作

り(アクションミーティング等)」は、活動総量にくらべて効果を感じている割合が高かった。 

○推進員が「事業関係者間のつながりが拡充した」と回答した活動を配置年度別に見てみると、多くの

活動で経験年数が長くなるほど高い傾向が確認された。 

推進員は、「つながりづくり」をより意識することで効果的な活動へと発展していく可能性があることが

示唆され、効果や地域の変化(成果)をより生み出していくためには、継続的な配置と活動が大きな課題で

ある。 

４） 活動を通じて地域で生じる変化(成果) 

○担当者、推進員ともに実感している変化として「関係機関からの情報提供が増えてきた」という回答

が 5割であり、「地域で働く人たちが見守ったり支えるケースが増えてきた」、「地域住民が見守った

り、支えるケースが増えてきた」という回答がそれぞれ 3割強であった。その他、推進員が多様な変

化を生み出しつつあることが確認され、それらは推進員としての活動年数が長いほど高い傾向がみ

られた。 

○個々の活動とその効果の捉え方を市区町村担当者と推進員の結果で比較してみると、多くの項目で

市区町村のほうが推進員より高く効果を感じていることがわかった。 

以上のことから、活動を通じて生じて生じつつある多様な効果・変化を、行政と推進員でそれらを丁寧

に把握・共有することが必要である。 
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５） 認知症地域支援推進員の活動の広がりについて

○8割の推進員が所属先業務と兼務し、3割の推進員が認知症初期集中支援チーム員を兼任していた。

○聞取り調査では、各種の業務との兼務・兼任についてメリットを挙げる人が多く、情報や支援方針の共

有によって認知症の人に必要な支援につながったり、担当者としても効率的な支援ができるという声

が多数聞かれた。

○聞取りの対象者で、兼務・兼任のメリットが語られた市区町村ではどこも複数の推進員が配置されてい

たほか、所属する組織全体で推進員を含む各職種が地区や対象者、業務役割を分担しながら活動を進め

ていた。 

これらの点から、推進員活動の幅が広がりつつあり、専任・兼務や個々の専門性の強み・弱みを見極め

ながら、活動の整理・統合を図っていく必要がある。 

４．課題に対する提案：考察 

１）配置の工夫をしながら、フォーメーションの検討・強化が必要である 

○1人配置の場合は、既存の相談機関との連携により情報共有と役割分担の明確化を図る 

○複数配置の場合は、市区町村全体での統括の機能強化と推進員同士の横のつながりづくりを図る 

○推進員を要役・調整役として、市区町村全体の関係機関や社会資源との連携体制の検討・見直しを行

い、推進員の位置づけや機能をより明確にする 

２）活動しやすい環境づくりとして、役割の周知や PDCA サイクルを意識した協力関係の強化が必要であ

る 

○推進員は積極的に地域に出向き、焦らず時間をかけて住民や関係機関と信頼関係を築く 

○行政担当者は、住民の興味関心に沿った媒体を活用した広報活動を通じて推進員の公的な役割の浸透

を図る 

○その前提として推進員と市区町村との協力体制を具体的に強化し、推進員の役割や活動計画を明確に

持つ 

３）各種活動を実施しながら、関係者のつながりを作ることをより意識的に行うことが必要である 

○推進員活動の重点は、活動を通じて関係者のつながり作りを意識的に行うことである 

○地域ですでに行われている見守りや住民同士のつながりを見出し、丁寧に見守り育てる 

４）活動を通じて生じつつある多様な効果・変化を、行政と推進員で丁寧に把握・共有することが必要  

○各種活動から生じる多様な効果を、市区町村と推進員で丁寧に振り返ることが大切 

○多くの目で活動を振り返り、意見交換する中で活動の効果や意義を再発見することができる 

○長期的視点を持ちつつ PDCA サイクルを意識して一つひとつの活動に丁寧に取り組む 

５） 推進員活動の幅が広がりつつあり、専任・兼務や個々の専門性の強み・弱みを見極めながら、活動の

整理・統合を図っていく必要がある 
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○各自の立場・専門性の強みと弱みを見極め、活動の整理・統合を図る 

○推進員業務だけでなく、所属組織全体の業務分担を見直すことで、推進員の負担軽減だけでなく、所属

組織の活性化にもつながる可能性がある 

○推進員が自身の生活や地域とのつながりを大切にしながら気軽に楽しめる活動を展開していくことも

一策である。 

○都道府県が、管内市区町村の担当者や推進員とともに、取組みの工夫や効果等の共有を図りながら、推

進員研修やネットワーク会議等の内容の充実を図る 
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【Ⅰ.目的と検討委員会の設置】 

１. 背景
認知症地域支援推進員（以下、推進員とする。）の配置は平成 23年度に始まった。しかし、当初は

任意の配置であったことから、平成 26年度末における推進員の設置自治体は 225 カ所にとどまって

いた。その後、平成 26年度に策定された新オレンジプランにおいて、医療介護等の有機的な連携の

推進の一環として、推進員の配置については平成 30 年度からは全ての市区町村で実施することを求

められるようになり、以降、市区町村における推進員の配置の進展が急速に伸びつつあるが、平成 27

年度末時点での実施見込は 839（48.2％）となっており、全市区町村における配置の促進が急務とな

っている。 

推進員は、市区町村が推進員に求めている役割を認識し、地域の実情に応じた活動を展開すること

が求められているが、市区町村の推進員活動への考え方や環境整備のあり方、それに伴う推進員活動

の実際は多様性があり、推進員の量的確保と同時に活動の質の確保も大きな課題となっている。 

２. 目的
全国の市区町村および配置された推進員を対象とした実態調査および聞取り調査を通じて、市区町

村の推進員の配置や環境整備のあり方、配置された推進員の効果的な活動のあり方を検討し、生じて

いる課題に対する提案を行う。 

また、その一環として、推進員の役割の一つとされている「認知症の人の居宅を訪問するボランテ

ィア（「認とも」）等により認知症の人を支援する方法・取組み」の実態に関して聞取り調査を行い、

「認とも」の仕組みを各自治体で形成し効果的に機能させていくために必要な推進員の活動のあり方

やそのプロセスについての検討を行う。 
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３．検討委員会の設置

前述の目的に応じた調査研究が実施できるよう、認知症施策や推進員活動に精通した医師、研究

者、県職員、市町職員、認知症地域支援推進員、そして認知症の本人・家族からなる検討委員会を設

置した。検討委員及び事務局、オブザーバーは下表のとおりである。 

認知症地域支援・ケア向上事業を活用した 

認知症の人やその家族への支援体制の推進に関する調査研究事業 

検討委員会委員 

委員長 粟田 主一 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所 研究部長 

委 員 及川 明美 
奥州市健康福祉部地域包括ケア推進室 生活支援コーディネーター 

（元・認知症地域支援推進員） 

委 員 川越 雅弘 国立社会保障・人口問題研究所 研究部長 

委 員 國松 明美 新潟県湯沢町地域包括支援センター 主任保健師 

委 員 佐藤 信人 認知症介護研究・研修東京センター 副センター長 

委 員 佐藤 雅彦 日本認知症ワーキンググループ 共同代表 

委 員 長澤 かほる レビー小体型認知症サポートネットワーク 東京代表 

委 員 古川 歌子 町田市いきいき生活部高齢者福祉課地域支援係 係長 

委 員 森岡 朋子 元・大阪市社会福祉協議会 福祉総括室地域福祉課 

委 員 矢吹 知之 認知症介護研究・研修仙台センター 主任研修研究員 

委 員 吉田 知可 大分県福祉保健部高齢者福祉課地域包括ケア推進班 副主幹 

（敬称略、50音順） 

【オブザーバー】

平井 智章 厚生労働省老健局総務課 認知症施策推進室 室長補佐 

石川 直人 厚生労働省老健局総務課 認知症施策推進室 係長 

照井 敬子 厚生労働省老健局総務課 認知症施策推進室 企画調整係 

【事務局】

永田 久美子 認知症介護研究・研修東京センター 研究部長 

佐々木 宰 認知症介護研究・研修東京センター 研究企画主幹 

内藤 典子 認知症介護研究・研修東京センター 研究企画主幹 

小谷 恵子 認知症介護研究・研修東京センター 研修主幹 
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４．検討委員会の開催

＜第 1回検討委員会＞ 

日時：平成 28年 8月 29 日（月）13:30～15:30 

場所：ステーションコンファレンス東京 会議室 401 

次第： 

１．本検討委員会設置の目的と委員紹介 

２．今年度の研究事業の概要説明 

３．検討事項 

１）認知症地域支援推進員（以下、推進員とする。）による相談支援・支援体制構築 

に関して 

（１） 相談支援・支援体制構築に関する推進員の活動の現状と課題について 

（２） 推進員が地域の特徴やネットワークを活かして相談支援・支援体制構築を 

効果的に進めるための活動のあり方について 

２）各自治体で「認とも」の仕組みを形成し効果的に機能させていくための推進員の 

活動について 

（１） 認知症カフェ等に関する推進員の活動の現状と課題について 

（２） 認知症カフェを発展的に展開し、本人・家族等への支援を充実するために 

必要な推進員の活動のあり方やそのプロセスについて 

３）今年度実施する調査について 

（１） 「推進員による相談支援・支援体制構築に関する全国調査」について 

（２） 聞取り調査について 

４）今後の事業の進め方について 

＜第 2回検討委員会＞ 

日時：平成 28年 12 月 5日（月）13:00～15:00 

場所：ステーションコンファレンス東京 会議室 401 

次第： 

１．報告 

１）全国調査の実施状況について 

（１） 発出状況 

（２） これまでの回収状況と回収率を上げるための方策について 

２）参考情報：平成 28年度認知症地域支援推進員研修の実施状況と受講者（11月

末まで）のアンケート結果について 

２．検討事項 

１）全国調査結果について（一次集計結果） 

（１） 市区町村調査結果について 

（２） 推進員調査結果について 

（３） 今後の解析の方向性について 

２）聞取り調査のあり方・内容 

（１） 聞取り調査対象地域について 

（２） 聞取り内容について 

３．今後のスケジュールについて 
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＜第 3回検討委員会＞ 

日時：平成 29年 2月 23 日（木）10:00～12:00 

場所：フクラシア東京ステーション 会議室 1 

次第： 

１．経過報告 

２．全国調査の最終結果と論点について 

１）全国調査について 

（１） 報告 

・最終回収状況 

・集計結果 

（２） 論点について（討議） 

３．聞取り調査について 

（１） 全国調査に基づく聞取り調査結果報告 

（２） 「認とも」に関する聞取り調査結果報告 

（３） 論点について（討議） 

４．報告書の構成と骨子について 

５．調査結果報告会について 
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【Ⅱ．調査研究の構造と方法】 

１．本調査研究の全体構造

本調査研究では、推進員の配置状況と活動実態並びに活動による効果を把握するため、全国の市区町村

を対象とした質問紙による悉皆調査を行うこととした。また、調査結果をもとに、推進員の基本的役割機

能に関して効果を上げているとの回答を寄せた好事例を抽出し、質問紙では把握しきれない効果的な配

置や推進員活動に関する具体的な内容や取組みのプロセス、取組んだ活動同士の関係性とその効果、市区

町村担当者との連携による活動環境づくり等を把握するために、聞取り調査を行うこととした。 

あわせて、推進員の役割の一つとされている「認知症の人の居宅を訪問するボランティア（「認とも」）

等により認知症の人を支援する方法・取組み」に関して、「認とも」の仕組みを各自治体で形成し効果的

に機能させていくために必要な推進員の活動のあり方やそのプロセス等を具体的に把握・検討するため

に聞取り調査を行った。 

以上の全体結果をもとに、推進員の配置および効果的な活動のあり方の検討を行い、考察と提案をまと

めた。 

本調査研究の全体構造 
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２．本調査研究の方法 

本調査研究事業で実施した調査のそれぞれの方法は、下表のとおりである。 

調 査 対象（数） 選定方法 調査方法 主な調査内容 
調査実

施時期 

全国 

調査 

市区町村調査 

市区町村 

の認知症 

施策担当者 

（1741） 

悉皆 質問紙調査 

１.市区町村の概要 

２.推進員の配置状況 

３.推進員の活動環境 

４.推進員の活動内容 

５.活動による効果・変化 

６.課題と今後について 

*市区町村調査と推進員 

調査は、比較検討が可 

能なように一部同一の 

質問を含めた。 

H28 年 

11 月～

12 月 

推進員調査 

2016 年 

9 月末時点 

で配置済み 

の推進員 

悉皆 質問紙調査 

全国調査に基づく 

聞取り調査 

推進員と 

認知症施策 

担当者 

（6地域） 

全国調査で推

進員の基本的

役割機能に関

して、効果を

上げていると

の回答を寄せ

た好事例の中

から、地域特

性等を考慮し

て選定 

半構造的質問 

項目による聞

取り 

【推進員への聞取り】 

１.配置当初の状況や動 

きについて 

２.配置 2年目以降、現在 

に至るまでの状況や 

動きについて 

３.推進員活動のポイント 

と効果について 

【担当者への聞取り】 

１.推進員配置初年度の 

動き 

（配置にあたっての決定 

や説明、配慮、課題等）

２.配置後 2年目以降の 

動き 

（推進員との連携や 

サポートの状況、 

課題等） 

H28 年 

1～2月

「認とも」に関する 

聞取り調査 

「認とも」に

類似する活動

を実施してい

る「認知症カ

フェ」の運営

者 

 （4地域） 

仙台センター

が実施した認

知症カフェに

関する調査で

把握された

「認とも」に

類似する活動

を実施してい

る地域の中か

ら自発的訪問

活動を実施し

ている好事例

を独自に抽

出。

半構造的質問 

項目による聞

取り 

１.「認とも」の概念 

２.居宅訪問する際の 

認知症カフェ等の運営 

方針・運営方法 

３.マッチングを行う仲介 

者に関して 

４.「認とも」に関して 

（ふさわしい人のイメー 

ジや質担保のための 

方策等） 

H28 年 

1～2月
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【Ⅲ.認知症地域支援推進員の配置状況と活動実態・効果等に関する全国調査】 

１．調査方法 

１）方法：質問紙調査

２）調査期間：平成 28年 11 月 15 日 

～平成 28年 12 月 26 日 

３）調査対象・配布・回収方法・回収数

○市区町村調査（悉皆調査）

都道府県を通じて各市区町村認知症施策担

当者に配布。

   対象数：1,741 件、 

回収数：1,001 件（回収率：57.5％） 

○推進員調査（悉皆調査）

都道府県を通じ各市区町村認知症施策担当     

者から管内に平成 28 年 9月末段階で配置さ  

れた推進員に配布。 

回収数 1,648 件 

なお、調査票の回答・回収は、施策担当者及 

び推進員に、Web、メール、FAX のいずれかを選 

択してもらい実施した。 

２．調査項目の構造と内容

 市区町村調査と推進員調査の結果の比較を

 意図して以下のような同一の構造とした。

１. 市区町村の概要

２. 推進員の配置状況

３. 推進員の活動環境

４. 推進員の活動状況

５. 推進員の活動による効果・変化

６. 課題と今後について

なお推進員のみ、上記に加えて「相談支援・

支援体制構築に関する活動と変化」関し、詳し

く質問する項目を加えている。

調査項目の内容については、巻末の調査票を

参照。

都道府県 配布数 市区町村
回収数

市区町村
回収率

推進員
回収数

1 北海道 179 105 58.7 52
2 青森県 40 21 52.5 43
3 岩手県 33 27 81.8 25
4 宮城県 35 23 65.7 74
5 秋田県 25 11 44.0 22
6 山形県 35 18 51.4 23
7 福島県 59 34 57.6 45
8 茨城県 44 26 59.1 12
9 栃木県 25 19 76.0 22
10 群馬県 35 17 48.6 33
11 埼玉県 63 46 73.0 135
12 千葉県 54 32 59.3 89
13 東京都 62 42 67.7 127
14 神奈川県 33 18 54.5 26
15 新潟県 30 14 46.7 21
16 富山県 15 9 60.0 41
17 石川県 19 11 57.9 37
18 福井県 17 10 58.8 12
19 山梨県 27 18 66.7 14
20 長野県 77 40 51.9 42
21 岐阜県 42 30 71.4 59
22 静岡県 35 30 85.7 81
23 愛知県 54 36 66.7 66
24 三重県 29 0 0.0 0
25 滋賀県 19 9 47.4 10
26 京都府 26 18 69.2 23
27 大阪府 43 30 69.8 34
28 兵庫県 41 14 34.1 28
29 奈良県 39 18 46.2 31
30 和歌山県 30 16 53.3 22
31 鳥取県 19 10 52.6 9
32 島根県 19 4 21.1 2
33 岡山県 27 20 74.1 32
34 広島県 23 17 73.9 52
35 山口県 19 10 52.6 20
36 徳島県 24 18 75.0 26
37 香川県 17 12 70.6 29
38 愛媛県 20 17 85.0 20
39 高知県 34 6 17.6 6
40 福岡県 60 42 70.0 50
41 佐賀県 20 11 55.0 12
42 長崎県 21 11 52.4 28
43 熊本県 45 15 33.3 18
44 大分県 18 15 83.3 14
45 宮崎県 26 15 57.7 32
46 鹿児島県 43 24 55.8 32
47 沖縄県 41 12 29.3 17
合計 1741 1001 57.5 1648

調査票の回収数 
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３．調査結果

１）回答のあった自治体の概要、配置状況（市区町村調査結果）

（１）自治体の概要

回答のあった市区町村の面積、人口、65 歳以上人口、高齢化率の分布は以下の通りである。 

調査協力自治体の概要(分布) 

件数 ％
全体 1001 100.0
10 未満 23 2.3%
10 50 未満 236 23.6%
50 100 未満 174 17.4%
100 500 未満 426 42.6%
500 以上 142 14.2%
3万人未満 444 44.4%
3 5万人未満 156 15.6%
5 10万人未満 192 19.2%
10 30万人未満 149 14.9%
30 50万人未満 36 3.6%
50万人以上 24 2.4%
5千人未満 321 32.1%
5千 1万人未満 205 20.5%
1 2万人未満 233 23.3%
2 3万人未満 89 8.9%
3 5万人未満 72 7.2%
5万人以上 81 8.1%
20%未満 128 12.8%
20 25%未満 300 30.0%
25 30%未満 268 26.8%
30 35%未満 181 18.1%
35 40%未満 82 8.2%
40%以上 42 4.2%

Q1-8.面積

Q1-7.市区町村の
人口

Q1-9.65歳以上
人口

Q1-10.高齢化率
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（２）推進員の配置状況

回答のあった市区町村のうち、「平成 28年度に初めて配置(予定含む)」が 192(19.2％)であり、す

でに配置済みの市区町村と合わせ、平成 28年度までに配置(予定含む)の市区町村は、737（73.7％）

であった。また「平成 29年度以降に初めて配置予定」が 26.0％であった。 

すでに平成 27年度までに配置していて平成 28 年度に増員して配置した市区町村が 208(20.8％)見

られた。なおその数を平成 27年度までに配置済の全市区町村(545)に占める割合でみると、38.2％と

なる。 

一方、「平成 28年度に減員して配置」の市区町村も少数ながら(1.9％)みられた。

カテゴリー名 ｎ ％ 

平成 27 年度   配置  平成 28 年度 同数配置 318 31.8 

平成 27 年度   配置  平成 28 年度増員  配置 208 20.8 

平成 27 年度   配置  平成 28 年度減員  配置 19 1.9 

平成 28 年度初  配置（予定 含 ） 192 19.2 

平成 29 年度以降 初  配置予定 260 26.0 

無回答 4 0.4 

全体 1001 100.0 

回答のあった市区町村の配置状況を人口規模別にみた結果は下記の通りである。

人口規模が大きい市区町村ほど早期に配置（平成 27 年度までに配置）している傾向がみられる。

3万人未満の市区町村では約 40％が「平成 29 年度以降に初めて配置予定」となっている。 

「平成 27 年度までに配置し、平成 28 年度に増員して配置」を人口規模別に見ると、30 万人～50

万人未満の市区町村では半数（50.0％）を占めた。 

25.7

29.5

36.5

43.6

27.8

54.2

10.4

21.8

25.0

36.2

50.0

33.3

1.1

1.9

2.1

4.7

22.3

23.7

21.4

6.7

11.1

4.2

40.1

22.4

14.6

8.7

11.1

8.3

0.5

0.6

0.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

3万人未満

3～5万人未満

5～10万人未満

10～30万人未満

30～50万人未満

50万人以上

【市区町村調査Q1-7 人口規模別】（選択回答、％、n=1,001）

Q2 推進員の年次別配置状況

平成27年度までに配置し、平成28年度も同数配置

平成27年度までに配置し、平成28年度増員して配置

平成27年度までに配置し、平成28年度減員して配置

平成28年度初めて配置（予定を含む）

平成29年度以降に初めて配置予定

無回答
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（３）推進員の配置の基準（市区町村調査 Q3(1)） 

回答のあった市区町村のうち「平成 28年度までに配置（予定を含む）」と回答した 737 市区町村に

おける推進員の配置の基準をみると、「市区町村全体を担当する推進員を配置」している市区町村が

518(70.3％)と最も多く、次いで「市区町村全体を担当する推進員と各日常生活圏域もしくは各地域

包括支援センターごとに推進員を配置」している市区町村が 86（11.7％）、その他多様な配置のあり

方がみられた。 

回答のあった市区町村の配置基準を人口規模別に見た結果は下表のとおりである。

人口規模が小さくなるほど「市区町村全体を担当する推進員を配置」と回答する傾向にあり、3万人未

満の市区町村の約 94％を占めている。 

 また人口規模が大きくなるほど「市区町村全体を担当する推進員と、各日常生活圏域、もしくは地域包

括支援センターごとに推進員を配置」という体制をとる傾向にある。 

93.6

80.8

58.9

41.2

34.4

50.0

1.5

5.8

16.6

22.8

34.4

27.3

1.7

1.8

3.7

6.3

4.5

0.4

8.3

15.3

24.3

9.4

13.6

1.2

2.9

12.5

4.5

3.8

2.5

3.7

5.1

3.1

0.8

0.8

2.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3万人未満

3～5万人未満

5～10万人未満

10～30万人未満

30～50万人未満

50万人以上

【市区町村調査 Q1-7人口規模別】（選択回答、％、n=1,001）

Q3(1) 推進員の配置基準

市区町村全体を担当する推進員を配置

市区町村全体を担当する推進員と、各日常生活圏域、もしくは各地域包括支援センターごとに推進員を配置

市区町村全体を担当する推進員と、複数の日常生活圏域、もしくは複数の地域包括支援センターごとに推進員を配置

各日常生活圏域もしくは各地域包括支援センターごとに推進員を配置

複数の日常生活圏域もしくは複数の地域包括支援センターごとに推進員を配置

その他

無回答

カテゴリー名 ｎ %
市区町村全体を担当する推進員を配置 518 70.3
市区町村全体を担当する推進員と、各日常生活圏域、
もしくは各地域包括支援センターごとに推進員を配置

86 11.7

市区町村全体を担当する推進員と、複数の日常生活圏域、
もしくは複数の地域包括支援センターごとに推進員を配置

13 1.8

各日常生活圏域もしくは各地域包括支援センターごとに推進員を配置 75 10.2
複数の日常生活圏域もしくは複数の地域包括支援センターごとに推進員を配置 11 1.5
その他 27 3.7
無回答 7 0.9
非該当 264
全体 737 100
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（４）推進員の配置先

回答のあった市区町村の推進員配置先（市区町村調査 Q3(2)）は、最も多いのが直営型地域包括支

援センター（以下、直営包括）、次いで委託型地域包括支援センター（以下、委託包括）、市区町村行

政であった。その他が 1割弱であったが多様な配置先があることが確認された。

配置先（複数回答）   n=737 

（５）市区町村が推進員活動の質や継続性担保のために工夫している点（市区町村調査 Q4） 

「実績のある地域人材を選抜して配置」、「活動が継続できるよう一事業所内に複数配置」、「人口規

模に応じた配置数を確保できるよう予算等」と多様な工夫がみられていた。工夫について無回答の自

治体が 1割強みられた。 

【市区町村調査 Q4 推進員の活動の質や継続性を担保するために工夫している点】 

（複数回答、n=737、（ ）内は回答件数）

30.8 

9.4 

16.1 

20.5 

19.4 

16.1 

10.6 

0 10 20 30 40

認知症ケアや地域づくりの実績のある地域の人

材を行政として選抜して配置している

力量のある人材確保や活動の展開のために、包

括以外の民間事業者・職員も起用している

日常生活圏域ごとの特徴に応じた推進員活動を

充実させるため圏域ごとに配置している

推進員が異動した際も活動が継続できるよう一

事業所内に複数配置している

人口規模に応じた配置数を確保できるよう推進

員に関する予算の確保や調整に力をいれている

その他

無回答

(％)

  ｎ ％ 
市区町村行政 
（広域組合含む） 235 31.9 
直営包括 363 49.3 
委託包括 277 37.6 
その他 66 9.0 
無回答 20 2.7 
全体 737  ー 

(227) 

(69) 

(119) 

(151) 

(143) 

(119) 

(78) 

「その他」（66件）の主な内訳（複数回答） 

認知症疾患医療センター（6） 

その他医療機関（12） 

社会福祉協議会、医師会等各種団体（15） 

介護保険施設・事業所（17） 

他、認知症カフェ運営主体、個人（公募等）等 
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（６）認知症施策に関連する役割の兼任の状況（市区町村調査 Q5） 

「認知症初期集中支援チームのチーム員」との兼任が最も多く、287(38.9％)であった。次いで

「生活支援コーディネーター」が 49(6.6％)、「認知症介護指導者」が 17（2.3％）、「若年性認知症支

援コーディネーター」は 10(1.4％)であった。 

【市区町村調査 Q5 認知症施策に関する役割の兼任】（複数回答、n=737、（ ）内は回答件数）

兼任の理由・目的を尋ねたところ、どの役割に関しても「行政として地域包括ケアシステムと認知症

施策を統合的に運営/推進するため」や「サービス内容の充実や連携の効率化をはかるため」といった

積極的な理由が多くあげられていたが、「人材不足としてやむなく兼任してもらわざるをえないため」

とした市町村も少なくなく、「認知症初期集中支援チームのチーム員」では 107（37.3％）、「生活支援コ

ーディネーター」では 27(55.1％)を占めていた。 

兼任の理由・目的（複数回答） 

合計 行政   地
域包括ケアシ
ステムと認知
症施策を統合
的に運営／推
進するため

サービス内容
の充実や連携
 効率化  
かるため

人材不足  
やむをえなく兼
任してもらわざ
るをえないため

予算を統合的
に活用して、
人材確保をは
かるため

その他 無回答

196 160 107 34 12 2
68.3% 55.7% 37.3% 11.8% 4.2% 0.7%

5 8 2 1 0 0
50.0% 80.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0%
13 8 5 3 1 0

76.5% 47.1% 29.4% 17.6% 5.9% 0.0%
28 20 27 8 3 0

57.1% 40.8% 55.1% 16.3% 6.1% 0.0%
96 65 83 33 11 2

55.2% 37.4% 47.7% 19.0% 6.3% 1.1%

認知症初期集中支援チーム
のチーム員
若年性認知症支援    
ネーター
認知症介護指導者

その他

生活支援コーディネーター（地
域支え合い推進員）

287

10

17

49

174

38.9 

1.4 

2.3 

6.6 

23.6 

31.6 

7.5 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

認知症初期集中支援チームのチーム員

若年性認知症支援コーディネーター

認知症介護指導者

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）

その他

特になし

無回答

(％)

全体

(n=737)

(10) 

(17)

(49) 

(55) 

(287) 

(174) 

(233) 
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1648 100.0%
市区町村行政 229 13.9%
直営の地域包括支援センター 452 27.4%
委託の地域包括支援センター 876 53.2%
認知症疾患医療センター 5 0.3%
その他 73 4.4%
医師 0 0.0%
歯科医師 0 0.0%
薬剤師 1 0.1%
保健師 460 27.9%
看護師 601 36.5%
作業療法士 18 1.1%
歯科衛生士 16 1.0%
精神保健福祉士 153 9.3%
社会福祉士 595 36.1%
介護福祉士 423 25.7%
介護支援専門員 793 48.1%
主任介護支援専門員 397 24.1%
その他 82 5.0%
5年未満 145 8.8%
5 10年未満 270 16.4%
10 20年未満 692 42.0%
20 30年未満 367 22.3%
30年以上 142 8.6%
平成24年度以前 60 3.6%
平成25年度 49 3.0%
平成26年度 122 7.4%
平成27年度 582 35.3%
平成28年度 813 49.3%

受講あり 1489 90.4%

受講なし 140 8.5%

Q1-7-1.推進員
として配置さ
れた年月

Q1-8.認知症地
域支援推進員
研修の受講

全体
Q1-4.所属先

Q1-5.保有資格

Q1-6.医療介護
福祉分野での
経験年数

２）回答のあった推進員の概況と配置状況（推進員調査 Q1） 

（１）推進員の概要 

回答数 1,648 のうち、性別では男性 296(18.0％)、女性 1,339（81.3％）、年代別では多い順に 40代

34.4％、30 代 27.6％、50 代 23.7％ 、60 代 8.0％、20代 5.8％であった。所属先、保有資格、医療介

護福祉分野での経験年数、推進員として配置された年度、研修の受講状況は以下の通りである。 
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1648 100.0%
専任 276 16.7%
兼務 1356 82.3%
主任介護支援専門員 259 15.7%
保健師 434 26.3%
社会福祉士 381 23.1%
その他 377 22.9%
常勤 1470 89.2%
非常勤 162 9.8%
認知症初期集中支援チーム 547 33.2%
若年性認知症支援コーディネーター 10 0.6%
認知症介護指導者 26 1.6%
生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員) 101 6.1%
その他 227 13.8%
上記を担っていない 834 50.6%

Q2-4.認知症等の施策に関する
役割も担っていますか

全体
Q2-1.推進員としての配置形態

Q2-1-2.兼務している他の業務

Q2-2.勤務形態

（２）推進員の配置・勤務形態

回答のあった推進員の配置・勤務形態、兼任する役割については、以下のとおりであった。

認知症施策に関する役割の兼任状況については、市区町村調査結果と同様に「認知症初期集中支援チ

ーム」、「生活支援コーディネーター」、「認知症介護指導者」、「若年認知症支援コーディネーター」の順

に多かった。

（３）推進員としての活動時間率（推進員調査 Q2-3） 

推進員として活動している時間の率を尋ねたところ、平均 34.8％であった。 

推進員によって、活動時間(率)には、大きな開きが見られた。 

                            ％

推進員活動の時間の平均 34.79 
分散(n-1) 1069.35 
標準偏差 32.70 
最大値 100 
最小値 0 
無回答 39 
全体 N=1609 
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３）市区町村における推進員の活動環境 （市区町村調査結果および推進員調査結果）

推進員の活動環境に関し、以下 10項目について市区町村担当者と推進員に尋ねた。 

推進員の活動環境項目（市区町村調査 Q6、推進員調査 Q3） 

1．推進員活動を進めて行くための話し合いが定期的・随時になされていますか。 

2．市区町村の認知症施策の目標及び課題について共通認識ができていますか。 

3．推進員の役割について市区町村と推進員の間で共通認識ができていますか。 

4．市区町村担当者は推進員の役割・活動内容の周知や地域の関係者と連携・調整をしていますか。 

5．市区町村の目標と課題に基づき推進員活動の計画を作っていますか。 

6．市区町村担当者は推進員が活動しやすいように職場に対して説明や調整を行っていますか。 

7．市区町村担当者と推進員は活動の評価を共に行っていますか。 

8．市区町村担当者は施策の企画立案や予算要求の段階で推進員のアイディアや意見を聞くようにしてい

ますか。 

9．推進員としてのスキルアップや推進員同士のネットワークづくりのための研修や会議等の機会があり

ますか。 

10．推進員として活動していく上での課題や悩み等について、推進員の相談を受ける人がいますか。 

その結果の主な点は以下のとおりである（次ページの図参照）。 

・1．「十分に話し合えている」との回答が担当者、推進員とも 4割弱であった。 

・2．「（市区町村の認知症施策の目標及び課題について）共通認識ができている」、「3．（推進員の役割

について）共通認識ができている」との回答が、担当者・推進員ともに 6割前後であった。 

・4．「（市区町村担当者は推進員の役割・活動内容の周知や地域の関係者と連携・調整を）十分してい

る」と回答した担当者が 15.6％、推進員が 25.5％であった。 

・5．「（市区町村の目標と課題に基づき推進員活動の計画を）一緒に計画づくりをしている」と回答し

た担当者が 35.8％、推進員が 41.8％であった。 

・7．「（市区町村担当者と推進員は共に活動の評価を）十分している」と回答した担当者が 9.2％、推進

員が 14.1％であった。 

・8．「（市区町村担当者は施策の企画立案や予算要求の段階で推進員のアイディアや意見を聞くよう

に）十分にしている」と回答した担当者が 40.8％、推進員が 39.9％であった。 

・9．「（推進員としてのスキルアップや推進員同士のネットワークづくりのための研修や会議等の機会

が）十分にある」と回答した担当者が 20.6％、推進員が 27.8％であった。 

・10．「（推進員として活動していく上での課題や悩み等について、推進員の相談を受ける人が）十分に

いる」と回答した担当者が 28.9％、推進員が 38.2％であった。なお、その相談相手としては、担

当者と推進員共に「市区町村」の立場の人という回答が多かったが、担当者に比べて推進員の回答

では「推進員同士」や「自職場（の人）」を挙げる人が多くみられた。 
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活動環境に関する市区町村調査結果(Q6)と推進員調査結果(Q3)の比較 

38.3
46.5

10.9

64.5

25.1

7.2

60.2

29.9

6.6

15.6

57.0

21.3

2.8

35.8

5.3 6.6

49.0

34.1

37.4

24.7

17.3

61.3

2.5

37.0

49.7

12.6

58.9

30.2

10.5

56.1

31.4

11.9

25.5

47.4

14.3
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41.8

7.9 12.4

36.6
34.6 45.1

18.9 19.0

44.4

21.1
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40.0

50.0

60.0

70.0

【話し合い・共通認識・計画立案に関する意識】

市区町村 推進員

1 2 3 4 5 6 6-1

1.推進員活動を進めて行くための話し合いが定期的・随時になされていますか。

2.市区町村の認知症施策の目標及び課題について共通認識ができていますか。

3.推進員の役割について市区町村と推進員の間で共通認識ができていますか。

4.市区町村担当者はは推進員の役割・活動内容の周知や地域の関係者と連携・調整をしていますか。

5.市区町村の目標と課題に基づき推進員活動の計画を作っていますか。

6.市区町村担当者は推進員が活動しやすいように職場に対して説明や調整を行っていますか。

6-1.6に関して文書での取り決めはありますか。

9.2

36.5

50.6

40.8 43.0

12.2
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42.6
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29.6
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15.9
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28.9
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39.9
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21.1
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【推進員活動に関する評価・施策への活用・研修や相談の機会】

市区町村 推進員

7.市区町村担当者と推進員は活動の評価を共に行っていますか。

8.市区町村担当者は施策の企画立案や予算要求の段階で推進員のアイディアや意見を聞くようにしていますか。

9.推進員としてのスキルアップや推進員同士のネットワークづくりのための研修や会議等の機会がありますか。

10.推進員として活動していく上での課題や悩み等について、推進員の相談を受ける人がいますか。

10-1.その人はどの立場の人ですか。

7 8 9 9-1 10 10-1

（％）

（％）
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 なお活動環境についての回答を、推進員の配置年度別にみたところ、推進員の配置が早い年度の場

合（配置されてからの年数が長い）ほど「十分に話し合えている」というプラスの回答をしている推

進員が多い傾向が確認された。 

51.7

49.0

44.3

38.0

33.0

43.3

38.8

42.6

50.5

51.7

5.0

12.2

13.1

10.1

14.9

1.4

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成24年度以前

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

【推進員調査／Q1-7配置年度別】（選択回答、％、n=1,626）

Q3-1 活動に関する話し合いが市区町村と定期的・随時にできていますか

十分に話し合えている 話し合えてはいるが、十分とはいえない ほとんど話し合えていない 無回答

65.0

67.3

56.6

59.3

52.8

18.3

22.4

31.1

31.4

32.7

16.7

10.2

10.7

8.8

14.0

1.6

0.5

0.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

平成24年度以前

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

【推進員調査／Q1-7配置年度別】（選択回答、％、n=1,626）

Q3-3推進員の役割について市区町村と十分に話し合えていますか

十分に話し合えている 話し合えてはいるが、十分とはいえない ほとんど話し合えていない 無回答

十分に話し合えている

28.3

18.4

19.7

16.7

10.2

48.3

44.9

40.2

40.7

34.2

23.3

36.7

40.2

41.8

54.0

0.9

1.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

平成24年度以前

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

【推進員調査／Q1-7配置年度別】（選択回答、％、n=1,626）

Q3-7市区町村と共に推進員活動の評価を行っていますか

十分にしている しているが、十分ではない していない 無回答
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４）推進員の活動内容及びその効果等（市区町村調査 Q7、推進員調査 Q4）

（１）認知症に関する事業や取組みにおける推進員の活動（果たしている機能） 

市区町村の認知症に関連した事業や取組み 24 項目の活動状況についてみたところ、推進員は１つ

の事業に関しても「企画立案している」、「会議等に参加している」、「実務者に助言している」、「実務

を担っている」、「関係者をつないでいる」、「他の事業とつないでいる」等、多様な機能を果たしてい

ることが、市区町村調査、推進員調査双方から確認された（次ページ以降の図を参照）。 

事業や取組み 24 項目それぞれについて、「市区町村が事業をやっていない」及び「無回答」を除い

て推進員が果たしている機能数を積算した総数についてみたところ、市区町村調査結果では、多い順

に 1位が「啓発活動」、2位が「認知症サポーターの養成」、3位が「地域ケア会議(事例検討)の開

催」、4位が「認知症カフェ等の開催」、5位が「地域全体における日頃からの見守りやネットワークの

推進」であった。 

推進員調査の結果では、市区町村調査結果と 1位～4位は同じであったが、5位が「認知症の容態

に応じて必要な医療や介護等のサービスを受けられるよう関係機関との連携体制の構築」であった。 
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【市区町村調査 Q7 各事業における推進員の活動（機能）】 
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1B.認知症に関する啓発活動の実施

2B.認知症サポーターの養成

3B.認知症サポーターのステップアップ講座やキャラバンメイト

連絡会の開催

4B.認知症初期集中支援チームの設置・運営

5B.認知症ケアパスの作成・普及

6B.認知症多職種協働研修（例：認知症ライフサポート研修）の

開催

7B.若年性認知症の人とその家族に対する支援

8B.認知症カフェ等の開催

9B.認知症に関する介護者教室の開催

10B.家族交流会の開催

11B.認知症予防・発症遅延等の実施

12B.認知症に関する相談会の開催

13B.地域全体における日頃からの見守りやネットワークの推進

14B.行方不明発生時の地域ぐるみの対策やSOSネットワーク等の

推進

15B.成年後見制度の活用や虐待防止等、権利擁護関係の推進

16B.地域ケア会議（事例検討）の開催

17B.認知症疾患医療センターの専門医等による、病院・施設等

における「困難事例の検討及び個別支援」に関するバック…

18B.地域ケア会議（地域づくり）の開催

19B.地域の多様な資源に出向き、地域づくりを共に進める仲間

づくり

20B.認知症の人が認知症の容態に応じて必要な医療や介護等の

サービスを受けられるよう関係機関との連携体制の構築

21B.地域のリーダー役になる人材/チームの育成やそれらの活動

支援

22B.地域の多様な人が一緒に活動する機会作り(アクションミー

ティング等)

23B.認知症の本人同士が集まり話し合いや活動をする機会づく

り

24B.メディアを活用した、推進員や地域の取組等の広報活動

25B.その他

企画立案をしている 会議等に参加している 実務者に助言している

実務を担っている 関係者をつないでいる 他の事業とつないでいる

市区町村が事業をやっていない 無回答

（人）
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1B.認知症に関する啓発活動の実施

2B.認知症サポーターの養成

3B.認知症サポーターのステップアップ講座やキャラバンメイト

連絡会の開催

4B.認知症初期集中支援チームの設置・運営

5B.認知症ケアパスの作成・普及

6B.認知症多職種協働研修（例：認知症ライフサポート研修）の

開催

7B.若年性認知症の人とその家族に対する支援

8B.認知症カフェ等の開催

9B.認知症に関する介護者教室の開催

10B.家族交流会の開催

11B.認知症予防・発症遅延等の実施

12B.認知症に関する相談会の開催

13B.地域全体における日頃からの見守りやネットワークの推進

14B.行方不明発生時の地域ぐるみの対策やSOSネットワーク等の

推進

15B.成年後見制度の活用や虐待防止等、権利擁護関係の推進

16B.地域ケア会議（事例検討）の開催

17B.認知症疾患医療センターの専門医等による、病院・施設等

における「困難事例の検討及び個別支援」に関するバック…

18B.地域ケア会議（地域づくり）の開催

19B.地域の多様な資源に出向き、地域づくりを共に進める仲間

づくり

20B.認知症の人が認知症の容態に応じて必要な医療や介護等の

サービスを受けられるよう関係機関との連携体制の構築

21B.地域のリーダー役になる人材/チームの育成やそれらの活動

支援

22B.地域の多様な人が一緒に活動する機会作り(アクションミー

ティング等)

23B.認知症の本人同士が集まり話し合いや活動をする機会づく

り

24B.メディアを活用した、推進員や地域の取組等の広報活動

25B.その他

企画立案をしている 会議等に参加している 実務者に助言している

実務を担っている 関係者をつないでいる 他の事業とつないでいる

関わっていない 市区町村が事業をやっていない 無回答

（人）

【推進員調査 Q4 各事業における推進員の活動（機能）】 
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（２）推進員が活動したことによる効果（市区町村調査 Q7、推進員調査 Q4） 

24 の事業・取組み関して、推進員が活動したことにより効果があったかどうかを尋ねたところ、何

らかの効果ありと回答した率が 50％を超えた事業・取組みが、市区町村調査結果・推進員調査結果と

もに 12 種類に及んでみられた。 

効果ありとした率が多い順にみると、市区町村調査結果では、1位「2.認知症サポーターの養成」、

2位「1.認知症に関する啓発活動」、3位「16.地域ケア会議(事例検討)」、4位「8.認知症カフェ等の開

催」、5位「13.地域における日頃からの見守り体制づくり」であった。推進員の回答では、市町村の回

答と 1位～4位が同じだったが、5位が「20.容態に応じてサービスを受けられる連携体制の構築」で

あった。 

活動(機能総数)が多いと効果ありも多いという傾向がみられた。一方で活動(機能総数)は比較的少

ない事業・取組みにおいても、一定の効果が上がっていることが確認された。 
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【市区町村調査結果(Q7)からみた推進員活動とその効果】

市区町村からみた各活動の実施状況 効果

①

②

①②

④ ③
⑤

③④ ⑤

活動：「企画立案をしている」「実務者に助言している」等多様な活動形態を複数選択してもらい、それぞ

れの活動形態を 1 件として積算した。

効果：「量（開催数・対象数等）が増加した」「関係者とのつながりが拡充した」等多様な効果を複数選択

してもらい、それぞれを 1 件として積算した。

(件) 
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推進員調査結果(Q4)からみた推進員の活動とその効果

推進員からみた各活動の実施状況 効果

活動：「企画立案をしている」「実務者に助言している」等多様な活動形態を複数選択してもらい、それぞれ

の活動形態を1件として積算した。

効果：「量（開催数・対象数等）が増加した」「関係者とのつながりが拡充した」等多様な効果を複数選択し

てもらい、それぞれを1件として積算した。①

②

③
④

⑤①②
③

④ ⑤

(件) 
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推進員が配置された年度別（＝活動年数の長さ）と各種事業等における効果との関係をみたとこ

ろ、活動年数が長いほど何らかの効果ありが多い傾向がみられた。 

24 種類の活動等のうち 11 の活動を例にみてみる。さまざまな効果のうち「事業関係者のつながりが

拡充した」を赤で、参考までに「効果はみられていない」を青で、「この活動はしていない」を緑で、数

値と共に示した。活動初期から効果がみられるもの、経験を重ねるにつれ効果がみられるようになるも

の、経験年数による違いがみられないもの等、活動内容によって特徴がみられる。また関係者や他事業

とのつながり（赤）は、大部分の活動において経験年数に比例して拡充していくことが確認された。 
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4-2 認知症サポーター養成の効果

量（開催数・対象数・関係者数等）が増加

した

内容が充実した

事業関係者のつながりが拡充した

他の事業との連動が生まれた

これらの効果はみられていない

この活動はしていない
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【推進員調査Q1-7配置年度別】（複数回答、％、n=1,626）

Q4これまでの推進員活動とその効果

4-1 啓発活動の効果

量（開催数・対象数・関係者数等）が増

加した

内容が充実した

事業関係者のつながりが拡充した

他の事業との連動が生まれた

これらの効果はみられていない

この活動はしていない
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28.3
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4-3 サポーターのステップアップ講座やメイト連絡会開催等の効果

量（開催数・対象数・関係者数等）が増加

した

内容が充実した

事業関係者のつながりが拡充した

他の事業との連動が生まれた

これらの効果はみられていない

この活動はしていない
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4-5 認知症ケアパスの作成・普及の効果

量（開催数・対象数・関係者数等）が増

加した

内容が充実した

事業関係者のつながりが拡充した

他の事業との連動が生まれた

これらの効果はみられていない

この活動はしていない
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4-7 若年性認知症の人とその家族に対する支援の効果

量（開催数・対象数・関係者数等）が増

加した

内容が充実した

事業関係者のつながりが拡充した

他の事業との連動が生まれた

これらの効果はみられていない

この活動はしていない

61.7

51.0
45.9

40.0 38.7

1.7 4.1 2.5
7.2 7.0

11.7

28.6 27.9 28.4 31.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
4-8 認知症カフェ等の開催の効果

量（開催数・対象数・関係者数等）が増

加した
内容が充実した

事業関係者のつながりが拡充した

他の事業との連動が生まれた

これらの効果はみられていない

この活動はしていない
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4-11 認知症予防・発症遅延等の実施の効果

量（開催数・対象数・関係者数等）が増

加した
内容が充実した

事業関係者のつながりが拡充した

他の事業との連動が生まれた

これらの効果はみられていない

この活動はしていない
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4-18 地域ケア会議（地域づくり）の効果
量（開催数・対象数・関係者数等）が増

加した

内容が充実した

事業関係者のつながりが拡充した

他の事業との連動が生まれた

これらの効果はみられていない

この活動はしていない
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量（開催数・対象数・関係者数等）が増

加した
内容が充実した

事業関係者のつながりが拡充した

他の事業との連動が生まれた

これらの効果はみられていない

この活動はしていない
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4-23 認知症の本人同士が集まる機会づくりの効果

量（開催数・対象数・関係者数等）が増

加した

内容が充実した

事業関係者のつながりが拡充した

他の事業との連動が生まれた

これらの効果はみられていない

この活動はしていない
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4-15 成年後見制度、虐待防止等権利擁護関係推進の効果

量（開催数・対象数・関係者数等）が増

加した

内容が充実した

事業関係者のつながりが拡充した

他の事業との連動が生まれた

これらの効果はみられていない

この活動はしていない
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（３）推進員活動を通じた地域の変化について（市区町村調査 Q8、推進員調査 Q5） 

推進員活動を通じた地域の変化について 14項目についてみたところ、市区町村調査、推進員調査と

もにほぼ同様な結果が得られ、「14．地域や関係機関からの情報提供が増えてきた」が約 50％と最も多

く、次いで「7.（地域で働く人たちが）認知症の人を地域で見守り支えるケースが増えた」、「1.初期に

相談に来るケースが増えた」、「4.（本人・家族と医療・介護等関係者が）診断後の暮らしを話し合う機

会が増えた」、「3.初期に必要な支援につながる人が増えた」、「10.認知症の人の居場所や社会参加の場

所が増えた」、「2．初期に診断を受ける人が増えてきた」、「8．行方不明にスムーズに対応できるケース

が増えてきた」等の変化が比較的多い結果がえられた。 

なお、少数ではあるが、推進員の活動を通じて「5．診断後、認知症を公表する本人・家族が増えて

きた」、「11．BPSD が増悪しても地域で暮らせるケースが増えてきた」、「12．認知症の人が入院しても在

宅に戻れるケースが増えてきた」、「13．認知症の人が地域で安らかな最期を迎えるケースが増えてきた」

と回答を寄せた市区町村及び推進員が確認された。 
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推進員活動を通しで実感している地域の変化

【市区町村調査結果(Q8)・推進員調査結果(Q5)の比較】

市区町村（n=1,001）

推進員（n=1,648）

（％）
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推進員調査結果(Q5)より、活動を通じた地域の変化と配置された年度別（活動年数の長さ）との関係を

みたところ、活動年数が長いほど地域の変化を実感したり、変化した事実が関係者間で確認されている状

況が多い傾向がみられた。 
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推進員活動を通じた地域の変化（アウトカムに相当）の確認状況に関しては、担当者・推進員とも

に、実感している、話し合いは会議等で事実確認されている状況が多く、数で確認されている状況は

少数にとどまっていた。

20.0
14.3 18.0

11.5
8.4

21.7

14.3
18.9

10.8
8.1

3.3 2.2 1.1
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0 5-11BPSD悪化の際に関係者が連携して地域で暮

らし続けられるケースが増えてきた

6.7 8.2

13.9

5.5 4.8
6.7 6.1 8.2 6.4

4.7
2.0 0.8 0.9 0.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
5-12 認知症の人が入院した場合、在宅に戻れ

るケースが増えてきた

16.7

8.2
5.7 5.8 4.1

16.7 14.3
9.8 7.2 6.0

0.8 1.5 1.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

5-13 認知症の人が在宅や地域密着型で安らか

な最期を迎えるケースが増えてきた 78.3

51.0
58.2 57.2

44.3

31.7 34.7 36.9

26.1 24.6

11.7 10.7 8.2 6.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

5-14 地域や関係機関からの情報提供が増えて

きた

（％） 
（％） 

（％） （％） 

37



５）推進員活動上の課題と感じていること （市区町村調査 Q9、推進員調査結果 Q7）

担当者、推進員ともに、「1．推進員は業務量が多く、推進員としての活動に十分な時間が取れない」、

「2．行政担当者は業務量が多く推進員事業に十分な時間が取れない」、「9．認知症に関する専門人材が

不足」を課題として挙げている人が 70％以上と高率であった。 

推進員は、市区町村担当者と比較して「6．家族の認知症に関する理解・協力が得られにくい」、「5．

地域住民の認知症に対する理解・協力が得られにくい」という回答が多い傾向が見られた。 
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【市区町村調査(Q9)・推進員調査(Q7)の結果比較】

推進員活動上の課題と感じていること
「とても感じている」「感じている」と回答した人の割合（％）

市区町村（n=1,001）

推進員（n=1,648）
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６）今後推進員活動に必要なこと（市区町村調査 Q11、推進員調査 Q10）

8 項目について尋ねたところ、市区町村担当者、推進員ともに、「2.都道府県規模で行う推進員研修

会」、「8.市区町村担当者と推進員とのコミュニケーションの機会」、「7.スーパーバイズが受けられる体

制の整備」、「6.関係機関への推進員の役割と活動内容の PR」、「2．都道府県規模の推進員ネットワーク

会議」、「5．推進員の配置の促進（複数配置にするなど）」に関して 8～9割以上が必要と回答していた。 

「1．全国規模で行う推進員研修会」、「3．全国規模の推進員ネットワーク会議」の必要性は、他項目

に比較すると高くなかったが、担当者、推進員ともに約 5～6割が必要と回答していた。 
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推進員活動を推進していく上で必要と思われること
「とても必要」「必要」と回答した人の割合（％）

市区町村（n=1,001） 推進員（n=1,648）
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７）推進員が活動を継続/推進していく上で、日頃感じていること（推進員調査 Q11） 

自由記述で尋ねたところ、記述内容は下記のカテゴリに分けられた。

大カテゴリ 中カテゴリ 小カテゴリ

１．社会の現状に思う
こと

２．推進員として

1）自己研鑽を積む

2）個々のアセスメントを大事にする

3）地域をアセスメントしていく
4）推進員として知っていただく（業務として）

5）認知症を知ってもらう機会を作る／作りたい

6）他職種・他機関と連携していく／いきたい
7）業務を見直す

8）どのようなケアがよいのか思案している

9）その他、抱負

３．業務遂行上の不安

感・負担感

1）プレッシャーに感じる／無力感
2）何をしたらよいのかわからない

3）SV／コンサルテーション／相談先がほしい

4）ケース等の具体的な疑問・困難感
5）必要と思うこと

3）－1．市町村からのビジョンが示されていない

　　　2．推進員の業務内容が多岐にわたるから

　　　3．自己として推進員のイメージが持てていないから

４．連携（の必要性）－

行政

1）市町村（役所）との目的の共有について

2）意見と課題

1）－1．行政のビジョンを明確にしてほしい

　　　2．行政の担当者と交流／連絡を取り合うことが大切
　　　3．共にできたらよいと思うこと（少数意見）

2）－1．意見

　　　2．課題

５．連携（の必要性）－
地域住民

1）認知症について理解を促す活動の必要性

2）地域の協力者探し／地域に協力を求める必要性
3）2）の具体案

4）その他、意見

1）－1．認知症の理解が不足している／啓発の必要性を感じる

　　　2．研修会／交流会／事例検討会をしてみる

　　　3．情報収集（地域を知るインタビュー）

3）－1．推進員を知ってもらう／推進員についての理解

　　　2．人材と場所の確保／地域作り（の難しさ）

６．連携（の必要性）－
推進員・他専門職

1）推進員同士の連携がほしい／情報交換したい
2）医療・介護／連携期待先とつながる

3）その他、意見

1）－1．気軽な情報共有／発信（SNS・FB、動画配信など）の場

　　　2．近隣市町村推進員との交流

　　　3．日々の業務でのつながり
2）－1．医療へ協力の依頼／難しさ

　　　2．チームで活動する／その必要性

　　　3．認知症関連の他資格との協力体制つくり

７．配置上の問題点

1）現在の状況
2）配置先について

3）業務内容について

4）その他、意見

1）－1．業務量が多い／時間がない

　　　2．1．について意見・疑問

2）－1．職場に理解がある／協力が必要と思う
　　　2．配置先を検討してほしい

　　　3．1．2．について意見・疑問

3）－1．アンケートが答えにくい（行政／包括と兼務のため）
　　　2．兼務している業務と区別しにくい

　　　3．推進員として十分に活動できているか罪悪感がある

８．人材不足・人員不

足と感じている

1）人材不足・人員不足

2）専任が望ましい

3）適切と考える専門職について
4）その他、意見

1）－1．兼務である／多忙である
　　　2．時間や労力が必要なケースが増えている

　　　3．仲間や相談相手がいるとよい

2）－1．行政がよい
　　　2．行政外（包括等）がよい

９．会議・研修につい

て

1）開催時期・開催地・参加費

2）開催頻度
3）他市町村の取り組みを聞きたい／参考にしたい

4）スキルアップのシステムについて

5）その他、意見

１０．「推進員」の認知

度について

1）知名度が低い

2）PR活動が必要（事業全体として）

3）その他、意見

11．事業全体について

1）事業の展開について
2）「推進員」の役割の明確化

3）病院が必要

4）意見

1）－1．トップダウンだけではない取り組み／推進員からの発信等

　　　2．全国的な教育・啓発活動が必要

2）－1．職域が不明瞭／役割が不明瞭
　　　2．役割明確化への意見

4）－1．国・県・市町村のサポートが必要
　　　2．その他、意見
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内容としては、業務量が多すぎるという意見や、役割が目に見えにくいために周囲の理解や認知度も

低く負担感が強いこと、住民の理解が不足しているなどの課題も多く寄せられていたが、推進員活動を

実施する中で、見出された工夫や対策について、今後の活動について示唆した内容を下記に抜粋する。

【今後の活動についての推進員の意見：工夫や対策について】 注）文末の数字は前頁カテゴリ番号 

地域の多資源と課題を共有したプロセス重視の活動 

①お互いがそれぞれの役割を理解した上で、課題を共有しそれが良い方向に向くよう一緒に考えていく

プロセスが大切だと感じている。 

４－１）－３ （40 歳代女性、委託包括・兼務、社会福祉士 他） 

②何事も新しいことを始める際には困難があるが、悩みながらも楽しみを感じて取組んでいけたらよい

と思う。推進員が配置された価値が発揮できる活動を行うためには、周囲と目的や方向性、取組み内容

等について共有できることがとても重要であると思う。 

２－４） （60 歳代女性、行政・専任、精神保健福祉士 他） 

③市担当者と推進員で課題共有し、具体的行動を計画的に進めていく必要があると思う。 

４－１）－２（50 歳代女性、委託包括・兼務、社会福祉士 他） 

④推進員の役割の PR が重要だと考える、その為には成果も出さなくてはならない為、市の推進員会議の

更なる充実が望まれる。 

４－１）－３ （50 歳代女性、委託包括・兼務、看護師 他） 

職場外でのネットワークや学び・討議の機会 

⑤各包括に複数配置することで活動が活発になると思うが、包括が一つしかないため、近隣とのネットワ

ークや連絡会が必要と考える。 

６－２）－３ （50 歳代女性、行政・兼務、保健師 他） 

⑥推進員は地域の特性に合わせて自由な活動をしていくものと思われるが、認知症に関する施策も増加

し、手一杯になってしまうのが実情と思う。県単位ぐらいでの情報交換が必要ではないか。 

４－１）－３ （50 歳代女性、行政・兼務、保健師 他） 

⑦フェイスブックでの全国認知症地域支援推進員連絡会での交流を通して、新たな情報を 

得たりアドバイスをして頂いたりすることができる。他地区の推進員の活躍ぶりを見て頑張ろうとい

う気持ちになる。 ６－１）－１ （30 歳代女性、直営・兼務、歯科衛生士 他） 

実効性ある多様な人材の登用や配置 

⑧研修を受けただけではなく、実践できる力、特に関係機関と連携できる力をつけなければ、複数配置し

ても効果がない。 ４－２）－２ （40 歳代女性、委託包括・兼務、介護福祉士 他） 

⑨専任の推進員以外にも各包括に兼任で推進員の業務ができるよう配置するとよい。広い範囲で業務を

市内 2人の推進員で行うよりも、人数が多い方が企画内容も充実すると思う。推進員でなくても、同じ

業務を行う仲間がほしい。 ８－１）－２（40歳代女性、委託・専任、介護福祉士 他） 
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⑩推進員活動に認知症介護指導者の参加が増えることを希望します。認知症地域支援の社会資源として

もっと指導者を活用していただきたい。９－４） （50 歳代女性、個人・兼務、介護福祉士 他） 

地域に根ざした施策展開 

⑪地域のニーズに合わせて柔軟に事業が展開できるようにしてほしい。事業に地域を合わせないでほし

い。地域で眠っている財産を生かせるようにするなど、今ある事業を見返し（視点を変える）方法も検

討してほしい。 １１－１）－１ （20 歳代女性、委託包括・兼務、社会福祉士 他） 

⑫認知症に関する事業があまりにも多く、名称も同じようなものばかりで分かりづらい。地域住民やケア

マネジャーなどにも、事業の種類や目的が分かるようにしてほしい。 

１１－２）－１ （30 歳代男性、委託包括・兼務、社会福祉士 他） 

⑬推進員の活動には地道に継続していくことが求められる。派手な事業にばかり目がいくのではなく、地

道な連携に時間をかける意味を理解してほしい。 

１１－４）－１ （20 歳代女性、委託包括・兼務、保健師 他） 

８）認知症の人の視点や意思を重視した相談支援と支援体制づくりに関する事例（推進員調査 Q6） 

推進員調査において、「相談支援と支援体制づくり」に関して詳しく尋ねたところ、「本人への関わり

や支援が充実し、本人や家族の状態が良好になったケースがある」が、1,128 人（68.5％）であった。 

また、「本人を支える資源やつながりが拡充し、地域での生活の継続が可能になったケースがあり」

が 687 人（41.7％）であった。個別のケースに対し、推進員がどのように関わり、その結果、生じたケ

ースの変化とあわせ、地域への波及効果（拡充した資源と連携状況）を尋ねたところ、559 人から事例

の報告が寄せられた。 

生じた変化に注目して事例を分析・分類し、その中から推進員の活動を通じて「地域に変化が生じた

けケース」、および「医療・福祉に変化が生じたケース」の主なものが次ページの事例である 
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【Ⅳ．全国調査に基づく聞取り調査】

１．調査目的 

推進員の効果的な活動（特に相談支援・支援体制の構築）のあり方について、全国調査の

回答結果に関する詳細、推進員の活動プロセスと取組み姿勢（考え方）及び市区町村担当者

との連携、サポートのプロセスについて、推進員及び市区町村担当者双方から聞取り調査を

行った。 

聞取りは半構造的に行い、これまでの活動について配置当初～初年度、次年度以降と時系

列的に振り返っていただくことを通して、地域及び自身の活動を捉える評価視点に着目し、

どのようにステップアップを図ってきたかを把握した。この結果をもとに、各市区町村の取

組みから得られた示唆をまとめるとともに各取組みの流れを図で示し、他地域での参考資

料とすることを目的とした。 

【推進員への聞取り内容】※具体的な質問項目は次ページ３（２）参照。

推進員自身の資格や経験、配置形態や地域課題等の強み、弱みを生かしつつどのように取

組んできたか、推進員活動のプロセスと取組み姿勢を通して明らかにする。活動内容に加え

て、推進員自身の地域課題の捉え方、活動上重視したこと、当事者、地域住民、関係機関・

職種、行政機関等との情報共有や役割分担に関する考え方等について伺う。 

【市区町村担当者への聞取り内容】※具体的な質問項目は次ページ３（２）参照。

 推進員配置時点での地域課題の捉え方、配置時の課題・活動方針の伝達・共有、配置後

の連携やサポートのプロセス、配置後の地域課題の捉え方と地域の変化、今後の課題等に

ついて伺う。加えて、推進員活動と他事業との効果的な連携について考察するため、推進

員が認知症初期集中支援チーム員を兼任することによる効果や課題も伺う。 

２．調査対象地域の選定 

（１）選定基準 

調査対象地域の選定基準として、次の４点を考慮した。

①自治体の人口規模：多様性を確保すること 

②推進員配置上の工夫：配置場所、活動の環境づくりの工夫がみられること 

③活動上の課題を克服しながら、推進員の機能（連携・ネットワークの推進、対応力向上、

相談支援）を活かして効果を上げている地域であること 

④他の地域でも実行可能な活動を進めている地域であること 

（２）選定経過

①平成 28年 12月 18 日（日）時点で集計した全国調査の推進員調査票 1,280 件のうち、上

記基準③から、推進員調査 Q6（新オレンジプランの骨子 3 項目における変化・効果がみ

られた事例数）「Q6-3 本人を支える資源やつながりが拡充し、地域での生活の継続が可能

になった事例」がある 528 件、うち事例記述のあったもの 385 件、うち「6．推進員の気

づき・学び・感想など」の記載があったもの 346 件を抽出した。 

②上記 Q6の事例記述に「推進員」の語を含むもの（聞取りに際して推進員としての視点で
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の気づき・学びや今後の課題や展望を重視するため）47 件を抽出した。 

③上記 47件のうち、市区町村調査票が未提出のもの、近年の推進員研修で事例報告された

市区町村、昨年度の老健事業の調査で聞き取った市区町村以外で、市区町村調査 Q2～4（配

置状況、配置上の工夫等）に回答があることを確認した（上記基準②）。 

④推進員調査 Q4（これまでの活動内容）で個々の活動と効果を確認し、Q5（推進員活動を

通じた地域の変化）で多くの項目に変化があるものを抽出した。基準④を確認の上 12 市

区町村に絞り込んだ（同項目を市区町村調査でも確認）。Q7～11 の活動継続意思ややりが

い、課題等についても確認した。 

⑤12 市区町村を人口規模（基準①）で分類した。 

 全市町村配置となる平成 30 年度に向けて人口規模の小さな自治体での配置が進む見込み

を踏まえ、小規模の自治体を細分化して分類した。 

⑥地理的分布、配置先や配置年月のバランスも考慮して 6市区町村に絞り込んだ。 

⑦推進員の所属先及び当該市区町村と調整の上、両者から承諾を取って調査日時を設定し

た。 

３．調査方法・調査項目 

（１）調査方法 

 推進員、市区町村担当者に対し、事前に聞取り内容の項目を送付して、可能な範囲で記入

の上、当日持参していただいた。 

 聞取りには研究スタッフ 2名で訪問した。調査実施に当たり説明を行い、書面にて同意を

得た上で聞取りを開始した。 

（２）調査項目 

■推進員に対する聞取り結果 

◆配置当初の状況や動きについて 

○配置されることになった経緯と推進員活動に対する当初の認識や準備したこと、協力依

頼先等 

○初年度の取組みを通して生じた認知症の人や家族、地域社会、あなた自身の変化・効果・

苦労したこと・課題等 

◆配置後２年目以降、現在に至るまでの状況や動きについて 

○２年目以降に把握した地域課題、取組んだ活動とそれぞれの活動の協力依頼者等 

○各年度の取組みを通して生じた認知症の人や家族、地域社会、あなた自身の変化・効果・

苦労したこと・課題等 

○各年度に苦労したことやその後への課題、以後役に立ったこと等 

◆推進員活動のポイントと効果について 

○これまでの経験を振り返り、推進員活動を効果的に行うために重要だと思うこと 

○推進員活動の効果や課題は、どのような観点や基準から評価すると良いと思うか 

○推進員活動をより効果的に進めるための改善点について 

○推進員活動を通してご自身の職業や今後の活動への意欲等に与えた影響等 
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■市区町村担当者への聞取り結果 

◆推進員配置初年度の動き 

○配置に当たっての打診・決定方法（候補者の選定、所属組織との調整等） 

○推進員への説明や地域課題・活動方針・報告方法・評価方法についての話し合いや情報

共有方法 

○配置後の推進員との連携やサポート方法 

○初年度に特に配慮・工夫したこと 

○推進員活動の評価方法 

◆配置後２年目以降の動き 

○２年以降の推進員との連携やサポートの状況 

○推進員を配置したことによる効果や見えてきた活動上の課題、地域の力や課題、行政と

してのサポートのあり方、行政担当者としてのご自身の変化等 

○推進員活動の効果や課題をどのような方法（視点・尺度等）によって評価しているか 

○市区町村としての今後の推進員活動の方針 

○推進員が認知症初期集中支援チーム員を兼任することについて 

兼任している場合…その効果や課題 

兼任していない場合や未設置の場合…望ましいと思われる連携のあり方等） 
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４．聞取り調査結果から得られた示唆 

 聞取りを行った市区町村と配置の特徴を以下に一覧としてまとめた。 

各市区町村が地域特性に応じて独自の配置、推進員活動及びその支援を行っていること、

また、どの市区町村にも他地域で活用できそうな多くの示唆を得ることができたので、以下

にまとめる。 

聞取り対象地域一覧（人口規模順） 

 市区町村全体の状況 聞取り対象者（推進員）の状況 

人口● 高齢化率● 面積● 配置先 配置数※ 主たる資格 兼務△ 兼任△ 

愛知県 

名古屋市 

2,304,794

人 

24.5％ 326.4km 認知症相談支

援センター 

2 

全域※ 

社会福祉士 専任 

H27.4～ 

なし 

委託包括 29 

圏域毎

社会福祉士 兼務 

H28.4～ 

なし 

北海道 

千歳市 

95,413 人 21.3％ 594.5km 認知症疾患医療セ

ンター、委託包括 

2  

全域※

精神保健 

福祉士 

兼務 

H28.4～ 

初期集中

支援チーム

新潟県 

柏崎市 

86,522 人 31.5％ 442.0km 委託包括 1  

全域※

精神保健 

福祉士 

専任 

H23.4～ 

なし

徳島県 

吉野川市 

42,558 人 34.0％ 144.2km 直営包括 1 

全域※

保健師 兼務 

H28.4～ 

初期集中

支援チーム

鹿児島県 

さつま町 

24,109 人 35.4％ 303.9km 委託包括 7  

全域※

社会福祉士 兼務 

H24.4～ 

初期集中

支援チーム

山形県 

金山町 

5,870 人 32.9％ 161.7km 直営包括 3  

全域※

保健師 兼務 

H26.12～ 

なし★ 

●印…「人口」、「高齢化率」、「面積」は全国調査回答時に記載された数値。

※印…「配置数」の下段は、推進員が担当する地域・圏域の範囲。「全域」は市区町村の全域を指し、全域

に複数配置されている場合は地区担当でなくケースや業務を分担している。

△印…「兼務」は所属先の業務との兼務状況を指し、「兼任」は認知症施策の他の役割との兼任有無を指す。

★印の方（金山町）は、平成 29年度に認知症初期集中支援チームを設置し、チーム員を兼任する予定。 

（１）「顔の見える関係づくり」から始める地域資源と課題の把握 

 多くの推進員が、配置された初年度は地域の関係機関や団体を回って推進員として配置

されたことを伝え、それぞれの機関・団体がこれまで取組んできたことやその課題、あるい

は住民のニーズを把握することに努めていた。 

地域課題の把握には、民生委員等を通じたアンケート調査（千歳市、さつま町）、市とし

て介護家族や一般市民に行ったアンケート調査（吉野川市）等を通して、既存の資源や活動

に関与しつつ、個々の課題を一つひとつ解決しながら長期的展望を見出そうとする姿勢で

取組んでいた。 

いずれの場合も推進員単独でなく関係機関や住民、民生委員等との関係づくりを基盤と

して丁寧にコミュニケーションを図りながら進めている。すでに地域に根を張って課題解
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決に取組んでいる関係者の活動をより効果的に展開するためには、推進員あるいは専門職

としての眼と同時に「顔の見える関係づくり」が不可欠と言うことができる。 

（２）各自の資格・経験・所属先の強みを活かし、弱みを補い合う関係づくり 

 推進員は保健師、社会福祉士などの基礎資格を持ち、各自多様な専門性を持っている。柏

崎市の推進員は医療機関で個別支援を専門としていたが、地域づくりは行政の保健師から

協力を仰ぎ、住民のニーズや地域の課題は地域包括支援センターと行動をともにしながら、

それぞれの立場で強み・弱みを補い合う関係を作って活動を進めていた。地域全体を俯瞰す

ると多種多様な課題があるが、限られた数の推進員ではすべてに対応することは困難であ

る。そのため、関係機関や専門職が行ってきたこと、把握している課題、それぞれの持つ強

みと弱みを把握した上で、相互に補い合う関係を作ることが重要と考えられる。 

名古屋市のように、多様な職種がチームを組んで活動している地域包括支援センター配

置の推進員は、相互補完し合えるネットワークを形成しやすい立場にあると言える。さらに

市全体を統括する認知症相談支援センターにも 2 名の推進員が配置されていることで、市

としての方向性を示しつつ各種サポートや連携を行うという体制は、各圏域の推進員にと

っても心強いだろう。 

しかし一方で、地域包括支援センター業務との兼務の場合、推進員業務との区別やバラン

スをとることが難しくなりやすい。行政側と所属先で十分な調整を行い、組織内での立場あ

るいは役割、業務の分担を明確化しておくことも重要である。 

（３）個別支援や個々の活動を丁寧に評価し、PDCA サイクルを意識して次の活動につなげ

る 

 推進員の業務は個別の相談支援から地域全体を対象にした活動まで多岐にわたるが、個

別の相談支援や一つひとつの活動をどう地域づくりにつなげるかという点で、市区町村ご

とに地域特性あるいは組織の実態・実情に合わせた違いが見られた。 

個々の活動を他の専門職と同様に推進員が主となって対応するには限界がある。どの推

進員にも、既存の関係機関や住民活動に関与しながら主体的に動ける人材を見出して活動

を実施し、それがより効果を上げたり質が向上したり、あるいは他地域でも活用・応用でき

そうな要素を抽出して次の活動につなげるといった PDCA サイクルを意識した姿勢が共通し

ていた。 

個別の相談支援をどう評価するかは特に重要である。他の職種・機関と同等に対応するに

は限界がある。柏崎市では、基本的に地域包括支援センターと行政での対応を基本としつつ、

困難ケースは推進員に伝達し、その個別対応から地域課題を見出して地域活動につなげて

いた。さつま町では、地域包括支援センターの一スタッフとして他職員と同様に相談を受け

つつ、チーム全体で話し合い評価しながら推進員としての役割を明確化して次の活動につ

なげていた。取組み方は対照的だが、一つひとつの活動を地域全体の観点から PDCA サイク

ルで捉え直していく姿勢については共通していた。 

（４）兼務・兼任の強みは活かせるが、適切な人数配置やサポート体制が必要 

 所属先の業務との兼務、あるいは認知症初期集中支援チーム員との兼任等については、メ
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リットを挙げる声が多かった。その理由は、スムーズな情報伝達と対応、支援方針の共有し

やすさであった。 

特に千歳市の場合は、2名配置された推進員のうち 1名が認知症疾患医療センターに所属

して認知症初期集中支援チーム員を兼任しているほか、もう 1 名は地域包括支援センター

職員である。医療と福祉、双方の強みを活かした迅速な個別対応が可能となるし、従来は地

域包括支援センターのみで対応していたケースに推進員が個別支援を行うことで相談支援

体制が重層化したというメリットも挙げている。 

しかし反面、他の業務との兼務・兼任による業務のバランスを適切な人数配置やサポート

体制でカバーすることが必要になる。また、兼務・兼任によりそれぞれの立場・活動ごとの

評価が難しくなることも考えられる。今後推進員の配置が進めば、より効果的な活動やその

評価に当たっての指標が求められると考えられるため、推進員活動自体、あるいは推進員活

動を含む地域づくりをどのような観点から、どのように評価するかを検討しておく必要も

あるだろう。 

（５）配置形態・人数に適した連携・サポート体制の確保 

 専任であれ兼務であれ、これまで述べてきたような取組み姿勢は所属する（配置された）

組織・チーム内での役割分担が明確化されていてこそできることである。比較的人口規模の

小さい市区町村（さつま町、金山町）でも推進員の配置人数が 3～6人と多い。しかしどの

聞取り対象者も兼務における業務やその負担のバランスをとる必要性を指摘している。 

このことから、配置人数が少ない場合や所属先業務との兼務の場合は、業務やその負担感

のバランスをとれる環境を整えることが不可欠であると言える。直営包括に推進員が配置

されている吉野川市や金山町は、直営であることの強み（地域包括支援センターとしての実

績や施策と直結した推進員活動ができること、地域包括支援センタースタッフがチームと

なって取組めること等）により推進員活動もスムーズに行えたり、同時に地域包括支援セン

ターとしての取組みも充実してきたことを強調していた。そのため適切な人数配置と、所属

組織の推進員活動に対する十分な理解、そして推進員としての立場・役割を明確化し共有し

た上での役割分担が重要となると思われる。 

（６）推進員と行政機関の共通理解と密接な協力関係が重要 

 いずれの聞取り対象地域でも、推進員活動には行政のリーダーシップあるいはサポート

体制が不可欠であった。名古屋市では市社会福祉協議会が運営する認知症相談支援センタ

ーに業務委託し、同センターが政策的・広域的立場から情報提供、情報交換や研修機会の

提供等を通じて各区・各圏域の推進員活動をサポートするフォーメーションを組み、大都

市ながらも各圏域に密着した形で活動できる体制を整えていた。金山町では、配置当初は

行政主導で施策の一環として推進員活動を行った上で、3年目以降は推進員が主体となっ

て活動を展開するようになった。また、さつま町では行政と民間（社会福祉協議会）の人

事交流によって相互の専門性を補完するなど、さまざまな工夫が見られた。いずれにして

も推進員活動には、地域特性及び推進員の所属先、配置形態、専門性等の強み・弱みに応

じたバックアップやサポートの体制が不可欠であると言うことができる。 
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５．聞取り調査の詳細内容 

１）愛知県名古屋市（聞取り対象地域：瑞穂区東部）

（１）自治体概要 

自治体名 愛知県名古屋市 自治体コード ２３１００２ 

人口 2,304,794 人 高齢化率 24.5％ 面積 326.4  

日常生活圏域数 16（区単位で１） 地域包括支援センター数 29（委託 29） 

推進員の配置状況 平成 27 年度までに名古屋市認知症相談支援センターへ２名配置 

平成 27 年度に各区１名配置（市内 16区で計 18名配置）

平成 28 年度に全地域包括に配置（市内 29包括、計 31名配置）

聞取り 

対象者 

・名古屋市瑞穂区東部いきいき支援センター（地域包括支援センター）

認知症地域支援推進員（社会福祉士）平成 28年 4月配置

・名古屋市認知症相談支援センター  

 認知症地域支援推進員（社会福祉士）平成 27 年 4 月配置

・名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課  

地域支援係 担当者 

推進員の位置づけ

【活動のポイント】 

○地域包括支援センターごとの配置による、包括業務の実績を活かし地域に密着した推進

員活動 

○市全域をカバーする名古屋市認知症相談支援センター（名古屋市社会福祉協議会）の広域的

かつ圏域・地域の実情に応じたサポート体制と横断的な情報交換・研修機会の提供 

○既存の事業や活動に、無理のない範囲で新たな役割を持ってもらう小さな取組みの積み

重ね 

（２）名古屋市における認知症施策及び推進員配置の経過 

名古屋市では「名古屋市認知症相談支援センター」（以下、センター）に一部の認知症施

策を委託。センターでは平成 27～29 年度を期間として『認知症の人やその家族が安心して

暮らせるまち・なごや』を目標に「認知症の早期診断・早期対応の支援体制づくり」「認知

症の人や家族にやさしいまちづくり」「認知症相談支援センターの機能強化」を３つの柱と

して多岐に渡る取組みを行っている。認知症地域支援推進員は平成 27 年度までにセンタ

ーへ 2 名、平成 27 年度に市内 16 区に各 1 名配置。翌 28 年度に全地域包括支援センター

（いきいき支援センター）に１名ずつ配置された。 

センターでは推進員の活動支援、役割の明確化、活動の見える化に重点を置き、以下４

点のポイントを掲げている。 

①認知症ケアパスを中心に継続的な専門部会（区地域包括ケア推進部会認知症専門部会）

での地域支援体制の構築と事業展開 

②今後の活動の核となる認知症介護指導者等との関係作りの支援 

③カフェや模擬訓練等を通じた地域のネットワークの強化 

④本人、家族等の声にもとづいたまちづくりを行い、認知症の疾患観やマイナスなイメ

ージを変える 

自治体 

認知症相談支

援センター 

各地域包括 

支援センター 

サポート・連携 

配置 
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【平成 27年度の取組】 

１．定期的な認知症地域支援推進員連絡会や研修会の開催。（翌年度も継続） 

２．各区の推進員の主な活動内容 

 ①なごや認知症カフェ開設・運営支援 

  熱意ある事業所への積極的な開設呼びかけ、地域特性や地域課題を整理して開設が必

要な地域に積極的な働きかけ。 

 ②認知症ケアパスの取組み 

  ケアパスのリーフレットの普及・啓発。ケアパス配布の過程で地域の様々な関係者と

のつながりを強化したり、明らかになった地域課題の解決のための取組みを計画。 

 ③関係機関のネットワークづくり 

  熱意ある関係者と区単位で交流する機会をつくり、顔の見える関係作りを行い、その

後協働して取組む場が増えた。 

【平成 28年度の取組】 

１．なごや認知症カフェ開設・運営支援及び住民への周知 

 平成 27年度に引き続き開設・運営支援を行うとともに、カフェのチラシやマップ等を作

成し、住民へ周知を行った。 

２．各区におけるケアパスに関する取組 

 認知症専門部会と別に関係者でワーキングチームを作り隔月程度で検討会を実施して、

区内に不足している資源の確認や課題の共有を測っている。ケアパスの普及とともに事業

所の実態を把握したり、ケアパスに沿った事例検討を行ったりしている。 

（３）調査結果 

 名古屋市の場合、推進員、市認知症相談支援センター、市担当者の三者からグループ形式

で、聞取りを行った。以下、順に紹介する。 

■推進員に対する聞取り結果 

◆配置当初の状況や動きについて 

●配置されることになった経緯と推進員活動に対する当初の認識や準備したこと、協力依

頼先やその内容等 

【配置の経緯】 

・瑞穂区では平成 27 年度に西部いきいき支援センター（地域包括支援センター）に配置

され、続けて 28 年度に全センター配置となり、東部いきいき支援センターにも包括経験

４年目の社会福祉士（私）が配置された。包括スタッフとしての経験から地域を知ってい

ること、初めて配置されることで自由な取組ができる可能性があることが理由。 

【初年度の主な取組】 

推進員の役割及び瑞穂区の今までの取組みと現状を知ることに努めた１年。西部の取

組みを把握すると同時に、包括業務とのバランスや推進員の求められる役割を理解して

いった。 

・すでに配置されていた西部いきいき支援センターの推進員活動の経過と現状の把握 

・瑞穂区認知症ケアパスの普及啓発と認知症カフェの立ち上げに関与 
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・東部にも推進員が配置されたことを関係組織・団体・職種に周知 

○初年度の取組みを通して生じた認知症の人や家族、地域社会、あなた自身の変化・効果・

苦労したこと・課題等 

【認知症カフェについて】 

自身が初年度にもっとも取り組まなければならないと思っていることは認知症カフェ

の開設。配置時点で西部には２か所のカフェが開設されていたが東部は未開設だった。オ

レンジカフェ（介護者・本人が集える場所作り事業）に参加している事業者を中心に認知

症カフェの開設を働きかけている。地域のサロンや関係機関を回ってみると、認知症が進

行している利用者への対応に苦慮している事例など、認知症の本人や家族、関係者のニー

ズが見えてきた。 

【認知症ケアパスについて】 

平成 28 年 6 月に認知症ケアパスの配布開始。9 月に保健所主催の認知症に関する講演

会にて案内。11 月にケアパスの普及を図るために医療機関向けにポスターを作成し、こ

の時圏域内の医療機関向けにアンケートを配布。53 件配布したが回収数は 3 件（注：聞取

り時点）。地域連携室や受付スタッフのケアパス認知・関心度は医療機関ごとに差があっ

た。医療機関でのケアパス普及が区民への普及に影響があると考え、さらに連携を強めて

いきたいと考えている。 

【その他】 

 認知症カフェと家族サロン（家族支援事業）の交流会を実施。その他既存の事業、たと

えば家族支援事業、認知症専門部会（平成 26 年度～）、オレンジカフェみずほ（平成 26

年度～）、地域サロン担当（平成 27年度～）とどのように連携しながら進めて行くかは現

在も課題。 

◆２年目以降の活動の展望 

○２年目以降に把握したい地域課題、取組む予定の活動と協力依頼者等 

・平成 29 年度にサロン担当者（区社協）と協力して、高齢者向けの外出先や公共機関を

区内エリア別に掲載した「みずほ行こ行こブック」に認知症カフェを加えた改訂版を発行

予定。 

・平成 30 年度に向けて認知症専門部会の再構築。（認知症の理解普及・見守り体制づくり

事業のメンバーは、今後も認知症サポーター養成講座の寸劇チーム、認知症の人にやさし

い店等の活動を継続していく） 

・認知症カフェの交流会を年２回（サロンと合同、運営者同士）行う。 

○各年度の取組みを通して生じた認知症の人や家族、地域社会、あなた自身の変化・効果・

苦労したこと・課題等 

・今まで取組んできた事業（キャラバン・メイト、模擬訓練、認知症サポーターステップ

アップ講座等）、業務に推進員としてのかかわりが増えていく中で、包括業務や現行の推

進員業務が減るわけではないので、バランスをとるのが難しい。
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・区内で行われてきたこれまでの取組みや各取組みに参加してくださった方々のつなが

りがわかりづらい。 

・現時点では認知症当事者の意見を聞く機会が持てていない。新しい取組みを打ち出しに

くい。 

○各年度に苦労したことやその後への課題、以後役に立ったことなど、印象に残っているこ

と等 

・ケアパスポスター配布時に改めて医療機関を回ったが、ケアパスを受付など目に付く場

所に置いているところが少なかった。活用されるためにはどのようにしたらよいか検討し

たいが、考える時間を確保しにくい。 

・認知症カフェの増加を目指しているが、質のバラつきも問題となっている為、底上げを

どのようにしていくか検討中。 

◆推進員活動のポイントと効果について 

○これまでの経験を振り返り、推進員活動を効果的に行うために重要だと思うこと 

・現在行っている取組みを有効に活用できるよう、事業を組み合わせる等の工夫をする。

これまで活動に参加している人が、新たな役割に負担を感じずに参加できる工夫をし、お

互いに収穫のある活動となるようにしたい。 

・オレンジカフェみずほから認知症カフェへの移行 

・キャラバン・メイトや認知症サポーター、認知症介護指導者などと連携した効果的な活

動の検討 

・認知症に関して基本的な知識があり地域で活動したい人の活躍の場が不足。現行の寸劇

メンバー等以外にも、認知症カフェのスタッフ等、活躍の場を増やし提供したい。 

・地域のサロン等、資源のより一層の把握に努め、認知症カフェへの移行や併設を検討す

る。 

・「認知症の人にやさしい店」（認知症の理解普及・見守り体制づくり事業）の登録を進め

る。 

・推進員活動は個で動くには限界がある。いろいろな人を巻き込みながら活動したい。

○推進員活動の効果や課題は、どのような観点や基準から評価すると良いと思うか。 

・本来は当事者や家族、地域の人に意見を聞き、評価できると良いと思うが、現時点でま

だその機会を得られていない。今のところ地域の方に「それいいね」と言っていただける

ことが励みになっている。 

・「認知症」という言葉を使った事業に参加しづらい、開催時間に出かけられない等、家

族の意見から既存の活動（オレンジカフェみずほ等）を行っている。しかし、当初期待し

ていたほど新規の参加が多くないが、既存の参加者と介護施設とのつながりができる等、

他の効果があるため評価が難しいと感じる。 

・月１回でも評価をする機会、あるいは適切な評価の仕方について、地域の人や推進員同

士など多くの立場の人の意見が聞ける機会が持てたら良いかもしれない。 
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○推進員活動をより効果的に進めるための改善点について 

・地域の各団体を回ってみて、積極的に取組んでいても参加者が集まらなかったり、活動

の継続が難しいところがある等、それぞれの動きや中身が見えてきた。団体の実情に合わ

せた支援・応援のしかたが必要だとわかった。 

・現時点では活動事業者とのつながりをつくることや資源の把握までにとどまっている。

家族介護者だけでなく、当事者の声を聞く機会を持つことで、改善点が見えてくると思う。

・市内推進員の研修や連絡会もあり、市とは認知症相談支援センターを通じて連携できて

いると思うが、何かイベントや事業を行う際に区役所等行政に担当者がいると動きやす

い。 

・いきいき支援センター（地域包括支援センター）が宣伝をしても人が集まりにくいが、

行政（区役所、保健所）が主催すると人が集まるため、包括の知名度を上げることも必要

だが、協働できると効果的だと思う。 

○推進員活動を通してご自身の職業や今後の活動への意欲等に与えた影響 

 認知症について、認知症に関わる人について、市内、県内の取組みはもちろんのこと、

全国・世界の取組みについてももっと知りたいと思う。 

認知症になっても安心して暮らせる街、１人歩きをしても安全な街になると良いと思っ

ているが、資源不足、住民、支援者の認知症に対する意識など課題が多く、具体的な対応

策が見えていない。 
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   『瑞穂区認知症ケアパス』（冊子版）    『なごや認知症カフェ 開設支援の手引き』

『みずほ行こ行こブック（平成 27年版）』（次年度以降、認知症カフェも掲載する予定）
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■名古屋市認知症相談支援センター担当者への聞取り結果 

◆推進員配置初年度の動き 

○推進員への説明や地域課題・活動方針・報告方法・評価方法についての話し合いや情報共

有方法 

・ 認知症地域支援推進員連絡会（以下、連絡会。）を開催し、推進員同士で情報交換し

たり、お互いの活動から学び合う機会をつくっている。 

・ 連絡会のなかで、活動方針や重点事項などを共有し、今後どのように取組んでいくか

を一緒に考えるようにしている。 

・ 各区で地域資源情報を把握し、整理しやすくするための地域資源情報整理シートの様

式を作成した。 

○配置後の推進員との連携やサポート方法 

◎連絡会・研修会等の実施 

・ 年７回、連絡会を開催し、推進員同士が横のつながりをつくり、情報共有、相互研鑽

できるようサポートした。 

・ 年２回、推進員活動に生かせる知識を得たりネットワークを作ることを目的に、推進

員を対象とした研修会を実施。初年度は、認知症カフェの開設についての研修などを

行った。 

・ 本センターのネットワークを生かし、認知症介護指導者やキャラバン・メイト、認知

症疾患医療センターなど、日頃から認知症地域支援に関わる人・機関と交流する場を

つくり、推進員との顔つなぎをした。結果、各区でともに活動する仲間と出会い、協

力して取組みやすい基盤づくりができた。 

◎各区への訪問支援 

・ 各区の認知症専門部会や認知症ケアパスワーキングチーム等へ出席し、状況把握をす

るとともに、助言等を行った。 

・ 各区の事業（はいかい模擬訓練など）に参加し、推進員の実践について情報収集する

とともに、助言や活動支援等を行った。 

○初年度に特に配慮・工夫したこと 

・ まずは推進員の役割を知ってもらうことと目標を共有することに重きを置いた。 

・ 何に取組んだらよいかわからないという不安があると思われたので、具体的な活動の

方針と取組み内容を示した。 

・ 初年度は区版認知症ケアパスの検討に重きを置き、「認知症ケアパスの取り組みの手

引き」を作成し、推進員へ配布した。 

・ 推進員は区に１人だったため、身近に相談できる仲間がおらず孤立する可能性もあっ

た。そのため、推進員同士で気軽に相談したり、情報交換しながらお互いに助け合っ

て取組めるよう、横のつながりづくりを意識した。（任意の勉強会の立ち上げ協力、

連絡会の開催など） 

・ 認知症に関わる人や機関（認知症介護指導者、キャラバン・メイト、認知症疾患医療

センターなど）と、顔のつながりをつくり、今後、各区でネットワーク構築につなげ

られるよう、基盤づくりをした。 
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・ 推進員から本センターへの相談があった際には、推進員が抱えている悩みを受け止

め、じっくりと一緒に考えて取組むよう心がけた。 

・ 相談記録をつけ、推進員からの相談内容等をセンター内で共有した。 

・ 推進員の活動がいきいき支援センター内で共有され、理解と協力を得ながら、取組み

が進められるよう、センター長等へのこまめな活動報告を心がけた。 

○推進員活動の評価方法 

◎結果評価 

・ 市内に認知症カフェが開設された（平成 27年度は 72カ所） 

・ 各区社会資源情報等が掲載された区版認知症ケアパス（リーフレット等）が完成した。

・ 各区の推進員と今後さらに地域とのつながりをつくり活動していきたい認知症介護

指導者や各地域の相談支援の連携先がほしい認知症疾患医療センターとのつながり

ができた。 

◎プロセス評価 

・ ケアパスの取組みを通じて、地域課題を把握し、各区で解決に向けた取組みを検討で

きた。 

・ 事業に取組む過程で、認知症地域支援にともに関わってくれる人が増え、ネットワー

クが広がった。 

◆配置後２年目以降の動き 

○２年目以降の推進員との連携やサポートの状況 

・ 年４回、連絡会を開催。年度の活動方針を示し、各推進員が目標に向かって着実に活

動がすすめられるよう事業計画の作成をサポートしたり、進捗状況の確認等を行っ

た。また、毎回、各区の推進員に実践報告をしてもらい、他の取組みを知ってもらう

機会をつくった。 

・ 各区の推進員に聞取り調査を行い、活動状況の把握と助言等を行った。 

・ 認知症カフェの相談対応のポイントをまとめた「認知症カフェ開設支援の手引き」を

作成し、各推進員に配布した。 

・ 本センターの広報誌「なごや認知症 NEWS」で、推進員の活動紹介のコーナーを設け、

活動の見える化と PR を行った。 

・ 市認知症地域支援体制づくり懇談会で実践事例の報告を行った。 

○推進員を配置したことによる効果や見えてきた活動上の課題、地域の力や課題、行政とし

てのサポートのあり方、行政担当者としてのご自身の変化等 

◎効果 

①認知症ケアパスの普及・啓発 

・ 相談支援において活用されるよう、区役所やケアマネジャー等にケアパスのリーフレ

ットを配布した。 

・ 配布する過程で、医療・介護等の関係機関のほか、郵便局、銀行など地域の関係機関

とのつながりを強化することができた。 

・ ケアパスを検討する過程で明らかになった地域課題について、その解決のための取組
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みを計画し、実践することができた。（例：認知症の人にやさしいまちづくり、認知

症サポーターフォローアップ など） 

②なごや認知症カフェの開設・運営支援 

・ 熱意のある事業所等へ積極的にカフェの開設を呼びかけた。また、高齢者が多い、カ

フェが一つもないなど地域の特性や課題を把握し、必要な地域に意識的に働きかけを

した。※平成 28 年度（29 年１月末時点）の新規開設件数は 45か所。 

・ いくつかの区で、カフェ運営者同士の顔合わせや情報交換の機会として、カフェ交流

会等を実施し、カフェ同士のネットワークを構築することができた。 

・ カフェ運営者と認知症サポーターの出会いの場をつくり、実際に認知症サポーターを

カフェでの活動につなげた区もあった。 

③関係機関のネットワークづくり 

・ キャラバン・メイトや認知症介護指導者、カフェ運営者など認知症に関して熱意をも

って取組んでいる関係者と区ごとに交流する機会をつくり、顔の見える関係をつくる

ことができた。 

◎課題 

・ 各区で様々な活動が行われているが、一つ一つの取組みが、バラバラに行われている

印象がある。今後は認知症ケアパスを基盤に、それぞれの取組みが同じ目標に向かっ

て実践されていくように支援する必要がある。 

・ 地域を基盤に、認知症地域支援に関わる人たちが立場を越えた横のつながりをつくる

必要がある。（指導者・メイト・サポート医・認知症サポーター・介護家族・ご本人

など） 

・ 認知症当事者の声をきいて、一緒に取組みながら各区の事業に反映させていく。その

ために、推進員は身近にいる当事者の声に耳を傾けるとともに、当事者が自分の思い

を発信できる環境づくりや関係性づくりに努めなければならないと思われる。 

○推進員活動の効果や課題をどのような方法（視点・尺度等）によって評価しているか。 

◎結果評価 

・ 市内の認知症カフェの増加（平成 29 年 1 月末時点で 111 カ所） 

・ 各区版認知症ケアパスの普及が進み、各窓口で相談対応等において活用された。 

・ 各区でキャラバン・メイト交流会やカフェ交流会が開催されるなど、具体的な地域で

のネットワークづくりの取組みがすすめられた。 

◎プロセス評価 

・ 事業に取組む過程で、認知症地域支援にともに関わってくれる人が増え、ネットワー

クが広がった。 

○市区町村（市認知症相談支援センター）としての今後の推進員活動の方針 

◎平成 27～29 年度の活動方針 

①認知症の早期診断・早期対応の支援体制づくり、②認知症の人や家族にやさしいまちづ

くり、③認知症相談支援センターの機能強化を３本柱とし、医療や介護等、関係機関との

連携や、認知症ケアパスの取組み、認知症カフェの開設・運営支援、認知症の啓発とサポ

ーターの活動支援など、各区の推進員の取組みを支援する。 
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◎平成 29 年度各区における活動方針 

①認知症サポーターの活動支援 

・ 認知症サポーターのフォローアップ 

・ 認知症カフェ等での活動の機会提供 

②継続的な認知症ケアパスの取組み 

・ リーフレットの内容の更新（社会資源情報の確認、追加等） 

・ 地域課題の解決に向けた具体的な取組みの検討・実施 

③なごや認知症カフェの設置数の増と内容の充実 

・ 市内 150 箇所設置 

・ カフェ本来の効果が得られるよう、質向上のための運営支援 

④地域のネットワーク体制構築を意識した事業実施 

・ 関係機関等との連携強化 

・ 認知症カフェやはいかい模擬訓練等、事業実施を通じたネットワーク体制の構築 

◎その他、大切にしたいこと 

・ 認知症の初期段階の支援に重点をおく 

・ 認知症の本人の声を聞くこと、本人の声を発信していくことを重視する。 

・ 推進員のパンフレットや事例集を作成し、活動の見える化に力を入れる。 

○認知症地域支援推進員が認知症初期集中支援チーム員を兼任することによる効果や課題

（未設置あるいは兼任していない場合は、両者の望ましい連携方法について） 

・ 兼任：支援対象者の把握がしやすい、必要な資源の情報を持っているのでつなぎやす

い。支援する上で役立つ情報を共有できる。 

・ 兼任でない場合：推進員としてチーム員会議に出席。同じセンター内にあるので連携

しやすい。 

■市区町村担当者への聞取り結果 

◆推進員配置初年度の動き 

○配置に当たっての打診・決定方法（候補者の選定、所属組織との調整等） 

・地域包括支援センター運営法人へ配置について委託 

・候補者については、要件に該当する者を法人にて選定 

○推進員への説明や地域課題・活動方針・報告方法・評価方法についての話し合いや情報共

有方法 

・市内の推進員を集めて定期的に連絡会を開催 

○配置後の推進員との連携やサポート方法 

・認知症相談支援センターによる助言や研修会の開催 

○初年度に特に配慮・工夫したこと 

・初年度は、区版のケアパスを作成することを目標としていた。 

・推進員が動きやすいように、一緒にケアパスを検討する関係機関への説明を実施した。
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○推進員活動の評価方法 

・作成物（認知症ケアパス）の確認 

・認知症カフェ関係申請数の確認 

・関係機関との連絡調整回数、認知症カフェ支援回数、認知症サポーター活動支援回数等

の確認 

◆配置後２年目以降の動き 

○２年目以降の推進員との連携やサポートの状況 

・初年度と同じ 

○推進員を配置したことによる効果や見えてきた活動上の課題、地域の力や課題、行政とし

てのサポートのあり方、行政担当者としてのご自身の変化等について 

・当初明確だった活動の根幹が２～３年と経つうちに薄れてしまうことがままあるので、

市と認知症相談支援センターで今後も継続的に話し合いを続けることが必要。 

○推進員活動の効果や課題をどのような方法（視点・尺度等）によって評価しているか。 

・各区で認知症ケアパスが出来上がってきている。 

・認知症カフェは市内で 108 件が立ち上がっている。（平成 28年 12 月末時点） 

・それぞれの活動過程において多職種や他機関とつながり、顔を合わせる土壌ができてき

ている。 

○市区町村としての今後の推進員活動の方針について 

・引き続き、今の体制を維持 

・年度ごとに注力する課題を掲げ、推進員と共有し取組んでいく。 

・市単位で実施している連絡会（勉強会）を区単位で行えるよう、また自主的な勉強会の

サポート。 

○認知症地域支援推進員が認知症初期集中支援チーム員を兼任することによる効果や課題

（未設置あるいは兼任していない場合は、両者の望ましい連携方法）について

兼任の効果 

・推進員として地域住民や関係者と関わった際に、初期集中支援チームの対象者の可能性

がある方の情報が得られることがある。 

・初期集中支援の過程で知りえた関係機関の情報を、地域支援推進員としてとりまとめ、

ほかの職員と共有できる。 

・推進員として社会資源を把握できているため、初期集中支援において対象者を社会資源

につなぎやすい。 

兼任していない場合の連携方法 

・推進員がチーム員会議に参加している。 

・同センター内の配置なので、連携は取りやすい。 
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地域住民、ボランティア・NPO、
介護支援専門員・医療関係者、
関係機関、社会福祉協議会、区
役所、保健所等 １３名で構成

認知症専門部会の設置

• 区版認知症ケアパス作成
• 認知症に関する各事業の検
討・実施

平成27年度

平成28年度

名古屋市名古屋市認知症相談支援センター
（名古屋市社会福祉協議会）

瑞穂区西部    支援     推進員配置
① 認知症ケアパスの取組み
② 関係機関とのネットワークづくり
③ なごや認知症カフェ開設・運営支援

• モデル区での認知症ケアパス及び手引きの作成を委託

愛知県名古屋市（瑞穂区東部）の取組み

既存の事業・活動に推進員が関与
（        既存事業 整理 、取組みを充実・強化する）

• 認知症家族支援事業
• 認知症の人にやさしい店の認定
• 認知症サポーター養成講座等

• 各種事業の浸透・拡大
• ケアパスに基づいた各事業の効果的な実施
• 認知症カフェの拡がり
• 認知症サポーターのステップアップや活躍の場の拡がり

瑞穂区東部いきいき支援センターに推進員配置
• 瑞穂区西部での推進員活動の経過と現状の把握
• 推進員が配置されたことを関係組織・団体・職種に周知

【認知症地域支援推進員活動の重点】
① 認知症ケアパスを中心に各区地域包括ケア推進会議認知症専門部会での地域支援体制の構築と事業展開
② 今後の活動の核となる認知症介護指導者、キャラバンメイト、サポート医等との関係づくりの支援
③ カフェやはいかい模擬訓練等を通じた地域のネットワークの強化
④ 本人、家族等の声に基づいたまちづくりを行い、認知症の疾患観やマイナスなイメージを変える

【今後の活動方針】
• 既存事業・活動の実情把握
• 活動の維持・向上のための実情に応じたサポート

• 認知症カフェの開設・運営推進
• 関係機関や活動者同士の横のつながりをつくる
• 当事者の声を聞く機会をもち、活動に生かす

【課題】
• 包括職員としての職務との兼務バランス、負担
• 包括や推進員の知名度が低い→さらなる周知・行政との連携
• 当事者の声を聞く機会をもつ

瑞穂区版ケアパス
の完成・配布

既存の事業や活
動に、無理のない
範囲で新たな役割
を持ってもらう

認知症カフェの
立ち上げの働きかけ

推進員活動（一例）
名
古
屋
市
認
知
症
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

名
古
屋
市

推
進
員
連
絡
会
（情
報
交
換
・
学
習

機
会
提
供
）、
活
動
方
針
、
実
情
に
応

じ
た
連
携
支
援
・
助
言
等

骨
子
の
策
定
、
活
動
方
針
、
連
携
、

予
算
措
置

各地域に応じた
助言・連携・サポート

連携

サポート・連携体制

平成26年度

• 各区1ヶ所のいきいき支援センター（地域包括支援センター）に認知症地域支援推進員の1名配置（16名）
※ただし、推進員は包括職員と兼務

• 市認知症相談支援センターに新たに推進員を1名追加配置し、各区の推進員の活動支援等を行う

• 全いきいき支援センターに認知症地域支援推進員を1名配置（29名）

【活動のポイント】

配布しながら各機関や
関係者の認知度や関
心の実態を把握

【活動のポイント】

既存事業や活動の現
状・実態の把握/交流

会の実施

【活動のポイント】

「行こ行こBOOK」に認知症
カフェを掲載予定/

ボランティアと活動の場をつ
なぐ など

瑞穂区
地域包括ケア推進会議

介護者家族、ボランティア、介
護支援専門員、認知症介護指
導者、認知症対応デイ職員、学
識経験者、区役所、保健所等
１０名で構成
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２）北海道千歳市 

（１）自治体概要

自治体名 北海道千歳市 自治体コード ０１２２４６ 

人口 95,413 人 高齢化率 21.3％ 面積 594.5  

日常生活圏域数 ５ 地域包括支援センター数 ５（委託５） 

推進員の配置状況 平成 28 年度に初めて配置。認知症疾患医療センターとして実績の

ある医療法人に委託し、医療センター及び同法人が運営する地域包

括支援センターに１名ずつ（精神保健福祉士、社会福祉士）計２名

配置。 

聞取り 

対象者 

医療法人資生会 千歳病院認知症疾患医療センター 

認知症地域支援推進員（精神保健福祉士） 

（平成 28年 4月配置、認知症初期集中支援チーム員兼任） 

千歳市保健福祉部 高齢者支援課地域包括係長

推進員の位置づけ

【活動のポイント】 

○認知症疾患医療センターと地域包括支援センターの２ヶ所配置（兼務）による医療・福

祉双方の強みを活かした地域づくり 

○地元事業所や住民、民生委員との顔の見える関係・横のつながりづくりから始める推進

員活動 

○認知症初期集中支援チーム員との兼任によるスムーズな情報伝達と支援方針の共有 

（２）千歳市における介護・認知症施策の概要 

 千歳市には、陸上自衛隊東千歳・北千歳駐屯地、航空自衛隊千歳基地が所在し、自衛官や

その家族等の人口は 25％を占めている。また新千歳空港の立地や企業誘致により人口増加

率は北海道の市部で第１位の伸びとなっており、生産年齢人口が多いことから、北海道でも

っとも高齢化率の低い若い街である。 

 『千歳市高齢者保健福祉計画／第６期千歳市介護保険事業計画』では「いくつになっても

自分らしく、元気で住み慣れた地域で支え合い、安心して暮らし続けることができる地域社

会の実現」を基本理念に掲げ、計画目標では「認知症施策の推進」が重点取組事項の一つに

挙げられている。施策項目と具体的施策は以下のとおり。 

１ 正しい知識の普及・啓

発 

(１)認知症の正しい知識の普及・啓発 

(２)認知症サポーター等養成事業及びその家族への支援 

２ 早期発見・早期対応の

推進 

(１)認知症初期集中支援チームの設置 

(２)認知症地域支援推進員の設置 

(３)認知症ケアの向上のための取組 

(４)市民後見人の育成、支援組織の体制構築 

(５)若年性認知症施策の推進 

(６)認知症ケアパス作成・普及 

自治体 

委託包括 

市内5ヶ所中１ヶ所 

認知症疾患 

医療センター 

65



３ 地域における見守り

ネットワークの推進 

(１)千歳地域 SOS ネットワーク 

(２)石狩南部 SOS ネットワーク 

 これに基づき、千歳市では平成 28 年度に認知症地域支援推進員を配置。精神科医療の実

績があり認知症疾患医療センターを設置している医療法人に業務委託し、医療センター及

び同法人が市から運営を受託している地域包括支援センターに１名ずつ（精神保健福祉士、

社会福祉士）計２名を４月１日に配置した。認知症疾患医療センターの推進員は認知症初期

集中支援チームも兼任する。 

 このほか、介護予防に関しては市が委託して社会福祉法人千歳市社会福祉協議会が「千歳

市介護予防センター」を運営しており、市内全域を対象とする「ノルディックウォーキング

講習会」や「介護予防リーダーの養成講座」「介護予防教室」のほか、地域で介護予防リー

ダーが中心となり「いきいき百歳体操」、「かみかみ百歳体操」などを主体的に行う「介護予

防サロン事業を実施している。 

千歳市の日常生活圏域   は認知症地域支援推進員の配置先 

（北区地域包括支援センター） 

（認知症疾患医療センター） 
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（３）調査結果 

■推進員に対する聞取り結果 

◆配置当初の状況や動きについて 

○配置されることになった経緯と推進員活動に対する当初の認識や準備したこと、協力依

頼先等

市から委託を受けた当法人が認知症疾患医療センターに配置する推進員は、認知症初期

集中支援チームと兼務させる方針であったため、初期集中支援チームの要件に該当してい

た（認知症ケアおよび在宅ケア 3年以上の経験）当職が、現在の法人に入職と同時に配置

されることを伝えられた。 

 準備・協力依頼先については、当初千歳市の医療・介護の状況について把握できていな

かったため、認知症疾患医療センターを中心に、地域包括支援センターへと周知を行って

いった。 

○初年度の取組みを通して生じた認知症の人や家族、地域社会、あなた自身の変化・効果・

苦労したこと・課題等

推進員の個別支援により、専門機関への受診に繋がった方々が増えた。専門機関への受

診以外にも、今まで包括のみで対応していたケースに推進員が個別支援を行うことで、包

括のみで対応していた支援体制を重層化することが出来た。包括側も個別支援への協力者

が出来たことにメリットを感じていると伺っている。 

また推進員の活動により、予防事業で個々に活動していた事業所の顔合わせや、新たに

資源として発掘が出来た事業もあった。 

私自身は他地域で働いていたこともあり、病院内にいるだけではなかなか知る事が出来

ない事業者との関係性も気付くことができた。まだ千歳市内の医療・介護・福祉について

把握できていないことや、認知症を専門とすることが今回初めてであったため、知識・経

験の不足が苦労した点となっている。 

◆配置後２年目以降、現在に至るまでの状況や動きについて 

○２年目以降に把握した地域課題、取組んだ活動とそれぞれの活動の協力依頼者等

介護予防に携わる事業所（老健・病院・福祉系大学）の担当者と顔合わせし、各事業所

が連携を図れるよう調整をしている。今後は合同での取組みや、家族会・認知症カフェの

担当者も交えて、市内の介護予防における包括的ネットワークが構築していけるように取

組んでいく予定となっている。 

千歳市の認知症カフェは、家族会の会員が立ち上げたボランティア団体が主導で行って

いる移動型認知症カフェ１つのみとなっているため、まず共同で行うことで連携を図っ

た。今後は、他の事業所とも連携し、拠点型と移動型での認知症カフェを行っていけるよ

う計画をしている。 

専門職向けの高齢者捜索模擬訓練を行う等、イベントも行ってきた。同様の取組みを行

っている社会福祉協議会とも連携を図り、今後は規模や用途を広げたイベントを実施して

いくような計画を予定。また認知症サポーター養成やフォローアップ等、住民への認知症

の正しい知識の普及に努め、地域全体の底上げを図るような計画も予定している。 
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◆推進員活動のポイントと効果について 

○これまでの経験を振り返り、推進員活動を効果的に行うために重要だと思うこと 

まず顔が見える関係が必要であると考えられる。可能な限り足を運び関係性を築くこと

で互いの考えや思いを汲み取りやすくなり、連携を図る際に円滑に進められると思われ

る。また地域の社会資源を把握し、ニーズに対してどの資源を活用すれば良いかを判別で

きるようになれば、適切な支援に結び付くと思われる。 

○推進員活動の効果や課題は、どのような観点や基準から評価すると良いと思うか。 

効果については、『実際に係わった方々が求めていたものに応じることが出来たか』が

判断基準になると推測され、即時的に効果を評価することは難しいと思われる。そのため

アンケートを取る等、実際に係わった方々が『どのように感じたのか』を知る事が必要と

思われる。また千歳市は委託により活動しているため、市の担当者による目線で活動の評

価が行われることが良いと思われる。 

課題は、実際に推進員自身が感じている点と、係わっている方々が感じる点では、相違

がある可能性が高いことが考えられ、やはり第三者的な目線が必要と思われる。推進員の

課題については、推進員相互の話し合いや市役所との話し合い、また社協・包括等の関係

機関との連携の中で評価していくことが良いと思われる。 

実際に係わっている方々については、上記にあるアンケート等を利用することが効果的

と思われる。 

○推進員活動をより効果的に進めるための改善点について 

各関係機関との連携を強化するために、顔の見える関係になる必要性がある。また推進

員活動について、専門職・市民両方に更に周知していく必要があると思われる。 

○推進員活動を通してご自身の職業や今後の活動への意欲等に与えた影響等 

千歳市は推進員が２名体制であり、また所属が異なる（認知症疾患医療センターと地域

包括支援センター）ため、異なる視点での考え方が視野を広げるためにプラスとなってい

る。市の担当者も推進員の活動に対し、推進員に裁量を持たせている点もあり、自由に『良

い』と思えた活動に取組んでいけることがプラスとなっている。 

また認知症疾患医療センターと認知症初期集中支援チームを兼務していることで、認知

症に対する知識・経験を多く積める機会に恵まれるとともに、其々の活動が各事業所との

関係構築や、求められているニーズの発掘等、様々な点でプラスとなっている。 

所属機関（認知症疾患医療センター）でも、推進員活動に対し特に制限を持たず活動す

ることに対して協力的であるため、推進員活動を行うにあたり、業務上の制約がないこと

もプラスとなっている。 
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■市区町村担当者への聞取り結果

◆推進員配置初年度の動き

○配置に当たっての打診・決定方法（候補者の選定、所属組織との調整等） 

 資生会には以前から千歳市北区地域包括支援センターの運営を委託していた。また認知

症疾患医療センターの指定も受けていることから、候補として選定。資生会に認知症総合

支援事業運営業務委託について打診したところ良い返事が得られたことから、平成 28 年

度から認知症地域支援推進員および認知症初期集中支援チームの委託を開始している。 

○推進員への説明や地域課題・活動方針・報告方法・評価方法についての話し合いや情報共

有方法 

 仕様書により一般的な業務内容について示している他に、「事業の実施内容」、「事業の

成果」、「相談実績一覧表」、「支援経過記録」、「勤務実績」等を実績報告として毎月市に報

告している。「事業の実施内容」や「支援経過記録」については、推進員業務の内容や大

変さが分かるようできるだけ詳細に記載してくれるようお願いしている。 

また実績報告とは別に、市と推進員で毎月１回打ち合わせを行っている。打ち合わせの

中では、推進員業務の進捗状況の確認や活動内容の具体的な報告、今後の活動方針等につ

いて意見交換をしたり、お互いに意見を出し合って認知症ケアパス作成に取組むことも行

っている。  

○配置後の推進員との連携やサポート方法 

 推進員活動については、推進員から今後の活動について積極的に提案してくれている

（アンケート調査、専門職向けの高齢者捜索模擬訓練、認知症カフェ、自衛隊での認知症

サポーター養成講座の開催など）。市としては、推進員が提案してきたアイディアをでき

るだけ実施できるよう、月１回の打ち合わせの中で意見交換をしたり、会場の確保や広報

による周知などサポートを行っている。 

○初年度に特に配慮・工夫したこと 

 認知症地域支援推進員を市民や介護保険事業者等に知ってもらうことから始めた。（『広

報ちとせ』特集ページの掲載、地域ケア推進員会議での説明会、地域包括支援センターと

連携して地域の行事や民生委員協議会等に参加してＰＲなど） 

○推進員活動の評価方法 

 毎月の実績報告の中で、事業の成果として報告することとなっている。 

『広報ちとせ』平成 28年 10月号で認知症に関する特集が組まれ、推進員や初期集中支援チームが紹介された。
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◆配置後２年目以降の動き 

○２年目以降の推進員との連携やサポートの状況（予定）

 平成 28 年度と同様、月１回の打ち合わせ等により連携していく予定。 

○推進員を配置したことによる効果や見えてきた活動上の課題、地域の力や課題、行政とし

てのサポートのあり方、行政担当者としてのご自身の変化等 

 困難ケースについては、これまで地域包括支援センターが主体となって対応していた

が、医療法人に推進員を配置したことで、医療的な立場で関わる関係者が増え、違った側

面からのアプローチが可能となった。認知症地域支援推進員が単独で抱え込むのではな

く、地域包括支援センターと連携していく形で体制づくりをしていきたい。 

また、認知症についての周知・啓発を促進していく。 

○推進員活動の効果や課題をどのような方法（視点・尺度等）によって評価しているか。 

 イベントの参加者や説明会等の参加者にアンケート調査を行い、その結果を評価・分析

している。 

○市区町村としての今後の推進員活動の方針 

 認知症地域支援推進員の活動について市の出前講座メニューに登録し、普及啓発を促進

する。 

 認知症サポーター養成講座（千歳市社会福祉協議会が運営する千歳市介護予防センター

が事務局）について、介護予防センターや石狩振興局と連携し、自衛隊等の公的機関でも

実施できるよう働きかけを行う。 

 認知症ケアパスの作成。 

 認知症カフェの定期開催。 

○認知症地域支援推進員が認知症初期集中支援チーム員を兼任することについて 

 認知症地域支援推進員と認知症初期集中支援チーム業務の境目が曖昧になっている部

分はあるが、スムーズに認知症初期集中支援チームにつなぐことができている。 

また、他のチーム員やサポート医も同じ法人の職員であり、推進員が窓口になることに

より、精神科医療につなげたり、医師の意見も聞きやすくなった。 
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北海道千歳市の取組み

千歳市

平成28年度 認知症地域支援推進員配置

○民生委員を通じた住民アンケート
（回収途中）
身近に認知症の人はいるか
身近な人が認知症になったらどうしたいか 等

北区
地域 東区

地域

向陽台区
地域

西区
地域

南区
地域

５日常生活圏域
地域包括支援センター

介護予防事業 平成26年度
～「千歳市介護予防センター」
の運営を千歳市社会福祉協
議会に委託平成18年度～委託

・認知症サポーター養成講座
・介護予防リーダー育成
・介護予防教室
・介護予防サロン

地域包括支援
センター

(社会福祉士)

認知症初期集中支援チーム設置

活動の一部

推進員の気づき・効果・今後の発展可能性

市としての特性、各地域の特性、住民の意識の把握
→集計・分析を通じて以後の活動に役立てる

○推進員のチラシを作成・配布 関係機関・部署とのつながり（（顔の見える関係）作
り）、地域資源と現状の把握

チーム員
（医師）

チーム員
（看護師）

認知症疾患
医療センター

(精神保健福祉士)

包括との分担・連携強化

医療との連携強化

認知症カフェ（移動型）
千歳認知症の人を支える家族の会（は
まなすの会）

民間事業所主体の各種介
護予防活動を検討

○既存の資源をより身近に、
使いやすく

→会場確保・運営補助 →連携強化と参加者増

○徘徊対応模擬訓練（事業
者対象）

ゲーム感覚で楽しく。
知識と同時に実践を通して考
えたい現場のニーズ
隣市事業所にも声掛け

千歳SOSネットワーク
石狩地域SOSネットワーク

…既存の資源 支え、活かす

現状把握

楽しく、わかりやす
く顔の見える関係

づくり

○認知症ケア推進フォーラ
ム

【初年度の効果】

・顔の見える関係作りと資源の把握、新たな開発につな
がった。

・所属、立場が異なる推進員２名配置による情報・相談
経路の整理・円滑化

【２年目以降の展望】
・既存資源の連携強化

・アンケート結果に基づく活動の具体化
など

市や市内事業所
によるさまざまな
取組み（資源）

在宅医療・介護連携事業
平成27年度～自主組織「ちとせの介
護医療連携の会」（今後NPO法人化）
専門職ネットワーク

認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患
医療センター主催により開催、市のバックアップによる啓発

→連携強化
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３）新潟県柏崎市 

（１）自治体概要 

自治体名 新潟県柏崎市 自治体コード １５２０５６ 

人口 86,522 人 高齢化率 31.5％ 面積 442.03 ㎢ 

日常生活圏域数 ５ 地域包括支援センター数 ７（委託７） 

推進員の配置状況 平成 22 年度に認知症連携担当者を配置、23 年度より認知症地域支

援推進員として配置 

聞取り 

対象者 

・医療法人立川メディカルセンター 柏崎厚生病院所属

（推進員として委託包括に配置） 

認知症地域支援推進員（精神保健福祉士） 

平成 22 年度に委託包括に認知症連携担当者として配置 

平成 23 年度に認知症地域支援推進員 専任・常勤 

・柏崎市福祉保健部介護高齢課 

課長代理（保健師）、担当者（保健師） 

推進員の位置づけ 

 

 

【活動のポイント】 

○地域包括支援センターや行政との連携、関係機関との定例的な情報交換会の開催等によ

り、関係機関とのネットワーク体制の構築と多面的な活動展開につながった。 

○困難ケースの個別支援（推進員）をベースに、行政の強みである地区把握を補完し、地 

域の支援体制の構築に向けた活動を推進。 

○介護事業所や他の専門職に対する認知症対応力の向上と人材育成に取組んでいる。 

 

（２）柏崎市における認知症地域支援推進員配置から現在までの概要 

１．平成 22 年度 認知症対策連携強化事業として「認知症連携担当者」を配置。 

（１）配置先 地域包括支援センター 

（２）目的 ①地域におけるネットワーク体制の構築 

      ②認知症疾患医療センターとの連携 

      ③地域包括支援センターに対する支援 

      ④若年性認知症に対する支援 

２．平成 23 年度～ 認知症地域支援推進員として引き続き

配置 

（１）業務内容 

１）認知症支援体制整備 

 ①認知症ケアパスの推進 

②認知症サポートリーダー育成事業 

 ③認知症キャラバン・メイト活動支援・認知症サポータ 

ー養成講座の協働実施 

 ④認知症に関する啓発 

２）医療との連携推進 

 ①個別支援                       もの忘れ連絡シート 

委託包括 

運営委託 

自治体 
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②医療・介護連携スタッフカンファレンス     

 ③もの忘れ連絡シート（前ページ下部）の活用促進 

④医師会や認知症サポート医とのネットワーク形成 

３）若年性認知症支援 

 ①個別支援 ②啓発活動 ③交流会の企画・運営 

４）認知症の人や家族への支援体制構築 

 ①病院・介護保険施設等の認知症対応力向上の推進 

 ②高齢者虐待防止対応 

 ③認知症の人の家族に対する支援の推進 

 ④認知症ケアに携わる多職種協働研修の推進 

５）全体的な情報交換 

 柏崎地域振興局や認知症疾患医療センターと情報交換を行い、協働で研修会等を実

施。（認知症支援情報交換会等への参加、地域ケア会議への協力等） 

 

 

 

（３）調査結果 

■推進員に対する聞取り結果 

◆配置当初の状況や動きについて 

○配置されることになった経緯と推進員活動に対する当初の認識や準備したこと、協力依

頼先やその内容等 

 母体法人である柏崎厚生病院は、認知症疾患医療センター機能や併設の介護分野の事業

所と共に地域の認知症医療・介護分野において支援実績があり、そこでソーシャルワーカ

ーとして経験のある精神保健福祉士・社会福祉士を配置することになった。 

 準備にあたっては、事業実施主体の市が先導して行い、随時連携して対応した。 

○初年度の取組みを通して生じた認知症の人や家族、地域社会、あなた自身の変化・効果・

苦労したこと・課題等 

病院や施設での支援経験はあったので、医療介護連携や困難事例の対応はスムーズにで

きた。反面、国・県・市の施策、地域社会や地域資源の現状などを把握しておらず、地域

づくりのノウハウも持っていなかったため、地域活動を展開する上で困難さを感じた。地

域づくりでは専門性は低く、年齢と社会経験値で乗り越えた感がある。 

業務量が多く、一人体制の限界を感じていた。 

 

◆配置後２年目以降、現在に至るまでの状況や動きについて 

○２年目以降に把握した地域課題、取組んだ活動とそれぞれの活動の協力依頼者等 

・認知症の人を地域で支えるため、地域住民の人材育成の必要性を感じ、認知症サポート

リーダー育成事業を開始した。協力者は市（介護分野と地区担当の保健師）、地域包括支

援センター、コミュニティセンター。 

・個別事例支援と地域づくりを効果的に連動させ、地域課題を把握するため、包括支援セ
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ンターの開催する地域ケア会議に協力した。 

・医療介護従事者の認知症対応力向上のため、個別事例の相談対応の中で、包括や推進員

が職員への研鑽の必要を感じた際に、介護保険サービス事業所・地域密着型事業所・有料

老人ホーム等に出向いて事例検討会や研修会を行った。市や包括も協力。 

○各年度の取組みを通して生じた認知症の人や家族、地域社会、あなた自身の変化と・効果・

苦労したこと・課題等 

例年、①地域の支援体制整備（地域づくり、人材育成、啓発活動）、②医療介護連携（個

別支援）、③若年性認知症支援、④本人・家族への支援体制整備（従事者への研修、権利

擁護、家族支援活動）の４つの分野について活動してきた。個別支援と地域活動の両面か

ら認知症支援を考え、市全体～住む地域の課題を絡めて活動することができた。その中で

市の担当者が何回か代わり、経過を把握しているのは当職だけのことがあるなど、体制に

おいて危機を感じた。高齢者施策全体の有機的な連動が必要。 

○各年度に苦労したことやその後への課題、以後役に立ったことなど、印象に残っているこ

と等 

・平成 22 年度 (自分自身が)地域の現状や課題の未掌握、地域活動の経験・スキル不足。 

・平成 23 年度 連携担当者から地域支援推進員に変わったことで、地域活動に計画的に

取組んだ。 

・平成 24 年度 若年性認知症支援の取組みを本格的に開始、個別事例、集いなどへの取

組み。 

・平成 25 年度 企業・学校への講座に、病院や介護事業所職員・大学職員等、複数の分

野のキャラバン・メイトと協働開催。 

・平成 26年度 認知症ケアパスの取組みで様々な分野の協力者とネットワーク拡大。 

・平成 27 年度 若年性認知症支援に、医療・介護・障害福祉・就労支援・家族支援等多

数の分野が関わるため、連携すること自体が大変な作業だった。また、若

年性認知症の特性を障害福祉・就労支援分野に理解してもらうことが難し

かった。 

サポートリーダー活動と他の地域活動との有機的な取組み方法。 

・平成 28年度 地域密着型サービス事業所との事例検討や地域活動の取組み。 

 

◆推進員活動のポイントと効果について 

○これまでの経験を振り返り、推進員活動を効果的に行うために重要だと思うこと 

 委託の場合：元職に合わせ、推進員として必要な研修を行うこと（例：私のような医療

相談職であれば、市の施策・地区診断・地域づくりについてなど）。市の担当課との PDCA

サイクルに基づいた定期的な連携体制。地域包括支援センターとの協働体制（私の場合、

今まで地域包括支援センターに席を置いていたことで、地域活動・支援に関するたくさん

の）ことを学ぶことができた）。市の認知症施策担当係以外（介護関係の課、福祉関係の

課、高齢者以外の健康に関する課、医療分野担当課、地域活動担当課との連携。警察、弁

護士、消費生活センター、社会福祉協議会（権利擁護支援担当）との連携。地域住民や関

係機関とのネットワークづくりにおける行政のバックアップ体制。 
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○推進員活動の効果や課題は、どのような観点や基準から評価すると良いと思うか。 

・地域ケア会議のような形式で、地区ごとの人口、高齢者人口、高齢化率、地域資源、地

域特性などを抽出し、個別支援から見えてくる課題、地区独自の課題などを出して、その

問題を検討→具体策をあげる（具体的数目標を立てる・具体案の中で優先順位と達成の難

易を確認する）。（現在は行われていないが）前段の会議の翌年に１～２回モニタリング会

議を持ち、進捗状況を確認・評価する、ということを３年間繰り返す。参加者は、介護分

野だけでなく、例えば新オレンジプランに関わった関係省庁のように分野を横断して招集

する。 

・国や県など横断的な評価の機会が大事。平成 26 年度、東京センター主催のフォローア

ップ研修の際に、市と推進員とが現状を確認し、今後の体制を考えるようなワーキングが

行われ、市と一緒に考える好機となったが、残念ながら継続されていない。 

・県内の推進員同士の情報交換の機会を持ち、上記ワーキング資料の内容を利用すること

を県に提案したが、過去に情報交換の機会は２度のみで、資料の活用はない。 

○推進員活動をより効果的に進めるための改善点について 

・委託業務のあり方について自分自身が不慣れだったため、業務遂行が十分ではなかった

と反省している。そのため、委託の場合は準備段階として市から施策や高齢者支援活動に

ついて十分に説明いただく機会がほしい。また、定期的なカンファレンス（企画・検討・

評価の機会）がほしい。 

・認知症施策は他の高齢者施策と重なる部分が多く、他の活動との関係や担当係以外との

連携を市に主導して考慮いただきたい。特に住民活動・人材育成については、複数の活動

が住民に混乱をきたす。 

・所属組織は今まで場所が離れていた（法人内の地域包括支援センター）こともあり、十

分に連携したり、知識や情報を還元できていたとは言いがたいが、今年から（病院内に）

席を移したため、今後連携しやすく、改善できると考える。 

○推進員活動を通してご自身の職業や今後の活動への意欲等に与えた影響等。 

・今までは病院、施設に来られた患者・家族の対応が中心だったが、推進員活動を通じ、

本当の意味での「地域に暮らす」方々の支援について知り、生活を支援することができる

ようになった。 

・市からの委託業務ということで、市全体の施策や地域包括支援センターの活動が理解で

き、高齢者支援の全体像がつかめ、業務に生かすことができた。 

○認知症地域支援推進員が認知症初期集中支援チーム員を兼任することの効果等 

・初期集中支援チームは平成 29 年度から実施予定で、現時点で兼任は予定されていない。

今後連携していく方向でおり、ケース会議に同席し、ケース支援において役割を分担して

対応する予定。 

・推進員と初期集中支援チームの構成員（職種）、同法人か否か、直営か委託かによって

課題は違うと思う。むしろ、他市町村の取組みや兼務の体制について参考にお伺いしたい。 

○推進員活動について大切だと思うこと 

１．行政に対して 

 ①必要なデータ、スキル伝授、研修をする。 
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 ②市役所内 関係課への働きかけ、協働をスムーズにする。 

③定期的な課題抽出と振り返りをする。課題や目標をまとめ、見える化したり、住民

や関係者へ効果的な PRを行う。 

２．母体法人について 

 ①地域や行政（施策）への理解と協力  ②専門性のバックアップ体制 

 ③行政―管理者、事務方（経理や総務）、推進員の所属する職の部署、推進員との話し

合いの機会 

３．推進員について 

 ①勉強を惜しまない（施策やスキルアップ） 

 ②（一人体制である場合が多いからこそ）一人でやらない。スキルがあれば伝授した

り育てたりして仲間や人材を増やす。 

 ③色々大変なことが多いが、「認知症の人と家族、地域があなたを待っている！…かも

しれない」ということを忘れずに、へこたれずに前に進む。 

（左）『柏崎市認知症ガイドブ

ック（平成 27 年版）』表紙 

（右）同背表紙 推進員の説明

と若年性認知症の相談について

の案内を掲載している。 

 

 

 

 

 

 

       拡大 

 

 

 

 

 

『広報かしわざき』平成 26 年 11

月 5日号（左：表紙）では認知症

に関する 7ページの特集が組ま

れ、認知症サポーター養成講座や

認知症地域支援推進員が紹介され

た。（右） 
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■市区町村担当者への聞取り結果 

◆推進員配置初年度の動きについて 

○配置に当たっての打診・決定方法（候補者の選定、所属組織との調整等） 

・認知症の対応スキルを勘案し認知症疾患医療センターである柏崎厚生病院に業務委託。

・平成 22 年から地域包括支援センターに配置。前年度に、病院長及び事務長に事業説明

を行い、了承を得た。職種は相談対応業務を重視し、精神保健福祉士を希望した。 

○推進員への説明や地域課題・活動方針・報告方法・評価方法についての話し合いや情報共

有方法 

・年度初めに推進員の具体的活動方法について提示し、話し合いを行った。 

・担当課との定期的な情報共有の場（５～７月は１週間に１回、その後は毎月１回）を設

定し、情報を共有し、活動を調整した。 

○配置後の推進員との連携やサポート方法 

・年度当初に地域包括支援センターを、市担当者と共に巡回、定例の包括連絡会に参加す

ることで、包括との協働活動が円滑に実施できるよう配慮した。 

・初年度は、週１回市役所勤務とし、タイムリーな情報共有に努めた。他、随時相談に対

応。 

○初年度に特に配慮・工夫したこと 

・医師会及び専門医療機関への挨拶及び協力依頼。ケアマネ事業所等へ周知。推進員配置

のチラシを配布した。 

・高齢者虐待防止実務検討会、包括支援センター連絡会、ケマネジャー連絡会等、ネット

ワーク体制の構築に向け、関係する連絡会や会議、事例検討等に参加。 

・先進地視察（上越市）し、情報交換した。 

○推進員活動の評価方法 

・年間活動計画について、年度末に実施状況について振り返りを実施。 

・地域啓発での波及効果。 

・市民の理解促進（早期相談件数の増加、包括支援センター実態調査や総合相談活動にお

ける把握件数の増加等） 

◆配置後２年目以降の動きについて 

○２年目以降の推進員との連携やサポートの状況 

・地域課題は、地域包括支援センターが「地域ケア会議」や総合相談で把握した内容を共

有している。活動方針は市と協働で「活動計画」を検討し作成している。 

・地域活動の経験が少なかったため、市担当者が地域に一緒に出向き、地域特性を考慮し

た活動の推進に向け、事業の企画段階から共同検討してきた。 

・配置後に、柏刈認知症支援情報交換会（保健所主催）が設置され、所属する認知症疾患

医療センターはじめ、関係機関の専門職の意見交換の場となっている。 

○推進員を配置したことによる効果や見えてきた活動上の課題、地域の力や課題、行政とし

てのサポートのあり方、行政担当者としてのご自身の変化等 
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 取組・効果 課題 行政の気づき 

平成22年

（認知症連

携担当者） 

・医療機関において構築したネッ

トワークを活用し、医療連携がス

ムーズに実施できた。 

・高い面接スキルにより、本人及び

家族支援において、対象者の満足

度が高い。 

・同行訪問により。包括やケアマネ

のスキルアップにつながった。 

・定期情報交換会を設け、関係機関

と協議。 

・事例集積からの課題分析 

・関係機関のネットワークの

構築。 

・認知症施策の推進

においては、推進員

１人の活動に注視す

るのではなく、関係

機関が連携し、チー

ムで支援する体制づ

くりが必要であるこ

とを認識した。 

・推進員目線で捉え

た事例性を通じた研

修が認知症対応力の

スキル向上には効果

的であることに気づ

いた。 

・地域の課題として

捉える中で行政の関

係課とのネットワー

クづくりが重要であ

る。 

平成23年

（認知症地

域支援推進

員）

 ・初期受診がつながらない、

家族の認識が薄い、医療機関

が平準化されていない等見ら

れ、連携ツールが必要。 

・地域内で見守り、コミュニ

ティを生かした見守り体制の

構築が必要。 

平成24年 ・医療機関との連携ツールとして

「もの忘れ連絡シート」を作成。 

・認知症サポートグループ育成。 

・柏刈認知症支援情報交換会（事務

局：保健所） 

・認知症支援実務検討会で若

年性認知症について検討。⇒

相談窓口の啓発、家族支援が

必要。 

平成25年 ・啓発チラシ「認知症相談ナビ」作

成。 

・若年性認知症者の家族交流会を

開催。 

・地域における認知症の見守

り体制としてのグループ育成

は難しいとの意見有。育成事

業の見直しが必要。 

・医療と介護の連携体制の推

進が必要。 

平成26年 ・地域における認知症支援の人材

育成「認知症サポートリーダー育

成事業」を実施。地域での見守り活

動を推進。 

・若年性認知症の方と家族の会「あ

すなろの会」を始める。 

・認知症ケアパス作成検討委員会

開催。 

・認知症多職種協働研修会開催。 

・地域密着型事業所への相談支援 

・若年性認知症支援のチーム

アプローチが必要。 

・地域密着型事業所の対応力

向上が必要。 

・認知症の方と家族の交流の

場が必要。 

前年の課題を翌年の活動

計画に盛り込む 

78



平成27年 認知症ガイドブック（ケアパス）を

作成。 

・若年性認知症支援体制フローチ

ャート作成。支援体制を整理。 

・認知症カフェ開設支援。 

・認知症ガイドブックの普及

啓発の検討が必要。 

平成28年 ・若年性認知症支援様式（初期対応

記録、会議記録等）作成。 

・認知症カフェが複数開設。 

・地域の特性を生かした見守

り体制 

・在宅～入退院～入退所時の

切れ目ない連携が必要 

○推進員活動の効果や課題をどのような方法（視点・尺度等）によって評価しているか。 

・活動実態については月報を作成し、年間の活動実績について、地域包括支援センター運

営協議会で報告している。 

・評価視点 ①支援対象者の専門医療機関受診者数の推移 

      ②認知症自立度Ⅱ以上の人の専門医療機関受診者数の推移 

      ③上記の人の要介護状態区分の推移傾向 

      ④認知症サポーター活動の広がり 

○市区町村としての今後の推進員活動の方針について 

・地域特性に配慮した認知症支援の体制づくりの構築 

・医療介護の連携促進（認知症対応力向上に向けた人材育成） 

・若年性認知症支援 ・認知症の人や家族への支援体制整備 

○推進員活動のポイントと思われること 

＜市として＞ 

・推進員の周知、環境調整（顔の見える関係づくり） 

  地域包括支援センターや事業所等 地域住民、地区組織等 医師会や庁内の関係課 

・推進員のサポート 

  活動状況の確認 相談に対応（精神的サポート）、活動しやすいよう委託先へ配慮等 

・情報提供 

  保健師による地区診断資料の提供 統計資料 事業計画 研修案内、等 

＜推進員として＞ 

・ネットワークをつくる（関係機関への挨拶、地域や関係する会議への積極的な参加、等）

・抱え込まない。迷った時には相談する。 

・丁寧な事例の積み上げ、振り返り。⇒地域の特性把握 

・推進員ができる範疇を明確にする（できるところとできないところを明確にする） 
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新潟県柏崎市の取組み

平成22年度 認知症連携担当者配置 委託先：柏崎厚生病院
（精神保健福祉士）

平成23年度
～

平成28年度

認知症地域支援推進員配置
地域づくり中心

継続配置 柏崎市施策担当
（保健師）

協働
サポート

【推進員】
個別支援
事例の蓄積

【行政】
地区診断
地域づくり

相互補完と協働

医療・介護等の
支援ネットワーク構築

認知症対応力向上の
ための支援

相談支援・支援体制
整備

今後の展望

行政の地域活動や地域包
括支援センターと連携して
困難ケースを中心に対応

個別支援中心

認知症サポートリーダー育成研修

・認知症サポーターのステップアップ
・行政、各地域の包括支援センター協働
・コミュニティセンターの既存事業と連携

地域ケア会議への参加

・地域課題の把握
・相談支援の充実と地域づくりを効果的に推進

地域密着型事業所の対応力向上

・推進員が出向いて事例検討会を開催
・小規模事業所のケアの質向上

個別支援を通じた地域課題の把握

地域での啓発活動

認知症ケアパスの作成・普及

認知症の人と家族の支援

若年性認知症の人と家族の支援

・安心して話せる場所づくり ・相談支援

個別支援
包括・行政と協働

地域課題把握

地域住民への
啓発・人材育成

医療・介護従事者
研修・会議

対応力・質の向上

多職種協働による
ネットワーク形成

地域に出向き
把握した課題を

住民・従事者・専門職各
レベルでの
取組みに反映

定期的な評価
新たな課題の発見
新たな取組みの循環

・地域特性に配慮した認知症支援の体制づくりの構築
・医療介護の連携促進
（認知症対応力向上に向けた人材育成）

・若年性認知症支援
・認知症の人や家族への支援体制整備

主な取組み

【市の役割のポイント】
・庁内関係課の横断的な協力
・推進員の周知、環境調整（顔の見
える関係づくり）
・推進員のサポート（活動状況の確
認、相談対応、精神的サポート、委
託先への配慮）
・情報提供（保健師の地区診断資
料、市の統計資料、研修案内等）

【推進員活動のポイント】
・行政や包括支援センターとの定期
的な課題抽出と確認作業
・課題、目標、業績の見える化と効
果的なPR
・ネットワークづくり、仲間づくり、一
人で抱え込まず役割分担する
・自己研鑽の継続、当事者や家族
の思いを忘れない

地域の支援体制整備
（地域作り・啓発・人材育成）
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４）徳島県吉野川市 

（１）自治体概要

自治体名 徳島県吉野川市 自治体コード ３６２０５１ 

人口 42,558 人 高齢化率 34.0％ 面積 144.19  

日常生活圏域数 ５ 地域包括支援センター数 １（直営） 

推進員の配置状況 平成 28 年度に初めて、市全体を担当する推進員を１名配置。 

聞取り 

対象者 

吉野川市地域包括支援センター 

・認知症地域支援推進員（保健師） 

平成 28年 4月配置、認知症初期集中支援チーム員兼任 

・課長補佐兼係長（保健師）

推進員の位置づけ

【活動のポイント】 

○地域包括支援センターとしての経験や蓄積された情報を活かした地域課題の抽出と、的

確な活動方針の策定。 

○直営包括の推進員（兼務）として、包括業務全体の中に推進員としての視点を活かしな

がら地域活動を充実させる。 

○既存の活動を通じた地域住民のリーダーシップ醸成と、地域特性を活かした住民主体の

手作りの活動を推進員がサポート。 

（２）吉野川市における認知症地域支援・ケア向上推進事業の概要 

１）医療・介護等の支援ネットワーク構築 

①医療機関及び関係機関等との連携 

取組状況 課題と今後について 

 平成 28年 3月、市医師会に認知症総合支援事業（認

知症初期集中支援チーム設置、認知症地域支援推進員

の配置等）について説明。関係各機関と個々のケース

を通じて相談・連携しながら本人・家族の支援を進め

ている。 

・医師会や関係機関へのさらなる周知。 

・オレンジ連携シート（認知症初期集中支援チ

ームが医療機関への情報提供に運用的に使用）

を、事例を通して使いやすいシートへと修正。 

・関係機関とのさらなる連携。 

②認知症ケアパスの作成・普及 

取組状況 課題と今後について 

・平成 28年 3月 認知症ケアパス（認知症ガイドブッ

ク）市民に配布 全世帯（18,000 世帯）。介護予防教室

（43ヶ所）で順次ケアパスを使って説明。 

・医療機関、薬局、介護保険サービス事業所へ配布・ 

・介護保険サービス利用者には、担当ケアマネジャー

を通じて説明していただくよう配布、依頼。 

・認知症のある介護保険サービス利用者の家族

については担当ケアマネジャーや主任ケアマ

ネジャーから説明していただくよう依頼して

いるが、実際の活用状況は未確認。 

・ケアパスだけでは対応方法が十分に周知でき

ないため、それぞれの周辺症状に応じた具体策

を記載した指導用のものを検討予定。 

自治体 

直営包括 
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２）認知症対応力向上のための支援 

①サポート医や認知症疾患医療センターの専門医等による病院・施設等における処遇困難

事例の検討及び個別支援 

取組状況 課題と今後について 

・認知症疾患医療センターとは連携を取っていない

が、認知症サポート医とは処遇困難事例について支援

の方向性を相談し、連携を取りながら個別支援を行っ

ている。 

・今後、認知症疾患医療センターとは必要なケ

ースが出てくれば連携を取っていく予定。 

②介護保険施設等の相談員による在宅で生活する認知症の人や家族に対する効果的な介護

方法の専門的な相談支援 

取組状況 課題と今後について 

・相談ケースがあれば、担当ケアマネ、家族や関係機関を交え

て相談に対応している。また、認知症初期集中支援チームによ

る支援が必要なケースについては、チーム員の保健師、社会福

祉士で対応し、必要時認知症サポート医より助言をもらいなが

ら対応している。 

今後も相談があれば医療機関、担当ケ

アマネジャー、認知症初期集中支援チ

ームなど必要な関係機関と連携を図

りながら支援していく。 

③「認知症カフェ」等の設置 

取組状況 課題と今後について 

・「オレンジカフェ」市内３ヶ所 

①オレンジカフェやまかわ（毎月第２・４日曜日） 

②カフェ・サンガ（毎月第３土曜日） 

③オレンジカフェ水明荘（毎月第４木曜日） 

開催場所が増えているが参加者が少ないところ

もあり、周知に課題があり、市で開催している家

族のつどいで周知している。市民ボランティアに

よるカフェ設置はなく、今後ボランティアとなる

方があれば支援していく予定。 

④認知症ケアに携わる多職種協働研修の推進 

取組状況 課題と今後について 

・認知症多職種協働研修会 

内容：認知症と周辺症状について 

（医師による講義と事例検討） 

参加者数：82名 

前年度は約 100 名の参加があり、多職種のニーズ

は高い。お互いに顔の見える関係づくりや認知症

に関する知識の修得、研鑽を深める必要があるた

め、継続して開催する。 

⑤認知症サポーターの養成 

取組状況 課題と今後について 

・キャラバン・メイト養成研修 

・認知症サポーター養成講座 サポーター数 3,099 名 

１）包括職員による認知症サポーター養成講座 

Ⅰ．吉野川市民（地区住民、民生児童委員、婦人会連合会、老

人クラブ連合会、介護予防サポーター、自主防災防犯組織等） 

Ⅱ．職域（郵便局員、生命保険会社、介護保険事業所、警察署

職員、市役所職員、市議会議員、民間企業、見守りネット協力

事業者） 

・市民メイトよりさらに学ぶ機会を望

む意見があり、フォローアップも必要で

あることから、今年度中に市民メイトの

連絡会を開催予定。また、認知症を内容

とする介護予防後援会を市民メイトに

も案内し、研修の機会とする。 

・学校への認知症サポーター養成講座

は平成 27 年度より実施しており、継続
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Ⅲ．学校（市内小・中・高等学校教職員、学生等、毎年各学校

に照会し希望校に実施） 

２）市民メイトによる認知症サポーター養成講座 

（平成28年 7月より12月末までに９回開催し受講者131名） 

して申込みする学校も出てきている。今

後も毎年、小・中・高等学校に照会し、

希望校には講座を行っていく。 

・職域からの養成が少ないため、今後の

働きかけを検討していく。 

３）相談支援・支援体制構築 

①認知症の人や家族等への相談支援 

取組状況 課題と今後について 

・認知症の人と家族のつどい 

平成 28年 7月（参加者 21名）・11月（11名）に開催 

内容：介護者同士の交流・つどい、認知症や介護に関する情報

交換、個別相談（希望者のみ） 

アドバイザー：認知症の人と家族の会徳島県支部、社会福祉士、

相談員 

・市で初めて今年度開催した。定期開

催の希望が多く、必要性も高いことか

ら３ヶ月ごとに継続して開催してい

く。 

②「認知症初期集中支援チーム」との連携による、必要なサービスが認知症の人や家族に提

供されるための調整 

取組状況 課題と今後について 

（平成 28年 4月 1日～8月末までの実績） 

・認知症総合相談件数：62件（総合相談 153 件のうち） 

・認知症初期集中支援チーム 対象者 18名（実人員） 

・認知症地域支援推進員だけで左記の

相談件数に対応することは困難であ

るが、包括内の専門職と連携・調整が

しやすく、また、認知症地域支援推進

員が認知症初期集中支援チームを兼

務していることから、チーム員との連

携やサポート医、各関係機関との連携

が図りやすい状況である。 

③高齢者見守りネットワークの登録事業者との連携 

取組状況 課題と今後について 

・今までに水道検針事業者や郵便局、警察棟より、認知症が疑

われる高齢者の連絡や安否確認について包括に連絡が入ってい

る。事例があれば連絡をいただいており、連携を取りながらそ

の都度対応している。 

・今後も市民や協力事業者、関係期間

から情報が入り次第、速やかに対応し

ていく。 
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（左）市内 43か所で開催する介護予防教室の案内 

（右）吉野川市高齢者見守りネットワーク（『吉野川市認知症ガイドブック（認知症ケアパス）』より）
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（３）調査結果 

■推進員に対する聞取り結果 

◆配置当初の状況や動きについて教えてください。 

〇配置されることになった経緯と推進員活動に対する当初の認識や準備したこと、協力依

頼先やその内容等。 

〇配置の経緯： 

・平成 25 年度より吉野川市直営の地域包括支援センターに異動になった。それまでは母

子保健、成人保健、特定保健指導等の業務に携わっていた。 

・平成 27 年度に認知症地域支援推進員研修を受講し、平成 28 年 4 月より認知症地域支

援推進員として配置され、包括業務や初期集中支援チームと兼務している。 

〇当初の認識 

・認知症の総合相談がとても増えており、認知症の人や介護家族への支援、認知症に関す

る正しい知識の普及、医療・介護・福祉等の関係機関との連携構築や、介護家族の相談支

援体制に取組んでいかなければならないと日頃の業務を通じて感じていた。 

・認知症地域支援推進員研修を受けた以上、取り組まなければならないと思った。 

〇準備したこと 

・市の課題抽出や取組みの方向性の検討のため、認知症の介護家族、及び一般市民からア

ンケート調査を行った。（調査期間：平成 27年９～10 月） 

介護家族 135 名より回答（居宅介護支援事業所及び包括ケアマネジャーと通じて調査）

一般市民：181名より回答（介護予防教室等参加者などを通した市民への調査） 

 調査結果より 

・ケアパスができていない段階での調査であったからか市や包括を相談窓口として認識

していないことが分かった。 

・介護家族が、かかりつけ医やケアマネ、各相談機関で相談した満足度については、約 4

割の介護者が十分に満足できていなかった。 

・相談するまでの期間、どこに相談してよいか分からなかった、認知症の症状や対応につ

いて正しい知識がなかったということが分かった。 

 この調査の結果を、ケアパスをはじめ市の認知症施策の方向性のベースとした。 

〇協力依頼先：市民、吉野川市医師会、市内医療・介護・福祉関係機関、市内居宅介護支

援事業所ケアマネジャー、包括ケアマネジャー、市役所事務方、介護予防担当、認知症の

人と家族の会等 

〇初年度の取組みを通して生じた認知症の人や家族、地域社会、あなた自身の変化・効果・

苦労したこと・課題等 

〇認知症ケアパス 平成 28 年 3 月に作成、配布。 

周知は市広報誌及び介護予防教室を利用。 

医師会に説明、包括や居宅に説明。 

全戸配布以降は、ケアパスを持って相談に来る人が多かった。ケアパスを見て相談に来

た家族に対し、症状や対応について説明し、受診につながったケースもある。受診につ

ながりにくい人は、初期集中支援チームの対象として支援につながっているケースが多
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い。地域の方からの相談も多く、民生委員への再度協力依頼にもなった。 

〇認知症サポーター養成講座 

講座は平成 19年度に開始。平成 28 年度には市民のキャラバン・メイトの養成研修を

実施。受講に際し、当初民生委員連絡会で「住民の力が不可欠」と説明し、協力を得た。

企業や学校へは包括メイトが行い、地域のサークル活動や身近な人へは主に市民メイト

に行ってもらうようにしている。市民メイトは伝え方や教材を工夫して、包括で内容の

チェックと助言を行いながら熱心に講座を行っている。 

〇吉野川市オレンジのつどい 

市役所などでの専門職への相談とは違う機能がある。同じ立場で話も合い、つどいの

場以外でも介護者同士の交流につながっている事例もある。個別の相談支援や家族のつ

どい開催など様々な相談支援を行っていくことで、家族の介護負担度の軽減につながっ

ている事例があることに気づいた。今後、市民によるカフェの開設と、認知症カフェと

のすみ分けが必要。つどいに来ている家族の中から核になる人を探してカフェの立ち上

げにつなげたい。 

〇認知症初期集中支援チームとの兼務 

現在３チームあり２チームが稼働。チームの設置と認知症地域支援推進員の配置が同

時期であり、相談支援を行う中でチームとの連携ができ、サポート医やチーム員、かか

りつけ医、その他の関係機関などからアドバイスが得やすく、支援の方向性が見出しや

すい。チーム員会議により一人の考え方に偏らないようになった。しかし市内 47 ヶ所

ある医療機関への周知はまだ十分といえない。 

 →初期集中支援チームで見えてきたことが推進員の活動にもつながる。 

・正しい知識の不足のため初期対応が困難になっている。→理解の底上げ・普及啓発

・ケアマネの力量により支援に差がある。 

・かかりつけ医やケアマネから包括にスムーズに連絡がもらえるような連携方法・体

制づくりを検討していく必要がある。 

・初期集中で得た実績や課題を今後の推進員活動に生かし得る。 

〇その他の課題等： 

・マンパワー不足。精神症状の強い認知症の人への支援や困難ケースがあること。 

・多くの市民に認知症を理解してもらうこと。

・市では、インフォーマルサービスを一覧にしている。包括は介護予防事業と一緒にやっ

ているので、各種事業と連携を持ち適宜活用して行っている。 

・見守りネットワークは市民もその一員で、市民をはじめ、様々な場でもっと周知をして

いく必要がある。 

◆推進員活動のポイントと効果について 

○これまでの経験を振り返り、推進員活動を効果的に行うために重要だと思うこと 

・推進員だけでの取組みには限界がある。市として認知症総合支援事業で進めていかなけ

ればならないので、今後の方向性をきちんと理解した人（部署）に、推進員が相談でき、

アドバイスがもらえたり協力体制があること。 

・医療・介護・福祉、各関係機関と連携する上で、足を運ぶこと、顔の見える関係づくり。
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・地域包括ケアシステムを構築する中で認知症総合支援事業もあるので、医療と介護の連

携やその他の各種生事業等を通して多職種や関係機関との連携を持っていくこと。 

○推進員活動をより効果的に進めるための改善点 

・医療・介護・福祉等関係機関ほか各種専門職、認知症サポート医や近隣精神科医療機関

との連携を強化する 

・市役所内の他部署（介護予防事業担当や事務担当）との連携を強化する 

・社会福祉協議会との連携強化との連携を強化する 

・市内小・中・高等学校との連携強化、若い世代の認知症に対する理解を深める 

・市民や高齢者見守りネットワーク協力事業者との連携を強化し、市民や事業所主体でで

きること、取組めることを見つけていく。 

・その他市内のインフォーマルサービス、地域で行われているサロン、つどいの場等の把

握に努める。 

○推進員活動を通してご自身の職業や今後の活動への意欲等に与えた影響 

・認知症の介護や対応で困っている中で、ご本人や家族支援を行う中で、相談してよかっ

たと思ってもらえること。きちんと医療や介護サービス等につながり、安定した生活が送

られるようになった事例があること。 

・認知症の総合相談が急増する中、認知症施策を進めて行かないと、さらに今後５年後 10

年後が大変だと思う気持ち。 

・包括の中では自分の力量は不十分で、経験が必要だと感じること。 

『吉野川市認知症ガイドブック（認知症ケアパス）』とその内容（抜粋） 
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■市区町村担当者への聞取り結果 

◆推進員配置初年度の動き 

○配置に当たっての打診・決定方法（候補者の選定、所属組織との調整等） 

・正規職員が保健師であったため、他の事業との連動を重視して配置した。 

・推進員の位置づけ、保健師として活動してきて地域課題が見えてきていたため、推進員

活動に取組みやすかった。 

○配置後の推進員との連携やサポート方法 

・吉野川市直営の地域包括支援センターが一体となり各職種が連携し合ってやってきた

活動実績や、市民のニーズ把握がある程度できており、それらをさらに充実させるために

推進員を配置。現在も推進員が包括内で独立した活動を行っているわけではなく、包括業

務の内容に応じてさまざまな立場で市内の認知症施策や市民活動に携わっている。 

○初年度に特に配慮・工夫したこと 

・平成 27年度に実施したアンケート結果にもとづいて各種の取組みを行うこと。 

◆配置後２年目以降の動き 

○市区町村としての今後の推進員活動の方針 

・平成 27 年度に実施したアンケートをもとに家族会、一部の病院との連携等がとれ、ケ

アマネとの連携も以前より取れてきている。 

・認知症を正しく理解していないために家族への説明ができないケアマネジャー、病院へ

の受診や確定診断の情報などもないことが多い。推進員の活動から積み上げてきたこと

をケアマネや通所・ヘルパーに伝えていく必要がある。 

・今年度の取組から課題がみえてきたので次年度につなげたい。 

認知症地域支援推進員の配置と認知症初期集中支援チームの設置の案内両面印刷されたチラシ 
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徳島県吉野川市の取組み

平成27年度

吉野川市地域包括支援センター（吉野川市介護保険課）

認知症の高齢者に関する調査
（市民181名、介護家族135名より回答）

認知症地域支援・ケア向上推進事業の取組み

課題①
医療・介護・福祉等
関係機関との

ネットワークの構築

課題②
市民・介護家族の
認知症に対する
正しい理解

課題③
介護家族の
相談支援体制

包括活動の蓄積
（総合相談：認知症相談増加等）

吉野川市の強み①
認知症サポート医が

２名いる

吉野川市の強み②
包括が直営であり、包
括職員や認知症初期
集中支援チームの
チーム員等と連携がと

りやすい

吉野川市の弱み①
ボランティアなどの人
材や資源の掘り起こし

が不十分

吉野川市の弱み②
業務が多く

職員のマンパワー
不足

平成28年度 認知症地域支援推進員の配置

●吉野川市認知症ガイドブッ
ク（ケアパス）作成・配布
（平成28年3月）全戸配布

43ヶ所の介護予防教室で配布
関係機関・事業所への配布

包
括
の
既
存
の
事
業
や
活
動

＋

住
民
同
士
の
つ
な
が
り

★市民キャラバンメイト養成
・民生委員連絡会で
住民の協力を要請

・包括職員（メイト） 職域・学校
・市民メイト 地域住民

●認知症の人と家族のつどい
（オレンジのつどい）の開催

医療機関・関係機関
との連携強化

市民メイトの創意工夫

多様な相談形態への発展
当事者間のつながり形成
認知症カフェへの発展

◆認知症初期集中支援チー
ムチーム員との兼務

支援の方向性を共有
推進員活動への反映包

括
業
務
と
の
兼
務

直営包括の強み：行政施策・包括職員一体で取り組める安心感 課題：マンパワー不足

今後：認知症の正しい理解の推進、社会資源の実態把握と機能強化
資源同士の連携強化

★高齢者見守りネットワーク
等

関係機関連携
住民・企業等の協力

推進員活動の一例と効果・今後の発展可能性

★認知症対応力向上
のための支援
●…相談支援・支援体
制構築
◆医療・介護等の
支援ネットワーク構築

連動
連携

市全体や住民の強み 市としての強みと弱み
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５）鹿児島県さつま町 

（１）自治体概要 

自治体名 鹿児島県さつま町 自治体コード ４６３９２２ 

人口 24,109 人 高齢化率 35.4％ 面積 303.9  

日常生活圏域数 １ 地域包括支援センター数 １（委託１） 

推進員の 

配置状況 

平成 22 年度に直営包括（介護予防係）に２名配置（臨時保健師、社協

からの派遣の社会福祉士）、派遣職員の異動や臨時保健師の退職等、町

職員異動等考慮し、活動拡大に向けて毎年、養成し配置。 

平成 26 年度に町保健師、臨時保健師の 2名配置

（平成 27年度、町社会福祉協議会に地域包括支援センター運営委託）

平成 27 年度に町社会福祉士 1名配置 

平成 28 年度に介護支援専門員 1名配置 

現在、地域包括支援センターに６名体制（常勤・兼務） 

聞取り 

対象者 

・さつま町地域包括支援センター 認知症地域

支援推進員（社会福祉士、平成 24年配置、認知症初期

集中支援チーム員兼任） 

・同センター長 認知症地域支援推進員 

（保健師、平成 26年配置） 

・さつま町介護保険課包括支援係 

課長・包括支援係長

推進員の位置づけ

【活動のポイント】 

○地域包括支援センターと行政の風通しの良い関係による施策と一体化した活動展開 

○地域に出向き、民生委員や福祉委員をはじめとした住民との顔の見える関係をもとにし

て、すでに行われている見守り・支援体制やその工夫を活かし、発展させていく 

○認知症初期集中支援チーム員や地域包括支援センター業務との兼任･兼務によるスムー

ズな情報伝達・共有 

（２）さつま町における認知症施策と認知症地域支援推進員活動の概要 

 さつま町では平成 18 年度から 21 年度まで役場内に町直営の地域包括支援センターを

設置していた。平成 22年度より現在地に移転し、平成 27 年度より社会福祉協議会へセン

ター運営委託となっている。 

平成 22 年度より認知症地域支援推進員（連携担当者）を配置（専門性担保のため町社会

福祉協議会からの派遣者も含む）。平成 26 年度に５名体制に。 

 認知症キャラバン・メイトは町内の介護事業所や医療機関、役場・社会福祉協議会職員

を中心に養成し、平成 23年度に 13名、26年度に 28 名となった。認知症サポーターは平

成 23年度に４回開催したが、25年度に 17回、26年度に 24回実施し、26 年度末で 1,517

名となった。また平成 26年度には第 1回『認知症フォーラム inさつま町』を開催し、296

名の参加があった。以降毎年開催している。 

 平成 27 年度より地域包括支援センターを町社会福祉協議会へ委託。聞取り対象者を含

委託包括 

自治体 

運営委託 
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む推進員も包括に継続配置。平成 28 年度は６名体制となる（町からの出向職員を含む）。

同年、認知症初期集中支援チーム設置。チーム員には推進員４名が兼任。 

 町では年１回、高齢者実態調査（地区ごとに民生委員を通じた調査）を実施し、世帯状

況や健康状態等を把握し、認知症対策にも生かしている。民生委員のほか平成 10 年から

「地域福祉アドバイザー」「健康づくり推進員」を公民会（自治会）推薦で町内各地域に配

置し、平成 27 年からは総合事業として現場で高齢者への取組みを推進する地元の専門員

として「地域支え合い推進員」(第 3層コーディネーター)を配置するなど、住民主体の健

康づくりや介護予防、支え合いの強化を積極的に図っていることが特徴である。 

（３）調査結果

■推進員に対する聞取り結果 

◆配置当初の状況や動きについて 

○配置されることになった経緯と推進員活動に対する当初の認識や準備したこと、協力依

頼先やその内容等 

当時、社協から出向していた社会福祉士が推進員を兼務していたが、その職員の出向が

終了し自分が交代で出向することになった。それを機に自分も推進員兼務を命じられ配置

された（認知症介護の経験があったことや認知症ケア専門士の資格があったことも自分が

配置される理由の一つではなかったかと考える）。 

推進員活動に対する当初の認識としては、推進員の存在自体も知らない状況だったので

当然、活動内容等も全く知らなかった。準備したこともなく、推進員研修で他の市町村の

取組み等を聞いて、やるべきことがやっと少し見えてきて、やる気をいただいたことを記

憶している。 

○初年度の取組みを通して生じた認知症の人や家族、地域社会、あなた自身の変化・効果・

苦労したこと・課題等 

初年度は、認知症疾患医療センターとの連携や関係機関の連携の業務が中心であり、地

域に住む認知症の人や家族と直接関わることが少なく、また地域に対しての認知症サポー

ター養成講座開催も数年前からほぼ中断している状況で、普及啓発や地域との関わりも少

ないことがわかり、次年度の課題として取組むことにした。 

まずはやるべきこととして「認知症サポーター養成講座開催等での普及啓発」という目

標が明確になった。やるべきことや目標が見えてきたことで自身のやる気ややりがいに繋

がったと考える。 

◆配置後２年目以降、現在に至るまでの状況や動きについて 

○２年目以降に把握した地域課題、取組んだ活動とそれぞれの活動の協力依頼者等。 

地域課題としては「地域での認知症への正しい理解の不足」、「認知症の人や家族を支え

てくれる専門職の支援者、地域の支援者が不足している」等の課題を把握した。サポータ

ー養成講座の案内を公民館長連絡協議会や広報誌等で行い前年度の約 6倍の 17 か所の講

座依頼があった。また教育委員会へ講座開催の依頼文書を通知し 1 か所の小学校で開催

できた。その際に子供用の資料として作ったアニメが新聞等のメディアで紹介され、講座

開催依頼の増加に繋がった。 
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徐々に認知症サポーターも増えていく中、アンケートの結果に「何か協力できることが

あれば」と意見が少なからずあり、認知症サポーターの中で推進員活動に協力して下さる

方を養成しようという活動にも繋がった。協力を依頼した人としてはキャラバン・メイ

ト、認知症介護指導者、認知症サポーター、町職員、警察、認知症疾患医療センター、公

民館長、民生委員、社会福祉協議会、金融機関、郵便局など。 

推進員配置 3年目から毎年、町民みんなで認知症について考える機会をということで、

町職員や施設職員、認知症疾患医療センターの職員等と一緒に実行委員会を立ち上げ、中

学校や高校にも協力してもらい『認知症フォーラム in さつま町』を開催している。 

○各年度の取組みを通して生じた認知症の人や家族、地域社会、あなた自身の変化と・効果・

苦労したこと・課題等 

2 年目頃から地域や地域密着型サービス事業所等からも相談が来るようになって地域

ケア会議開催にも繋がり、地域の方や警察等の関係者と共に認知症の人や家族をどのよう

に支えていくか？ということを一緒に考える機会も持てるようになった。 

この頃から、本人の居場所作りとして住民が自発的にベンチ（ひとり歩き中ひと休みで

きる場所として）を作製してくれたり、一般企業が見守りに対して協力してくれたりと、

地域が少しずつ動き出してきたことを実感できるようになった。認知症の人や家族を地域

で支えるという雰囲気が徐々にでてきていることを実感できるようになったのも地域ケ

ア会議の効果だと考える。その効果が認知症の人や家族にも「できるかぎり住み慣れた地

域で」ということを実現するために地域に支えてもらっているという実感をもった人もい

ると思う。 

徐々に町内全体で「認知症についての理解が深まってきた、恥ずかしいことではない」

といった雰囲気が高まりつつあることで、認知症当事者がフォーラムに参加し声を上げる

ことを決断できたのではないかとも考えている。自分自身も推進員活動の実績内容や効果

等をまとめることで、少しずつ実になっていることを実感できるようになりモチベーショ

ンアップという変化が出たと感じている。 

課題としては、地域の変化等のモニタリング評価が不十分である。その原因としては包

括支援センターの他の業務と兼務で時間や分析をかけるところまで余裕がないなどが挙

げられ、今後、業務内容の精査が必要と感じている。 

○各年度に苦労したことやその後への課題、以後役に立ったことなど、印象に残っているこ

と等 

当初は何を取組めばいいのか分からなかったが、年度計画の作成であったり、実績の確

認や効果の検証等を行うことで次に何をすべきかが明確になってきた。 

また効果等を検証することで他の推進員ともやるべきことや取組みたいことなどの意

識統一が図れるようになったと思う。町の職員にも計画書や実績報告を見てもらうことで

意識統一に繋がっていると思う。 

アニメや認知症カフェのことなど推進員の活動が新聞やテレビ等のメディアで紹介さ

れたことや、県内での発表の機会をいただいたことで、推進員の活動が認められたと感じ

る機会にもなりモチベーションの維持向上に繋がったと思う。また住民にも「さつま町は

認知症にやさしい街を目指し頑張って取組んでいる」ということをアピールすることがで
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き、住民の意識向上にも繋がったと感じている。 

いろいろ手段はあると思うが推進員の活動を広く紹介する機会は大切だということを

考えさせられた。 

◆推進員活動のポイントと効果について 

○これまでの経験を振り返り、推進員活動を効果的に行うために重要だと思うこと 

①地域ケア会議等の事業と一体となって取組むような体制つくりや計画の作成 

②目的や内容を具体的にした計画の作成 

③できるだけ地域に出向く活動を取り入れ実行する（地域ケア会議等への参加など） 

④実行した活動で地域にどのような変化が現れたかを再度地域に出向いて確認する（やり

っぱなしにしない） 

⑤地域の変化を検証し効果を推進員や地域の方が感じることができる（地域ケア会議等を

活用） 

⑥活動を広げることや普及啓発の手段としてメディアの有効活用 

⑦地域ケア会議等での検討会で地域課題を抽出するための視点を持つための意識付け 

⑧PDCA の C 機能を充実させる 

○推進員活動の効果や課題は、どのような観点や基準から評価すると良いと思うか 

PDCA サイクルのどの位置で現在の活動が進んでいるのかを確認しながら活動すること

が出来れば、C機能の段階で評価やチェックができ次のアクションに繋がっていくと思う

ので、推進員活動用の PDCA サイクルを確認・評価できるような基準や帳票、マニュアル

等の作成を行うと良いと思う。 

地域や推進員の気持ちの変化や支援体制の変化など評価できると課題も発見でき、推進

員や地域の方も効果を実感でき、取組むべきことも見えてくるのではないかと思う。 

○推進員活動をより効果的に進めるための改善点 

①地域密着型サービス事業所や介護保険事業所等との連携や協力体制つくりなど 

②兼務している他の業務との業務量バランス 

③認知症サポーター等の協力者の把握・養成等 

④市区町村との連携や報告の強化・共同で事業を実施することで連帯感を作る 

⑤キャラバン・メイトや認知症支援に係る事業所等との連携体制の構築（顔合わせ会等で

の活動内容を報告し合うなど） 

○推進員活動を通してご自身の職業や今後の活動への意欲等に与えた影響 

・積極的に活動内容を発表する機会を持つことで他者の意見を聞けたり、資料をまとめる

際に自分たちの活動の振り返りができたり、他者から評価をいただけたりと意欲向上に

繋がると思う。またメディア等で活動内容を紹介してもらうことで周りにも活動内容を

周知できるし、周りから良い点も悪い点も評価していただけるので良い刺激になると思

う。 

・地域ケア会議等で地域住民と話し合う中で、こちらが求めた以上の協力がいただけるこ

とがあり、心強い協力者が周りにいることを実感し力をもらい意欲に繋がった。認知症

サポーター協力者との話し合いの中でも「自分の家で認知症カフェをしても良いよ」と

いう意見が出たりする場面に出会うことで「推進員活動をしてきて良かった」と思える
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瞬間を味わえた。 

・「少しずつ活動が身になっていることを実感することができる」ためにも評価は大切で

ある。 

○認知症地域支援推進員が認知症初期集中支援チーム員を兼任することの効果等 

 認知症疾患医療センターを受診した方の情報が来ると、まず推進員が自宅を訪問して状

況を把握し、認知症初期集中支援チームが動いたり地域住民や家族への支援に入ったりす

るという判断をして次の動きに入る。推進員を兼任していることでチーム員という明確な

区別はなく柔軟に当事者の状況に合わせた支援体制が組めている。 

 初期集中との兼任だけでなく包括業務との兼務にも言えることだが、いきなり推進員専

任で業務に入ろうと思っても、包括、初期集中、疾患医療センター、住民活動等さまざま

な動きの把握が難しく、活動が滞りがちになるのではないかと思う。兼務・兼任のメリッ

トは大きい。 
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『さつま町認知症地域支援推進関係報告』（平成 27年度） 

事業計画で目的と内容を明確にし、これに基づいて実績（プロセス評価）及び評価（結果評価）を行い、次

年度の事業につなげている。 

認知症サポーター養成講座での寸劇風景(左)、 

紙芝居風アニメーション（左下）、

これらを収めた DVD（右下） 

事業ごとに、左から「目的」「内容」「実績（プロセス評価）」

「評価（結果評価」の順に記載欄がある。 
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■市区町村担当者への聞取り結果

◆推進員配置初年度の動きについて 

（詳細は４「２）さつま町における認知症施策と認知症地域支援推進員活動の概要」及び前

項「推進員への聞取り結果」を参照のこと） 

○配置及び配置後の動き 

 平成 18 年度～26 年度まで町直営の地域包括支援センターであったため、連携は十分に

取れていた。平成 27 年度以降はさつま町社会福祉協議会に運営を委託している。しかし

町職員を 2名派遣（センター長(保健師)と主査(社会福祉士)）しているので、十分連携は

取れていると思う。また 2名とも認知症地域支援推進員として活動している。 

○推進員を配置したことによる効果や見えてきた活動上の課題、地域の力や課題、行政とし

てのサポートのあり方、行政担当者としてのご自身の変化等について教えてください。 

 認知症疾患医療センター、連絡協議会への参画や、認知症サポーター養成講座の運営等、

スムーズに実施できている。 

また平成 26 年度からはサポーター養成講座受講者の中から「オレンジリーダー」を養

成し、27年度からはオレンジリーダーの協力のもと、認知症カフェ（オレンジカフェほう

かつ）を月 2回実施している。 

また、平成 26 年度から 28 年度にかけて、毎年「認知症フォーラム in さつま町」を、

キャラバン・メイトや推進員を中心に実施している。 

○推進員活動の効果や課題をどのような方法（視点・尺度等）によって評価するか。 

 年度ごとに新規事業等を実施してきており、町企画財政課に対し事務事業評価書を作

成・提出し副町長をはじめ関係課長を委員とした内部評価委員により評価していただいて

いる。 

 費用対効果、達成度、周知度等を基準に評価し、事業の継続、拡大、縮小等を判断して

いるが、相談業務はそれらの尺度で評価することが難しく、直接的な結果は出なくともプ

ロセスが大事だったり、住民の安心感は尺度で測りにくかったりする。今後は実績のプロ

セス評価が重要だと思う。 

○市区町村としての今後の推進員活動の方針について 

 認知症疾患医療センターとの連携はもとより、認知症に対する普及啓発（フォーラム開

催等）や認知症カフェへの取組み、認知症初期集中支援チームへの関与等を実施していた

だきたい。 
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（左）『さつま町認知症ケアパス』（平成 28年 4月改訂版）表紙 

（右）同 背表紙 「第１回認知症フォーラム inさつま町」で開催した絵画コンクールより 
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鹿児島県さつま町の取組み

さつま町直営包括に
認知症地域支援推進員配置

平成23～26年度

平成27年度～ さつま町社会福祉協議会
（委託包括）に推進員配置

委託へ転換

・23年度以前
認知症連携担当者配置
・23年度3名→26年度5名配置
・町社協からの派遣職員含む
・全員包括業務と兼務

・27年度以降6名体制
・町からの出向職員含む
・包括業務と兼務

平成28年度～ 認知症初期集中支援チーム設置（推進員兼任）

包括業務＋推進員活動
○高齢者実態調査
地区毎の民生委員を通じた調査（年1回）
世帯構造、健康状態や認知機能の把握

○認知症疾患医療センターや関係機関との連携（関係づくり）
○推進員活動と施策の現状把握
○次年度以降の課題の明確化
↓

・地域での認知症への正しい理解の不足
・認知症の人や家族を支えてくれる専門職の支援者、地域の支援者の不足

平成24年度（配置初年度）

平成25年度以降

○認知症サポーター養成講座
（町民・町内事業所対象）の強化

住民の「何かしたい」
という気持ちに気づく

○オレンジリーダー養成
（認知症カフェのボランティア）

○インストラクター養成

○介護予防リーダー養成

○
推
進
員
６
名

包
括
業
務
と
兼
務推進員活動の一例とその後の発展

内容と普及の工夫
専門職・住民で寸劇／DVD作成

○認知症フォーラムinさつま町
（町主催）平成26年度～毎年開催
住民参加型、当事者の登壇

○地域や地域密着型サービス事業
所から包括への相談が増加

○事業所の認知症勉強会（対応力向上）

○地域ケア会議（関係機関＋住民参加）

町の施策と連動・連携

包括⇔役場
専門職⇔住民
住民⇔住民
顔の見える関係

住民の自発的で自然な支え合い→支え合いマップ作り

包括・推進員・住民活動の好循環

○認知症ケアパス ○認知症カフェ

○キャラバンメイトの
ステップアップ

○見守りSOS
ネットワーク

日頃から関わり合いがある住民の
方が適切に支えられることがある

【ポイント・課題】
①他事業と一体となった体制・計画作り
②目的や内容を具体的にした計画の作成
③できるだけ地域に出向く活動を取り入れ実行
④地域に出向いて地域の変化確認（やりっぱなしにしない）
⑥メディアの有効活用
⑦地域課題を抽出するための視点を持つための意識付け
⑧PDCAのC機能を充実させる
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６）山形県金山町 

（１）自治体概要 

自治体名 山形県金山町 自治体コード ０６３６１４ 

人口  5,870 人 高齢化率   32.9％ 面積 161.67 ㎢ 

日常生活圏域数 １ 地域包括支援センター数 １（直営１） 

推進員の配置状況 平成 23 年度に直営包括内に１名の推進員（包括の嘱託介護福祉士）、

平成 26 年度に常勤保健師１名、平成 27 年度に嘱託の介護福祉士１

名の計３名体制で現在に至る。 

聞き取り

対象者 

金山町地域包括支援センター 

・認知症地域支援推進員 

（保健師、H26.12 月配置。常勤・兼務） 

・副センター長 

（保健師） 

推進員の位置づけ 

【活動のポイント】 

○町の直営地域包括支援センター業務と兼務し、包括業務の中に推進員としての視点を取

り入れながら推進員活動を展開している。 

○直営包括の強みを生かして町の認知症施策と一体化して取組みつつ、役場内各部署や関

係機関との連携により認知症対応力も向上中。 

○地域に出向き、すでに構築されている住民同士の思いやりやつながり、住民主体の取組

みなどを尊重し、当事者に一番近い住民ならではの支援体制を作り出している。 

 

（２）金山町における認知症施策の概要 

・金山町では役場内に直営の地域包括支援センターを設置し、要支援や自立高齢者の支援に

当たっていたが、一人暮らしの認知症高齢者の支援が課題となっていた。また平成 23 年

４月の要介護認定申請時の認知症高齢者自立度Ⅱａ以上の人が県平均より高かったこと

もあり、認知症施策を強化することになった。 

・平成 23年度、県の認知症総合推進事業を実施し、認知症地域支援推進員を１名（のち２

名追加配置して合計３名）配置。平成 23・24 年度は行政主導で以下の取組みを実施して

施策全般の基盤を作る。 

【平成 23年度】 

①地域包括支援センター職員の研修参加、認知症地域支援推進員の育成 

②認知症の方の支援の実態を知る 

介護支援専門員情報交換会で認知症の人の暮らしや具体的な支援のあり方を把握 

介護者の方の相談会でまとめる（家族である子ども達の教育が必要） 

介護者の方の支援の手引きをまとめる 

③認知症サポート医との連携（介護支援専門員情報交換会、地域支援体制づくり検討会） 

 認知症に対する関係者の認識の統一と事例検討の必要性） 

④地域支援体制づくり検討会の開催（認知症の方を受け入れる社会の大切さ） 

⑤認知症サポーター養成講座（認知症サポート医の講話） 

 

自治体 

 直営包括 
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・25年度以降は推進員主体で活動。 

（左）平成 24 年に作成した『高齢者を支えるために家族の手引き』 

（左下）同手引き p.5「家族のための認知症を疑うチェックリスト」 

（右下）同手引き p.10・11「今日のわたしメモ」「わたしの『大切なこと』

メモ」 

  

【平成 24年度】 

①認知症予防・早期発見・早期治療のしくみづくり 

 『高齢者を支えるための家族の手引き』で認知症のチェックリストの活用 

 もの忘れ相談プログラムの活用、フォロー体制整備 

②地域での認知症支援体制づくり 

 金山町認知症等地域支援推進協議会発足（H24.4.1）見守り、連携のネットワーク窓口

を地域包括支援センターにする。 

（官民関係機関、家族の会、医療・保健・福祉関係者等で構成） 

③子どもたちへの認知症サポーター養成講座 

 マンガの活用、寸劇を取り入れる、高齢者体験とセットにする等 

④困難事例への対応：ひもときシートの活用、地域ケア会議、相談しやすい関係づくり 

⑤金山町認知症の方を介護する家族の会の活動の継続 

⑥高齢者（認知症等）支援の対策検討：金山町認知症等地域支援推進会議 

○本人・家族の相談支援、支援体制を整えるためのコーディネート 

○高齢者本人や家族のための事業「ほっとサロン」（認知症カフェ、介護者相談会、介護

教室、月１回） 

○早期発見・早期対応のための「もの忘れ相談」：総合健診の会場で希望者に実施 

○認知症サポーター養成講座 

○「高齢者あんしん応援隊」（金山町認知症等地域支援推進協議会） 

○「認知症ケアパス」の作成   

○ひとり歩き高齢者等支援事業 

○介護中マークの普及（町内のみでなく郡内会議へ） 

○平成 27年度は、認知症等地域支援推進会議を「高齢者総合支援推進委員会」に変更 
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（３）調査結果 

■推進員に対する聞き取り結果 

◆配置当初の状況や動きについて 

○配置されることになった経緯と推進員活動に対する当初の認識や準備したこと、協力依

頼先やその内容等 

・保健師として地域包括に配属され、認知症に関する問題の大きさを感じた。認知症に対

する知識や情報をしっかりつかみ、事業を効果的に行うため、研修会に参加した。 

・包括以外の事業所等と連携を進めるため、町内医療機関、居宅介護事業所、通所介護事

業所職員にキャラバン・メイトになってもらった。 

○初年度の取組みを通して生じた認知症の人や家族、地域社会、あなた自身の変化・効果・

苦労したこと・課題等 

・認知症について関心のある住民（何かできないかという気持ちのある住民）、関係機関

とのかかわりを、サポーター養成講座や会議等を通じて持つことができ、「仲間がいる」

と強く感じた。その中で、高齢者の見守り体制の構築や協力者への目印について住民の

方からも声が上がり「高齢者あんしん応援隊」の設置に至った。 

  

 

 

 

『金山町認知症ケアパス』A3 サイズ裏表構成になっている。 
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◆配置後２年目以降、現在に至るまでの状況や動きについて 

○２年目以降に把握した地域課題、取組んだ活動とそれぞれの活動の協力依頼者等 

・認知症の知識、理解不足、家族が助けを求めにくく隠してしまうような地域性等が課題

と感じられた。一方で、地区の中で支援して下さっている方、親戚等のインフォーマル

な支援が得られることが分かった。（個々のケース対応や介護教室、認知症カフェ等か

ら） 

・近所の支援者や町内の親戚等から協力いただいた。（地域ケア会議への出席等） 

○各年度の取組みを通して生じた認知症の人や家族、地域社会、あなた自身の変化と・効果・

苦労したこと・課題等 

・本人、家族に対する支援から、地区全体への働きかけ（サポーター養成講座、地区の係

員への研修、住民ができる支援の普及等）へと視点が広がった。 

・各事業（介護予防、居場所づくり、認知症カフェ等）の中で認知症であっても人の役に

立っていること、役に立とうと思っていることを感じるようになった。小学生を含め、

見守り体制を担う住民の方々が認知症の方への対応のしかたを理解していると感じる

ようになった。 

○各年度に苦労したことやその後への課題、以後役に立ったことなど等。 

・一人暮らしの認知症の方への対応の中で、近所、商店、JA、親戚が支援してくれていた

が、家族は離れて生活しており認知症であることに気づいていなかったケース。介入す

ることで認知症の友人が支援者となっていたり、インフォーマルな支援が得られていた

りしたことがわかった。 

・支援者同士が情報共有し、つながりの中で支援できる体制をどう維持・促進するか課題。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左）「金山町高齢者あんしん応援隊」の案内  （右）「金山町ひとり歩き高齢者等支援事業」の案内 
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◆推進員活動のポイントと効果について 

①これまでの経験を振り返り、推進員活動を効果的に行うために重要だと思うこと 

・複数の推進員を配置（または推進員活動を理解し、一緒に動いて下さる職員） 

・個別ケースの情報や支援を共有→家族会や認知症カフェ等の事業実施につながった。 

・各事業（介護予防、居場所づくり、個別ケアマネジメント）の活用、事業への参加を促

し、その中でモニタリング。 

・地域全体への普及啓発。その中から住民の理解者や協力者を見つけたり、声をかけたり

し、地域の対応力を高めることができる。 

②推進員活動の効果や課題は、どのような観点や基準から評価すると良いと思うか。 

・小さな町なので、特に認知症の方や家族にかかわり直接効果を感じる場面があり、住民

の表情、生活への満足度等を報告し合って評価することが多い。 

・数値化した指標等は、現時点では用いていない。 

 本人、家族、地域住民の意識や行動変容についての評価を見える形でできると良いと思

う。 

③推進員活動をより効果的に進めるための改善点 

・町の関係団体の中でも一部は会議等で理解いただいているが、住民と直接かかわる職種

や企業、行政職員への理解を更に求め、住民の方が相談しやすく支援を求めやすい体制

づくり。 

→地域包括ケアシステム構築のための多様な分野での施策化にもつながる。 

・無関心層、若年層、現役就業者（日中地域にいない）への啓蒙の場が現状ではなかなか

得られない。 

○推進員活動を通してご自身の職業や今後の活動への意欲等に与えた影響等 

・町の関係団体の中で認知症についての知識や情報はある程度持っているという気持ち

があったが、１年目の活動（個別ケース対応、見守り体制づくり等）や研修会への参加

の中で、認知症の方の気持ちやできる能力を考え尊重することや、周囲の支援者への関

わり方、関係機関との連携で人が動く、地域が動く様子を感じることができた。保健師

の業務にも含まれることだが、推進員であることを意識した活動の中で掘り下げられた

ものであると感じる。 

・また、地域づくりのための人手不足を感じていた中、認知症対策事業を通して力づけて

下さった住民の存在が大きい。 

 

■市区町村担当者への聞き取り結果 

◆推進員配置初年度の動き 

○配置に当たっての打診・決定方法（候補者の選定、所属組織との調整等） 

･１人目の推進員は平成 23 年 9月に設置。 

・町の現状として、独り暮らしをされている認知症高齢者の支援の大変さを感じていた

が、平成 23 年４月の要介護認定申請時の認知症高齢者自立度Ⅱａ以上の人が県平均よ

り高かった。そこで県の認知症総合推進事業を実施し、認知症地域支援推進員を配置す

ることを財政、町長の決議を経て決定。候補者は当時の地域包括職員で介護福祉士兼社
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会福祉主事を選定。 

・以後、政策形成が推進員活動に必要と考え平成 26 年 12 月に保健師、27年 12 月に介護

福祉士兼主任介護支援専門員を追加配置。 

○推進員への説明や地域課題・活動方針・報告方法・評価方法についての話し合いや情報共

有方法 

・活動や事業実施の中で得た情報を共有し、課題や施策の方向性を話し合う。 

・情報共有はその都度であったり、年に数回の係内の事業検討の中で行う。 

○配置後の推進員との連携やサポート方法 

・初年度は推進員１名の中、行政の職員が一緒に事業を企画・実施する中で連携、サポー

トを行っていた。 

○初年度に特に配慮・工夫したこと 

・行政主導で、「高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるような地域」

を目指すべき地域の姿とし、認知症の人が地域の一員としてともに生活できることを目

指した。その中で、 

①地域包括支援センター職員の意識を統一するために、研修を受講し共有化した。 

 ②認知症の方を介護する家族と介護支援専門員から実態を把握する 

 ③地域での認知症の方とその家族を支援する仕組みを作っていく 

 ことを目標とし、 

①認知症地域支援推進員の配置 

 ②認知症の支援の実態を知る 

 ③認知症サポート医との連携 

 ④地域支援体制づくり検討会の開催 

 ⑤認知症サポーター養成講座を実施した。（家族の会からの要望で、同居する小学生の

子どもにも理解してほしいとの話があり、小学生も対象にした。） 

○推進員活動の評価方法 

・認知症にかかわる事業実施の状況 

・認知症の知識や適切な対応の普及方法、回数、参加人数 

・関係機関からの連絡状況 

・住民の周知度 

 

◆配置後２年目以降の動き 

○２年目以降の推進員との連携やサポートの状況 

・行政担当者と一緒に認知症支援のしくみを作り、サポートしていった。 

 ①認知症予防、早期発見、早期治療のしくみづくり 

 ②地域での認知症支援体制づくり（高齢者(認知症等)支援の対策給付） 

 ③子どもたちへの認知症サポーター養成講座 

 ④困難事例への対応（虐待、成年後見制度の活用） 

 ⑤「金山町認知症の人を介護する家族の会」の設立（平成 24年 2月） 

 ⑥「金山町認知症地域支援推進協議会」の発足（平成 24年 4月） 
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  ※町会議員、専門職、推進員、町内の会社や団体、住民主体の組織。 

・このほか、積極的に研修や推進員どうしの交流機会への参加を促した。 

○推進員を配置したことによる効果や見えてきた活動上の課題、地域の力や課題、行政とし

てのサポートのあり方、行政担当者としてのご自身の変化等 

・平成 23・24 年度は行政主導 

・平成 25 年度～ 町の現状、町内各地区の状況、全国的な方向性等、広い視野で認知症

支援を検討できるように。 

・平成 26 年度～ 地域包括の職員が推進員であることで、町の課題の政策化につながる

ようになる。 

・平成 26 年度 認知症地域支援推進協議会で住民主導の「高齢者あんしん応援隊」（自分

にできる見守りを自主的に行う意思表示をするステッカーの作成・配布等）が発足。 

・平成 27 年度 各事業の中で認知症支援の視点があり、地域や庁舎内での横断的な支援

体制づくり 

・平成 27 年 12 月 山形県警察「やまがた 110 ネットワーク」（SOS システム）登録開始。

そのことに合わせて町では「ひとり歩き高齢者支援登録制度」を開始。町内での情報把

握や迅速な対応が可能に。→以前から上がっていた家族の声に応える。行政と住民の意

見でより良いものが生まれる。 

○推進員活動の効果や課題をどのような方法（視点・尺度等）によって評価しているか。 

・各事業のアンケートや事業実施後の状況（認知症サポーター数等） 

・ほっとサロン（認知症カフェ）の開設状況 

・認知症ケアパスの作成 

・ひとり歩き高齢者支援登録制度の活用状況 

・住民の現状や全国的な施策や支援の流れ 

・住民や関係機関の相談状況、もの忘れ相談等の件数 

・町のみでなく地区、県全体としての課題として共有できているか。 

・町内、地区で活動発表の場を持つことで、推進員活動が認められる。 

○市区町村としての今後の推進員活動の方針 

・認知症地域支援推進員の日常的な活動（認知症カフェ、介護者支援事業、予防等）を通

し、業務内容を住民やボランティア団体と共有、さらに住民主体となれる部分を支援し

ていく。このことでさらに地域の意識が高まり、対応力向上につながると考えられる。 

・地域包括ケアシステムの構築、介護保険事業計画策定に対し、推進員としての情報や意

見を伝え、一緒に作り上げていく。 

・認知症サポーターの町内の配置状況と、小単位の地区での認知症の方等に対する意識の

改革や、ひとり歩き高齢者支援等、地域としての対応力を高めていく。 

○認知症地域支援推進員が初期集中支援チーム員を兼任することについて 

・平成 29年 4月以降実施予定で、兼任する予定。 

  考えられる効果として、地域住民や関係機関から相談され、情報が入りやすい。また、

各制度の周知もなされている。 
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山形県金山町の取組み

認知症地域支援推進員配置（直営包括・兼務）平成23・24年度

平成25年度～

【平成23年度】
○包括職員の各種研修参加
→包括職員の意識統一
○認知症の人の支援の実態把握
（介護支援専門員情報交換会や家族から）
③認知症サポート医との連携
（介護支援専門員情報交換会）
④地域支援体制づくり検討会の開催
⑤認知症サポーター養成講座

【平成24年度】
①予防・早期発見・早期治療のしくみづくり
②地域での認知症支援体制づくり
金山町認知症等地域支援推進協議会発足③認
知症サポーター養成講座の工夫
④困難事例への対応
⑤「金山町認知症の方を介護する家族の会」の活
動の継続
⑥高齢者（認知症等）支援の対策検討

行政主導による認知症施策全般の基盤づくり
（山形県認知症総合推進事業における取組み）

推進員主体の取組みに移行

包
括
業
務
と
兼
務

○本人・家族の相談支援、支援体制を整えるためのコーディネート
○高齢者本人や家族のための事業

推進員の気づき・効果①

認知症の知識不足

隠す・助けを求めにくい
地域性

地縁・血縁の支え合い

インフォーマルな支援の
風土

○「ほっとサロン」
（認知症カフェ、介護者相談会、
介護教室、月１回）

○早期発見・早期対応のため
の「もの忘れ相談」
○認知症ケアパス

○地域ケア会議
地域に出向いて開催。
住民参加

・地域に行くとふつうに活躍している認知症の方
・暮らしの場に出向くことで住民の本音や既存の資源がわかる
・既存のインフォーマル支援・資源
・推進員（包括職員）の介入前に近隣住民や地域の事業所が気づ
いて支援をしてくれている。
・認知症の人同士の助け合い

推進員の気づき・効果③

推進員の気づき・効果②
・認知症の人自身のプライドをもって他者と接しようとする力
・認知症になっても人の役に立ちたい、立っているという自信
・サービスを拒否することもその人の力
・介護者同士の分かち合いの大切さ

○認知症サポーター養成
講座
子ども、企業、警察、庁舎内等

○ひとり歩き高齢者等
支援事業

・正しい知識を得ることで包括への気軽な相談が増加。
・役場内他部署（税務、水道等）でも認知症の人が課題に
→部署間の連携も生まれる。
・地域での気軽な声かけ、手助け
・高齢者のことをよく見ている優しい心の小学生

推進員の気づき・効果④

推進員・包括
職員 住民・関係機関

認知症の人
家族

働きかけ

気軽な相談

個別支援
各種事業

相談・SOS
見守り・支援

安心してSOSを
出せる関係

推進員の働きかけ
による地域と本人・
家族の力の強化

包括業務の
中で推進員
としての立
場を意識す
ることで…

推進員活動の一部抜粋

地域性を把握し、
うまく活かす
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【Ⅴ．「認とも」に関する聞取り調査結果】 

１．調査目的 

  認知症地域支援推進員（以下、推進員とする。）が、「認とも」の活動を地域で形成

し、効 果的に機能させていくために必要な具体的方策について調査し、自治体や推進

員に報告することにより、「認とも」の円滑な実施、推進員活動の促進、ひいては家族

の介護負担の軽減による家族支援、一億総活躍社会の実現に寄与することを目的とする。 

２．調査方法 

  「認とも」は、厚生労働省において家族支援のための支援として施策化したものであ

り、推進員が全国に普及させていくことが求められている。（別記１） 

  このためには、「認とも」について、多くの国民・関係者による価値の理解・共有が

進み、「認とも」が円滑に形成され実施されるための概念やルール等をとりまとめ、自

治体、推進員に伝える必要があるが、概念・ルールともに既に定められたものがない。 

したがって、調査研究の具体的なプロセスを次のように三段階で設定した。 

  第１段階  東京センターとしての「認とも」の概念（性格）・ルールの考え方につい

てセンター内の研究者間で協議し仮説を設定する。 

  第２段階  当該仮説の妥当性について、既に優れた「認とも」の類似活動を実践して

いる認知症カフェの運営者から個別の聞取り調査により意見を収集する。 

  第３段階  妥当かつ実行可能で有効な「認とも」の概念・ルールをとりまとめ、自治

体・推進員に提言する。 

１）第１段階；仮説 

  （１）「認とも」の概念（性格） 

「認とも」とは、 

 一緒に活動したら、お互いに楽しく心の支えになる人と人とのつながり、つまり「友

達」という自然で素朴な人間関係である。→「認知症の人の友達」 

・この必要性や価値は、認知症になる前も、なった後も変わらない。 

・例えば、認知症の人本人が、自宅に招いて一緒にいたらお互い楽しい人が「認とも」

である。 

・例えば、認知症の人本人が、一緒に出かけたりしたらお互いに楽しい人が「認とも」

である。 

つまり、「認とも」をつくるということは、「友達を創る」ことであり、認知症に

なっても友達の縁が途切れない（友達関係を再構築する）ということである。 

この結果、本人も家族も孤立しないということである。 

※ この点は、家族支援のためにサービスとして派遣される「やすらぎ支援員」とは

異なる。 
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※ 支援する側とされる側という関係性を作らない。この点も「やすらぎ支援員」と

は異なる。 

     (注）「認とも」と同趣旨の事業である「やすらぎ支援員」との相違（別記２） 

（２）「認とも」活動のルール 

    ・「認とも」による居宅訪問は、あくまで自由意思であり、一旦開始された訪問 

も自由に解消できる。 

     →「やらされ感」に効果・継続なし。 

     → 評価すれども批判せず。 

    ・やりがい、喜び、楽しみ、がある活動にする。 

    ・「認とも」は「友達」なので、活動中の事故に対して損害賠償の責を問われな

いということで良いと考えられる。 

     →事業として展開しようとすると、これが問題になり促進が阻害される。 

       ・推進員は、自ら「認とも」と訪問対象者の仲介者にはならず、別に仲介者を育

成する。 

→推進員は、マッチング、モニタリングについて認知症カフェ運営者、仲介者

（居宅を訪問する者と受ける者の引き合わせを行う者）に伝える必要がある。 

    ・推進員は、①認知症カフェの企画・運営支援と、 

          ②「認とも」の仲介者の設置・活動支援、 

③認知症カフェに参加し居宅訪問者となるボランティアの育成・活

動支援（例；認知症サポーターの上乗せ講座への参画による「認

とも」の促し）を行う。 

     →認知症サポーターの活動の受け皿を作る。 

→ケアプランに組み込むインフォーマルサポートが増加する。 

    ・「認とも」には、守秘義務等の一定のルールが課せられる、又は「承知しても

らう」。（信頼できる友達としての当然で自然なルール） 

  問題を生じる可能性のある行為例 

  ・キャッシュカードの預かりによる預金の引き出し 

  ・日用品を買うための金銭の管理や授受 

  ・買い物に同行して買ってもらう 

  ・食事に同行してご馳走になる 

  ・居宅訪問の帰りに謝礼（金品）をもらう（ものとられ妄想への発展） 

  ・健康サプリを勧めたり、宗教の勧誘をする 

     ・「認とも」は、仲介者から訪問当初の同行等の支援を受けることができる。 

     ・仲介者は、「認とも」活動を通じて「認知症カフェを契機とした、認知症の人を

中心とする小さなコミュニティを地域にくまなく創っていく人」と捉える（ゲマ

インシャフト的な共同意識→認知症を切り口にした地域包括ケアの根幹）。 
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      ・この結果、「認とも」を行う認知症カフェ等が、認知症の人の生活の本拠である

自宅、または自宅の最寄りに多く作られ、集いの場、縁側化していくことを目指

す。 

     ・こうした地域組織化活動は、様々な手法で行われるため推進員は、「認知症カフ

ェ、認とも」によらず、「認とも類似の活動」を行っている（行政主導・民間     

主導・住民の自発的活動）、あるいは今後、行おうとする実践を阻害しない。 

   ・認知症の人やその家族の出会いの場は、認知症カフェのみとは限らない。推進員

は、そうした場所（機会）も活用する。 

    →社協や住民の自主活動などが行うサロン等 

   ・認とも活動は、友達によるインフォーマル・サポートであり、自由度を保障する

ことが極めて肝要であるから規制をしない。 

    →支援すれども規制せず。 

    →要件を多くすると人が集まらない。 

    →地域住民の自発的支援活動の良さを最大限に活かし伸ばす支援を行う。 

    →期待すれども強制せず。 

   ・地域包括ケアの仕組みに組み込まない柔軟性を持つ。 

・仲介者は、対人援助の経験、認知症の基礎知識と地域組織化活動の技法を有する

者であって、例えば、社会福祉法人から地域貢献として派遣されることも考えら

れる。 

    但し、以上のルール仮説は、第２段階の個別の聞取り調査においては、最低限を示す

ことによって意見の誘導を避けるものとした。 

３）第２段階；認知症カフェの運営者からの意見収集 

（１）聞取り先の選定 

認知症介護研究・研修仙台センター（仙台センター）の協力（平成 28 年度老健事業

『認知症カフェの市区町村等の設置および支援状況調査』）のもと、推進員などが関

わり「認とも」に類似した取組みを行っている好事例を抽出し、現地調査地域を選定

した。 

 ○仙台センター調査結果との協働 

 ・仙台センターが『認知症カフェの市区町村等の設置および支援状況調査』において、

「認とも」活動の状況を調査した。 

 ・当該調査票における「認とも活動」は、次の範囲に定義され、分類１～分類７に区分

して回答するよう依頼（複数回答）している。 

分類１．認知症カフェ等で顔なじみになったボランティア等が認知症の人がカフェに

参加するために送迎や電話連絡をしている。 

分類２．認知症カフェに携わるボランティアを教育し居宅訪問や見守り、話し相手を

している。 
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分類３．認知症カフェを拠点に介護教室や介護者交流会などを行っている。 

分類４．認知症カフェを拠点に介護離職防止のための取組みなどをしている。 

分類５．その他認知症カフェを発展的に展開し、家族、本人等への支援をより充実す

るための活動 

分類６．認知症カフェを拠点とはしていないが上記分類の内容を行っている。 

分類７．その他認知症カフェを拠点とした活動 

・厚労省による「認とも」の定義は、「認知症カフェ等を通じて顔なじみになったボ

ランティアで一定の資質を有する者（例えば認知症サポーターの上乗せ講座を修了

した者）が、認知症地域支援推進員の企画・調整の下、認知症の人の居宅を訪問し

て、一緒に過ごす取組（厚生労働省資料）とされているから、直接該当するのは、

上記「分類２」となる。 

    ・聞取り調査（現地聞取り）先の決定 

   仙台センターの調査結果、分類２の活動を行っていると回答した者と、自由記載欄

に「居宅訪問」が記載されていた者を加味し、推進員に「認とも」の形成・活動継

続のノウハウを提供する知見を得られそうな回答者を選定することとした結果、次

の４カ所となった。なお、傾聴ボランティアによるものと認知症カフェによらない

もの、調整がつかなかった者は除外している。 

       東京都北区 

       滋賀県甲良町 

       大分県中津市 

       埼玉県吉川市 

※中津市については、当初選定した自治体と調整がつかず委員の紹介により選定し

た。 

（２）聞取り調査の内容 

   現地調査において当該の認知症カフェの運営者から、推進員が「認とも」の取組み

を自らの地域で円滑に進めるための方策の作成に資するため、別記３に示した質問項

目に沿って聞取りを行った。 

３．調査結果の要点等 

聞取り調査の結果は、その概要を別記５に、また、その詳細は別記６のとおりである。

以下に、調査結果の要点を示す。 

１）「認とも」の概念に関する事項 

仮説に対して概ねの了解は得られたが、認知症カフェ等を通じて「友達を創る」こと

を促すことができても、意図的に居宅訪問まで仕組んでいくことは困難性が高いとする

意見が大勢であった。 

すなわち、居宅訪問は相互の厚い信頼関係が前提であり、それは他人から仕組まれる

ものではないという本質論と、居宅訪問等、認知症カフェの外での活動では何が起こる

かわからず、行政施策の一環としての保証なしに推進員が居宅訪問を働きかけることは
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困難であるとの見解であった。 

本来、居宅訪問は、人と人との信頼関係を前提とした自然な交流であるにもかかわら

ず、それを認知症の人やその家族の孤立と、それに伴う重症化を防ぎ家族を支援するた

めに政策として推進するとルールを課したり、リスクマネジメントをしなければならな

くなるため、「友達」という自然さが失われることの矛盾・違和感があるという根本的

な疑問をもって捉えられていると認められた。 

２）居宅訪問する際の認知症カフェ等の運営方針・運営方法に関する事項 

（１）必要なルールとその意味 

・推進員が進めるとしたら、最低限のルールは必要である。 

・ルールを決めて、関係者全員で承知しておく必要はあるが、やりすぎると自然さ

がなくなってしまうため、最低限に留めた方が良い。 

・鍵を預かるとか、お金を預かるようなことは負担感につながり、やりづらくなる。 

・深入りしすぎて何でもやってしまうと、期待されるし、それができなくなったと

きに困ることになる。 

・個人情報保護の観点からも、家に行ってみたらこんな状況だったというようなこ

とを他人に話されたら困る。 

（２）訪問対象者の範囲（訪問を受ける人） 

・家族や本人の受け入れの良い人。 

・認知症の症状が安定している人。 

・認知症自立度等で一律の範囲は決められない。 

３）マッチングを行う仲介者に関する事項 

・認知症カフェやサロン等が地域密着型で大規模な展開は考えにくいとすれば     

小規模なので、気の合う人の見極めは、認知症カフェ等の運営者がわかるので、

仲介者は特に必要ない。 

４）「認とも」に関する事項 

  ①ふさわしい人のイメージ 

・認知症カフェ等の運営者が訪問の動機付けをするときは、適切な訪問者を選定す

る必要がある。 

・訪問者の要件としては、話しやすい人、優しくて物腰が柔らかい人、上から目     

線にならない人、個人情報を守れる人、お節介が過度にならない人、等が考えら

れる。 

・認知症サポーターに接し方や個人情報保護、介護保険制度の知識や相談窓口等の

上乗せ研修を行い「認とも」として育てていくことが考えられる。 

  ②獲得する方法（公募による手上げ方式で良いのか） 

・認知症サポーターの中から募集し、上乗せ研修を受講してもらう。 
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  ③登録をする必要があるか。あるとしたら、登録の内容（活動可能な日時等）、管理

はどこが行うか。 

・活動可能な曜日や時間帯、活動範囲、連絡方法（電話番号）等の最低限の情報を

登録する必要がある。（知っておきたい） 

  ④必要な支援内容はどのようなものか。適切な支援者はどこにいるか。 

・活動内容の範囲などのルールを決めることは支援として重要。 

・訪問者の日常的な相談支援の体制・仕組みを作ることは困難であるから、認知     

症カフェ等の運営者が、動機付け、マッチング（引き合わせ）はするが、その結

果、訪問になったとしても「友達同士」いう自然な関係で静観するのが良いので

はないか。もちろん、公的な介入が必要な場合などには、地域包括支援センター

が本来業務として応じる。 

  ⑤保護策の必要の有無と内容についてどう考えるか。 

・損害賠償などのリスクマネジメントの保護策は必要。 

・二人訪問はルール化せず、受け容れの状況で柔軟に判断するのがよい。 

  ⑥居宅訪問ルールは必要か。どのような内容か。 

・最低限のルールは必要。認知症サポーターの養成研修の上乗せ講座を行い、「居

宅訪問をする場合のルール」共有することは良いことであり、現実的。 

・ルールの内容は、金銭授受の禁止、個人情報の保護、物品売買の禁止などが考え

られる。 

  ⑦活動への動機付け、仲介するときのマッチング、活動のモニタリングの方法は、ど

のようなものが求められるか。 

・意識的な動機付けは必要。 

・マッチングは、「認知症カフェに来て楽しい・良かった」という状況を作るため

にも必要だし、それが功を奏して「自然に訪問につながる」ケースもあるという

希望をもって臨むことが重要であり、押しつけはできない。 

・マッチング（引き合わせ）は、認知症カフェ等の運営者が観察して行う。 

・モニタリングは、認知症カフェ等の運営者が、カフェの機会に意識的に聞いたり、

参加者同士の会話の中などから、自然な形で情報を得ることでよい。但し、公的

な介入が必要なことが発見された時には、地域包括支援センターにつなぐことは

必要。訪問者は、地域包括支援センターにとってはアウトリーチの一つのアンテ

ナでもある。 

  ⑧質の担保のための方策（養成研修の内容及び時間） 

・認知症サポーターで訪問を希望する人には、訪問前に上乗せ研修を受講してもら

う。研修の内容は、訪問のルール、訪問の作法、緊急事態の際の対処方法などか。 
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  ⑨必要な情報を整えた書式は必要か。 

   （趣味、関心事、禁忌、緊急時連絡先カードの様式や置き場所） 

・情報を登録するカードは有効。 

    但し、必要最低限の内容とする。趣味・趣向、禁忌事項、友人関係など。 

  ⑩訪問頻度、滞在時間、活動内容、活動経費と負担者、謝金（ポイント制を含む）に

ついてどのように考えるか。 

・「友達」であれば、訪問頻度、滞在時間、活動内容などの規制はしない。 

・「友達」であれば、活動経費は支給しないで、あくまで無償のインフォーマルサ

ポートの性格にする。 

  ⑪ポイント制を導入した場合のデメリットはあるか。 

・ポイント獲得目的で参加する弊害を防ぐために、ポイント制は導入しない方がよ

い。 

  ⑫認知症サポーターを活用できるか。 

・認知症サポーターであって、且つ、上乗せ研修を受講した人に限る。 

  ⑬勉強会、事例検討会などの必要性（活動継続と質の向上）はあるか。 

・スキルアップのために、認知症サポーターの勉強会の一環とするほか、様々な機

会で実施。 

  ⑭活動を継続するための方法 

・訪問者と認知症カフェ等の運営者との普段の交流・情報交換が必要。 

３）考察（素案）推進員の役割 

  聞取りの端々に、地域における人間関係の希薄化に対する危機感が語られた。推進員

の業務の一つとして、「市町村において認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護

サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支

援する相談業務等（平成 28 年 1 月 15 日老発 0115 第 1 号）」と定められているが、推進

員は、こうした業務を実施する際には、常に地域作り、人づくりを念頭に置くことが、

ひいては認知症の人やその家族の支援につながると考える必要がある。 

 上記（２）の要点に加えて、下記①～⑤をとりまとめる。 

 ①認知症カフェ等の運営者（今後、運営を希望する者を含む）に対して、認知症カフェ

等の企画・運営の段階から、活動目的（運営方針）の一つに「認とも形成の意義」の

理解を求め、活動目的（運営方針）の一つに加えてもらうような動機付けの実施 

  ※認知症カフェ以外にも地域サロンなど「人と人とがつながる可能性のある活動」を

発掘し、「認とも形成」の動機付けを行うことを含む。 

113



 ②認知症カフェ等のスタッフ・ボランティア、支援する専門職等の関係者間で「認とも」

形成、「友達創り」の意義と期待する効果を共有する働きかけの実施 

 ③認知症サポーターの上乗せ講座を実施し、「認とも」活動への参加の動機付けの実   

施 

 ④認知症の人やその家族を大切にするために、「認とも」形成・継続のための最低限の

ルールに係る上乗せ講座への導入の実施及び認知症カフェ等の運営者・ボランティア、

専門職等関係者への伝達・共有の実施 

 ⑤円滑な「認とも活動」の継続・拡充のために、推進員自らの支援をはじめ、必要な社

会資源からの連携した支援が機能する調整の実施 

 ※「認とも」は、本来「互いに心地よい人と人とのつながり」であり、自然発生的なと

ころに良さがあるため、「問題を解決するための社会資源・仕組み」としての視点で

地域住民や関係者から「押しつけ」と捉えられるようなアプローチは避けなければな

らない。このような考え方は、既にある自然発生した良好な友人関係さえも壊してし

まう危険があるため、むしろ、ゆるやかに進めることが重要である。 

４．推進員に対する「認とも」の進め方の示唆 

推進員が認知症カフェ等を企画・運営し「認とも」を展望していくときの基本的考え方

は次のとおりである。 

○認知症カフェ等を企画・運営することの意義の確認 

１）認知症の人やその家族は、地域社会から孤立しやすく、その場合には必要な社会制度

へのアクセスが困難となりニーズを深刻にしていくと考えられるため、それを避けるた

めの一つの具体的な手法として、認知症カフェ等や「認とも」を企画・運営していくこ

とが重要である。 

２）日常生活圏域である小地域における豊かな人間関係を形成することが、認知症の人や

その家族の孤立、ニーズの深刻化、自立した日常生活の困難から脱却させるために有効

であり、認知症カフェ等を企画・運営することは、真の地域包括ケアシステムの構築を

行う上での有効な切り口であると捉えることも重要である。 

３）このためには、認知症カフェ等を日常生活圏域（利用者が歩いて往復できる範囲）に、

きめ細かく設置されることが重要である。 

４）こうして、推進員にとって認知症カフェ等は、「生活の拠点である小地域において、

地域住民同士が交流し互いに気に掛け合うようになる気持ちを育てる場」である。 

○認知症カフェ等や「認とも」を企画・運営する際の留意点 

１）地域における人間関係の希薄化によってコミュニティが崩壊しつつあり、加えて多く
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の住民に認知症に関する基礎知識が不足している（認知症の人やその家族がそのように

先入観を持ちやすいであろうことも含めると）ことは、地域社会における認知症の人や

その家族への誤解や偏見、それによる孤立や重症化、ひいては家庭の崩壊につながるこ

とへの危惧を前提に、それを避けるための一つの有効な手段として認知症カフェ等を企

画・運営する。 

併せて、認知症を理解して介護するための介護家族向けの教室、地域住民への啓発と

認知症サポーターの養成等を実施していく必要がある。 

２）居宅訪問のハードルは高く、「認とも」活動は、一朝一夕ではなし得ないため、過程

を踏む必要がある。 

（１）先ずは、認知症カフェ等の「人と人とが接する機会」を増やし、その機会を捉えて

信頼関係を構築していく必要がある。そこで親しく活動する人々を「認とも」の候補

群と捉える。 

（２）「認とも」は、認知症カフェ等の活動の延長線上の到達点として捉え、認知症カフ

ェ等を通じて、相互に相当の信頼関係を構築するように促していく。 

   この際、認知症カフェ等の運営者は、既に友人関係にある人々が同じ認知症カフェ

等に通うことにより、友人関係が途切れない（再構築）ようにすること及びそこで初

めて出会った人々が相互に相当の信頼関係が構築できるように配慮する。 

３）「認とも」は、あくまで地域住民による自発的活動として行われる無償のボランティ

アである。この点は、平成 14 年から認知症の人への居宅訪問による話し相手として行

政により有償で実施されている「やすらぎ支援員事業」とは相違するものである。 

  やすらぎ支援員事業は、自ずと「支援する側とされる側の関係」が成立するが、「認

とも」は、地域住民同士が互いに気に掛け合う互助の性格を持つインフォーマルサポ

ートとして、介護保険事業計画や地域福祉計画に反映される必要がある。 

４）「認とも」の育成は、認知症サポーター養成講座修了者で、積極的な活動を希望する

者に対する活動例の一つとして示される。 

５）「認とも」による居宅訪問は、行政事業として実施するものではないため、訪問する

際のルールを行政が「規制」として示すものではない。認知症サポーターの上乗せ講

座において、居宅訪問活動を希望する者に対して周知される性格である。推進員が規

制することは、住民の自発的活動による互助・インフォーマルサポートとしての趣旨

を損なうばかりか、既存の良好な人間関係も壊してしまう危険性があるため、慎重に

避ける必要がある。 

     なお、上乗せ講座の内容の一部として周知される事項としては以下の点が考えられ

るが、行政による規制ではないため最低限に留める必要がある。ルールを周知する趣

旨は、認ともが専門職ではないため、訪問した際（認知症カフェ等への送迎時及びそ

れ以外の外出活動等を含む）に、何をどの程度行って良いかが不明なため及び活動へ

の負担感の軽減のため、一般的な内容を修めることにある。 

    ※ルールの内容 

・金品の授受に関する注意 

・鍵を預かる場合の注意 

・物品の売買があるときの注意 
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・家庭内の事情等への関与の注意（深入り） 

・買い物や調理等の家事を依頼された場合の注意 

・個人情報保護上の注意 

・その他 

６）「認とも」の支援策としては、推進員以外にもトラブルが発生したとき等の相談窓口

の設置及び対応が考えられる。 

○残された検討 課題 

認知症カフェは、今日、過渡的な段階にあると考えられる。その有効性から地域包括支

援センターが運営者として開催されているものも多いが、そもそも認知症カフェの機能を

どのように捉え、設置を促進していくかが問われる。それによって、日常生活圏域である

小地域で展開すべきか、開催頻度、運営者等についてどのように考えるかが異なるであろ

う。地域住民の自発的活動により設置・運営されている認知症カフェも増加する中では、

急ぎ、推進員による認知症カフェへの関与の方向性を検討し明示する必要がある。 

なお、推進員が、やすらぎ支援員活動を活性化させること及び老人クラブの行っている 

友愛訪問の振興を働きかけることも考えられるため、この点についても検討の必要がある。 

また、「認とも」というネーミングについては、関係者、国民に受け入れられやすいか

検討する必要がある。 
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別記１ 

 認知症地域支援推進員の業務内容 

  平成 28 年度厚生労働省全国会議において次のように示されている。 

 「認とも」の定義（厚生労働省） 

  認知症カフェ等を通じて顔なじみになったボランティアで一定の資質を有する 

 者（例えば、認知症サポーターの上乗せ講座を修了した者）が、認知症地域支援 

 推進員の企画・調整の下、認知症の人の居宅を訪問して一緒に過ごす取組 

「認とも」の背景 

 「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」の中の「介護する家族

 の不安や悩みに応える相談機能の強化・支援体制の充実」として「ボランティア

 等による認知症の人の居宅訪問」などの家族に対する支援を推進する。 

 ※一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策（一億総活躍国民会議・

  平成27年11月26日） 

厚生労働省では、この緊急対策を踏まえ、新たに認知症地域支援推進員の企画や

調整のもと、認知症カフェ等を活用したボランティアによる居宅訪問（認とも）

や家族向け介護教室の開催を推進していく。  

   なお、地域支援事業実施要綱（平成 28 年１月 15 日一部改正） 

認知症の人の家族に対する支援事業における認知症地域支援推進員の業務内容の規

定は次のとおりであり、「認とも」は明文化されたものではない。 

 「市町村又は市町村が適当と認める者が、「認知症カフェ」等を開設することによ

り、認知症の人とその家族、地域住民、専門職が集い、認知症の人を支えるつなが

りを支援し、認知症の人の家族の介護負担の軽減等を図る。」 
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別記２ 

（参考）痴呆性高齢者家族やすらぎ支援事業実施要綱による事業内容等 

（平成14年 厚生省）

・「やすらぎ支援員」の養成事業 

  近隣者、ボランティア等を対象として痴呆の基礎知識、接遇の基礎、緊急時の連 

 絡等に関するオリエンテーションを実施し、当該オリエンテーションを受けた者 

 （以下「やすらぎ支援員」という。）を登録する。登録の際には、やすらぎ支援員 

 の訪問可能な日時等の活動に関する情報を記載した台帳を整備するとともに、定期 

 的に記載内容の更新を行うものとする。 

・対象者とやすらぎ支援員とのなじみの関係づくり 

  コーディネーター（対象者とやすらぎ支援員との関係づくりを調整する者をいう 

 以下同じ。）は、やすらぎ支援員の中から訪問日時等の条件が合致する者を選定し 

 対象となる痴呆性高齢者に受け容れられやすいよう、対象者とやすらぎ支援員との 

 顔合わせの場を設けたり、やすらぎ支援員による対象者への言葉かけが容易になる 

 ように対象者の趣味や関心事等を伝えたりするなど、「なじみの関係づくり」の支 

 援を行う。 

・やすらぎ訪問事業の実施 

  家族が外出することが必要な時間帯又は介護疲れで休憩が必要な時間帯（半日か 

 ら１泊程度）に、やすらぎ支援員が対象者の居宅を訪問する。原則として、直接身 

 体に触れる介護は行わないが、トイレ誘導程度は必要に応じて実施する。 

・ 市町村は、やすらぎ支援員の訪問可能な日時等の活動に関する情報、対象者の家 

 族状況・生活状況・健康管理状況等に関する情報及び訪問活動の結果を記録する台 

 帳等を整備すること。 

・ コーディネーターは、痴呆性高齢者の特性に関する知識を有し、かつ対象者の状 

 況を知悉している者とし、保健福祉の専門性を有する市町村職員が担うほか、在宅 

 介護支援センターや、地域で積極的にこのような活動を展開している社会福祉法人 

 ＮＰＯ法人等に委託して確保するものとする。 

・ やすらぎ支援員は、対象者が訪問介護等の専門性の高いサービスを必要とする状 

態にあると判断した時は、適切に専門職との連絡調整を図るものとする。 

 痴呆性高齢者家族やすらぎ支援事業（平成 14 年～厚労省；介護予防・生活支援事業（今

日では地域支援事業として実施）で「認とも」と同趣旨）との関係は、自治体等の混乱

を防止するため、次のとおり整理する。 

・やすらぎ支援事業は、平成 14 年から介護予防・生活支援事業にメニュー化され、一部

自治体では実施されているが、全国で十分に定着・普及するには至っていないと考えら

れる。 
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・しかし、認知症の人の数が増加する中で、認知症の人及びその家族が地域社会から孤

立化する事によって、症状が重度化し家族の介護負担が過度となる事態を避ける必要性

は著しく高まっている。 

・ 今日では、認知症地域支援推進員も創設され、認知症の人や家族・認知症に関心の

ある住 民が集い、知り合う機会となる認知症カフェも増加しつつある。 

・このため、やすらぎ支援事業に加えて、認知症カフェ等を通じて顔なじみになったボ

ランティアが、認知症の人の居宅を訪問して一緒に過ごす取組（「認とも」）を、認知

症地域支援推進員が企画・調整して促し、認知症の人やその家族が地域社会から孤立す

ることがない状態を、家族支援の一環として、全国あまねく普及していくこととする。 

・なお、従前のやすらぎ支援事業を様々に工夫しながら実施している自治体の実践は尊

重されるべきであり、「認とも」が当該事業を阻害することがあってはならないものと

する。 
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別記３ 

          聞取りでご教示いただきたい項目 

１．認知症カフェ運営等に関する事項 

①自治体基礎情報（人口、高齢化率、推進員の配置状況） 

②取組みの一連の経過 

③運営方針・運営方法 

  ・必要なルールとその意味 

  （例；参加・離脱の自由、個人情報保護、日中独居の家の鍵を預かることへの 

     配慮、話し相手以外の様々な依頼の辞退等） 

④円滑に機能するための仕組みや方法（順不同） 

 対象者の範囲（実績）（自立度or BPSD or その他）とその理由 

120



２．マッチングを行う仲介者に関する事項 

 仲介者は必要か。必要な場合、どのような人材が求められるか（基礎知識・どこに

配置されている人材が想定されるか） 

 仲介者に対する必要な支援内容は何か。適切な支援者はどこにいるか。 

３．認ともに関する事項 

ア．ふさわしい人のイメージ 

イ．獲得する方法（公募による手上げ方式で良いのか） 

ウ．登録をする必要があるか。あるとしたら、 

  登録の内容（活動可能な日時等）、管理はどこが行うか。 

エ．必要な支援内容はどのようなものか。適切な支援者はどこにいるか。 

オ．保護策（リスクマネジメント、損害賠償）は必要か。 

カ．居宅訪問ルールは必要か。どのような内容か。 

キ．活動への動機付け、仲介するときのマッチング、活動のモニタリングの 

  方法は、どのようなものが求められるか。 
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ク．質の担保のための方策 

   ・養成研修の内容及び時間 

ケ．必要な情報を整えた書式は必要か。 

   ・趣味、関心事、禁忌 

   ・緊急時連絡先カードの様式や置き場所 

コ．訪問頻度、滞在時間、活動内容、活動経費と負担者、謝金（ポイント制 

  を含む）についてどのように考えるか。 

   （例；ポイント制を導入すると不適切者を「断る」ことが難しい） 

サ．ポイント制を導入した場合のデメリットはあるか。 

シ．認知症サポーターを活用できるか。 

ス．勉強会、事例検討会などの必要性（活動継続と質の向上）はあるか。 

セ．活動を継続するための方法 
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別記４ 

（参考）厚生労働省による「認とも」資料
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別記５
○「認とも」を実践するとした場合の聞き取りにおける主要な意見

 東京都北区

Ａ認知症カフェ 

滋賀県甲良町

Ｂ・Ｃサロン 

大分県中津市

Ｄ地域包括支援センター

埼玉県吉川市

Ｅ認知症カフェ 

「認とも」

に対する意

見 

都市部で実際に

進めるのは難しい

。そもそも友人で

あった人々が一緒

に認知症カフェに

通い訪問も続くこ

とはあるが、認知

症カフェで初めて

出会って家を訪問

することは困難。

今はまだ、地域

に人間関係ができ

ているので必要な

いが将来は必要。

余程の信頼関係

がないと困難。 

実際に進めるの

は困難。居宅訪問

を目的とせず、認

知症カフェを利用

して、家から出る

ように促すことの

方が、まず求めら

れることだし現実

的。 

ルールの必

要性と内容

推進員が勧める

場合には、最低限

のルールが必要。

認知症カフェのス

タッフも訪問者も

知っておく必要が

ある。

ルールを定める

と、既存の人間関

係が壊れてしま

う。 

推進員が訪問に

送り出すことには

責任が伴うため、

ルールが必要。 

ルールを知らず

に家に入るとトラ

ブルになりやす

い。訪問をお願い

する場合にはルー

ルが必要。 

訪問対象者

の範囲 

現にＢＰＳＤを

発症している者は

除外。 

本人・家族の受

け入れが良い人。

自分のしている

ことが、わかって

いる程度の人。 

家族が拒否しな

い家。 

症状が安定して

いる人。 

本人・家族に拒

否感がない人。 

認知症カフェに

参加したいが交通

手段等の事情で来

られない人。

軽度認知症であ

り一人で認知症カ

フェに来られる人

人の顔を覚えて

いられるぐらいの

人。 

家族に理解・協

力がある家庭の

人。 
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仲介者の必

要性 

小規模なため不

要。 

15人程度まで

は不要。 

友達のような自

然な人間関係は他

人にあてがわれる

ものではないので

不要。

小規模なため不

要。 

認知症の人が歩

いて行ける範囲に

認知症カフェを作

りたい。それは小

規模なため不要。

訪問者の要

件・資質 

認知症サポータ

ー養成講座修了者

で上乗せ講座を受

けた人。 

フットワークが

軽い人。 

優しくて物腰が

柔らかい人。 

よく話しを聞き

上から目線になら

ない人。 

個人情報を守れ

る人。 

認知症サポータ

ーを活用したい。

頼まなくても察

してくれる人。 

人との距離感が

とれる人。 

踏み込みすぎな

い人。 

認知症サポータ

ーでアドバンス修

了者。 

相談窓口を知っ

ている人。 

認知症サポータ

ーの活用。 

「地域のことは地

域に任せて」とい

うタイプのお節介

な人。 

謝金 友達なので支給

しない方が良い。

報酬は出さない

方が良い。 

謝金は支払わな

い方が良いお金を

もらわなくてもや

ってくれる人を求

めたい。

経費を支払うと

制度になるので支

払わない方が良

い。 

必要な支援 支援は必要だが

、認知症カフェ運

営者の負担になら

ないようにするこ

とが必要。

お世話を賞賛し

てくれる人をつく

ること。 

「認とも」同士

が集うカフェがあ

れば対応の交流も

できるし、モチベ

ーションが上が

る。
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別記６

○「認とも」に関する聞き取り調査資料

①自治体基礎情報 

・人口 

・高齢化率 

341,252人 

25.5％ 

7,427人 

30.1％ 

85,264人 

28.2％ 

71,048人 

21.4％ 

高齢化率は「平成 28年 1月 1日住民基本台帳年齢階級別人口」をもとに記載。   

○「認とも」に対する意見。印象 

意見・印象 ・ 趣旨はわかるし、良いと思

うが、実際に進めるのは難

しいと思う。 

・「認とも」のような発想は、

都会の考え方ではないか。町

では人口も減って消滅自治

体になっている。人の出入り

は少ないが、逆に顔の見える

つきあいができている。 

 認知症が軽いうちであれば、

「認とも」が訪問して話し相

手をしている間に、家族が用

を足すことができるような

家族を助けるためのものな

ら必要。家族の話し相手に訪

問するのも良い。 

しかし、子供の頃からこの

町に育って、お互いの人間関

係が形成されていて、お互い

に行き来しているから、わざ

わざ「認とも」を作る必要は、

今はない。若い人のことを考

えると20年後には必要にな

るかもしれない。 

・ 家族会が行っている訪問

機能に近い印象がある。 

・ 信頼関係が余程できてい

ないと個人の家に入って

いくことは厳しい。 

・ 昔からの付き合いのある

人ならできるかもしれな

い。カフェで知り合って新

たな信頼関係が自然発生

的に形成されることはあ

ると思う。それを仕掛けて

いくのはやれないことは

ないと思うが、家に入って

いくハードルは高いだろ

う。 

・ なるべく自然な関係がい

いのに、行政の事業・制度

として乗せていくことに

なるとルールが必要にな

るので、支援する側とされ

る側ができて、対等な友達

関係が達成できないので

はないか。 

・ 昔の田舎の地域の付き合

いのようなイメージがす

る。 

・ 居宅に入っていくのは難

しい。そこまで求めたら

「認とも」は育っていかな

いのではないか。 

・ 家に入るのではなく、家か

ら引っ張り出してくれる

協力者としての「認とも」

に育てていきたい。そうい

う人であれば、認知症カ

フェを通して支援し育成

していくことができる。そ

れをしないと外に出てこ

られない人がたくさんで

きてしまう。 

・ 行政の事業として実施す

るのであれば、事故があっ

たときの保障が必要にな

るが、認知症カフェの中の

ことは保障できても、送迎

の際のことは自己責任に

なる。 

・ 認知症カフェの中では、誰

が認知症かということは

わからない。普通にしゃ

べって、おしゃべりも上

手。交流することでお互い

に学び合って友達ができ

るというのが良い。 

・ 認知症カフェの中で皆で

いるときは良いが、１：１

になると難しいだろう。訪

問して傾聴するのは技術

が必要なので、そういう人

にサービスとして依頼す

るのが良い。 

・ 独居の人や家族が働いて

いる人が多いため、声をか

けて認知症カフェに連れ

てきてくれるのは必要。

「認とも」はそのような度

合いが良いのではないか。

気軽にできることが大事

だろう。 

・ 老人クラブの友愛訪問に

近い。 
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１．訪問に係る認知症カフェ運営等に関する事項

②取り組みの一連の経過 

訪問の拠点 

認知症カフェ

の運営者

認知症カフェ

の会場 

認知症カフェ

の開催頻度 

参加者数 

カフェの

スタッフ 

訪問活動 

・認知症カフェ 

・地域包括支援センター 

・センターの多目的室 

・月１回 

・平均５～６人の認知症の人

（約半数）を含む住民と５～

６人のボランティア、認知症

サポート医(毎回)

・ 認知症サポーターである

ことを条件に募集したボ

ランティア 

・ もともと友人関係だった

人が一緒に認知症カフェ

に来て、訪問も続いている

ということはあるようだ。

認知症カフェではじめて

出会った人達が親しく

なって家を訪問するとい

うことには結びついてい

ない。 

センタースタッフが参

加者を見ていて、意識的に

気が合いそうな人同士を

同じテーブルについても

らうようなことはしてい

る。続けてカフェにきてい

る人が自然に居宅訪問で

きる関係になっていく期

待は持っている。 

・22年前からボランティアでサ

ロンをしている。その参加者

が訪問もしている。認知症に

なるのが1日でも遅くなるよ

うになったら良いと思って

やっている。 

・サロンの管理者 

・サロンを月２回開いている。

・45人程度。 

・訪問は、民生委員とその目が

届かないところにサロン参加

者が行く。地域包括支援セン

ターも訪問している。 

・地域包括支援センター 

・診療所の待合室（休診日）、

国保直診併設公民館等 

・月１回 10ヶ所 推進員２人

が運営 

・平均５～10人程度の住民 

（認知症の人本人は２割程

度）と、５人～７人のスタッ

フ。サポート医がほぼ毎回参

加。 

国保直診公民館は、診療日で

も開催しており、サポート医

が診療の合間に参加。（認知

症の人本人の参加が３割程

度と高い） 

・訪問者の自宅 

・地域包括支援センター 

・３ヶ所のセンターで異なる、

市の交流センター、公民館、

サービス付高齢者住宅、有料

老人ホーム、介護福祉専門学

校 

・月１回～年４回（センターに

より相違） 

・平均２０名程度 

 但し、サービス付高齢者住宅

などが会場の場合には、入所

者が参加するため地域住民

の数は不明。 

・半数以上は一般の元気な人が

参加。 

・センター職員4人、ボランティ

ア２人程度 

・民生委員が毎回参加 

・訪問は、自然発生的なもので、

認知症カフェを運営する中

で促して訪問に結びつけた

ものではない。 
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③居宅訪問する際のカフェの運営方針・運営方法 

必要なルール

とその意味 

・ 今は、ルールを定めていな

いが、最低限のルールは必

要であり、スタッフも 訪

問者も知っておいた方が

良い。全体的に共通認識し

ておくルールを作り、訪問

した結果、起こることには

ケースバイケースで対応

していくのが良いのでは

ないか。 

ある程度のルールを

作っておかないと、変に深

入りしてしまう可能性が

ある。親切心は良いが、な

んでもやってあげて、やっ

てしまった後で、自分はも

う出来ないと言って相談

に来たりすることになっ

てしまう。 

   鍵を預かるとか、お金を

預かるようなことで負担

感を感じてしまうと、やり

づらくなる。 

・ 子供の頃からこの町で

育って、お互いの人間関係

ができていて行き来して

いるので、ルールのような

ものは考えられない。下手

に規約みたいなものを作

ると、そういう関係が壊れ

てしまう。 

・ 推進員が「認とも」を育て

ていくとすれば、ルールが

ないと訪問に送り出せな

い。自宅訪問を促すからに

は責任がある。ボランティ

アを守ることができない。

・ カフェの中で、この人とこ

の人は気が合いそうだと

いうことはするが、推進員

の目の届かないところで

行われる訪問活動を進め

るとしたらルールが必要。

・「認とも」は、専門職ではな

いのでルールを決めてお

かないと、何をどこまで

やっていいのか活動が難

しいだろう。 

・ 訪問は、自然発生的なので

今は、訪問のルールや方針

を定めてはいない。 

・ 家に入るとしたら、金品の

問題、買い物の依頼、ご馳

走になるというようなこ

とが出てきてトラブルの

元になる。 

・ 常識的な人間関係の最低

限のルールなので、あえて

言わなくても良いのだが、

運営者から、お願いする場

合にはルールが必要にな

る。ルールを決めるとかた

くるしくなるが、近所づき

あいもなくなっている時

代なので、お互いを守るた

めに必要。 

・最低限のルールは必要

・その理由

鍵を預かるとか、お金を預かるようなことは負担感につながり、やりづらくなる。

深入りしすぎて、なんでもやってしまうと、期待されるし、それができなくったときに困ることになる。

個人情報保護の観点からも、家に行ってみたらこんな状況だったというようなことを話されたら困る。

・ルールの運用

 ルールを決めて、関係者全員で承知しておく必要はあるが、やりすぎると自然さがなくなってしまうため、最低限に留めた

方が良い。

④円滑に機能するための仕組みや方法 

訪問対象者の

範囲 

・ 現状、特に範囲を設けては

いないが、BPSD発症者は

除かれるのではないか。

・ 受け入れの良い人・家族で

ないとうまくいかない。 

・ 自分がしていることが、わ

からなくなったら、家に一

人ではおいておけないか

ら対象外。（その前に皆が

気づいて行政や包括につ

ないでいる。） 

・ 家族が拒否する人のとこ

ろには行けない。（家族と

の普段からのコミュニ

ケーションが必要） 

・ 訪ねていったら、よく来て

くれたとわかるような人

まで。 

・ 家族が拒否しない人 

・ MCIとか認知症自立度では

切れない。 

・ 症状が安定している人。 

・ 本人の受け入れが良い人 

・ カフェに参加したいが、送

り迎えなど交通手段がな

くて来られない人にはこ

ちらから行くことが考え

られる。 

・ 対象者を選定しだすと事

業の要素が強くなってし

まう。 

・ 家族に理解・協力があっ

て、お願いしますというぐ

らいのスタンスがある家。

・ 助けを求める人でないと

支援が難しい。 

・ 顔がわかって覚えていら

れる程度の人 

・ 軽度の認知症で一人で認

知症カフェまで来られな

い人。 

・家族（理解・協力がある）や本人の受け入れの良い人、認知症の症状が安定している人。自立度などで一律の範囲は決めら

れない。
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２．マッチングを行う仲介者に関する事項 

  仲介者は必要か。必要な場合、どのような人材が求められるか。（基礎知識・どこに配置されている人材が想定されるか） 

仲介者の必要

の有無 

・ 現実的には、運営者がカ

フェの中で、例えば、この

人とこの人は話が盛り上

がっているということが

わかるので、自然に仲介者

の立場になっている。５～

６人の規模だと特別に仲

介者は必要ない。 

・ 15人ぐらいまでならいな

くて良いのではないか。

・ 友達のような自然な関係

は、人から当てがわれるも

のではないので、お見合い

のような仕組みは必要な

い。 

・ むしろ、人に会ういろいろ

な機会を作ることが大事

で、それができれば自然に

気が合う人かどうか、お互

いにわかる。 

・ ５～10人ぐらいなので自

然に合いそうな人はわか

るので、マッチングする特

別の人を作らなくても良

い。 

・ 仲介をする人は、（訪問活

動で起こる様々なことに

対応して支援もしなくて

はならないから）社会福祉

レベルで社会制度の知識

を持つ必要がある。 

・ 認知症の人が歩いて行け

る範囲に認知症カフェを

作りたい。それは小規模な

ので特別に仲介者はいら

ない。 

・（カフェやサロン等が地域密着型で大規模な展開は考えにくいとすれば）気のあう人の見極めは、運営者がいていれば把握

できるので、仲介者は特に必要ない。

３．「認とも」に関する事項 

①ふさわしい人のイメージ 

「認とも」にふ

さわしい人 

・ 認知症サポーター養成講

座を終え、認知症の基礎知

識がある人。 

・ フットワークが軽くて話

しやすい人。 

・ 優しくて物腰が柔らかい

人。 

・ 話を聞いてくれる人。 

・ 上から目線にならない人。

・ お世話したい人がボラン

ティアになりやすいが、お

世話しすぎると、こうある

べきみたいに押しつけに

なって、相手に退かれてし

まう。その当たりの加減が

分かっている人が良い。 

・ 個人情報を守れる人。 

・ 認知症サポーター養成を

終わった人が、訪問もした

いと考えるのかと思うが、

研修では個人情報の保護

については教えていない。

・ 頼まなくても察して世話

をしてくれる人。 

・ いらぬお節介にならない

ように人との距離感がわ

かる人。踏み込みすぎると

トラブルが起こる。 

・ 認知症の基礎知識、認知症

介護の経験、介護保険制度

の知識などがある人。 

・ 相談窓口がどこにあるの

かを理解している人 

・ 認知症サポーターでアド

バンス講座を受けた人 

・ 地域の様々な専門職がボ

ランティアとして居宅訪

問することも考えられる。

・ 訪問する人を選定すると

なると事業のようになっ

てしまう。 

・ 地域のことは地域に任せ

てよというタイプの、お節

介な人。それを生きがいに

できる人。そういう人は必

ずいる。 

・ 認知症になる前から、そも

そも親しかった人。 

・認知症カフェ等の運営者が訪問の動機付けをするときには、訪問者を選択する必要がある。その上で、マッチングをするこ

とになろう。訪問者の要件としては、①話しやすい人、②優しくて物腰が柔らかい人、③上から目線にならない人、④個人

情報を守れる人、⑤お節介お度が過ぎない人等が考えられる。

・その場合でも、認知症サポーターに、接し方や個人情報保護、介護保険の基礎知識、相談窓口等の上乗せ研修をする必要が

ある。
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②獲得する方法（公募による手上げ方式で良いのか） 

獲得方法 ・ カフェのボランティアと

しては、サポーター登録者

に周知して、率先してカ

フェで活動したい人に来

てもらっている。サポー

ターでない人については、

何回かカフェに来てもら

い、どんな人か見て、まず

はサポーターになって基

礎知識を身につけること

を勧めている。 

・ わからないが、声かけをす

る必要はあるかもしれな

い。 

・ 訪問は難しいが、認知症サ

ポーターで何かやりたい

と思っている住民はいる

ので、そういう人を募って

いくことは考えられる。サ

ポ-ター養成講座では支援

の作法は教えていないの

で、上乗せ講座を受けても

らう必要がある。 

・認知症サポーターの中から募集し、上乗せ研修を受講してもらう。

③認とも候補者として、登録をする必要があるか。 

登録必要の

有無と内容 

・ 認ともを意図的に進める

としたら、登録しておく必

要がある。その内容は、①

いつ活動できるか。②自宅

からどの程度までなら行

けるか。③普段と緊急時の

連絡方法の３点セット。 

（地縁・血縁でやっているから

考えにくい） 

・ 推進員が進めるとしたら

管理台帳は必要。 

・ 何かあったときの保険、食

品衛生の問題があるので、

名前、電話番号、住所は登

録してもらっている。今後

の参加の声かけもできる。

但し、訪問目的ではなく認

知症カフェのボランティ

アとして。 

・ 登録することによって、

ちゃんとやろうという気

持ちになってもらえる。 

・ 食中毒のことがあるので

認知症カフェの参加者全

員の氏名と連絡先をとる

のが義務づけられている。

・任意ではあるが、氏名、登録方法、活動可能な曜日や時間帯、活動範囲等の最低限の情報を登録する必要がある。知ってお

きたい。
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④認ともに対する必要な支援内容はどのようなものか。適切な支援者はどこにいるのか。 

必要な支援

内容 

・ ルールが決まっているこ

と。ルールが決まっていな

いと安心できない。 

・ 訪問前の必要なアドバイ

スと訪問に伴って 困っ

たときのアドバイスを受

けられること。実態的に

も、ケースバイケースで相

談があったときには、関係

性を考えて、あなた達の場

合には、こうしたらどう

か、というように相談に

のっている。なお、カフェ

で「認とも」をやるとした

ら、運営者が支援する立場

にならざるを得なくなる

だろう。センターがそれを

現状の体制で引き受ける

ことは重すぎる。訪問者

は、支援が必要だと感じる

だろうが、運営者として

は、いつ、そうした相談が

来るかわからないので、い

つでも対応できる体制を

持たなければならなくな

るし、おそらく相談であふ

れかえってしまうと思う。

しかし、それに応えないと

うまくいかないだろう。 

今でも、民政委員から訪

問したらこうだったがど

うすれば良いかという相

談が来る。加えて認ともか

らいっぱい相談が来るこ

とになる。相手が認知症の

人なので、何かあったら

と、いろいろと心配になっ

て相談になる件数が増え

る。 

  「友達関係」ということで

あれば、訪問したときにト

ラブルがあったり困った

ら、周囲の人に相談するだ

ろうから、それで良いので

はないか。仕掛けとして

「認とも」を作っていく場

合には、相談者も作らなけ

ればならなくなる。 

・ 支援は必要。例えば、相手

に踏み込みすぎてトラブ

ルになったようなときに

はキャラバンメイトがサ

ポートする。 

・ 友達であれば必要ないが、

行政主導でするのであれ

ば支援が必要になる。 

・ 行政の事業として実施す

るのであれば保険などの

保障が必要。 

・活動内容の範囲などのルールを決めることは支援として重要。

・訪問者の日常的な相談支援の体制・仕組みを作ることは困難であるから、認知症カフェ等の運営者が、動機付け、

マッチング（引き合わせ）はするが、その結果、訪問になったとしても、「友達同士」という自然な形で、静観するのが

良いのではないか。もちろん、公的な介入が必要な場合などには地域包括支援センターが本来業務として応じる。
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⑤保護策 

保護策の必要

の有無と内容 

複数訪問 

・ 友人関係なら必要ないが、

センターが「認とも」を進

めようとしたら、介護現場

でもいろんな訴訟が起き

ている現状を聞いている

ので、損害賠償などのリス

クマネジメントを講じな

いと進められない。しか

し、それだと事業になって

しまう。 

・ ２人訪問は、認知症の人が

２人を友達と感じ受け入

れてもらえるのは難しい

ので、１人の方が受け入れ

られやすい。 

（地縁・血縁でやっているから

考えにくい） 

・ 推進員が「認とも」を進め

るためには、損害賠償のよ

うな仕組みが必要。 

・ 訪問を促すのであれば責

任があるので、損害賠償な

どリスクマネジメントは

必要になる。 

・ 行政として実施するので

あれば事故があったとき

の保険などの保護が必要。

・損害賠償等のリスクマネジメントの保護策は必要。

・２人訪問はルール化せず、受け容れの状況で柔軟に判断するのが良いか。

⑥居宅訪問ルールは必要か。どのような内容か。 

ルール必要の

有無 

ルールの内容 

・ 必要だが、共通ルールを皆

で知っておく方法は難し

い。 

・ 最も必要なのは、

①お金のやりとりの禁止

②個人情報漏洩の禁止

③物の売買の禁止

④訪問するときの作法

これは最低限のルールなの

で研修して教えておく必要が

ある 

・ 行政事業ではないのであ

れば、何時間以上家にいな

ければならないとか、何時

間以上い続けなければな

らないなどの訪問時間や

距離的な活動範囲、活動内

容を限らず、自由にやって

もらっていいのではない

か。 

・ 守秘義務は必要。 

・ 向こう三軒両隣の関係の

中で、ルールのようなこと

は心得ているから、作らな

い方が良い。そういう人間

関係があるいまは、ルール

はそぐわない。 

・ 必要。 

・ 訪問に関する初任者研修

として、例えば「平成27年

3月全国訪問看護事業協

会、認知症の人とのファー

ストコンタクトヒント集」

など。 

・ 行政が訪問をお願いする

としたら必要。 

・ 既に友達がいる人は自由

に任せて、新たに繋ぐ人に

はルールを教える。 

・行政が実施する場合には、最低限のルールは必要。認知症サポーター養成研修の上乗せ講座を行い、「居宅訪問をする場合

のルール」を教えるのが良いし、現実的。既にある友達の人間関係を壊さないように配慮して進める必要がある。

・ルールの内容は、①金銭の授受の禁止、②個人情報の保護、③物品売買の禁止などが考えられる。
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⑦活動への動機付け、仲介するときのマッチング、活動のモニタリングの方法 

動機付け 

マッチング 

活動の

モニタリング 

・ 運営者が、意識的に気が合

いそうな人を見つけて

テーブルに座ってもらっ

たり、今度お宅に行ってみ

ればというような、動機付

けは必要。 

・ 小規模であれば、運営者が

自然にわかる。 

・ 必要ではあるが、機械的で

なく自然な方法が良い。い

ついつ、誰とどこに行って

きたかとか、どんなことを

したかなどの話が入らな

いと、活動が中断していて

も長く分からないし、関係

が円滑にいっているかど

うかもわからないので、ど

こかではそういう情報が

入る必要があるが、定期的

にとなると仕事になって

しまうので、モニタリング

情報が自然に入ってきた

ら良い。今、現状でしてい

ることもそういうこと。 

・ 友達であれば不要。 

・ 行政施策としてするなら

必要。 

・ 行政施策としてするなら

３ヶ月に１回というよう

な定期的なモニタリング

が必要。 

・意識的な動機付けは必要。「カフェに来て楽しい・良かった」という状況を作るためにも必要だし、それが功を奏して

「自然に訪問につながる」ケースもあるという希望を持って臨むことが重要であり。押しつけはできない。

・マッチング（引き合わせ）は、認知症カフェ等の運営者が観察して行う。（カフェやサロン等が地域密着型で大規模な展開

は考えにくいとすれば）仲介者は特に必要ない。

・モニタリングは、認知症カフェ等の運営者が、カフェの機会に意識的に聞いたり、参加者同士の会話の中などから、自然な

形で情報を得ることで良い。

 但し、公的な介入が必要なことが発見された時には、地域包括支援センターにつなぐことは必要。訪問者は地域包括支援

センターにとってはアウトリーチの一つのアンテナでもある。

⑧質の担保のための方策（認ともの養成研修の内容及び時間） 

研修の

内容・時間 

・ 訪問のルール 

・ 訪問するときの作法 

・ 緊急対応 

 これらは、サポーター養成講

座では教えていないので、加え

て教える必要がある。 

研修は、訪問の前にやってお

くべき。 

・ 接し方、声のかけ方などは

認知症サポーター研修で

行っている。 

・ 緊急の時は救急搬送を行

い、それほど急を要しない

ときには地域包括支援セ

ンターにつなぐことを認

知症サポーター研修で伝

えている。 

・ 認知症サポーターに限ら

なくても良いが、認知症の

基礎知識や訪問の心得等

の初任者研修は必要。 

・ 認知症の基礎知識に関す

る講習を終えた人である

必要がある。 

・認知症サポーターで訪問を希望する人には、訪問前に上乗せ研修を受講してもらう。研修の内容は、①訪問のルール、②訪

問の作法、③緊急事態の際の対処方法などか。
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⑨必要な情報を整えた書式は必要か。（趣味・関心事・禁忌・緊急連絡先カードの様式や置き場所） 

情報カード

必要の有無 

情報カードの

内容 

・ 必要 

・ 趣味・趣向 

 →気が合う人をつなげるた

めの情報 

・禁忌事項 

 →訪問したり共に活動した

りする際の注意事項を伝

えるための情報 

・友人関係 

 →地域で孤立しているかど

うかを見極めるための

情報 

  最低限、互いに行き来する

友達はいるのか、友人関係の

有無は知っておきたい。 

  →カフェに来るときに

一人だったら、孤立と考え

ないで、どんな友人がいるか

は、知りたい。それがわから

ないと訪問者を作ろうとす

る作業をしてしまうかもし

れない。 

・緊急連絡先 

 但し、盛りだくさんでない

方が良い。 

・ 趣味や関心などは、日頃の

つきあいからわかってい

るので不要。 

・ 緊急連絡先カードは、冷蔵

庫に貼る方式で５年前か

らやっている。しかし、冷

蔵庫にあるだけではなく、

災害時を含め、どんなとき

に役に立つのかがわかっ

て、安心につながるような

働きかけはする必要があ

る。 

・ 必要 

・ 緊急時連絡カードは市で

もやっている。 

・ 65歳以上の人の情報管理

はしているので、あえて認

知症カフェ用に作る必要

はない。 

・情報を登録するカードは有効。

・但し、必要最低限の内容とする。①趣味・趣向、②禁忌事項、③友人関係など。

⑩訪問頻度、滞在時間、活動内容、活動経費と負担者、謝金（ポイント制を含む）についいてどう考えればよいか。 

訪問頻度、

滞在時間、

活動内容

経費と

その負担者

ポイント制 

・ 訪問頻度、滞在時間、活動

内容は規制しない方が良

い。規制すれば事業にな

る。 

・ 経費を支給すると有償で

支援する関係になるし、事

業として行うことになる

ので、経費の支給はしない

方が良い。 

・ ポイント目的で訪問する

人が出るため、しない方が

良い。 

・ 訪問頻度、滞在時間、活動

内容は決めない方が良い。

人間関係が壊れる。 

・ 報酬は出さない方が良い。

・ 悪用されるので反対。 

・ 訪問頻度、滞在時間、活動

内容は決めてしまうと負

担感が出るので配慮が必

要。 

・ お金を支払わない方が良

い。お金をもらわなくても

やってくれる人を求めた

い。 

・ 訪問は現実的ではないの

でイメージしづらい。 

・ 経費が発生してしまうと

友達ではなくなると思う。

制度的になる。 

・ 仕掛けていくのであれば、

きっかけにはなるかもし

れない。 

・「友達」であれば、訪問頻度、滞在時間、活動内容などの規制はしない。

・経費は支給しないで、あくまで無償のインフォーマルサポートの性格にする。（やすらぎ支援員との差別化）

・ポイント獲得目的で参加する弊害を防ぐために、ポイント制は導入しない方が良い。（やすらぎ支援員との差別化）
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⑪ポイント制を導入した場合のメリットはあるか。 

ポイント制の

メリット 

・ 訪問者を増やすには効果

があるかもしれないが、ポ

イント目的の人が増える

ので、本当の友を作るな

ら、ない方が良い。 

・ 悪用されるから反対。 ・ 社協でやっているが、登録

して換金する人の数に対

して実際にボランティア

に行く人は少ないと聞い

ている。やらない方が良

い。 

・ 活動のきっかけにはなる

かもしれない。 

・ポイント制は導入しない。（やすらぎ支援員との差別化）

⑫認知症サポーターを活用できるか。 

認知症

サポーターの

活用 

・ 認知症の基礎知識が必要

だし、やる気がある人がサ

ポーター担っているのだ

から、是非活用してほし

い。 

 但し、訪問の作法や緊急対

応などの上乗せ研修が必要。 

・ 認知症サポーターを活用

するのが良い。 

・ キャラバンメイトを増や

す必要がある。 

・ 認知症サポーター養成講

座の内容だけでは足りな

い。訪問時の心得、BPSD発

症時の対応、緊急対応など

を上乗せして教える必要

がある。 

・ 認知症サポーターは活用

できるのではないか。 

・「認とも」候補者は、認知症サポーターであって、且つ上乗せ研修を受講した人に限る。(認サポは、事業なのでその中で実

施できる。）

⑬勉強会、事例検討会などの必要性（継続活動と質の向上）はあるか。 

勉強会

・事例検討会

の必要の有無 

その手法 

・ スキルアップのために必

要。 

・ サポーター交流会の中に

位置づけるのが良い。訪問

者の増加にもつながる。 

・ 訪問のためではないが、必

要なので年１回の研修の

ほか、家族の会も研修を

行っている。 

・ 各種の団体や各集落単位

で、いろいろな機械を捉え

て重層的に行う必要があ

る。 

・ 認知症ネットワーク研究

会主催の事例検討会に参

加してもらうことが考え

られる。 

・ 例えば、「認とも」登録者

は必ず年１回は研修を受

けるというような勉強が

必要。 

・ 認知症サポーターのフォ

ローアップで事例を出し

て効果があったので必要。

・ 勉強というとかたくるし

いので交流と言うことで

話し会う場は作ってみて

も良いのではないか。 

・スキルアップのために認知症サポーターの勉強会の一環とするほか、様々な機会に実施。(認知症サポーターは、事業なので

その中で実施できる。）

⑭活動を継続するための方法 

活動継続の

ための支援 

・ 訪問者には、運営者からの

支援が必要。但し、運営者

の負担にならないように

する必要がある。 

・ 支援がうまくいくために

は、カフェ運営者と訪問者

の交流が必要。 

・ お世話を賞賛してくれる

人を作ること。 

・ 「認とも」同士が集うカ

フェを開催し、対応困難な

事例などを話し合えばモ

チベーションが上がる。 

・訪問者と認知症カフェ等の運営者との普段の交流・情報交換が必要。
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○その他 

・ 専門職が、カフェのスタッ

フとしてボランティアで

関わるのは良いが、患者・

利用者と支援者の関係性

は持ち込まない。例えば、

ケアマネジャーが利用者

とセットで来ると、そこだ

けの濃密な関係がカフェ

の中に拡がってしまう。専

門職であっても、今日はカ

フェのウエイター・ウエイ

トレスです。というのが良

い。 

・ カフェは、参加者が自由意

思で集まっている。しかも

いろんな人が来てくれる

場所で子供がきても学生

が来ても良い場所。 

 認知症の人でも学生に

「タライって何、魔法瓶って

何」と聞くと認知症の人が

いっぱいしゃべった。「スマ

ホって何」と認知症の人が聞

けば学生の話しに認知症の人

が一生懸命に聞く。世代を超

えていろいろな人々が集まれ

る楽しい場所を創りたい。運

営者は見ているだけで良い。 

 カフェは友達作りの場所。

会いたい人がいる場所。契約

でサービスを受けに行くデイ

サービスとは違う。 

 カフェは、人と人とをつな

ぐ場所。人が集まって幸せに

なる場所。 

 カフェは、互助の集団とい

うのがデイサービスとの違

い。 

 カフェをきっかけにして無

理に訪問までしなくても「そ

こに行けばあの人に会える」

というような関係作りで良い

のではないか。それが拡がっ

ていけば「訪問」にもなるぐ

らいのゆったりした進め方が

必要。 

・ 認知症に特化しなくてよ

いのではないか。頼まなく

ても、いろいろと世話をし

てくれるような人たちが、

いっぱいいる町を作るこ

との方が大事。 

・ 「認とも」よりも、地域で

の人と人との関係が希薄

化していくのを防ぐこと

をやってほしい。 

・ 認知症に特化するのでは

なく、若い世代の人たちの

地域性（若い世代の地域や

人への関心）を育てて、人

間関係が希薄化していく

のをどうしたら防げばよ

いのか、というところに向

けていけば、その延長線上

に「認とも」があるのでは

ないか。人のつながりを

もっと強くしなければな

らないが、昔からの習わし

や行事はノロウィルスな

どの問題で中止されてい

くし、大雪が降って何とか

してあげなくてはと思っ

ても、隣近所にやっても

らって、御礼を言わなくて

はならないようになるよ

りも、役場に頼んで、300

円払って業者さんにやっ

てもらった方がいいとい

う風潮になっている。役場

がよかれと思ってやって

も、やればやるほど人間関

係が希薄になっていくと

いう矛盾を感じている。全

国一律というようなこと

でなく田舎の良さ、「字」

単位を捉えたやり方の方

が良い。 

・ 中学生に認知症の基礎知

識を教えている。認知症が

わかる子供たちを作って

いきたい。町民みんながサ

ポーターになれば良い。 

・ 認知症が進まないために

は、誘ってでも一人でも多

く、人の寄るところに連れ

て行かなければならない

と思っている。 

・ 地域づくりのためにとい

うことで、専門職集団に、

認知症コーディネーター

になってもらっている。負

担が集中しないように

コーディネーターの数を

増やそうとしている。看護

師、ケアマネジャー、地域

包括支援センター職員、栄

養士などがボランティア

として参加してくれてい

る。 

・ サービス付高齢者住宅等

の入所系の施設を会場に

することで、入所者の地域

交流を図ることができる

（カフェのメリット）。 

・ 軽度の認知症で認知症カ

フェまでこられない人の

送迎、一緒に来てもらうと

ころから始まるような関

係づくりが大事なのでは

ないか。実際に家まで行っ

て、「行きましょう！」と

声をかけて認知症カフェ

まで連れてきてくれる、こ

うしたことも「認とも」と

して考えて良いのではな

いか。 

・ 閉じこもると病状が進行

するので認知症に限らず

コミュニティカフェで毎

日開いているのが良い。し

かし、そういう場所がな

い。毎日行ける場所があれ

ば良いが、場所やスタッフ

など課題があって現実的

ではない。地域の寄り合い

や体操など様々な催しが

あるので、そういうところ

に行くことができれば、毎

日カフェをしなくても良

いのではないか。 

・ 認知症カフェを拡げてい

くときに施設のような公

的なところがインフォー

マルな部分も担って行く

のが良い。どこかの施設が

始めるとそれが派生して

拡がっていく。 

・認知症の人が歩いて行けるような範囲に認知症カフェがあった方が良い。 

・閉じこもると病状も進行するので認知症の人に限らずコミュニティカフェということで毎日開いているのが良い。 

・認知症カフェ等で仲良く過ごすことができる関係性も「認とも」の範囲と考えて良い。 

・認知症カフェは、対象を認知症の人に特化せず、地域の多様な住民が自由に集う場所として、親しくなった人同士の中には

訪問につながることもある、というようなゆったりしたペースで進めることが重要である。 

人間関係の形成なので、自宅から認知症カフェ等まで、誘い、連れてきてくれる活動も「認とも」の範囲と考えて良い。

 東京都北区 滋賀県甲良町 大分県中津市 埼玉県吉川市 
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【Ⅵ．考察及び推進員の配置と効果的な活動の推進に関する提案】

 この研究事業の目的は、市区町村の推進員の配置や環境整備のあり方、および配置された

推進員の活動上の課題を明らかにし、効果的な活動のあり方を検討することである。 

「認知症地域支援推進員の配置状況と活動実態・効果等に関する調査」（全国調査）では、

市区町村 1,001、推進員 1,648 の回答を得ることができ、推進員の配置と活動環境、活動上

の課題、そして推進員活動の「効果」のさまざまな側面を把握することができた。これらに

ついて、さらに聞取り調査においてより具体的に把握することができた。 

本章では研究事業の総括として、まず研究事業全体から見えてきたことと課題を整理し、

その後、それらの解決に向けた検討を行い提案をまとめることとする。 

１．研究事業全体から見えてきた現状と課題 

研究事業全体から見えてきた現状をまとめ、今後の課題を整理したものが、下図である。 

１）推進員の配置のあり方について 

 全国調査で回答のあった市区町村のうち、平成 28 年度末までに配置済み（配置予定）の

市区町村は 73.7％であり、人口規模が小さい市区町村ほど未配置（平成 29年度以降配置予

定）のところが多い傾向がみられた。 

また、平成 27 年度までに配置済みだった市区町村の中で 28 年度に増員した市区町村が

20.8％みられた。 

配置基準としては、人口規模が 10万人以上になると、市区町村全体を担当する推進員と
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圏域・地域を担当する推進員をあわせて配置するところが多くなる傾向が見られた。 

なお、聞取り調査を通じて、人口規模が大きくても推進員を１人配置、反対に小規模なが

ら推進員を複数配置するなど様々であり、実際には市区町村によって配置のあり方には多

様性があることが確認された。現段階ではどの市区町村も手探りの状態であると思われ、今

後も、市区町村における配置をめぐる動きを注視していく必要がある。 

 配置上の工夫では「認知症ケアや地域づくりの実績のある人材を選抜して配置している」

と回答した市区町村が 30.8％だったほか、圏域毎に配置（16.1％）、推進員が異動しても活

動を継続できるように同事業所内に複数配置している市区町村（20.5％）など、市区町村が

実情に応じた工夫を行っていた。 

 推進員の勤務・配置状況では、委託の地域包括支援センター（包括）に配置されている推

進員が 53.2％、直営包括が 27.4％、包括があわせて 80.6％を占めていた。89.2％が常勤、

83.2％が所属先の業務と兼務しており、全業務のうち推進員活動に占める割合は、専任を含

めて平均すると 34.2％であった。また、他の認知症施策の中では認知症初期集中支援チー

ム員との兼任が 33.2％となっていた。 

 聞取り調査では、市区町村ごとに配置方法に工夫を凝らし、行政機関、関係機関と情報の

共有や伝達、役割分担を行える連携体制を組んでいた。 

以上、平成 30年度までに全市町村で実施するために全国で配置が急がれる中で、すでに

配置済みのところでは、地域の実情に応じて工夫や調整を行いながら、安定し、かつ継続性

ある推進員活動のための工夫や調整を行い始めていることが確認された。 

今後は、人口規模等の地域特性を踏まえつつ、推進員を地域のどこに、どのように配置す

ることが、地域にある諸資源を活かして本人・家族を継続的に支える支援体制を効率的に築

いていけるか、市区町村における連携支援の全体と関連づけながら推進員の配置と体制の

あり方（フォーメーション）を各市町村が検討し、その強化を図っていくことが課題である。 

→課題１ 

配置の工夫をしながら、フォーメーションの検討・強化が必要である。 

２）推進員の活動環境について 

 市区町村の担当者、配置された推進員ともに、「話し合いが十分行えている」との回答が

4割弱であり、共に 9割を超える人たちが、今後の課題として「コミュニケーションの機会

が必要」と回答していた。なお、担当者、推進員ともに、「業務量が多く、推進員事業に十

分な時間がとれない」という回答が 8割前後であり、こうした状況の中だからこそ、コミュ

ニケーションが求められており、その機会を意識的に作りだしていくことの必要性が示唆

された。 

 「(推進員の)役割の活動の周知や調整を十分している」に関しては、担当者が 15.6％、

推進員が 25.5％と低率であり、「関係機関への推進員の役割や活動内容の PR が必要」との

回答が担当者、推進員ともに 9 割を超えていた。これらの結果から、PR の必要性を感じつ

つも実行できていないことに苦慮している状況がみられた。 

 「推進員活動の計画を一緒に立てていない」という回答が、担当者の 49.0％、推進員の

36.5％、また「推進員活動の評価を一緒にしていない」が、担当者の 50.6％、推進員の 47.1％

であった。今後、推進員の活動が効果的になっていくためには、担当者と推進員が PDCA サ
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イクルを意識しながら協働していく環境を自治体行政として作っていくことが必要と考え

られる。 

 推進員の配置年度別に推進員調査の結果をみると、配置後の年数が長いほど、担当者との

共通認識や協力関係が「できている」という回答が多い傾向にあり、経験の積み重ねにより

活動環境の改善が図られていく状況が伺えた。しかし一方で、推進員も市区町村担当者も、

異動等で交替することが考えられる。活動の効果を維持し、課題を克服し続けられるように

するためにも、両者のコミュニケーションや協力関係をより強化し、PDCA サイクルを意識

しながら一つひとつの活動を丁寧に振り返り、次につなぐ（次の活動、そして次の担当者や

推進員にも）必要がある。また築いてきた地域との信頼関係を損なうことなく継続性・安定

性を維持していくことも念頭に置いて、推進員と市区町村の協力体制を築く必要がある。 

→課題２ 

活動しやすい環境づくりとして、役割の周知や PDCA サイクルを意識した協力関係の強化

が必要である。 

３）推進員の活動内容と効果 

 活動内容とそれらに推進員が果たしている機能を見てみると、各種の活動に関して推進

員が「企画立案している」、「会議等に参加している」、「実務者に助言している」、「実務を担

っている」、「関係者をつないでいる」、「他の事業とつないでいる」といった多様な機能を果

たしていることが確認された。 

活動内容別にみると、果たして機能の分布に違いがみられ、「啓発活動」や「認知症サポ

ーター養成講座」、「認知症カフェの開催」については「企画立案している」人が多く、「認

知症ケアパスの作成」や「地域包括支援センター等が主催する地域ケア会議（事例検討）」

においては「会議等に出席している」が多かった。 

活動の効果としては、担当者・推進員ともに、活動総量が多かった「啓発活動」、「認知症

サポーター養成講座」、「地域ケア会議（事例検討）」、「認知症カフェ等の開催」において「効

果あり」とする回答が多い傾向がみられた。 

なお、「地域リーダー役になる人材/チームの育成支援」や「地域の多様な人が一緒に活動

する機会作り(アクションミーティング等)」は、活動総量にくらべて効果を感じている割合

が高く、今後の地域支援体制作りを推進する上での活動の内容面においても、また取組んだ

ことによる効果の面でも、今後の推進員活動として注目される。 

推進員が感じる効果の種類のうち「事業関係者間のつながりが拡充した」と回答した活動

を推進員の配置年度別に見てみると、多くの活動で経験年数が長くなるほど高い傾向が確

認された。つまり、「つながりづくり」を主目的にした事業か否かに関わらず（たとえば住

民への啓発イベントであったとしても）、推進員が活動に係ることを通じて、住民や関係者

のつながりが生まれ、そこから推進員活動の要とも言える「関係者のつながり」が生まれて

いる状況がみられていた。重要なことは、どのような事業や取組みにおいても、つながりを

意識して活動を行うこと、そしてそこに関わった人々に生まれるつながりを見逃さないこ

と、つながりを作るきっかけを引き出すことが推進員としての課題であると言える。 

「推進員は地道な活動の積み重ね」と言われるように、できること、すべきことから始め、

「つながりづくり」をより意識することで効果的な活動へと発展していく可能性があるこ
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とが示唆され、また効果や地域の変化(成果)をより生み出していくためには、継続的な配置

と活動が重要と言える。 

→課題３ 

各種活動を実施しながら、関係者のつながりを作ることをより意識的に行うことが必要

である。 

４）活動を通じて地域で生じる変化(成果) 

推進員活動を通じて地域で起きている変化（成果）をみた結果、担当者、推進員ともに実

感している変化としては「関係機関からの情報提供が増えてきた」という回答が 5 割であ

り、「地域で働く人たちが見守ったり支えるケースが増えてきた」、「地域住民が見守ったり、

支えるケースが増えてきた」という回答がそれぞれ 3割強であった。その他、「初期に相談

に来るケースが増えてきた」、「診断後のよりよい暮らしや支援について、本人・家族と医療・

介護。支援関係者が一緒に話し合う機会が増えた」、「初期に必要な支援につながる人が増え

た」、「認知症の人の居場所や社会参加が増えた」などの変化を感じているという回答が担当

者、推進員ともに 2割程度みられており、推進員活動が多様な変化を生み出しつつあること

が確認された。これらの変化を実感している率は、推進員としての活動年数が長いほど高い

傾向がみられた。これらの変化は、推進員が住民や専門職等の関係者との関係を築きながら

人同士のつながりを作ることで生まれてくるものであり、推進員活動によって地域の中で

変化(成果)を生み出していくためには、活動の継続の重要性が重ねて確認される結果とな

った。 

なお、個々の活動とその効果の捉え方を市区町村担当者と推進員の結果で比較してみる

と、多くの項目で市区町村のほうが推進員より高く効果を感じていることがわかった。これ

らから、推進員自身は個々の活動の最前線に立っており、大小さまざまな課題に次々と直面

し、自身の活動による効果や成果を冷静に把握・評価ができない可能性があることが示唆さ

れる。一方、地域を俯瞰できる立場にある市区町村担当者は、現場から少し距離をおきなが

ら、経過や変化を冷静かつ大局的に受け止め評価しているものと思われる。今回確認された

担当者と推進員とのとらえ方（評価）のずれをむしろ活かし、立場の違う両者が各自の捉え

方を率直に伝え合い、共有することで、ミクロ・マクロ両面からその活動を多角的に評価し

て効果・課題を明確化することにつながると考えられる。 

それぞれの活動の効果自体と同時に、「何が効果で何が課題なのかを丁寧に見出し（洗い

出し）、それらを整理して共有すること」が次の活動につながり、この積み重ねの先に、推

進員活動の総体として効果が表れていくのではないかと思われる。 

→課題４ 

活動を通じて多様な効果・変化が生じており、行政と推進員でそれらを丁寧に把握・共

有することが必要 

５）認知症地域支援推進員の活動の広がりについて 

 平成 28年度に新たに示された「認とも」をはじめ、推進員活動の幅はより広がりを見せ

ている。8割の推進員が所属先業務と兼務し、3割の推進員が認知症初期集中支援チーム員

を兼任している状況の中で、推進員業務と他業務のある程度の区別、職場の理解をベースと
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した業務整理、あるいは兼務によるメリットとデメリットの整理等が求められる。 

 聞き取り調査では、各種の業務との兼務・兼任についてメリットを挙げる人が多く、情報

や支援方針の共有によって認知症の人に必要な支援につながったり、担当者としても効率

的な支援ができるという声が多数聞かれた。 

また、そもそも推進員は多様な基礎資格と経験をもつ人が同じ肩書きをもって活動して

いるため、それぞれに強み・弱みがある。一人でできることには限界があり、必然的に自分

の弱みを補ってくれる他の関係者を求めることになる。それは専門職に限らず地域でもと

もと自然発生的に行われていた助け合い活動でもある。自分の専門分野（強み）を最大限に

生かしつつ弱みを補う存在を求めること自体が「つながり作り・ネットワーク作り」である

と言い換えることもできる。 

推進員活動を効果的に進めるポイントの一つが兼務・兼任のメリット・デメリットや個々

の強み・弱みの相互補完をどのように行うか、現在の立場でできることを無理なく地道に進

めてそれを積み重ねていける環境づくりであり、「認とも」等の新たな活動も、「すべきだか

らやる（やらされ感）」というよりも、あくまでも「今ある資源と今あるニーズを必要に応

じてつなぎ、生かす」ことが、実効性ある進め方なのではないだろうか。 

また全国調査に基づく聞取りの対象者で、兼務・兼任のメリットが語られた市区町村では

どこも複数の推進員が配置されていたほか、所属する組織全体で推進員を含む各職種が地

区や対象者、業務役割を分担しながら活動を進めていた。 

それらの点から、個々の推進員自身、そして行政側の両面から現在の立場の強み・弱みを

見極め、柔軟に活動の整理・統合を行いつつ、必要とされる活動内容とその機能を果たすた

めの配置の工夫や活動の促進を図っていくこと、及び推進員を独立した活動主体として捉

えつつも、所属組織のサービスと推進員活動の目的がともに達成されるよう、業務の調整を

図ることが必要だと言える。 

→課題５ 

推進員活動の幅が広がりつつあり、専任・兼務や個々の専門性の強み・弱みを見極めな

がら、活動の整理・統合を図っていく必要がある。 

２．課題に対する提案 

 本項では、前述した 5 点の課題の解決や効果的に推進員活動を推進するための方策とし

て、全国調査結果やその自由記述欄、聞き取り調査、「認知症地域支援推進員の効果的な活

動」報告会で事例報告された市区町村の取組みをもとにしながら提案する。 

課題１ 

配置の工夫をしながら、フォーメーションの検討・強化が必要である。 

 市区町村ごとに推進員の配置上の工夫や重点を置いている点はさまざまであるが、担当

するエリアの広さや業務量の多さを負担に感じる推進員も多い。一方で、配置人数を見直し

て増員するところも見られるなど、どの市区町村でも試行錯誤の段階であると言える。 

聞き取りを行った愛知県名古屋市では、名古屋市社会福祉協議会が運営する名古屋市認
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知症相談支援センターに委託して、同センターに市全体を担当する推進員を２名、さらに市

内 29の地域包括支援センターに１名ずつ配置する体制をとっている。市全体を担当する推

進員が政策的・広域的立場から推進員個々の活動を把握しつつ、情報提供や情報交換、研修

機会の提供等を通じて各区・各地域や圏域の推進員活動をサポートするフォーメーション

を組み、大都市ながらも各圏域に密着した形で活動できる体制を整えていた。 

事例報告のあった新潟県長岡市は市全体を担当する推進員が１名配置されているが、各

地域包括支援センターと情報交換や専門的助言を行いながら地域資源の集約や地域課題を

分析しつつ、行政と包括や市内関係機関の橋渡し役を担っていた。１名配置であっても個別

の相談から地域資源の活用へとつなげるという点は他市の推進員と変わらず、関係者同士

がスムーズに仕事ができるような「調整役」を意識しながら取り組んでいるとのことである。 

市区町村の状況により配置できる人数には限りがあるが、圏域ごとに担当する場合は横

のつながりと市区町村全体での統括が、市区町村全体を担当する場合は地域包括支援セン

ター等、地域を担当する機関との共通認識や役割分担が必要となる。全国調査では業務量の

多さや担当エリアを負担に感じる推進員も多いが、その軽減のためには、推進員の増員だけ

でなく、推進員を軸として既存の相談機関などの社会資源との連携体制をどのように組む

かを見直すところから検討し、継続的に見直す必要があると思われる。 

→提案１ 

○１人配置の場合は、既存の相談機関との連携により情報共有と役割分担の明確化を図る 

○複数配置の場合は、市区町村全体での統括の機能強化と推進員同士の横のつながりづく

りを図る 

○推進員を要役・調整役として、市区町村全体の関係機関や社会資源との連携体制の検討・

見直しを行い、推進員の位置づけや機能をより明確にする。 

課題２ 

活動しやすい環境づくりとして、役割の周知や PDCA サイクルを意識した協力関係の強化

が必要である。 

 全国調査では多くの推進員が「地域や関係機関に対する推進員活動やその役割の周知が

足りない」と回答していた。市区町村行政が推進員の配置前後や活動経過に応じて広報を行

うと、推進員活動の追い風となって効果的である。しかし市区町村だけに任せずに、どのよ

うに周知を行うと推進員にとっても住民にとっても効果的なのか、推進員自身も市区町村

担当者と話し合いながら広報を展開することが望ましい。 

 事例報告のあった大分県中津市では、配置初年度（平成 25 年度）は推進員の役割や活動

について知ってもらうためパンフレットを作成すると共に、医療機関や介護関係事業所に

地道に説明に回ったとのことである。聞取りを行った北海道千歳市や新潟県柏崎市では市

の広報で認知症に関する特集を組み、その中で推進員や認知症初期集中支援チームを含む

多職種を紹介し、市民の誰もが関心のある認知症の記事を読みつつ自然に推進員を始めと

する各職種の存在を知ることができるよう工夫していた。 

 住民に推進員の存在とその役割を知ってもらうには、推進員自身が地域に出向いて人と

なりを知ってもらうことから地道に始めることと同時に、施策上の役割を担っていること
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を公的に広報してバックアップするという両側面からのアプローチが有効と考えられる。 

特に推進員の位置づけや役割は市区町村ごと異なるため、「わが町の推進員」として住民

や関係機関に十分に理解されるまでには相当の時間を要すると考えられる。しかしだから

こそ、それを前提として、わが町の推進員がどのような役割を担い、どのような立場で住民

や関係機関に働きかけていくのか、推進員活動が地域に何をもたらすことを目指すのかと

いった位置づけを明確化する必要がある。全国調査では、市区町村側も推進員側も両者の共

通認識が「十分とは言えない」と回答している率が高いことから、地域に周知・浸透させる

ための大前提として、推進員の役割や活動方針、計画を明確に持つこと、兼務の場合は胸を

張って地域に出て行けるよう所属先の職場との調整を図ること等、市区町村との協力関係

の強化が何より必要である。 

→提案２ 

○推進員は積極的に地域に出向き、焦らず時間をかけて住民や関係機関と信頼関係を築く 

○行政担当者は、住民の興味関心に沿った媒体を活用した広報活動を通じて推進員の公的

な役割を浸透させる 

○その前提として推進員と市区町村との協力体制を具体的に強化し、推進員の役割や活動

計画を明確に持つ 

課題３ 

各種活動を実施しながら、関係者のつながりを作ることをより意識的に行うことが必要

である。 

 各種活動への取組み状況とその効果に関する質問の結果、活動自体が関係者間のネット

ワーク作りを直接の目的としない活動であっても、「つながり作り」の効果が上がってきて

いることが確認された。 

 事例報告のあった香川県綾川町では、自宅での生活が困難と思われた人と家族、周囲の

人々の不安や揺らぎに寄り添いながら継続的に連携調整を図ったことをきっかけに、本人

を中心としたネットワークが拡大したり住民主体の多様な活動に発展していた。情報の集

約や共有により関係する専門職の対応力や専門性も向上したことから、活動内容や形態に

かかわらず、本人を中心とした関係者のつながりをより意識的・継続的に行うことが、推進

員の行う地域づくりのもっとも重要な点であることがわかる。 

また、山形県金山町や鹿児島県さつま町等の聞き取りにあるように、地域に出向いて行う

地域ケア会議は、既に行われている見守りや住民同士のつながりを見出す絶好の機会とし

て最大限に活かしていた。推進員が新たなつながりを作りだしていくと同時に、地域で自然

に生まれたり受け継がれているつながりを見出し、見守り、丁寧に関わりながらその関係を

維持・拡充していくことも大切である。 

→提案３ 

○推進員活動の重点は、活動を通じて関係者のつながり作りを意識的に行うことである 

○地域ですでに行われている見守りや住民同士のつながりを見出し、丁寧に見守り育てる 
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課題４ 

活動を通じて多様な効果・変化が生じており、行政と推進員でそれらを丁寧に把握・共

有することが必要 

 全国調査結果から、各種の活動を通じて生じる多様な効果が、配置年度別（推進員として

の経験年数）に比例して高い傾向があることがわかった。今後は、推進員の一連の活動がど

のようにつながって認知症の人やその家族が安心して暮らせる地域に変化していったのか

という点について、一つひとつの活動と地域の変化を継続的に捉えながら評価していくこ

とが求められる。自身の活動がどのような効果につながっているのか、どこがゴールか見え

ず不安だという声も多く聞かれており、市区町村担当者と推進員で一つひとつの活動を丁

寧に評価し、PDCA サイクルを意識しながら（小さな）変化・効果をさらに生かしながら地

域課題を克服して、着実に次の活動につなげていくという地道な作業が必要である。 

 聞き取り調査を行った愛知県名古屋市や鹿児島県さつま町では、個々の活動をプロセス

評価と結果評価の二側面から評価している。また多くの市区町村で、定期的に市区町村と推

進員でミーティングを持ち、活動経過とその結果を振り返っている。さらに複数配置の場合

は、研修会や連絡会等の場で個々の取組みを発表し合い意見交換することで、新たな効果や

課題の発見につながることもあるだろう。 

推進員活動を多くの目、多くの側面から振り返ることで多様な効果・課題を見出すことが

できる。また活動の直後に振り返った場合と一定期間を経過して振り返った場合、あるいは

各種の活動を経てそのプロセスを振り返ることもできるし、現に地域に生じている変化か

ら遡って、推進員や住民のどのような活動が影響しあってこの変化をもたらしたのかとい

う振り返り方もある。いずれの場合でも、評価の観点とその根拠を記録しておく必要がある。 

推進員活動を評価するためには、市区町村と推進員をはじめ多くの目で多面的に振り返

り、効果・変化を「見出す」という姿勢が大切である。見出された効果・変化そして課題を

着実に次の活動につなげ、長期的に地域に変化をもたらすためにも、PDCA サイクルを常に

意識しておくことが重要であろう。 

→提案４ 

○各種活動から生じる多様な効果を、市区町村と推進員で丁寧に振り返ることが大切 

○多くの目で活動を振り返り、意見交換する中で活動の効果や意義を再発見することがで

きる 

○長期的視点を持ちつつ PDCA サイクルを意識して一つひとつの活動に丁寧に取り組む 

課題５ 

推進員活動の幅が広がりつつあり、専任・兼務や個々の専門性の強み・弱みを見極めな

がら、活動の整理・統合を図っていく必要がある。 

 「認とも」のように、新たに推進員の役割として提示された活動のほか、一つの活動に取

組み、丁寧に振り返ることで推進員活動は常に拡大・発展していく可能性が示唆された。そ

れらをすべて推進員主体で担うことは負担の増大につながる。そのため多くの推進員が活

動・業務の整理や役割分担を望んでいること、市区町村もそれを課題として感じていること
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がわかった。特に 3割の推進員が初期集中支援チーム員を兼任している状況であり、必然的

に活動の整理・統合を図る必要が生じる。 

 北海道千歳市の推進員は医療機関（認知症疾患医療センター）と地域包括支援センターに

１名ずつ配置されており、相互の所属先の強みを生かしながら市全域を担当し、市内全地域

包括支援センターとの連携も強化している。医療機関所属の推進員は認知症初期集中支援

チーム員を兼任しているが、連携体制を整えて業務に当たることで、かえって情報伝達や支

援方針の共有がしやすくなったとのことである。 

 複数の包括に兼務の推進員が配置されている場合も、市内の推進員同士の連絡会により

認知症ケアパスについて検討や作業を分担したり、多職種連携会議を開き、ネットワークを

通じて効率的に活動を進めているところも多い。 

 なお、推進員活動を行政の施策の一環として従来の発想やカタチにとらわれて実施する

と、事業が拡大・増加し続ける中で推進員の負担感が増す一方になることが危惧される。 

事例報告のあった岩手県矢巾町の「わんわんパトロール隊」のように、犬を飼っている人

なら誰もが無理なく参加でき、推進員自身も含め動物好きの人が地域の仲間と出会いなが

ら皆で楽しみながら活動を拡大させている、というような例が各地で生まれてきている。 

個々の推進員の立場・専門性の強みと弱みを生かして活動の整理・統合を図ると同時に、

推進員自身が肩の力を抜いて、自身の生活を大切にし地域の人たちとの出会いやつながり

を楽しみなら、活動のあり方を（認知症の人や住民の目線で）生活や地域に根差したものに

転換していくことも、今後有効な一つの活動のあり方と考えられる。 

なお、今後必要なこととして、担当者、推進員ともに 9割以上が、都道府県規模での研修

会やネットワーク会議等を求めていた。今後は、都道府県が、管内の市区町村の担当者両者

の現状と活動を通じた効果、課題を丁寧に把握しながら、取組みの工夫や得られつつある効

果の共有をはかっていくなど、担当者と推進員とともに研修内容や開催方法について具体

的な工夫を図っていくことが必要である。 

→提案５ 

○各自の立場・専門性の強みと弱みを見極め、活動の整理・統合を図る 

○推進員業務だけでなく、所属組織全体の業務分担を見直すことで、推進員の負担軽減だ

けでなく、所属組織の活性化にもつながる可能性がある 

○推進員が自身の生活や地域とのつながりを大切にしながら気軽に楽しめる活動を展開し

ていくことも一策である。 

○都道府県が、管内市区町村の担当者や推進員とともに、取組みの工夫や効果等の共有を

はかりながら、推進員研修やネットワーク会議等の内容の充実を図る 
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【Ⅶ．報告会の開催】 

本事業の報告会を東京と大阪の 2会場で実施し、参加者は 359 人であった。 

１．開催地・時間 

１）東京会場 平成 29年 3月 10 日（金）13：30～16：30 

フクラシア品川クリスタルスクエア 2F  

２）大阪会場 平成 29年 3月 13 日（月）13：30～16：30 

        TKP 新大阪カンファレンスセンター6F 

２．参加者数と所属内訳 

 行政 推進員 その他  

東京会場 67 人 141 人 22 人 230 人 

大阪会場 43 人 67 人 18 人 128 人 

合計 110 人 208 人 40 人 359 人 

３．内容 

１）調査結果報告 全国調査および聞き取り調査の結果報告 

２）「認知症地域支援推進員の効果的な活動」ポスター発表 

推進員の役割である「支援体制構築」「対応力向上支援」「相談支援」について取組んだ効

果について、平成 28 年度認知症地域支援推進員研修における事例報告者のうち 13 名から

報告いただいた。（各会場で 6名発表、7事例はポスター展示のみ） 

＊ポスターは下記のフォーマットにより作成。巻末資料に参照。 

ページ 内 容 

1 お名前、ご所属、活動事例のタイトル、自治体基礎情報 

2 自治体の認知症施策の全体像および推進員が関わっている事業の抜粋 

3 取組み当初に行った実態把握の方法と見えてきた課題、目指したもの 

4 推進員として取組んできた内容を列記し、今回紹介する取組みを明記 

5～6 取組みを一つ取り上げ、時系列に示す 

7 事業・取組みを進めるにあたり工夫した点、推進員として大事にしてきたこと 

8 事業・取組みに推進員が関わったことによる成果・起きている変化 

9 行った事業や取組みがその後、何にどのようにつながったか 

10 今後の取組み（予定）やさらに強めていきたい点。全国の推進員へメッセージ 

＊4ページの表は、向日市社会福祉協議会 石松友樹氏の平成 28年度推進員研修事例報告資料を参考にした。 
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【参考資料】

参考資料１ 市区町村調査票

参考資料２ 推進員調査票

参考資料３ 調査研究報告会における事例報告一覧
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1 

平成28年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「認知症地域支援・ケア向上事業を活用した認知症の人やその家族への支援体制の推進に関する調査研究事業」

本調査は全国のすべての市区町村を対象としており、認知症施策（特に、認知症地域支援推進員）
をご担当されている行政職の方にご記入をお願いいたします。
ご多忙中と存じますが、下記をお読みいただき、本調査へのご協力をよろしくお願いいたします。 

【本調査の目的】 
 認知症地域支援推進員（以下「推進員」とします）の配置状況、活動実態、活動を通じた効果と課
題を全国的に明らかにし、認知症の人やその家族への支援・支援体制構築を効果的に進めるための推
進員の配置と推進員活動の方策を提示することを目的としています。 

【記入に際してのお願い】 
・特に指定のない限り、平成 28年 9月末時点における状況をお答え下さい。 
ご不明の場合には直近の状況でお答え下さい。 
・数字を記入する欄において、回答が 0（ゼロ）の場合には空欄にせず、「0」とご記入下さい。 
また、（   ）や自由記述欄には、具体的な言葉や数字等をご記入下さい。 
 ＊自由記述をされる場合は、個人情報の保護に十分にご配慮下さいますようお願いします。 

【当センター側の倫理的な配慮について】 
・調査協力は任意であり、ご返送がない場合でも皆様が不利益を被ることはございません。 
・皆様の回答は厳重に保管のうえ、主に統計的に処理し、個人情報が漏えいしたり、個人が特定され
るような扱いや公表は一切いたしません。 

・例外として、好事例として市区町村名を付して公表させていただく場合は、事前に説明をさせてい
ただき、同意が得られた場合にのみ、公表させていただきます。 
・ご記入内容については、認知症介護研究・研修東京センターの「倫理審査委員会」で承認された事
項に基づいて適切に取り扱います。 
・本調査票の返信をもって、本調査協力への同意をいただいたものとさせていただきます。 

ご記入いただいた調査用紙の提出期限と提出方法 
12月 5日（月）までに返信をお願いします。 

以下のいずれかの方法で返信をお願いします。 
①Web サイト上で回答 https://www.cz-wee.com/f/rtokyo.php へアクセスの上、ご回答くだ
さい。IDとパスワードが求められます。メール添付の「回答・提出方法のご説明」でご確認下さい。

②メールで返信：上記サイトから Excel 版調査票をダウンロードしてご回答の上、
調査事務局 r.tokyo@dcnet.gr.jp へご送付ください。

③FAXで提出：PDF版調査票に手書きでご回答の上、03-3334-2156 へ提出してください。
○ 調査実施機関・お問合せ先:調査事務局 
  社会福祉法人浴風会 認知症介護研究・研修東京センター（担当：永田・佐々木・小谷） 
  〒168-0071 東京都杉並区高井戸西 1－12－1 
Tel.：０３－６７４３－２１６５（研修部）Fax：０３－３３３４－２１５６ 
Email：r.tokyo@dcnet.gr.jp  

○ 担当主管 厚生労働省 老健局総務課 認知症施策推進室

「認知症地域支援推進員の配置状況と活動実態・効果等に関する調査」 
調査票【市区町村用】

参考資料 １ 
＜市区町村調査票＞ 
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Ⅰ. 貴市区町村の概要について

１．市区町村の概要についてお知らせ下さい。 
※⑬⑭について、地域にない場合は「０」とご記入下さい。 
★印の欄は平成28年9月末現在（あるいは入手可能な直近の統計）における状況をお答え下さい。 

①都道府県名 1,001件 ②市区町村名

③全国地方公共団体コード 
（ご不明の場合、総務省のHPをご参照下さい。http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html）

④認知症施策の担当部署名 ⑤担当職員数 3.25 名

⑥ご記入者の職種 
１．行政職：54.7% ２．技術職：42.9% 
（認知症施策を担当されての年数3.1 年目）

⑦市区町村の人口★ 87,585.11 人 ⑧面積★ 230.48
⑨６５歳以上人口★ 19,835.28 人
⑩高齢化率★ 27.13％ ⑪日常生活圏域数 4.15 圏域
⑫地域包括支援センター数 3.31 ヶ所 （⑬うち直営 0.75 ヶ所、⑭委託 2.56 ヶ所）

Ⅱ. 貴市区町村における推進員の配置状況と活動環境について
(n＝1,001)  

２．推進員の配置状況について、以下の該当する番号に○をつけ、あわせて推進員数もご記入ください。
１．平成27 年度までに配置し、平成28 年度も同数配置   推進員総数 2.39 名 ：31.8%(318)
２．平成 27 年度までに配置し、平成28 年度増員して配置  推進員総数 6.93 名 ：20.8%(208)
３．平成 27 年度までに配置し、平成28 年度減員して配置  推進員総数 3.58 名 ： 1.9%(19)
４．平成 28 年度初めて配置(予定を含む)          推進員総数 2.07 名 ：19.2%(192)
５．平成 29 年度以降に初めて配置予定 平成29.43 年予定 推進員総数1.92 名(予定)：26.0%(260)
                                       無回答：0.4%(4)

３．市区町村としての推進員の配置の基準について伺います。 
(1)推進員をどのように配置していますか？下記の当てはまるもの 1つに○をつけて下さい。(n＝737)
1. 市区町村全体を担当する推進員を配置 ：70.3%(518)
2. 市区町村全体を担当する推進員と、各日常生活圏域、もしくは各地域包括支援センターごとに推進員を
配置 ：11.7%(86)

3. 市区町村全体を担当する推進員と、複数の日常生活圏域、もしくは複数の地域包括支援センターごとに
推進員を配置 ：1.8%(13)

4. 各日常生活圏域もしくは各地域包括支援センターごとに推進員を配置 ：10.2%(75)
5. 複数の日常生活圏域もしくは複数の地域包括支援センターごとに推進員を配置 ：1.5%(11)
6. その他 ：3.7%(27) 無回答：0.9%(7)
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(2)具体的な配置先と配置形態、雇用形態について伺います。(n＝737)
「A．配置先」の当てはまるもの全てに○をつけて下さい。「４.その他」の場合には、（    ）内に配置
先をご記入下さい。また、「A．配置先」に○がついた場合、「B．配置形態」「C．雇用形態（Ｂの内訳）」も
合わせてお答え下さい（０の場合には「0」とご記入下さい）。 

A．配置先 B. 配置形態（合計人
数）

C. 雇用形態（Ｂの内訳）（合計人数）

1. 市区町村行政（広域組合含む） 
：235 自治体（737 自治体中 31.9%）

1.専任： 60 人 1.常勤： 22 人. ２.非常勤： 38 人
2.兼務： 349 人 1.常勤： 325 人. ２.非常勤： 20 人

2. 直営包括：363 自治体 
（737 自治体中 49.3%）

1.専任： 72 人 1.常勤： 32 人. ２.非常勤： 40 人
2.兼務： 621 人 1.常勤： 562 人. ２.非常勤： 52 人

3. 委託包括：277 自治体 
（737 自治体中 37.6%）

1.専任： 128 人 1.常勤： 116 人. ２.非常勤： 12 人
2.兼務：1,159 人 1.常勤：1,138 人. ２.非常勤： 17 人

4. その他：66 自治体 
（737 自治体中 9.0%）

1.専任： 41 人 1.常勤： 38 人. ２.非常勤： 3人
2.兼務： 176.4 人 1.常勤：164.4 人. ２.非常勤： 7人

無回答：20 自治体（737 自治体中 2.7%）
４．推進員の活動の質や継続性を担保するために、配置において工夫していることがありますか。 
該当するものすべてに○印をつけてください。(n＝737)
１．認知症ケアや地域づくりの実績のある地域の人材を行政として選抜して配置している：30.8%(227)
２．力量のある人材確保や活動の展開のために、包括以外の民間事業者・職員も起用している：9.4%(69)
３．日常生活圏域ごとの特徴に応じた推進員活動を充実させるため圏域ごとに配置している：16.1%(119)
４．推進員が異動した際も活動が継続できるよう一事業所内に複数配置している：20.5%(151)
５．人口規模に応じた配置数を確保できるよう推進員に関する予算の確保や調整に力をいれている 

：19.4%（143）
６．その他：16.1%（119）                          無回答：10.6%(78)

５．認知症等の施策に関する下記のA欄の１ ５の役割の中で、推進員に兼任してもらっている
ものがあれば、全てに○をつけてください。それらに該当する場合は、兼任の理由・目的をB
欄から選択してご記入下さい。(n＝737) 

B 欄：兼任の理由・目的 当てはまる番号をすべて下記欄に記入して下さい
１．行政として地域包括ケアシステムと認知症施策を統合的に運営/推進するため 
２．サービス内容の充実や連携の効率化をはかるため 
３．人材不足で、やむをえなく兼任してもらわざるをえないため 
４．予算を統合的に活用して、人材確保をはかるため 
５．その他（ ）

A.兼任している役割 Ｂ.兼任の理由・目的
１．認知症初期集中支援チームのチーム員：
38.9%（287）

１：68.3%(196) ２：55.7%(160) ３：37.3%(107)
４：11.8%(34) ５： 4.2%(12) 無回答：0.7%(2)

２．若年性認知症支援コーディネーター：
1.4%（10）

１：50.0%(5) ２：80.0%(8) ３：20.0%(2)
４：10.0%(1) ５： 0.0%(0) 無回答：0.0%(0)

３．認知症介護指導者：2.3%（17） １：76.5%(13) ２：47.1%(8) ３：29.4%(5)
４：17.6%(3) ５： 5.9%(1) 無回答：0.0%(0)

４．生活支援コーディネーター 
（地域支え合い推進員）：6.6%（49）

１：57.1%(28) ２：40.8%(20) ３：55.1%(27)
４：16.3%(8) ５： 6.1%(3) 無回答：0.0%(0)

５．その他：23.6%（174） １：55.2%(96) ２：37.4%(65) ３：47.7%(83)
４：19.0%(33) ５： 6.3%(11) 無回答：1.1%(2)
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６．特になし：31.6%（233） 
無回答：7.5%（55）

６．市区町村における推進員の活動環境について伺います。(n＝737)
１．貴市区町村において、推進員活動を進めていくための話
しあいが、担当者と推進員との間で定期的及び随時なさ
れていますか。 

１．十分に話し合えている：38.3%
２. 話し合えてはいるが、十分とはいえない：
46.5%
３．ほとんど話し合えていない：10.9% 
無回答：4.3%

２．貴市区町村が目指す認知症施策の目標及び課題につい
て、担当部署と推進員とで共通認識ができていますか。

１．共通認識ができている：64.5%
２．共通認識ができているとは言えない：25.1%
３．わからない：7.2% 無回答：3.3%

３．貴市区町村における推進員の役割について、担当部署と
推進員とで共通認識ができていますか。 

１．共通認識ができている：60.2%
２．共通認識ができているとは言えない：29.9%
３．わからない：6.6%   無回答：3.3%

４．貴市区町村において、推進員が地域で活動しやすいよう
に推進員の役割・活動内容の周知や地域の関係者との連
携の調整等をしていますか。 

１．十分にしている：15.6%
２．しているが、十分ではない：57.0%
３. していない：21.3%
４．わからない：2.8% 無回答：3.3%

５．貴市区町村の担当者と推進員は、市区町村の目標と課題
に基づき推進員活動の計画を作っていますか。 

１．一緒に計画づくりをしている：35.8%
２．推進員だけで行っている：5.3%
３．行政担当者だけで行っている：6.6%
４．特に計画は立ててない：49.0%
無回答：3.3%

６．貴市区町村では、推進員が職場で活動しやすいように推
進員が所属する職場の上司や同僚への説明や調整等を
していますか。 

１．十分にしている：34.1%
２．しているが、十分ではない：37.4%
３．していない：24.7%   無回答：3.8%
◆１，２と回答された方に伺います(n=527)
文書での取り決めがありますか 
１．ある：17.3% 
２．ない：61.3% 
３．わからない：2.5% 無回答：19.0%

７．貴市区町村及び推進員は推進員活動も含め推進員事業の
見直しや改善を行うために、ともに評価を行っています
か。 

１．十分にしている：9.2%
２．しているが、十分ではない：36.5%
３．していない：50.6%   無回答：3.7%

８．貴市区町村の担当者は、施策や取組の企画立案や予算要
求の段階で、推進員のアイディアや意見を聞くようにし
ていますか。 

１．十分にしている：40.8%
２．しているが、十分ではない：43.0%
３．していない：12.2%   無回答：3.9%

９．推進員としてのスキルアップや推進員同士のネットワー
クづくりのための研修や会議等の機会がありますか？  

１．十分にある：20.6%
２．あるが、十分ではない：42.6%
３．ない：32.3%      無回答：4.5%
◆１，２と回答された方に伺います(n=466)
その機会は誰が主催していますか(複数選択可) 
１．市区町村：29.6%
２．都道府県：68.5%
３．推進員同士：19.5%
４．その他：8.2% 無回答：6.7%

１０．推進員として活動していく上での課題や悩み等につい
て、推進員の相談を受ける人がいますか。 

１．十分にいる：28.9%
２．いるが、十分ではない：50.9%
３．いない：8.1%
４．把握していない：7.6%  無回答：4.5%
◆１，２と回答された方に伺います(n=588)
その人はどの立場の人ですか(複数選択可) 
１．市区町村：67.7%
２．都道府県：11.1%
３．推進員同士：37.6%
４．自職場：40.1%
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５．その他： 3.9% 無回答：10.4%
上記以外で、推進員が活動しやすい環境について、気づきや意見がありましたら、ご自由にお書き下さい。

Ⅲ．推進員のこれまでの活動の内容と効果について 
７．事業・取組等について、推進員としてのこれまでの活動内容と活動したことでの効果を伺い
ます。(n＝737)
１）下記Aの事業・取組1~25 のそれぞれについて、推進員の活動内容として該当するものをＢ欄から、 
また、活動効果として該当するものをC欄から選んで、それぞれご記入ください。 
 ＊推進員が複数配置されている場合は、推進員全体の状況についてご記入願います。 

＜ B.活動内容 ＞ あてはまる番号すべてを選んで下記の B欄にご記入下さい。
1.企画立案をしている   2.会議等に参加している 3.実務者に助言している 4.実務を担っている  
5.関係者をつないでいる 6.他の事業とつないでいる 7．関わっていない ８.市区町村が事業をやっていない

＜ C.活動による効果 ＞ 当てはまる番号すべて選んで下記の C欄に記入して下さい。
1．量（開催数・対象数・関係者数等）が増加した 2．内容が充実した 3．事業関係者のつながりが拡充した 
4．他の事業との連動が生まれた 5．これらの効果はみられていない 6．この活動はしていない

Ａ．事業・取組等 B．活動内容 C．活動による効果
1. 認知症に関する啓発活動の実施 １：56.3%  ２：40.8% 

３：19.5%  ４：68.7% 
５：36.2%  ６：28.1%
７： 3.3%  ８： 1.5% 
無回答：6.0%

１：37.0%  ２：45.5% 
３：44.8%  ４：25.6% 
５： 7.5%  ６： 3.7%
無回答：7.6%

2. 認知症サポーターの養成 １：51.8%  ２：30.0% 
３：24.7%  ４：66.6% 
５：33.5%  ６：19.9%
７： 5.2%  ８： 1.4% 
無回答：5.7%

１：54.0%  ２：43.6% 
３：38.9%  ４：22.9% 
５： 6.1%  ６： 6.0%
無回答：6.5%

3. 認知症サポーターのステップアップ講座やキ
ャラバンメイト連絡会の開催 

１：32.7%  ２：28.9% 
３：13.7%  ４：31.5% 
５：19.9%  ６： 8.8%
７：11.0%  ８：28.9% 
無回答：6.4%

１：16.0%  ２：28.6% 
３：27.1%  ４：13.4% 
５： 6.0%  ６：37.9%
無回答：9.6%

4. 認知症初期集中支援チームの設置・
運営 

１：28.4%  ２：34.6% 
３：12.3%  ４：29.7% 
５：20.6%  ６：11.3%
７： 7.6%  ８：28.8% 
無回答：6.4%

１：12.3%  ２：22.4% 
３：29.3%  ４：15.5% 
５：10.6%  ６：36.0%
無回答：10.4%

5. 認知症ケアパスの作成・普及 １：46.0%  ２：34.2% 
３：15.7%  ４：47.8% 
５：19.8%  ６：13.8%
７： 5.7%  ８：12.8% 
無回答：6.0%

１：14.9%  ２：39.5% 
３：27.3%  ４：17.0% 
５：17.5%  ６：17.6%
無回答：9.2%

6. 認知症多職種協働研修（例：認知症
ライフサポート研修）の開催 

１：15.5%  ２：18.2% 
３： 5.7%  ４：13.2% 
５：10.2%  ６： 5.7%
７： 9.6% ８：54.0%

１： 7.3%  ２：13.0% 
３：21.2%  ４： 9.2% 
５： 3.0%  ６：58.3%
無回答：12.1%
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無回答：7.3% 

7. 若年性認知症の人とその家族に対す
る支援 ★→下の２）もご覧下さい。

１： 8.5%  ２：11.1% 
３： 8.3%  ４：20.9% 
５：17.9%  ６： 9.2%
７：14.8%  ８：40.6% 
無回答：7.6%

１： 5.8%  ２：11.4% 
３：17.5%  ４： 9.5% 
５：11.9%  ６：49.4%
無回答：12.1%

8. 認知症カフェ等の開催 １：33.9%  ２：27.4% 
３：25.2%  ４：33.2% 
５：34.6%  ６：16.4%
７： 5.4%  ８：22.1% 
無回答：6.6%

１：28.4%  ２：33.6% 
３：41.1%  ４：18.6% 
５： 5.7%  ６：25.5%
無回答：9.6%

9. 認知症に関する介護者教室の開催 １：17.2%  ２：11.5% 
３： 9.9%  ４：21.7% 
５：13.7%  ６：11.5%
７：15.6%  ８：37.3% 
無回答：7.1%

１： 9.4%  ２：19.3% 
３：18.0%  ４：11.3% 
５： 5.7%  ６：47.4%
無回答：11.9%

10. 家族交流会の開催 １：20.5%  ２：19.4% 
３：13.7%  ４：26.2% 
５：18.7%  ６：11.1%
７：14.5%  ８：28.6% 
無回答：6.9%

１：11.3%  ２：26.2% 
３：21.0%  ４：14.4% 
５： 8.0%  ６：36.8%
無回答：11.4%

11. 認知症予防・発症遅延等の実施 １：28.9%  ２：15.1% 
３：13.2%  ４：43.3% 
５：18.0%  ６：21.0%
７：16.7%  ８：11.7% 
無回答：7.1%

１：19.8%  ２：35.0% 
３：20.9%  ４：19.8% 
５： 9.8%  ６：24.6%
無回答：10.4%

12. 認知症に関する相談会の開催 １：20.1%  ２： 9.9% 
３： 9.2%  ４：31.5% 
５：16.1%  ６：11.3%
７：10.6%  ８：36.8% 
無回答：7.1%

１：14.5%  ２：18.3% 
３：20.9%  ４：14.4% 
５： 7.1%  ６：42.3%
無回答：11.9%

13. 地域全体における日頃からの見守り
やネットワークの推進 

１：22.7%  ２：33.2% 
３：17.5%  ４：34.3% 
５：34.3%  ６：19.0%
７：12.3%  ８： 5.0% 
無回答：7.3%

１：16.4%  ２：28.4% 
３：46.0%  ４：20.4% 
５：10.3%  ６：15.3%
無回答：10.0%

14. 行方不明発生時の地域ぐるみの対策
や SOSネットワーク等の推進 

１：20.5%  ２：29.0% 
３：14.4%  ４：33.8% 
５：31.2%  ６：15.3%
７：14.2%  ８：12.5% 
無回答：6.1%

１：16.0%  ２：24.3% 
３：38.8%  ４：19.0% 
５：11.8%  ６：24.0%
無回答：9.1%

15. 成年後見制度の活用や虐待防止等、
権利擁護関係の推進 

１：12.1%  ２：25.6% 
３：14.4%  ４：31.8% 
５：30.5%  ６：14.1%
７：24.4%  ８： 1.6% 
無回答：6.4%

１： 8.7%  ２：21.4% 
３：36.9%  ４：16.1% 
５：14.0%  ６：22.4%
無回答：10.2%

16. 地域ケア会議（事例検討）の開催 １：23.3%  ２：58.6% 
３：22.4%  ４：34.9% 
５：23.2%  ６：12.3%
７：13.4% ８： 3.0%

１：16.7%  ２：35.4% 
３：49.9%  ４：19.8% 
５： 6.6%  ６：14.5%
無回答：9.4%
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無回答：5.8% 

17．認知症疾患医療センターの専門医等
による、病院・施設等における「困難事
例の検討及び個別支援」に関するバック
アップ 

１： 5.3%  ２：21.0% 
３： 7.1%  ４：14.1% 
５：16.3%  ６： 6.9%
７：24.8%  ８：32.2% 
無回答：7.2%

１： 5.6%  ２：13.2% 
３：24.3%  ４： 9.2% 
５： 6.4%  ６：48.8%
無回答：13.6%

18．地域ケア会議（地域づくり）の開催 １：18.3%  ２：47.8% 
３：15.2%  ４：26.9% 
５：20.4%  ６：10.9%
７：18.2%  ８： 9.4% 
無回答：7.2%

１：11.4%  ２：25.8% 
３：41.9%  ４：18.3% 
５： 8.0%  ６：24.4%
無回答：11.1%

19．地域の多様な資源に出向き、地域づ
くりを共に進める仲間づくり 

１：13.0%  ２：23.7% 
３：12.6%  ４：27.3% 
５：22.8%  ６：15.1%
７：23.7%  ８：10.6% 
無回答：6.9%

１：11.4%  ２：19.0% 
３：35.8%  ４：20.1% 
５： 8.3%  ６：29.6%
無回答：11.1%

20．認知症の人が認知症の容態に応じて
必要な医療や介護等のサービスを受けら
れるよう関係機関との連携体制の構築 

１：17.2%  ２：28.8% 
３：12.8%  ４：46.7% 
５：34.9%  ６：16.8%
７：10.7%  ８： 7.5% 
無回答：6.2%

１：12.1%  ２：25.9% 
３：53.1%  ４：19.0% 
５： 8.1%  ６：14.9%
無回答：9.9%

21．地域のリーダー役になる人材/チー
ムの育成やそれらの活動支援 

１：11.7%  ２：12.2% 
３： 8.4%  ４：15.3% 
５：14.8%  ６： 7.3%
７：33.0%  ８：28.0% 
無回答：7.1%

１： 8.4%  ２：15.1% 
３：16.1%  ４：11.0% 
５： 6.6%  ６：52.4%
無回答：12.9%

22．地域の多様な人が一緒に活動する機会
作り(アクションミーティング等)

１： 8.3%  ２：12.5% 
３： 5.2%  ４： 9.4% 
５： 9.6%  ６： 5.3%
７：28.0%  ８：40.3% 
無回答：8.0%

１： 5.3%  ２： 9.2% 
３：15.1%  ４： 7.3% 
５： 5.0%  ６：60.2%
無回答：14.7%

23．認知症の本人同士が集まり話し合い
や活動をする機会づくり 

１：11.9%  ２： 9.1% 
３： 8.0%  ４：13.6% 
５：11.5%  ６： 7.7%
７：15.7%  ８：47.6% 
無回答：7.5%

１： 8.4%  ２：12.3% 
３：13.7%  ４： 6.8% 
５： 5.0%  ６：56.7%
無回答：13.7%

24．メディアを活用した、推進員や地域
の取組等の広報活動 

１：15.1%  ２： 6.2% 
３： 6.2%  ４：20.1% 
５： 6.9%  ６： 4.7%
７：21.7%  ８：39.9% 
無回答：7.5%

１： 9.2%  ２：15.5% 
３：11.8%  ４： 5.8% 
５： 7.6%  ６：54.1%
無回答：12.8%

25．その他 １： 1.6%  ２： 1.5% 
３： 1.4%  ４： 2.4% 
５： 1.5%  ６： 0.8%
７： 2.6%  ８：12.1% 
無回答：82.9%

１： 1.2%  ２： 1.8% 
３： 1.9%  ４： 0.9% 
５： 0.7%  ６：14.1%
無回答：82.9%

★２）上記 7で、推進員と若年性認知症支援コーディネーターが協働した例がありましたら、下欄にご記入下さい。
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８．これまで推進員が活動してきたことを通じて、以下のような変化が見られていますか。 
(n＝737)

１）以下の「生じている変化」に関して、下欄の該当する番号をすべて選んで記入して下さい(複数選択可)。  
１．担当者として実感している ２．関係者との話し合いや会議等で増えている事実が確認されている
３．増えていることが数(調査や統計)で確認されている  
４．増えているとはいえない ５．把握していない ６．該当するケースがない

生じている変化の内容 変化の状況
(1)初期に相談に来る人が増えてきた。 １：25.5%  ２：15.2% 

３： 6.0%  ４：32.3% 
５：25.5%  ６： 2.0%
無回答：6.2%

(2)初期に診断を受ける人が増えてきた。 １：17.5%  ２：12.8% 
３： 2.4%  ４：25.6% 
５：41.4%  ６： 2.2%
無回答：6.1%

(3)初期に介護サービスなど、必要な支援につながる人が増えてきた。 １：24.4%  ２：15.3% 
３： 3.8%  ４：26.5% 
５：32.3%  ６： 2.0%
無回答：6.5%

(4)診断後にその後のよりよい暮らしや支援について、本人・家族と医療と介護・
支援関係者が、一緒に話し合う機会が増えてきた。 

１：25.1%  ２：19.8% 
３： 2.7%  ４：23.2% 
５：29.0%  ６： 3.5%
無回答：6.9%

(5)診断後、地域の人に認知症を公表(カミングアウト)する本人・家族が増えて
きた。 

１： 9.1%  ２： 5.2% 
３： 0.5%  ４：24.8% 
５：53.7%  ６： 3.8%
無回答：7.1%

(6)認知症の人や家族を、地域住民が見守ったり、支えるケースが増えてきた。 １：33.0%  ２：25.0% 
３： 3.0%  ４：17.2% 
５：25.1%  ６： 1.5%
無回答：6.6%

(7)認知症の人や家族を、地域で働く人たち（商店や金融機関、交通機関等）が
見守ったり、 
支えるケースが増えてきた。 

１：35.0%  ２：21.7% 
３： 5.6%  ４：18.2% 
５：23.1%  ６： 2.2%
無回答：6.0%

(8)行方不明者が出た際、スムーズに対応できるケースが増えてきた。 １：19.1%  ２：11.0% 
３： 2.4%  ４：28.9% 
５：23.5%  ６：13.7%
無回答：7.5%

(9)認知症の人が、働ける場が増えてきた。 １： 0.1%  ２： 0.3% 
３： 0.1%  ４：23.2% 
５：56.6%  ６：15.2%
無回答：6.6%

(10)認知症の人の居場所や社会参加の場所が増えてきた。 １：19.5%  ２：12.1% 
３： 8.4%  ４：30.5% 
５：28.9%  ６： 3.3%
無回答：6.8%
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(11)BPSD が増悪した場合に、医療と介護・支援関係者が協働して支援し、状況
が改善して 
地域で暮らし続けられるケースが増えてきた。 

１：10.7%  ２： 9.1% 
３： 1.5%  ４：32.7% 
５：40.2%  ６： 4.1%
無回答：6.9%

(12)認知症の人が入院した場合、在宅に戻れるケースが増えてきた。 １： 4.2%  ２： 4.3% 
３： 0.1%  ４：32.3% 
５：53.3%  ６： 2.7%
無回答： 6.6%

(13) 認知症の人が在宅や地域密着型サービス事業所で、医療や介護等の支援を
受けながら 

安らかな最期を迎えるケースが増えてきた。 

１： 3.5%  ２： 5.0% 
３： 0.4%  ４：23.2% 
５：58.6%  ６： 5.0%
無回答： 6.8%

(14)地域や医療・介護等、関係機関からの情報提供が増えてきた。 １：49.4%  ２：22.9% 
３： 4.9%  ４：14.0% 
５：15.3%  ６： 0.9%
無回答：6.0%

２）上記以外でも、推進員を通じて変化した点がありましたらご記入下さい。 
   ＊どんな些細なことでも結構です。具体的にご紹介下さい。 
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Ⅳ．課題と今後について

９．あなたは以下について課題と感じていますか。（○は１つ）(n=737 数字は％)
１ 

とても感

じている 

２ 

感じて 

いる

３ 

あまり感じ

ていない 

４ 

全く感じ

ていない 

無回答 

1. 推進員は業務量が多く、推進員としての活動に十分な時間が取れない 23.3 51.2 19.7 1.2 4.6 

2. 行政担当者は業務量が多く、推進員事業に十分な時間が取れない 40.7 45.0 8.8 1.1 4.3 

3. 推進員の所属機関における推進員活動に対する理解・協力が得られに
くい

2.4 18.0 59.7 15.6 4.2 

4. 認知症の人や家族のニーズが把握できていない 10.3 51.3 32.3 1.9 4.2 

5. 地域住民の認知症に対する理解・協力が得られにくい 6.5 56.6 32.2 0.5 4.2 

6. 家族の認知症に対する理解・協力が得られにくい 4.9 63.9 26.5 0.3 4.5 

7. 管轄の地区が広すぎる 13.2 28.9 46.9 6.9 4.1 

8. 専門医療機関が近くにない 21.8 27.1 35.0 11.9 4.1 

9. 認知症に関する専門人材が不足 25.1 46.8 21.8 1.9 4.3 

10. 11.その他、課題と感じていることがあれば、お知らせ下さい（自由記載）

10．貴市区町村において推進員の取組を進めていく上でのやりがいと今後について伺います。 
（〇は１つ）(n=737)

１）推進員の取組を進めていく上での市区町村の担当者としてのやりがい 
 １．非常にある：14.9%（110） ２．ある：51.4%（379） ３．どちらともいえない：24.3%（179） 
 ４．あまりない： 1.8%（13） ５．わからない：2.4%(18)  無回答：5.2%（38）

 ２）今後の推進員との協働について 
 １．積極的に取組んでいきたい：45.6%（336）  ２．取組んでいきたい：45.0%（332） 
 ３．取組むことは難しい   ：1.2%（9）  ４．わからない：2.8%（21）  無回答：5.3%（39）

11．推進員活動を推進していく上で、必要と思われることをお知らせ下さい。（○は１つ）。 
(n=737 数字は％)

１ 

とても 

必要

２ 

必要 

３ 

あまり 

必要でない

４ 

全く 

必要ない

無回答 

1. 全国規模で行う推進員研修会（初任者、フォローアップ含む） 11.7 45.3 35.8 3.1 4.1 

2. 都道府県規模で行う推進員研修会（初任者、フォローアップ含む） 45.6 47.5 2.8 0.1 3.9 

3. 全国規模の推進員同士のネットワーク会議 6.2 42.6 43.8 3.4 3.9 

4. 都道府県規模の推進員向けのネットワーク会議 39.6 50.2 6.0 0.1 4.1 

5. 市区町村における推進員の配置の促進（複数配置にするなど） 27.0 53.2 14.8 0.9 4.1 

6. 関係機関への推進員の役割や活動内容の PR 36.8 54.4 5.2 0.0 3.7 

7. スーパーバイズが受けられる体制の整備 45.7 45.6 4.3 0.1 4.2 

8. 市区町村担当者と推進員とのコミュニケーションの機会 42.1 49.3 3.5 0.9 4.2 

1２．その他、推進員活動や認知症施策を推進する上で、日頃感じていることを自由にご記入下さい。

以上で質問は終了です。 
ご多用の中、ご協力いただき、本当にありがとうございました。
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平成 28年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「認知症地域支援・ケア向上事業を活用した認知症の人やその家族への支援体制の推進に関する調査研究事業」

本調査は平成 28年９月末時点で認知症地域支援推進員として配置されていた全ての方を調査対
象とさせていただいております。市区町村に複数配置の場合、各自別個にご記入をお願いします。 
ご多忙中と存じますが、下記をお読みいただき、本調査へのご協力をよろしくお願いいたします。 

【本調査の目的】 
 認知症地域支援推進員（以下「推進員」とします）の配置状況、活動実態、活動を通じた効果と
課題を全国的に明らかにし、認知症の人やその家族への支援・支援体制構築を効果的に進めるため
の推進員の配置と推進員活動の方策を提示することを目的としています。 

【記入に際してのお願い】 
・特に指定のない限り、平成 28年 9月末時点における状況をお答え下さい。 
ご不明の場合には直近の状況でお答え下さい。 
・数字を記入する欄において、回答が 0（ゼロ）の場合には空欄にせず、「0」とご記入下さい。 
また、（   ）や自由記述欄には、具体的な言葉や数字等をご記入下さい。 
 ＊自由記述をされる場合は、個人情報の保護に十分にご配慮下さいますようお願いします。 

【当センター側の倫理的な配慮について】 
・調査協力は任意であり、ご返送がない場合でも皆様が不利益を被ることはございません。 
・皆様の回答は厳重に保管のうえ、主に統計的に処理し、個人情報が漏えいしたり、個人が特定さ
れるような扱いや公表は一切いたしません。 

・例外として、好事例として自治体名を付して公表させていただく場合は、事前に説明をさせてい
ただき、同意が得られた場合にのみ、公表させていただきます。 
・ご記入内容については、認知症介護研究・研修東京センターの「倫理審査委員会」で承認された
事項に基づいて適切に取り扱います。 
・本調査票の返信をもって、本調査協力への同意をいただいたものとさせていただきます。 

ご記入いただいた調査用紙の提出期限と提出方法 
12月 5日（月）までに返信をお願いします。 

以下のいずれかの方法で返信をお願いします。 
①Webサイト上で回答 https://www.cz-wee.com/f/rtokyo.php へアクセスの上、ご回答くだ
さい。ID とパスワードが求められます。メール添付の「回答・提出方法のご説明」でご確認下さい。

②メールで返信：上記サイトから Excel 版調査票をダウンロードしてご回答の上、
調査事務局 r.tokyo@dcnet.gr.jp へご送付ください。

③FAXで提出：PDF版調査票に手書きでご回答の上、03-3334-2156 へ提出してください。
○ 調査実施機関・お問合せ先:調査事務局 

  社会福祉法人浴風会 認知症介護研究・研修東京センター（担当：永田・佐々木・小谷） 
  〒168-0071 東京都杉並区高井戸西 1－12－1 
Tel.：０３－６７４３－２１６５（研修部）Fax：０３－３３３４－２１５６ 
Email：r.tokyo@dcnet.gr.jp  

○ 担当主管 厚生労働省 老健局総務課 認知症施策推進室

「認知症地域支援推進員の配置状況と活動実態・効果等に関する調査」 
調査票【推進員用】

参考資料 ２ 
＜推進員調査票＞ 
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Ⅰ．ご回答者について

１．まず、あなたご自身について伺います。              （n=1,648）
1. 都道府県・市区町村
（人口等は、H28 年 9 月末現
在（あるいは入手可能な直近の
統計）における状況をご回答下
さい） 

1.（ 都・道・府・県）2.（ 市・区・町・村）
3．全国地方公共団体コード （                  ） 

ご 不 明 の 場 合 、 下 記 の 総 務 省 の HP を ご 参 照 下 さ い 。
http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html） 

４．市区町村の高齢者人口：44214.22 人（高齢化率：24.71％） 
５．圏域を担当している方のみに伺います 

圏域の高齢者人口 人（高齢化率 ％）
2. 性別 1. 男：296 人（18.0％） 2. 女：1,339 人（81.3％）
3. 年齢 1. 20 29 歳：5.8％(96) 2.30 39 歳：27.6％(455)

3. 40 49 歳：34.4%(567) 4. 50 59 歳：23.7%(390) 
5. 60 69 歳：8.0%(132) 6.70 歳以上：0.0%(0) 

無回答：0.5%(8)
4. ご所属先（○は 1つ） １．市区町村行政：13.9%(229)

２．直営の地域包括支援ｾﾝﾀｰ：27.4%(452)
３．委託の地域包括支援ｾﾝﾀｰ：53.2%(876)  
４．認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ：0.3%(5)  
５．その他：4.4%(73) 無回答：0.8%(13)

5. 保有資格
（該当するもの全てに○） 

１．医師：0.0%(0) ２．歯科医師：0.0%(0)
３．薬剤師：0.1%(1) ４．保健師：27.9%(460)
５．看護師：36.5%(601) ６．作業療法士：1.1%(18) 
７．歯科衛生士：1.0%(16) ８．精神保健福祉士：9.3%(153)
９．社会福祉士：36.1%(595) １０．介護福祉士：25.7%(423)
１１．介護支援専門員：48.1%(793)
１２．主任介護支援専門員：24.1%(397) 
１３．その他：5.0%(82) 無回答：0.6%(10)

６．医療介護福祉分野での経験年数 15.87 年目
７．推進員として配置された年月 平成27.23 年 月
８．認知症地域支援推進員研修の受講 １．受講あり：90.4%(1489)

２．受講なし：8.5%（140） 無回答：1.2%(19)

Ⅱ．推進員としての配置状況と活動環境について

２．推進員としての配置・勤務形態について伺います。（n=1,648）
１．推進員としての配置形態 １．専任：16.7%(276) ２．兼務：82.3%(1356)

無回答：1.0%(16)
兼務している他の業務 １．主任介護支援専門員：19.1%(259)

２．保健師：32.0%(434) ３．社会福祉士：28.1%(381) 
４．その他：27.8%(377) 無回答：0.9%(12)

２．勤務形態 １．常勤：89.2%(1470) ２．非常勤：9.8%(162)
無回答：1.0%(16)

３．業務全体のうち、推進員として
活動している時間はおおよそど
のくらいの割合ですか。

約 34.79％（1609）（例：専任の方なら100％）

４．認知症等の施策に関する右欄の
役割も担っていますか。 
（当てはまるもの全てに○） 

１．認知症初期集中支援チーム：33.2%(547)
２．若年性認知症支援コーディネーター：0.6%(10)
３．認知症介護指導者：1.6%(26)
４．生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）：6.1%(101)
５．その他：13.8（227） 
６．上記を担っていない：50.6%(834) 無回答：3.9%(30)
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３．市区町村における推進員の活動環境について伺います。（n=1,648）
１．活動を進めていくための話しあいが、あなたと市
区町村の担当との間で定期的及び随時なされてい
ますか。 

１．十分に話し合えている：37.0%
２. 話し合えてはいるが、十分とはいえない：49.7%
３．ほとんど話し合えていない：12.6%
無回答：0.7%

２．市区町村が目指す認知症施策の目標及び課題につ
いて、あなたと市区町村の担当部署とで共通認識
ができていますか。 

１．共通認識ができている：58.9%
２．共通認識ができているとは言えない：30.2%
３．わからない：10.5% 無回答：0.4%

３．市区町村における推進員の役割について、あなた
と市区町村の担当部署とで共通認識ができていま
すか。 

１．共通認識ができている：56.1%
２．共通認識ができているとは言えない：31.4%
３．わからない：11.9% 無回答：0.5%

４．市区町村は、あなたが地域で活動しやすいように
推進員の役割・活動内容の周知や地域の関係者と
の連携の調整等をしていますか。 

１．十分にしている：25.5%
２．しているが、十分ではない：47.4%
３. していない：14.3%
４．わからない：12.3% 無回答：0.5%

５．市区町村担当者とあなたは、市区町村の目標と課
題に基づき推進員活動の計画を作っていますか。 

１．一緒に計画づくりをしている：41.8%
２．推進員だけで行っている：7.9%
３．行政担当者だけで行っている：12.4%
４．特に計画は立ててない：36.6% 
無回答：1.3%

６．市区町村は、あなたが職場で活動しやすいように
あなたが所属する職場の上司や同僚への説明や調
整等をしていますか。 

１．十分にしている：34.6%
２．しているが、十分ではない：45.1%
３．まったくしていない：18.9% 無回答：1.5%
◆１，２と回答された方に伺います 
文書での取り決めがありますか 
 １．ある：19.0%２．ない：44.4% 
３．わからない：21.1% 無回答：15.5%

７．市区町村及びあなたが、推進員活動も含め推進員
事業の見直しや改善を行うために、ともに評価を
行っていますか。 

１．十分にしている：14.1%
２．しているが、十分ではない：37.7%
３．していない：47.1%  無回答：1.1%

８．市区町村の担当者は、施策や取組の企画立案や予
算要求の段階で、あなたのアイディアや意見を聞
くようにしていますか。 

１．十分にしている：39.9%
２．しているが、十分ではない：37.8%
３．していない：21.1%
無回答：1.3%

９．推進員としてのスキルアップや推進員同士のネッ
トワークづくりのための研修や会議等の機会があ
りますか？  

１．十分にある：27.8%
２．あるが、十分ではない：44.1%
３．ない：26.6%  無回答：1.5%
◆１，２と回答された方に伺います 
その機会は誰が主催していますか(複数選択可) 
１．市区町村：50.5% ２．都道府県：45.6%
３．推進員同士：21.9%
４．その他：5.7% 無回答：8.5%

10．推進員として活動していく上での課題や悩み等に
ついて、相談を受けてくれる人がいますか。 

１．十分にいる：38.2%
２．いるが、十分ではない：48.2%
３．いない：11.0% 無回答：2.5%
◆１，２と回答された方に伺います 
その人はどの立場の人ですか(複数選択可) 
１．市区町村：56.2% ２．都道府県：4.9%
３．推進員同士：54.8% ４．自職場：52.0%
５．その他：3.7% 無回答：6.6%

上記以外で、推進員が活動しやすい環境について、気づきや意見がありましたら、ご自由にお書き下さい。
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Ⅲ．認知症地域支援推進員としてのこれまでの活動の内容と効果について 

４.事業・取組等について、推進員としてのこれまでの活動内容と活動したことでの効果を伺います。 
１）下記Aの事業・取組1~25 のそれぞれについて、あなたの活動内容として該当するものをＢ欄から、 
また、活動効果として該当するものをC欄から選んで、それぞれご記入ください。（n=1,648）

＜ B.活動内容 ＞ あてはまる番号すべてを選んで下記の B欄にご記入下さい。
1.企画立案をしている   2.会議等に参加している 3.実務者に助言している 4.実務を担っている  
5.関係者をつないでいる 6.他の事業とつないでいる 7．関わっていない ８.市区町村が事業をやっていない

＜ C.活動による効果 ＞ 当てはまる番号すべて選んで下記の C欄に記入して下さい。
1．量（開催数・対象数・関係者数等）が増加した 2．内容が充実した 3．事業関係者のつながりが拡充した 
4．他の事業との連動が生まれた 5．これらの効果はみられていない 6．この活動はしていない

Ａ．事業・取組等 B．活動内容 C．活動による効果
1. 認知症に関する啓発活動の実施 １：43.3%  ２：48.6% 

３：14.3%  ４：61.6% 
５：30.6%  ６：22.8%
７： 7.4%  ８： 0.8% 
無回答：1.3%

１：38.7%  ２：36.6% 
３：44.5%  ４：25.4% 
５：10.0%  ６： 7.3%
無回答：2.9%

2. 認知症サポーターの養成 １：45.7%  ２：29.8% 
３：16.6%  ４：64.7% 
５：27.5%  ６：14.7%
７：10.9%  ８： 0.4% 
無回答：1.0%

１：52.1%  ２：38.3% 
３：35.7%  ４：22.2% 
５： 6.9%  ６：10.3%
無回答：2.7%

3. 認知症サポーターのステップアップ講座やキャラ
バンメイト連絡会の開催 

１：20.9%  ２：31.4% 
３： 8.3%  ４：22.0% 
５：13.2%  ６： 6.7%
７：29.8%  ８：18.0% 
無回答：1.9%

１：14.1%  ２：20.6% 
３：24.8%  ４：10.5% 
５： 7.1%  ６：46.4%
無回答：4.1%

4. 認知症初期集中支援チームの設置・運営 １：16.0%  ２：38.7% 
３： 8.3%  ４：21.3% 
５：14.6%  ６： 7.6%
７：25.5%  ８：18.8% 
無回答：2.2%

１：12.6%  ２：16.4% 
３：27.4%  ４：12.4% 
５：11.5%  ６：43.9%
無回答：5.2%

5. 認知症ケアパスの作成・普及 １：29.1%  ２：37.9% 
３：10.1%  ４：36.7% 
５：14.7%  ６： 9.2%
７：19.5%  ８： 7.2% 
無回答：1.9%

１：13.3%  ２：32.8% 
３：23.8%  ４：15.4% 
５：18.8%  ６：24.3%
無回答：4.3%

6. 認知症多職種協働研修（例：認知症ライ
フサポート研修）の開催 

１： 8.6%  ２：18.6% 
３： 3.1%  ４： 9.1% 
５： 7.0%  ６： 4.3%
７：42.9%  ８：30.4% 
無回答：2.5%

１： 5.8%  ２： 9.7% 
３：17.7%  ４： 6.7% 
５： 3.5%  ６：67.6%
無回答：6.1%

7. 若年性認知症の人とその家族に対する
支援 ★→下の２）もご覧下さい。

１： 3.6%  ２： 9.3% 
３： 4.2%  ４：13.7% 
５：13.8%  ６： 6.3%
７：41.8%  ８：25.2% 
無回答：2.4%

１： 4.1%  ２： 6.3% 
３：14.4%  ４： 7.1% 
５：10.3%  ６：63.0%
無回答：5.8%

8. 認知症カフェ等の開催 １：32.6% ２：31.0% １：29.5% ２：29.1%
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３：19.8%  ４：31.9% 
５：30.9%  ６：14.9%
７：18.4%  ８：12.6% 
無回答：1.8%

３：40.7%  ４：20.6% 
５： 6.4%  ６：29.5%
無回答：4.1%

9. 認知症に関する介護者教室の開催 １：15.4%  ２：13.0% 
３： 7.5%  ４：19.4% 
５：13.2%  ６： 9.2%
７：38.3%  ８：20.6% 
無回答：2.5%

１：10.7%  ２：17.8% 
３：16.9%  ４：12.1% 
５： 5.9%  ６：54.2%
無回答：5.8%

10. 家族交流会の開催 １：15.4%  ２：19.0% 
３： 8.6%  ４：20.0% 
５：15.0%  ６： 8.4%
７：37.3%  ８：15.9% 
無回答：2.2%

１：10.4%  ２：18.9% 
３：18.6%  ４：13.0% 
５： 8.7%  ６：48.7%
無回答：5.1%

11. 認知症予防・発症遅延等の実施 １：25.6%  ２：15.9% 
３： 9.3%  ４：40.7% 
５：16.1%  ６：15.9%
７：26.7%  ８： 7.3% 
無回答：2.0%

１：25.7%  ２：28.9% 
３：22.7%  ４：18.9% 
５： 8.4%  ６：30.6%
無回答：4.4%

12. 認知症に関する相談会の開催 １：15.0%  ２：12.4% 
３： 6.0%  ４：27.5% 
５：13.0%  ６： 9.5%
７：33.9%  ８：20.8% 
無回答：2.2%

１：12.9%  ２：14.5% 
３：18.3%  ４：12.1% 
５： 7.6%  ６：51.2%
無回答：5.1%

13. 地域全体における日頃からの見守りや
ネットワークの推進 

１：15.4%  ２：33.5% 
３：10.8%  ４：33.3% 
５：29.8%  ６：17.2%
７：22.2%  ８： 3.2% 
無回答：2.4%

１：20.0%  ２：21.7% 
３：44.9%  ４：21.4% 
５： 8.8%  ６：22.5%
無回答：4.5%

14. 行方不明発生時の地域ぐるみの対策や
SOSネットワーク等の推進 

１：11.7%  ２：25.6% 
３： 9.0%  ４：26.9% 
５：26.7%  ６：13.4%
７：29.5%  ８： 8.2% 
無回答：2.3%

１：16.9%  ２：17.4% 
３：33.6%  ４：18.0% 
５： 9.8%  ６：34.7%
無回答：4.7%

15. 成年後見制度の活用や虐待防止等、権利
擁護関係の推進 

１： 9.1%  ２：23.8% 
３：12.0%  ４：34.2% 
５：28.2%  ６：12.7%
７：29.7%  ８： 0.9% 
無回答：1.8%

１：15.0%  ２：17.5% 
３：35.8%  ４：17.3% 
５：11.2%  ６：28.3%
無回答：4.6%

16. 地域ケア会議（事例検討）の開催 １：25.2%  ２：56.1% 
３：14.8%  ４：37.4% 
５：21.8%  ６：12.1%
７：17.9%  ８： 1.3% 
無回答：1.6%

１：22.5%  ２：35.1% 
３：52.5%  ４：23.2% 
５： 6.6%  ６：17.8%
無回答：3.7%

17．認知症疾患医療センターの専門医等によ
る、病院・施設等における「困難事例の検討
及び個別支援」に関するバックアップ 

１： 2.9%  ２：18.0% 
３： 4.3%  ４：11.2% 
５：12.6%  ６： 4.4%
７：47.6%  ８：18.6% 
無回答：2.6% 

１： 5.9%  ２：10.9% 
３：20.6%  ４： 8.9% 
５： 6.6%  ６：59.2%
無回答：6.1%

18．地域ケア会議（地域づくり）の開催 １：20.3% ２：46.4% １：16.0% ２：25.5%
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３：10.4%  ４：30.3% 
５：18.0%  ６：10.4%
７：25.8%  ８： 5.2% 
無回答：1.9%

３：42.4%  ４：20.5% 
５： 7.8%  ６：29.1%
無回答：4.7%

19．地域の多様な資源に出向き、地域づくり
を共に進める仲間づくり 

１：11.9%  ２：22.5% 
３： 7.9%  ４：28.5% 
５：22.8%  ６：13.2%
７：30.9%  ８： 6.1% 
無回答：2.2%

１：14.4%  ２：16.7% 
３：35.6%  ４：19.1% 
５： 9.5%  ６：34.2%
無回答：5.3%

20．認知症の人が認知症の容態に応じて必要
な医療や介護等のサービスを受けられるよ
う関係機関との連携体制の構築 

１：11.3%  ２：27.7% 
３：10.5%  ４：43.6% 
５：34.2%  ６：15.8%
７：18.6%  ８： 4.0% 
無回答：2.1%

１：15.8%  ２：21.4% 
３：52.0%  ４：21.1% 
５： 9.0%  ６：20.5%
無回答：4.2%

21．地域のリーダー役になる人材/チームの
育成やそれらの活動支援 

１： 8.1%  ２：10.9% 
３： 6.4%  ４：13.0% 
５：12.9%  ６： 6.8%
７：51.8%  ８：14.6% 
無回答：2.7%

１： 7.8%  ２：11.2% 
３：15.4%  ４： 8.9% 
５： 6.7%  ６：60.9%
無回答：6.1%

22．地域の多様な人が一緒に活動する機会作り
(アクションミーティング等)

１： 6.7%  ２：13.1% 
３： 3.8%  ４： 9.0% 
５： 7.8%  ６： 5.3%
７：54.0%  ８：21.1% 
無回答：2.5%

１： 6.1%  ２： 8.1% 
３：12.2%  ４： 7.5% 
５： 5.2%  ６：69.3%
無回答：6.3%

23．認知症の本人同士が集まり話し合いや活
動をする機会づくり 

１：10.1%  ２： 9.5% 
３： 4.4%  ４：11.6% 
５： 9.2%  ６： 6.4%
７：43.5%  ８：27.7% 
無回答：2.5%

１： 7.0%  ２： 9.4% 
３：11.3%  ４： 6.4% 
５： 7.9%  ６：65.4%
無回答：6.9%

24．メディアを活用した、推進員や地域の取
組等の広報活動 

１： 9.2%  ２： 5.8% 
３： 3.5%  ４：15.4% 
５： 6.1%  ６： 3.2%
７：50.1%  ８：22.0% 
無回答：2.9%

１： 7.7%  ２：11.0% 
３：10.3%  ４： 5.9% 
５： 6.7%  ６：65.4%
無回答：6.5%

25．その他 １： 4.1%  ２： 4.0% 
３： 1.8%  ４： 4.6% 
５： 3.2%  ６： 1.8%
７：26.8%  ８：22.3% 
無回答：44.0%

１： 2.6%  ２： 3.5% 
３： 4.6%  ４： 2.8% 
５： 1.2%  ６：48.2%
無回答：44.1%

★２）上記７「若年性認知症の人とその家族に対する支援」のために若年性認知症支援コーディネーターと何
らかのつながりを持ったり協働したりしている場合、その内容を具体的に列記してください。
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５．これまで推進員として活動してきたことを通じて、以下のような変化が見られていますか 

１）以下の「生じている変化」に関して、下欄の該当する番号をすべて選んで記入して下さい(複数選択可)。  
１．推進員として実感している ２．関係者との話し合いや会議等で増えている事実が確認されている
３．増えていることが数(調査や統計)で確認されている  
４．増えているとはいえない ５．把握していない ６．該当するケースがない

（n=1,648）
生じている変化の内容 変化の状況
(1)初期に相談に来る人が増えてきた。 １：28.4% ２：19.7% ３： 8.6% 

４：36.9% ５：18.3% ６： 3.2%
無回答：1.6%

(2)初期に診断を受ける人が増えてきた。 １：19.9% ２：16.6% ３： 3.5% 
４：35.9% ５：30.9% ６： 2.8%
無回答：1.5%

(3)初期に介護サービスなど、必要な支援につながる人が増えて
きた。 

１：25.5% ２：18.8% ３： 5.3% 
４：35.1% ５：23.6% ６： 2.8%
無回答：1.5%

(4)診断後にその後のよりよい暮らしや支援について、本人・家
族と医療と介護・支援関係者が、一緒に話し合う機会が増えてき
た。 

１：24.9% ２：23.7% ３： 3.8% 
４：30.3% ５：23.1% ６： 4.6%
無回答：1.6%

(5)診断後、地域の人に認知症を公表(カミングアウト)する本人・
家族が増えてきた。 

１：12.4% ２： 7.9% ３： 0.9% 
４：36.7% ５：41.5% ６： 5.5%
無回答：1.6%

(6)認知症の人や家族を、地域住民が見守ったり、支えるケース
が増えてきた。 

１：33.6% ２：25.5% ３： 3.5% 
４：25.5% ５：21.2% ６： 2.5%
無回答：1.4%

(7)認知症の人や家族を、地域で働く人たち（商店や金融機関、
交通機関等）が見守ったり、 
支えるケースが増えてきた。 

１：32.0% ２：23.6% ３： 5.1% 
４：22.8% ５：24.9% ６： 2.7%
無回答：1.5%

(8)行方不明者が出た際、スムーズに対応できるケースが増えて
きた。 

１：16.7% ２：14.6% ３： 3.6% 
４：29.1% ５：28.9% ６：12.4%
無回答：1.7%

(9)認知症の人が、働ける場が増えてきた。 １： 0.5% ２： 0.7% ３： 0.1% 
４：26.9% ５：54.4% ６：20.8%
無回答：1.5%

(10)認知症の人の居場所や社会参加の場所が増えてきた。 １：19.5% ２：13.2% ３： 8.1% 
４：34.1% ５：28.5% ６： 5.5%
無回答：1.5%

(11)BPSD が増悪した場合に、医療と介護・支援関係者が協働し
て支援し、状況が改善して 
地域で暮らし続けられるケースが増えてきた。 

１：10.8% ２：10.7% ３： 1.6% 
４：41.4% ５：34.1% ６： 6.1%
無回答：1.6%

(12)認知症の人が入院した場合、在宅に戻れるケースが増えてき
た。 

１： 5.9% ２： 5.6% ３： 0.8% 
４：40.7% ５：45.2% ６： 5.3%
無回答：1.5%

(13) 認知症の人が在宅や地域密着型サービス事業所で、医療や
介護等の支援を受けながら 

安らかな最期を迎えるケースが増えてきた。 

１： 5.4% ２： 7.3% ３： 1.6% 
４：26.3% ５：55.2% ６： 8.3%
無回答：1.5%

(14)地域や医療・介護等、関係機関からの情報提供が増えてきた。 １：51.1% ２：26.5% ３： 7.3% 
４：15.2% ５：13.3% ６： 2.1%
無回答：1.6%
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２）上記以外でも推進員を通じて変化した点がありましたらご記入ください。 
 ＊どんな些細な点でも結構です。具体的にご紹介ください。 

Ⅳ．認知症の人の視点や意思を重視した相談支援と支援体制づくりに関して

６．認知症の人の視点や意思の重視は、新オレンジプランのすべての取組を貫く骨子とされてい
ます。これまであなた自身が相談や相談支援を行ったケースにおいて、認知症の人の視点や意
思を重視して関わったことで、以下の１） ３）のような変化が見られたことがありますか。 
それぞれ該当する番号一つに〇をつけてください。（n=1,648）

１） 本人や状態についての、家族や関係者の理解が深まった  
1. 3 例以上ある：29.1%（480）  2. １ ２例ある：46.8%（772）
3.ない：20.6%（340)  4.認知症の視点や意思をあまり重視してきていない：1.6%（26）
無回答：1.8%（30）

２） 本人への関わりや支援が充実し、本人や家族の状態が良好になった 
1. 3 例以上ある：21.5%（354）  2. １ ２例ある：47.0%（774）
3.ない：27.9%（460）  4.認知症の視点や意思をあまり重視してきていない：1.7%（28）
無回答：1.9%（32）

３） 本人を支える資源やつながりが拡充し、地域での生活の継続が可能になった 
1. 3 例以上ある：11.8%（195）  2. １ ２例ある：29.9%（492）
3.ない：53.6%（884）  4.認知症の視点や意思をあまり重視してきていない：2.5%（42）
無回答：2.1%（35）

１，２と回答した方に伺います。 
特に効果があった/印象に残るケース 1例の概要をご紹介下さい。 
＊個人情報を伏して、次ページの欄にご記入下さい。 

本人を支える資源やつながりが拡充し、地域での生活の継続が可能になったケース 

◆１．本人の性、年代、診断名など 
◆２．当初の相談/相談支援の内容・ケースの状況 
◆３．推進員の関わり/助言、取組の主な点 
◆４．生じた変化 
◆５．当初と比べて拡充した資源・連携状況 
◆６．推進員の気づき・学び・感想など 
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Ⅴ．課題と今後について

７．あなたは以下について課題と感じていますか。（○は１つ）（n=1,648）
１ 

とても感

じている 

２ 

感じて 

いる

３ 

あまり感じ

ていない 

４ 

全く感じ

ていない 

無回答 

1. 推進員は業務量が多く、推進員としての活動に十分な時間が取れな
い 28.0 43.6 24.0 3.2 1.2 

2. 行政担当者は業務量が多く、推進員事業に十分な時間が取れない 31.7 43.8 18.8 2.4 3.3 
3. 推進員の所属機関における推進員活動に対する理解・協力が得られ
にくい 7.8 24.8 51.3 15.0 1.2 

4. 認知症の人や家族のニーズが把握できていない。 9.7 52.5 35.3 1.5 0.9 
5. 地域住民の認知症に対する理解・協力が得られにくい 9.5 58.4 30.2 1.0 0.8 
6. 家族の認知症に対する理解・協力が得られにくい 7.8 66.2 24.4 0.6 1.0 
7. 管轄の地区が広すぎる 14.3 30.0 48.1 6.3 1.2 
8. 専門医療機関が近くにない 21.4 28.9 36.9 11.9 1.0 
9. 認知症に関する専門人材が不足 22.5 49.3 24.6 2.5 1.1 
10. 11.その他、課題と感じていることがあればご自由にご記入ください。

８．推進員活動を進めていく上でのあなた自身の困難感はいかがですか。（〇は１つ）（n=1,648）
    １．非常にある：19.3%（318）  ２．ある：31.9%（525）

３．どちらともいえない：39.6%（652）  ４．あまりない：6.6%（108）
５．ない：0.7%（11） 無回答：2.1%（34）
１，２と回答した方に伺います。 
困難と感じる具体的な理由をご記入ください。 
（                                             ） 

９．あなたの推進員活動に関するやりがいと今後の継続意識はいかがですか。（〇は１つ）
（n=1,648）
 １）やりがいについて 
    １．非常にある：10.5%（173）  ２．ある：45.8%（755）

３．どちらともいえない：37.9%（625）  ４．あまりない：3.3%（55）
５．ない：1.7%（28） 無回答：0.7%（12）

    上記の理由をご記入ください。 
    （                                             ） 
 ２）今後も推進員活動を継続したいというお気持ちはありますか 
    １．非常にある：8.5%（140）  ２．ある：47.3%（780）

３．どちらともいえない：37.1%（611）  ４．あまりない：4.1%（68）
５．ない：1.9%（32） 無回答：1.0%（17）

    上記の理由をご記入ください 
    （                                             ） 
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10．推進員活動を推進していく上で、必要と思われることをお知らせ下さい。（○は１つ） 
（n=1,648）

１ 

とても 

必要

２ 

必要

３ 

あまり必要で

ない

４ 

全く 

必要ない

無回答 

1. 全国規模で行う推進員研修会（初任者、フォローアップ含む） 15.8 47.3 33.7 1.9 1.3 
2. 都道府県規模で行う推進員研修会（初任者、フォローアップ含む） 35.2 58.4 4.7 0.5 1.2 
3. 全国規模の推進員同士のネットワーク会議 11.0 43.7 41.8 1.9 1.6 
4. 都道府県規模の推進員向けのネットワーク会議 28.3 61.3 8.7 0.4 1.3 
5. 市区町村における推進員の配置の促進（複数配置にするなど） 33.6 52.9 11.3 0.7 1.5 
6. 関係機関への推進員の役割や活動内容の PR 36.2 56.4 5.8 0.2 1.3 
7. スーパーバイズが受けられる体制の整備 42.4 51.7 4.1 0.3 1.6 
8. 市区町村担当者とのコミュニケーションの機会 43.8 50.9 3.5 0.6 1.2 

11．その他、活動を継続/推進していく上で、あなたが日頃感じていることを自由にご記入下さい。

以上で質問は終了です。 
ご多用の中、ご協力いただき、本当にありがとうございました。
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「認知症地域支援推進員の効果的な活動」報告会 

事例報告者一覧 

① 地域の声を反映させた「認知症ケアパス」をつくり、地域で活かす 

北海道釧路市 福祉部介護高齢課高齢福祉担当 速水 陽 （行政） 

② 推進員としての人づくり・ネットワークづくり ～ロバマスコットづくりを通じて～ 

福井県福井市 福井中央北包括支援センター 吉田 祐子 （委託） 

③ 一人暮らしで認知症の人を地域で支え続ける チームＭのとりくみから 

香川県綾川町 綾川町地域包括支援センター 増田 玲子 （直営） 

④ オレンジカフェを通じた多職種連携支援の取組み 

大分県中津市 中津市地域包括支援センターいずみの園 居倉 央実 （委託） 

⑤ 住民主体の徘徊模擬訓練を通じた認知症の普及啓発 

大分県由布市 社会福祉協議会 太田 加奈子 （委託） 

⑥ 対象者に合わせた認知症サポーター養成とフォローアップ 

鹿児島県霧島市 霧島市地域包括支援センター 福田 竜光 （委託） 

⑦ 地域住民が活躍！地域で見守り 矢巾わんわんパトロール隊 

岩手県矢巾町 矢巾町地域包括支援センター 鱒沢 陽香 （委託） 

⑧ 地域で支えあうしくみづくり ～認知症サポーター・キャラバン・メイトのチカラ～ 

秋田県羽後町 羽後町地域包括支援センター 伊藤 和恵 （直営） 

⑨ 認知症サポーターが地域で活躍できる体制づくり ～行政(基幹型)と委託(地域型)包括の推進員の取り組み～ 

群馬県高崎市 福祉部長寿社会課地域包括支援担当 田中 和美 （行政） 

⑩ キャラバン・メイトコアチーム活動の推進を通して ～連携からの出会いと広がり～ 

新潟県長岡市 長岡市高齢者基幹包括支援センター 河鰭 和美 （基幹） 

⑪ 認知症相談支援ガイドブック・ケアパス作成からネットワークづくりと居場所づくりへ展開 

兵庫県加古川市 地域包括支援センターかこがわ西 宮藤 ゆかり （委託） 

⑫ たつの市認知症初期集中支援チームにおける認知症地域支援推進員の活動 

兵庫県たつの市 健康福祉部地域包括支援課 糺 裕子 （直営） 

⑬ 豊後大野市における推進員としての医療との連携について 

大分県豊後大野市 豊後大野市地域包括支援センター 杉山 新悟 （委託） 

参考資料 ３ 
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れ
受
診
連
携

シ
ー
ト
の
作
成

医
師
会
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
Ｃ
Ｍ
連
絡
会

保
健
所

相
談
体
制
構
築

対
応
力
向
上

一
般
市
民

ほ
っ
と
け
な
い
！
認
知

症
（
講
演
会
）

著
名
人
介
護
者
家
族
の
会
認
知
症
疾
患
医
療
セ

ン
タ
ー

G
H
協
会

啓
発

医
療
関
係
者
・

介
護
従
事
者

釧
路
市
つ
な
が
り
手
帳

（
医
療
と
介
護
の
連
携

ツ
ー
ル
）

医
師
会
医
療
機
関
Ｃ
Ｍ
連
絡
会
居
宅
支
援
事

業
所
介
護
事
業
所

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

対
応
力
向
上

相
談
体
制
構
築

在
宅
サ
ー
ビ
ス
従

事
者

在
宅
サ
ー
ビ
ス
従
事
者

の
た
め
の
認
知
症
研
修
ヘ
ル
パ
ー
連
絡
会
Ｃ
Ｍ
連
絡
会
各
事
業
所
認

知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
警
察
署

対
応
力
向
上

地
域
で
暮
ら
す

高
齢
者

釧
路
市
高
齢
者
安
心

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

町
内
会
民
生
児
童
委
員
近
隣
住
民

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

★
一
般
住
民
・
介

護
関
係
者
★
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
の

作
成

町
内
会
・
地
区
社
協
民
生
児
童
委
員
Ｃ
Ｍ
連
絡

会
警
察
署
介
護
事
業
所
医
師
会

啓
発
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ケ
ア
パ
ス
作
成
に
関
す
る
推
進
員
活
動
の
流
れ
①

平
成
2
6
年
度

•
4
月
作
成
に
つ
い
て
の
意
思
統
一
、
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
確
認

•
5
月
国
保
・
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
・
介
護
保
険
担
当
・
老
人

ク
ラ
ブ
、
介
護
予
防
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
・
社
協
担
当
者
に
情
報
提
供
の

依
頼

•
6
月
気
づ
き
シ
ー
ト
・
社
会
資
源
整
理
シ
ー
ト
の
作
成
開
始

•
9
月
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
の
作
成
に
係
る
内
容
協
議
、
業
務
分
担

•
12
月
第
6
期
介
護
保
険
事
業
計
画
へ
の
反
映

平
成
2
7
年
度

•
4
月
内
容
最
終
確
認
・
校
正
作
業

•
5
月
出
来
上
が
り
・
配
付
、
活
用
方
法
に
つ
い
て
再
確
認

•
6
月
民
生
委
員
正
副
会
長
（
42
名
）
へ
の
説
明
、
配
付

•
7
月
新
聞
紙
各
社
へ
掲
載
依
頼
、
広
報
紙
へ
掲
載
等
で
市
民
・
関
係
者
へ
周
知

•
8
月
医
師
会
、
歯
科
医
師
会
へ
の
説
明
後
、
各
医
療
機
関
へ
認
知
症
地
域
支
援

推
進
員
が
説
明
配
付

•
10
月
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
と
の
違
い
が
あ
っ
た
た
め
、
概
要
版
を
作
成
す
る
こ
と

に
決
定

6

ケ
ア
パ
ス
作
成
に
関
す
る
推
進
員
活
動
の
流
れ
②

平
成
2
8
年
度

4
月
概
要
版
完
成
市
民
や
関
係
者
へ
の
配
布
開
始

7

活
動
上
の
工
夫
、
心
が
け
た
こ
と

•
完
成
後
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
的
に
持
ち
、
関
係
者
間
で
の
共
有
を
図
る
。

（
利
用
場
所
、
対
象
者
な
ど
）

•
関
係
者
に
対
す
る
説
明
を
省
略
し
な
い
こ
と
。

（
話
の
行
き
違
い
を
防
ぐ
）

•
自
分
た
ち
の
意
見
を
し
っ
か
り
確
実
に
伝
え
る
。

（
伝
え
た
上
で
、
お
互
い
の
妥
協
点
を
探
る
）

•
誰
の
た
め
の
も
の
な
の
か
を
明
確
に
意
識
す
る
。

（
「
使
い
や
す
さ
」
や
「
伝
わ
り
や
す
さ
」
を
意
識
）

•
地
域
を
引
っ
張
っ
て
い
る
人
（
役
員
と
は
限
ら
な
い
）
に
注
目
し
、
連

携
を
図
る

•
地
域
の
声
を
内
容
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た

•
作
成
段
階
で
完
成
後
の
利
用
法
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
で
、
よ
り
有

効
な
活
用
が
で
き
る

•
認
知
症
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
変
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
近
所
に
住
む

認
知
症
の
人
に
対
す
る
関
わ
り
方
が
変
わ
っ
た

•
見
守
り
側
と
し
て
の
意
識
の
共
有
が
図
ら
れ
た

•
提
供
さ
れ
る
情
報
内
容
の
変
化
（
よ
り
詳
細
に
）

•
地
域
住
民
の
推
進
員
活
動
や
存
在
に
対
す
る
理
解
度
が
上
が
っ
た

8

ケ
ア
パ
ス
作
成
の
取
組
み
に

推
進
員
が
関
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
成
果
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9

•
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
相
談
支
援
窓
口
の
開
設
（
市
立
釧
路
総
合
病
院

医
療
連
携
室
）
⇒
医
療
機
関
の
認
知
症
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
変
化

•
地
域
住
民
や
介
護
関
係
者
等
へ
、
実
際
の
取
組
み
実
績
を
用
い
た
活
動
の
説
明
。

•
関
係
機
関
と
の
連
携
の
構
築
（
警
察
、
コ
ン
ビ
ニ
、
理
美
容
な
ど
）

推
進
員
活
動
を
通
じ
た
展
開
と
つ
な
が
り
の
拡
大

よ
り
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
し
っ
か
り
伝
え
る
こ
と
に
よ
り
、

協
働
し
た
後
の
状
況
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
！
！

一
緒
に
考
え
、
形
に
し
て
い
く
！

•
幅
広
い
世
代
に
対
す
る
認
知
症
に
関
す
る
啓
発
活
動
（
サ
ポ
ー

タ
ー
養
成
講
座
や
講
演
会
な
ど
）

•
若
年
性
認
知
症
の
方
へ
の
支
援
（
正
確
な
実
態
把
握
）

•
家
族
会
と
の
連
携

•
捜
索
模
擬
訓
練
な
ど
を
通
し
た
地
域
住
民
と
の
連
携

1
0

今
後
の
取
組
み
（
予
定
）
や
さ
ら
に
強
化
し
た
い
点

自
分
た
ち
の
暮
ら
す
町
が
ど
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
ほ
し
い
か
、

高
齢
者
や
私
た
ち
が
安
心
し
て
住
み
続
け
る
こ
と
を
常
に
念
頭
に
置
く

こ
と
が
非
常
に
重
要
で
す
。

全
国
各
地
に
様々
な
取
組
み
を
行
っ
て
い
る

仲
間
が
い
ま
す
！
！
！
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推
進
員
と
し
て
の
人
づ
く
り
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

～
ロ
バ
マ
ス
コ
ッ
ト
づ
く
り
を
通
じ
て
～

福
井
県
福
井
市

福
井
中
央
北
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
委
託
）

吉
田
祐
子
（
社
会
福
祉
士
）

人
口

2
6
5
.5
2
1
人
6
5
歳
以
上
人
口

7
3
.0
1
8
人

高
齢
化
率

2
7
.5
％
第
6
期
介
護
保
険
費

（
年
）
7
3
.2
0
0
円

要
介
護
認
定
者
数

1
3
.0
3
8
人
要
介
護
認
定
率

1
7
.9
％

日
常
生
活
圏
域
数

1
3
包
括
数

直
営
：
0
委
託
：
1
3

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
数
：
1
名
（
う
ち
行
政
：
0
名
、
直
営
：
0
名
、
委
託
：
1
名
）

地
域
の
特
徴
：
福
井
県
北
部
の
県
庁
所
在
地
、
総
面
積
の
半
分
を
山
林
が
占
め
、
山
と
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
。

年
間
を
通
じ
て
降
水
量
が
多
く
、
冬
季
に
は
積
雪
が
あ
る
が
最
近
は
暖
冬
で
積
雪
も
少
な
い
。

市
内
中
心
部
は
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
や
単
身
世
帯
も
多
い
。
郊
外
で
は
高
齢
化
率
が
４
０
％
を
超
え
る
地
区

も
あ
る
。
交
通
イ
ン
フ
ラ
整
備
は
十
分
で
は
な
く
、
移
動
手
段
は
車
に
た
よ
る
こ
と
が
多
い
。

＜
自
治
体
の
基
礎
情
報
＞

福
井
市
の
認
知
症
施
策

2

福
井
市
認
知
症
施
策
検
討
委
員
会

・
施
策
の
方
向
性
の
検
討
 
 
 
 
・
事
業
報
告
 
 
 
・
進
捗
管
理
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
検
討
委
員
会
 
 
 
 
・
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
の
作
成
検
討
委
員
会

権
利
擁
護
 
 
・
高
齢
者
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
事
業
 
 
・
成
年
後
見
制
度
支
援
事
業
 
 
・
市
民
後
見
人
養
成

早
期
診
断
・
早
期
対
応
、
医
療
 

 
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム

認
知
症
検
診

・
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー

・
専
門
医
療
機
関

・
認
知
症
対
応
病
院

か
か
り
つ
け
医

サ
ポ
ー
ト
医

相
 
談
 

ほ
や
ね
っ
と
（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）
 

・
総
合
相
談

・
権
利
擁
護

・
包
括
的
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

・
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
2
名（
1
3
箇
所
）

市
民
 
 
 
本
人
 

 
 
 
 
 
家
族
 

介
 
護
 
 
 

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

・
居
宅
サ
ー
ビ
ス
 
・
施
設
サ
ー
ビ
ス
 

・
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
 

・
地
域
ケ
ア
会
議
（
市
、
警
察
・
消
防
な
ど
の
行
政
、
医
師
、
ケ
ア
マ
ネ
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
民
生
委
員
、
自
治
会
等
）

協
力
団
体
：
医
療
機
関
、
薬
局
、
新
聞
配
達
、
電
車
・
バ
ス
等
交
通
事
業
者
、
運
輸
・
食
品
等
配
送
事
業
者
、
ガ
ス
水
道
事
業
者
、
電
気
事
業
者
等
、
小
売
・
商
店
街

様
な々
地
域
の
団
体
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
連
絡
会
（
ひ
と
り
歩
き
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

・
福
井
市
「
認
知
症
の
人
に
や
さ
し
い
お
店
等
」
認
定
事
業
 

・
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
の
活
用

普
及
啓
発
 

・
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

 
 
若
年
層
を
含
む
一
般
市
民
 

・
 

・
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
連
絡
会
 

・
認
知
症
理
解
普
及
月
間
 

（
街
頭
ｷｬ
ﾝﾍ゚
ﾝー、
パ
ネ
ル
展
、
講
座
等
）
 

・
サ
ポ
ー
タ
ー
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
研
修
 

・
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
等
活
動
支
援
事
業
 

認
知
症
に
な
っ
て
も
住
み
な
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

気
づ
き
 

初
期
 

中
期
 

重
度
 

健
康
 

地
域
づ
く
り
 

介
護
予
防
事
業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
自
治
会
型
デ
イ
ホ
ー
ム
 
 
 
 
 
・
い
き
い
き
教
室
 

・
簡
易
型
予
防
教
室
 
 
 
 
 
 
 
・
健
康
教
室

予
防
 

【
 
“
福
井
市
全
体
”
の
課
題
把
握
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
 
】

・
理
解
普
及
の
取
組
 
・
介
護
従
事
者
へ
の
認
知
症
対
応
力
向
上
研
修
 
・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
居
宅
介
護
事
業
所
、
施
設
で
の
相
談
、
支
援
の
推
進
 
 

・
医
療
と
介
護
、
地
域
の
社
会
資
源
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

・
介
護
者
の
つ
ど
い
 
 
 
 
・
男
性
介
護
者
の
集
い
 
 
 
 
・
 
 
 

介
護
者
支
援
 

：
H
2
8
年
度
 
新
規
・
拡
大
事
業

新
 
ひ
と
り
歩
き
模
擬
訓
練
 
 

拡
 
福
井
市
あ
ん
し
ん
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

拡
 
認
知
症
カ
フ
ェ

２
 

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員

 
【
 
“
各
エ
リ
ア
内
”
で
の
課
題
把
握
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
 
】
 

・
理
解
普
及
の
取
組
 
 
・
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
 
 
・
認
知
症
相
談
 
 
・
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
と
の
連
携
 
 
・
地
域
づ
く
り
 
 

認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

■
包
括
に
配
置
さ
れ
て
い
る
認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
へ
の
聞
き
取
り

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
何
を
役
割
と
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い

認
知
症
の
相
談
対
応
だ
け
を
す
れ
ば
い
い
の
？

ま
ず
は
普
及
啓
発
か
ら
取
り
組
む
と
よ
い
か
な
と
感
じ
て
い
る

■
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
へ
の
聞
き
取
り

認
知
症
の
正
し
い
理
解
の
た
め
に
は
、
子
供
の
頃
か
ら
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を

受
け
て
も
ら
う
の
は
と
て
も
大
切
だ
と
感
じ
て
い
る

子
供
向
け
の
講
座
は
内
容
や
、
開
催
の
場
を
持
つ
こ
と
自
体
が
な
か
な
か
難
し
い

■
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
実
態
把
握

前
任
の
推
進
員
が
、
事
業
所
向
け
の
研
修
会
を
企
画
し
て
い
た
が
、
引
継
ぎ
後
に

研
修
内
容
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
把
握
自
体
が
難
し
か
っ
た

事
業
所
は
数
も
多
く
あ
り
、
質
に
も
ば
ら
つ
き
が
あ
る

3

＜
目
指
し
た
も
の
＞

推
進
員
と
し
て
普
及
啓
発
を
軸
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
で
き
る
こ
と
を
つ
な

げ
て
い
く
こ
と
を
大
事
に
し
た
い
⇒
人
づ
く
り
と
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

私
の
推
進
員
活
動
の
歩
み
①

4

私
の
推
進
員
活
動
の
歩
み
②

★
今
回
紹
介
す
る
事
業

対
象

事
業
／
取
組
み

連
携
機
関

役
割
の
分
類

包
括
（
認
知
症
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）

認
知
症
コ
ー
デ
イ
ネ
ー

タ
ー
養
成
研
修

市

相
談
体
制
構
築

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

対
応
力
向
上

介
護
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
職
員
、
ケ
ア

マ
ネ

研
修
会
（
認
知
症
ケ
ア
、

介
護
者
支
援
）

市
、
市
事
業
所
連
絡
会

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

対
応
力
向
上

相
談
体
制
構
築

介
護
者
支
援

男
性
介
護
者
男
性
介
護
者
の
つ
ど
い

市
、
包
括
（
認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）
、
講
座

開
催
時
の
協
力
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
心
理
士
、

介
護
福
祉
士
会
、
医
師
、
認
知
症
認
定
看
護
師
、
消

防
署
、
税
務
署
、
他
の
家
族
会
な
ど
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

対
応
力
向
上

介
護
者
支
援

一
般
市
民

認
知
症
理
解
普
及
月
間

（
講
演
会
・
街
頭
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
な
ど
）

市
、
包
括
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
キ
ャ
ラ
バ
ン

メ
イ
ト
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
、
警
察
、
図
書
館
、

啓
発
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
養
成
講
座
受

講
の
小
中
学
生

★
ロ
バ
マ
ス
コ
ッ
ト

づ
く
り
と
配
布

市
、
包
括
（
認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）
、
認
知

症
サ
ポ
ー
タ
ー
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
、
市
社

協
サ
ロ
ン
、
よ
ろ
ず
茶
屋
、
デ
イ
ホ
ー
ム
、
介
護
事

業
所
、
認
知
症
カ
フ
ェ
な
ど

啓
発
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

介
護
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
職
員
、
ケ
ア

マ
ネ
、
医
療
機
関

若
年
性
認
知
症
の
方
へ
の

支
援
体
制
づ
く
り

市
、
専
門
医
療
機
関
、
介
護
事
業
所
、
そ
の
他
関
連

機
関
、

対
応
力
向
上

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

Ａ
地
区
住
民
ひ
と
り
歩
き
模
擬
訓
練
市
、
社
協
（
市
、
地
区
）
、
民
生
委
員
、
福
祉
委
員
、

公
民
館
、
自
治
会
役
員
関
係
者
、
介
護
事
業
所
、
地

域
の
か
か
り
つ
け
医
、
警
察
、

対
応
力
向
上

啓
発
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
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●
平
成
２
５
年

次
年
度
か
ら
福
井
市
と
し
て
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
小
中
学
生
を

対
象
に
重
点
的
に
開
催
す
る
こ
と
に
向
け
て
、
講
座
の
工
夫
点
や
伝
え
方
や

全
国
の
先
進
地
の
取
組
な
ど
を
調
べ
て
い
た

●
平
成
２
６
年
４
月

オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
の
ほ
か
に
、
子
供
た
ち
に
は
ロ
バ
隊
長
の
シ
ャ
ー
ペ
ン
を

配
布
し
よ
う
！
⇒
小
学
校
で
は
シ
ャ
ー
ペ
ン
は
あ
ま
り
喜
ば
れ
な
か
っ
た
…

●
平
成
２
６
年
６
月

チ
ラ
シ
『
ロ
バ
隊
長
マ
ス
コ
ッ
ト
製
作
し
ま
せ
ん
か
？
』
作
成

福
井
市
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
連
絡
会
総
会
に
て
、
製
作
キ
ッ
ト
を
事
業
所

ス
タ
ッ
フ
へ
手
渡
し
た

⇒
出
向
い
て
出
来
上
が
っ
た
マ
ス
コ
ッ
ト
を
受
け
取
り
、
声
を
き
い
た

認
知
症
の
あ
る
女
性
が
熱
心
に
つ
く
る
姿
を
み
て

「
で
き
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
た
け
れ
ど
、
た
く
さ
ん
で
き
る
こ
と
が
あ
る

こ
と
に
気
付
い
た
」

5

★
ロ
バ
隊
長
マ
ス
コ
ッ
ト
づ
く
り
を
活
か
し
た

人
づ
く
り
・ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
関
す
る

推
進
員
活
動
の
流
れ
①

●
平
成
２
６
年
夏
以
降

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
講
座
を
受
講
し
た
小
中
学
生
に
配
布
開
始
！

「
ロ
バ
隊
長
は
認
知
症
の
こ
と
を
理
解
す
る
取
組
み
を
ゆ
っ
く
り
と

一
歩
ず
つ
着
実
に
広
め
て
い
く
よ
」

●
平
成
２
６
年
９
月

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
、
ロ
バ
を
楽
し
ん
で
い
き
い
き
と
つ
く
る

高
齢
者
の
姿
を
、
認
知
症
理
解
普
及
月
間
に
パ
ネ
ル
展
示

い
ろ
ん
な
人
が
製
作
で
き
る
よ
う
に
広
げ
た

 
現
在
ま
で
に
総
数
２
５
０
０
個

●
平
成
２
７
年
３
月

市
内
で
は
じ
め
て
徘
徊
模
擬
訓
練
を
開
催
し
参
加
者
へ
の
お
礼
の
品

と
し
て
配
布

⇒
以
降
、
市
内
各
地
で
の
訓
練
開
催
時
に
配
布

包
括
ご
と
の
取
組
み
へ

6

★
ロ
バ
隊
長
マ
ス
コ
ッ
ト
づ
く
り
を
活
か
し
た

人
づ
く
り
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
関
す
る

推
進
員
活
動
の
流
れ
②

•
私
自
身
が
や
っ
て
み
た
い
な
と
思
う
こ
と
、
楽
し
ん
で
で
き
る
こ
と
か
ら

•
ま
ず
は
自
分
が
顔
の
み
え
る
関
係
で
つ
な
が
り
の
あ
る
人
、
機
関
か
ら
少
し
ず
つ
取
組

み
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
常
に
意
識
し
た

•
実
際
に
マ
ス
コ
ッ
ト
を
作
っ
た
人
が
、
直
接
子
供
た
ち
に
手
渡
し
を
で
き
る
よ
う
な
場

面
を
意
識
し
て
設
け
た

•
マ
ス
コ
ッ
ト
づ
く
り
を
機
に
、
事
業
所
へ
出
向
き
、
ケ
ア
の
質
や
事
業
所
の
様
子
を
把

握
し
た

•
事
業
所
と
の
連
携
の
際
に
は
、
包
括
の
認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
巻
き
込
む
、
つ

な
ぐ
こ
と
を
意
識
し
た

•
マ
ス
コ
ッ
ト
づ
く
り
を
ツ
ー
ル
と
し
て
認
知
症
の
理
解
が
深
ま
る
よ
う
に
し
た

•
い
ろ
ん
な
人
の
で
き
る
こ
と
を
つ
な
い
で
届
け
て
い
く
こ
と
を
大
切
に
し
た

7

活
動
上
の
工
夫
、
心
が
け
た
こ
と

•
子
供
た
ち
が
「
認
知
症
の
こ
と
」
「
お
年
寄
り
に
優
し
く
す
る
手
助
け
を
す
る
こ
と
」

を
ロ
バ
隊
長
を
み
て
思
い
出
し
て
い
る

•
一
つ
一
つ
個
性
の
あ
る
手
作
り
の
ロ
バ
を
み
て
、
子
供
た
ち
が
「
い
ろ
ん
な
人
が
い
る

ね
」
認
知
症
の
あ
る
人
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
止
め
る
声
が
き
か
れ
て
い
る

 
い
ろ
ん
な
立
場
の
人
が
ロ
バ
づ
く
り
を
通
じ
て
、
認
知
症
の
人
や
家
族
を

想
う
機
会
が
増
え
た

 
親
し
み
や
す
い
ロ
バ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
き
っ
か
け
に
、
い
ろ
ん
な
普
及

啓
発
の
ア
イ
デ
ア
が
で
て
、
取
り
組
み
が
広
が
っ
た

 
包
括
の
認
知
症
コ
ー
デ
イ
ネ
ー
タ
ー
の
働
き
か
け
で
、
エ
リ
ア
ご
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
が
広
が
っ
た

8

ロ
バ
隊
長
マ
ス
コ
ッ
ト
づ
く
り
を
活
か
し
た

推
進
員
の
活
動
の
成
果

176



9

推
進
員
活
動
を
通
じ
た
展
開
と
つ
な
が
り
の
拡
大

•
ロ
バ
マ
ス
コ
ッ
ト
づ
く
り
を
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
た
こ
と
で
、
認
知
症
に
特
に
関
心
が
な
か
っ
た
人
に
も
理
解
普
及

の
き
っ
か
け
と
な
っ
た

•
包
括
が
マ
ス
コ
ッ
ト
づ
く
り
を
引
継
ぎ
、
エ
リ
ア
ご
と
に
普
及
啓
発
を
楽
し

ん
で
取
組
み
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た

•
マ
ス
コ
ッ
ト
づ
く
り
を
ツ
ー
ル
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
地
域
と
つ
な
が

り
地
域
住
民
や
地
域
づ
く
り
を
意
識
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た

事
業
所
を
訪
れ
た
子
供
た
ち
に
ロ
バ
や

そ
の
他
の
マ
ス
コ
ッ
ト
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た

事
業
所
内
で
ロ
バ
マ
ス
コ
ッ
ト
の
つ
く
り
方
教
室
を

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
向
け
に
開
催
、
事
業
所
を
拠
点
と
し
た

•
推
進
員
と
し
て
、
マ
ス
コ
ッ
ト
づ
く
り
で
で
き
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
、
人
づ
く
り

の
視
点
を
他
の
事
業
の
展
開
の
際
に
も
活
か
す
こ
と

 
若
年
性
認
知
症
の
普
及
啓
発
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
活
用
支
援

•
包
括
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
、
マ
ス
コ
ッ
ト
づ
く
り
等
で
実
践
し
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
や
人
づ
く
り
の
ポ
イ
ン
ト
が
わ
か
り
、
主
体
的
に
エ
リ
ア
ご
と
で
の
他
の

課
題
へ
の
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
協
働
、
支
援
す
る
こ
と

 
介
護
者
支
援

1
0

今
後
の
取
組
み
や
さ
ら
に
強
化
し
た
い
点

全
国
の
推
進
員
さ
ん
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

「
で
き
る
こ
と
か
ら
、
無
理
を
せ
ず
、
い
ろ
ん
な
人
に
出
会
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
、
つ
な
げ
て
、
認
知
症
の
人
や
家
族
の
人
と
一
緒
に
・
・
・

将
来
、
自
分
自
身
も
暮
ら
し
や
す
い
地
域
の
た
め
に
、
国
の
目
指
す
方
向
の
も
と
に
、

今
し
て
い
る
こ
と
が
、
ど
こ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
を
忘
れ
ず
、
意
識
し
な
が
ら

ゆ
っ
く
り
と
ゆ
っ
く
り
と
、
一
歩
ず
つ
積
み
上
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
！
」
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一
人
暮
ら
し
で
認
知
症
の
人
を
地
域
で
支
え
続
け
る

チ
ー
ム
Ｍ
の
と
り
く
み
か
ら

う
ど
ん
県
（
香
川
県
）
綾
川
町

所
属
綾
川
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
直
営
）

社
会
福
祉
士
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
増
田
玲
子

ａ
ｙ
ａ
ｇ
ａ
ｗ
ａ

人
口

２
４
，
５
８
６
人

6
5
歳
以
上
人
口
８
，
１
８
７
人

高
齢
化
率

３
３
．
３
％

第
6
期
介
護
保
険
費
基
準
額
6
3
0
0
円

要
介
護
認
定
者
数
１
，
７
７
７
人

要
介
護
認
定
率
２
１
．
７
％

日
常
生
活
圏
域
数
1
圏
域

包
括
数

直
営
：
1
箇
所

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
数
：
４
名
（
う
ち
行
政
：
１
名
、
直
営
：
3
名
）

地
域
の
特
徴
：
綾
川
町
は
、
香
川
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
総
面
積
1
0
9
.7
5
平
方
ｷ
ﾛ
ﾒー
ﾄ
ﾙ、
人
口
約
2
5
,0
0
0人
の
町
で
す
。

町
の
南
部
に
は
山
林
が
広
が
り
、
北
部
は
小
山
に
囲
ま
れ
た
起
伏
の
多
い
丘
陵
地
で
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
町
名
の
由
来
と
も
な
っ
た
清
流
綾
川
は
、

南
東
部
の
山
中
に
源
を
発
し
、
水
と
緑
の
豊
か
な
美
し
い
自
然
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

＜
自
治
体
の
基
礎
情
報
＞

い
つ
も
み
ん
な
と
と
も
に

健
康
福
祉
課
塩
田
課
長

ブ
ラ
タ
モ
リ

♯
5
9
「
さ
ぬ
き

う
ど
ん
」
で
紹
介

さ
れ
た
ま
ち
で
す
。

町
木
：
梅

菅
原
道
真
公
ゆ
か
り
の
滝
宮
天
満
宮
の
飛
び
梅

綾
川
町
健
康
福
祉
課

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
一
同

•
将
来
像
：
い
き
い
き
と
笑
顔
あ
ふ
れ
る
定
住
の
ま
ち
あ
や
が
わ
（
第
1
次
総
合
振
興
計
画
）

•
基
本
理
念
：
安
ら
ぎ
を
感
じ
、
い
き
い
き
と
暮
ら
す
ま
ち
（
綾
川
町
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
第
６
期
介
護
保

険
事
業
計
画
）

2

綾
川
町
に
お
け
る
認
知
症
施
策
の
全
体
像

推
進
員
が
関
わ
っ
て
い
る

事
業
・
取
組
み
（
赤
字
部
分
）

施
策
・
事
業
/
計
画
等
の
名
称

施
策
・
事
業
/
計
画
等
の
名
称

綾
川
町
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
概
念
図

綾
川
町
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
概
念
図

①
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
の
作
成
・
普
及

→
平
成
２
７
年
９
月
全
戸
配
布

②
認
知
症
予
防
と
認
知
症
相
談
の
実
施

→
平
成
２
７
年
１
月
開
始

③
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
の
設
置

→
平
成
２
９
年
度
設
置

④
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
配
置

→
４
名

⑤
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
養
成

→
約
１
３
０
０
名
（
製
薬
会
社
、
ス
ー
パ
ー
、

中
学
校
な
ど
）

（
介
護
予
防
サ
ポ
ー
タ
ー
：
４
１
１
名
活
動
率

約
５
０
％
）

⑥
地
域
で
の
認
知
症
地
域
支
援
の
推
進

→
脳
の
元
気
教
室
、
介
護
予
防
サ
ポ
ー
タ
ー
活

動
、
ま
ち
か
ど
ほ
っ
と
歓
事
業

⑦
認
知
症
高
齢
者
の
認
知
症
ケ
ア
の
質
の
向
上

→
研
修
会
、
認
知
症
症
例
検
討
会
：
３
ヶ
月
に

１
度
年
４
回
開
催
（
地
区
医
師
会
と
共
同
）

⑧
認
知
症
カ
フ
ェ
事
業
の
実
施
検
討

→
い
き
い
き
サ
ロ
ン
、
い
き
が
い
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
、
本
人
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
へ
の
参
加
促
進

3

私
の
推
進
員
活
動
の
歩
み
①

認
知
症
地
域
支
援
に
関
す
る
町
の
課
題

○
認
知
症
に
関
す
る
理
解
不
足

○
閉
鎖
的

○
関
係
な
い
…
と
い
う
意
識

・
予
防
に
は
熱
心
だ
が
、
自
分
と
認
知
症
の
人
と
を
線
引
き
し
て
し
ま
う
・
・
・

ぜ
ひ
、
地
域
の
住
民
の
力
も
活
用
し
て
、
一
緒
に
ま
ち
づ
く
り

を
目
指
そ
う
！

認
知
症
に
関
す
る
研
修
会
、

講
演
会
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で

「
あ
あ
は
な
り
た
く
な
い
。
認

知
症
は
怖
い
・
・
・
」
と

い
う
声
が
多
く
見
ら
れ
た
。

住
民
力

Ｈ
１
８
 
介
護
予
防
サ

ポ
ー
タ
ー
養
成
ま
な
び

あ
い
講
座

Ｈ
１
９
 
介
護
予
防
サ

ポ
ー
タ
ー
活
動

活
動
支
援

・
Ｈ
２
４
 

介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

・
ポ
イ
ン
ト
制
の
拡
大

体
制
作
り

Ｈ
２
５
 

ま
ち
か
ど
ほ
っ
と
歓
事
業

協
力
員

徘
徊
高
齢
者
ほ
っ
と
歓
メ
ー

ル
配
信

H
2
9
.2
月
末
現
在

２
７
２
名

3
0
９
名

サ
ポ
ー
タ
ー
を
核
と
し
て
住
民
力
・
地
域
力
の
充
実
に
向
け
た
流
れ

4
1
1
名

2
6
5
名

私
の
推
進
員
活
動
の
歩
み
②

１
．
初
期
把
握

認
知
症
の
理
解
、
気
づ
き
の
ス
コ
ア
化
→
初
期
把
握
シ
ー
ト
を
医
師
会
と
作
成

２
．
初
期
段
階
の
方
の
受
け
皿
の
拡
大

脳
の
元
気
教
室
、
サ
ロ
ン
の
立
ち
上
げ
サ
ポ
ー
ト
、
生
き
が
い
デ
イ
へ
の
参
加
を
後
押
し
、
家
族

の
会
等
の
情
報
提
供
、
本
人
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

３
．
個
別
の
ケ
ー
ス
へ
の
丁
寧
な
対
応

★
本
人
・
家
族
・
ケ
ア
マ
ネ
へ
の
寄
り
添
い
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
と
地
域
の
連
携
、
地
域
ケ
ア

個
別
会
議
の
開
催
・
参
加
、
多
職
種
症
例
検
討
会
の
定
期
開
催
(医
師
会
と
共
同
）

４
．
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
の
開
催

今
、
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と

★
今
回
紹
介
す
る
事
業
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5

★
個
別
事
例
対
応
に
お
け
る
推
進
員
活
動
の
流
れ
①

「
息
子
が
お
金
を
盗
っ
た
！
！
」
「
死
ね
と
い
う
の
か
！
」
（
本
人
）

・
息
子
さ
ん
（
県
外
）
、
兄
（
近
所
）
、
友
人
（
サ
ポ
ー
タ
ー
）
に
朝
夕
問
わ
ず
何
十
回
と
電
話
攻
撃
。
駐
在

所
、
役
場
に
｢
お
金
を
盗
ら
れ
た
。
死
に
ま
す
。
」
と
い
う
内
容
の
頻
回
な
電
話
（
遺
書
も
書
い
て
い
る
。
）

・
兄
、
息
子
が
心
身
と
も
に
疲
れ
、
倒
れ
そ
う
に
な
る
。
本
人
を
入
院
さ
せ
て
欲
し
い
。

・
「
出
口
の
見
え
な
い
入
院
は
ど
う
な
の
か
な
？
も
う
一
度
地
域
で
話
し
合
っ
て
く
だ
さ
い
。
」
（
疾
患
セ
ン

タ
ー
医
師
）

・
★
チ
ー
ム
Ｍ
誕
生
！
：
第
1
回
地
域
ケ
ア
個
別
会
議
開
催
：
息
子
さ
ん
、
兄
、
医
療
疾
患
セ
ン
タ
ー
D
r.
診
療
所

D
r.
民
生
委
員
、
駐
在
所
、
サ
ポ
ー
タ
ー
、
役
場
、
ケ
ア
マ
ネ
、
包
括
参
加
。

・
ヘ
ル
パ
ー
、
訪
問
診
療
、
サ
ポ
ー
タ
ー
や
民
生
委
員
に
よ
る
声
か
け
、
見
守
り

・
月
１
回
程
度
会
議
、
セ
ン
タ
ー
方
式
記
入
な
ど
。
週
間
プ
ラ
ン
を
み
ん
な
で
共
有
。

・
「
早
く
施
設
に
放
り
込
ん
で
！
」
と
言
っ
て
い
た
近
所
の
人
が
、
「
ど
の
よ
う
に
声
か
け
す
れ
ば
い
い
で
す

か
？
」
と
包
括
に
相
談
に
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。

・
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
共
有
し
て
い
る
の
で
、
ヘ
ル
パ
ー
訪
問
の
時
間
帯
に
本
人
が
友
人
宅
を
訪
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
「
今
、
う
ち
に
来
て
い
る
か
ら
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
が
心
配
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
伝
え
て
お
い
て
」

と
包
括
に
電
話
を
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

・
「
本
人
か
ら
『
お
金
が
な
い
の
で
、
今
、
死
に
ま
す
。
』
と
い
う
電
話
が
あ
っ
た
け
ど
、

話
を
聞
い
て
、
包
括
の
人
に
言
っ
て
お
き
ま
す
。
と
い
う
と
、
『
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
』
と
い
っ
て
穏
や
か
に
電
話
を
切
っ
た
。
」
と
包
括
に
伝

え
て
く
る
若
い
役
場
職
員
・
・
・
チ
ー
ム
M
で
支
え
よ
う
！
！

M
さ
ん
一
人
暮
ら
し
6
0
才
代
女
性
若
年
性
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
要
介
護
2
元
特
養
職
員

地
域
ケ
ア
個
別
会
議

推
進
員
と
し
て
、
自
宅
で
暮
ら
し
は
も
う
無
理
だ
、
と
い
う
周
囲
の
不
安
や
揺
ら
ぎ
に

寄
り
添
い
な
が
ら
、
継
続
的
連
携
調
整
を
図
る
こ
と
に
よ
り

6

★
個
別
事
例
対
応
に
関
す
る
推
進
員
活
動
の
流
れ
②

ど
う
や
っ
て
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
に
つ
な
げ

よ
う
か
？
事
業
所
は
ど

こ
が
い
い
だ
ろ
う
か
？

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

お
茶
に
行
こ
う
と
誘

い
出
し
ま
す
．
Ｍ
さ

ん
は
お
花
が
好
き
な

の
で
、
フ
ラ
ワ
ー
ア

レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
す

る
日
に
。

友
人
友
人 も
し
、
お
迎
え
の
車
に

乗
ら
な
け
れ
ば
，
私
が

連
れ
て
行
き
ま
す
。

犬
が
い
る
か

ら
出
か
け
ら

れ
な
い
！

本
人
本
人

お
利
口
だ
か

ら
、
テ
レ
ビ

を
見
て
待
っ

て
く
れ
て
い

ま
す
よ
。

支
え
あ
い
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
チ
ー
ム
Ｍ
の
取
り
組
み

を
発
表
。
息
子
さ
ん
も
県
外
か
ら
駆
け
つ
け
、
Ｍ

さ
ん
へ
の
思
い
と
今
の
心
境
を
語
っ
て
く
れ
た
。

た
く
さ
ん
の
皆
さ
ん
が
母

の
た
め
に
集
ま
っ
て
話
し

合
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
と

て
も
う
れ
し
か
っ
た
。

介
入
で
き
る
糸
口
を
み

ん
な
で
考
え
ま
し
た
。

介
護
職
員

介
護
職
員

フ
ォ
ー
ラ
ム
参
加
者
の
声
：
「
す
ご
い
」
の
一
言
で
す
。
認
知
症
の
人
が
ひ
と
り
で
生
活
す
る
な
ん
て

信
じ
ら
れ
な
い
。
私
に
は
衝
撃
的
で
し
た
。
た
く
さ
ん
の
人
の
協
力
が
あ
る
と
こ
ん
な
事
が
出
来
て
し

ま
う
ん
で
す
ね
？
こ
れ
か
ら
も
一
人
で
も
多
く
の
認
知
症
や
家
族
の
人
に
た
く
さ
ん
の
人
が
関
わ
っ
て

い
け
た
ら
い
い
と
お
思
い
ま
す
。
私
も
そ
の
一
人
で
あ
り
た
い
も
の
で
す
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
参
加
者
の
声
：
「
す
ご
い
」
の
一
言
で
す
。
認
知
症
の
人
が
ひ
と
り
で
生
活
す
る
な
ん
て

信
じ
ら
れ
な
い
。
私
に
は
衝
撃
的
で
し
た
。
た
く
さ
ん
の
人
の
協
力
が
あ
る
と
こ
ん
な
事
が
出
来
て
し

ま
う
ん
で
す
ね
？
こ
れ
か
ら
も
一
人
で
も
多
く
の
認
知
症
や
家
族
の
人
に
た
く
さ
ん
の
人
が
関
わ
っ
て

い
け
た
ら
い
い
と
お
思
い
ま
す
。
私
も
そ
の
一
人
で
あ
り
た
い
も
の
で
す
。

•
本
人
・
家
族
・
サ
ポ
ー
タ
ー
・
民
生
委
員
・
医
師
・
ケ
ア
マ
ネ
・
ヘ
ル

パ
ー
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
職
員
・
役
場
職
員
な
ど
の
話
(不
安
や
出
来
事
、
心

情
）
を
聴
く
こ
と
に
心
が
け
、
否
定
せ
ず
に
ま
ず
受
け
止
め
た
。

•
そ
の
中
で
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
、
良
か
っ
た
こ
と
、
う
ま
く
い
っ
た
こ
と
を

拾
い
、
そ
の
こ
と
を
チ
ー
ム
で
共
有
で
き
る
よ
う
に
心
が
け
た
。
そ
の
た
め

に
情
報
を
包
括
に
集
中
す
る
よ
う
に
お
願
い
し
た
。
(ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
や

気
に
な
っ
た
こ
と
、
何
で
も
い
い
の
で
包
括
に
い
う
て
く
だ
さ
い
ね
。
）

•
そ
し
て
ケ
ア
マ
ネ
に
は
真
っ
先
に
伝
え
、
常
に
一
緒
に
相
談
し
て
き
た
。

•
「
こ
れ
は
す
ご
い
！
」
と
思
わ
れ
る
極
上
の
対
応
は
み
ん
な
で
共
有
し
、
対

応
力
向
上
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
活
か
す
。

•
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
、
民
生
委
員
さ
ん
、
サ
ポ
ー
タ
ー
さ
ん
(友
人
）
に
お
願
い
し

て
「
セ
ン
タ
ー
方
式
Ｄ
－
４
シ
ー
ト
」
に
訪
問
時
の
様
子
を
記
録
し
て
も

ら
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
本
人
の
状
態
の
悪
い
と
き
だ
け
に
注
目
す
る
事
が

減
り
、
良
い
と
き
の
言
葉
や
表
情
、
出
来
事
な
ど
、
い
き
い
き
と
し
た
本
人

の
実
態
が
見
え
て
き
た
。
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
言
語
化
で
き
、
よ
り
本
人

の
視
点
を
大
切
に
す
る
関
わ
り
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

•
意
識
的
に
｢
チ
ー
ム
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
み
ん
な
で
Ｍ
さ
ん
に
関
わ
っ

て
い
る
と
い
う
意
識
づ
け
を
し
た
。

7

活
動
上
の
工
夫
、
心
が
け
た
こ
と

揺
ら
ぎ
を
支
え
る

•
チ
ー
ム
で
関
わ
る
と
一
人
暮
ら
し
の
認
知
症
の
人
も
安
心
し
て
そ
の
人
ら
し
く
暮
ら
せ
る
こ
と
を
住
民
も
専
門
職

も
実
感
。
チ
ー
ム
全
体
が
、
本
人
を
あ
り
の
ま
ま
に
と
ら
え
、
本
人
の
視
点
で
見
つ
め
る
温
か
い
ま
な
ざ
し
に
変

化
し
て
き
た
。

•
サ
ポ
ー
タ
ー
が
核
と
な
り
、
Ｍ
さ
ん
に
関
わ
る
姿
を
見
て
、
当
初
、
否
定
的
だ
っ
た
近
所
の
人
も
Ｍ
さ
ん
を
競
っ

て
見
守
り
、
「
私
が
見
よ
る
か
ら
、
あ
ん
た
は
見
守
ら
ん
で
も
え
え
わ
！
」
（
嬉
し
い
悲
鳴
？
）
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
を
利
用
す
る
と
き
は
近
所
の
人
に
ケ
ア
マ
ネ
が
伝
え
て
お
か
な
い
と
夜
、
電
気
が
つ
か
な
い
と
い
っ
て
大
騒
ぎ

に
な
る
。
そ
れ
く
ら
い
み
ん
な
が
Ｍ
さ
ん
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
。

•
役
場
職
員
も
認
知
症
の
人
へ
の
対
応
の
大
切
さ
を
自
覚
し
、
平
成
２
８
年
度
に
は
役
場
職
員
ほ
ぼ
全
課
全
員
が
認

知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
受
講
し
た
。

•
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
医
師
と
か
か
り
つ
け
医
(
診
療
所
）
が
う
ま
く
連
携
で
き
た
。
Ａ
Ｄ
Ｌ
が
自
立
し
て
い

て
も
通
院
に
繋
が
り
に
く
い
場
合
、
訪
問
診
療
に
切
り
替
え
、
医
師
も
生
活
環
境
を
把
握
し
な
が
ら
、
診
療
を
行

う
こ
と
は
本
人
も
安
心
し
、
顔
な
じ
み
と
な
り
よ
か
っ
た
。

•
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
ヘ
ル
パ
ー
の
役
割
の
重
要
性
を
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
た
。
特
に
一
人
暮
ら
し
の
認
知
症

の
人
の
場
合
、
朝
の
ヘ
ル
パ
ー
訪
問
は
「
お
は
よ
う
。
」
の
声
か
け
で
夜
の
孤
独
を
癒
し
、
食
生
活
を
は
じ
め
と

す
る
規
則
正
し
い
生
活
の
一
日
の
出
発
点
の
要
と
な
っ
た
。

•
チ
ー
ム
結
成
か
ら
３
年
半
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。
Ｍ
さ
ん
は
今
で
も
穏
や
か
に
在
宅
生
活
を
継
続
し
て
い
る
。

被
害
的
な
言
動
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
や
さ
し
い
も
と
も
と
の
Ｍ
さ
ん
の
姿
に
戻
っ
て
い
る
。

•
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
で
の
Ｍ
さ
ん
と
息
子
さ
ん
の
会
話
か
ら
：
本
人
は
顔
色
よ
く
表
情
穏
や
か
。
よ
く
笑
う
。

•
息
子
さ
ん
が
習
字
道
具
を
買
っ
て
持
っ
て
来
て
く
れ
た
。
習
字
の
話
、
花
作
り
の
話
、
か
ぼ
チ
ャ
ン
の
話
な
ど
話

が
弾
む
。
（
Ｍ
さ
ん
は
習
字
や
絵
画
が
得
意
。
）
息
子
さ
ん
が
小
さ
い
こ
ろ
、
Ｍ
さ
ん
に
宿
題
の
絵
を
描
い
て
も

ら
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
。
「
下
手
に
描
い
て
」
と
頼
ん
で
い
た
の
に
先
生
に
ば
れ
て
し
ま
っ
た
話
。
「
う
ま
す
ぎ
た

ん
や
な
。
」
と
い
っ
て
本
当
に
お
か
し
そ
う
に
笑
っ
た
。
息
子
さ
ん
も
笑
っ
た
。

•
う
つ
む
い
て
顔
を
上
げ
る
度
、
息
子
さ
ん
が
帰
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
初
め
て

•
気
づ
い
た
よ
う
に
｢
ど
う
し
た
ん
？
な
ん
で
帰
っ
て
き
て
る
ん
？
」
と
う
れ
し
そ
う
に
繰
り
返
す
Ｍ
さ
ん
。
8

チ
ー
ム
Ｍ
に
推
進
員
が
関
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
成
果
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脳
の
元
気
教
室
の
サ
ポ
ー
タ
ー
も

す
ぐ
に
集
ま
り
、
そ
の
な
じ
み
か
ら

本
人
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
へ

9

推
進
員
活
動
を
通
じ
た
展
開
と
つ
な
が
り
の
拡
大

な じ み の 人 た ち が 、 な じ み の 地 域 で 思 い を 持 っ て 動 き 始 め た 。

顔
の
見
え
る
関
係

の
中
で

Ｍ
団
地
：
ほ
っ
と
か
連
と
こ

１
０
０
歳
体
操
や
い
き
い
き

サ
ロ
ン
夢
サ
ロ
ン
も
活
発

Ｍ
団
地
：
３
０
０
軒
中

４
７
名
の
見
守
り
協
力

員
が
い
る
。

サ
ポ
ー
タ
ー
を
核
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
の
鼓
動

本
人
が
安
心
し
て
語
り
，

伝
え
る
本
人
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

Ｇ
団
地
：
ほ
っ
と
か
連
と
こ
１
０
０

歳
体
操
が
き
っ
か
け
で
何
年
ぶ
り

か
で
校
区
の
盆
踊
り
に
参
加
。
地

域
の
つ
な
が
り
が
戻
っ
て
き
た
！

お
話
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
：
入
所

し
て
も
顔
見
に
来
る
デ
ー
。

話
が
で
き

て
う
れ
し

い
わ
ー
。

←
自
分
で
チ
ェ
ッ

ク
！
地
区
医
師
会

と
共
同
で
作
成
し
、

町
内
の
医
療
機
関

に
お
い
て
い
ま
す
。

地
区
医
師
会
の
協
力
で
多
職
種
事
例
検

討
会
を
年
４
回
実
施
。
２
月
に
は
ロ
ー

ル
プ
レ
イ
も
。
「
本
人
が
安
心
し
て
そ

の
人
ら
し
く
暮
ら
す
た
め
の
事
例
検
討

を
！
」
と
い
う
目
標
も
明
ら
か
に
な
っ

て
き
た
。

ま
ち
か
ど
ほ
っ
と
歓
事
業

ま
ち
か
ど
：
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で

ほ
っ
と
：
あ
た
た
か
い

歓
：
生
き
が
い
、
喜
び

シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク

一
人
ぼ
っ
ち
を
ゼ
ロ
に

認
知
症
の
初
期
の
気
づ

き

•
明
日
（
to
m
o
rr
o
w
)も
っ
と
に
っ
こ
り

•
本
人
視
点
を
大
切
に
本
人
の
声
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
地
域
に
伝
え
る
こ

と
に
よ
り
、
早
期
診
断
・
早
期
前
向
き
と
い
う
考
え
方
が
町
全
体
に
行

き
渡
る
こ
と
を
目
指
す
。

•
い
わ
ゆ
る
空
白
の
時
間
を
で
き
る
だ
け
短
く
で
き
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま

な
場
作
り
を
模
索
す
る
。

•
情
報
共
有
･
地
域
と
多
職
種
の
連
携
で
認
知
症
の
人
の
そ
の
ひ
と
ら
し
い

生
活
を
創
っ
て
い
け
る
よ
う
支
援
す
る
。

1
0

今
後
の
取
組
み
や
さ
ら
に
強
化
し
た
い
点

全
国
の
推
進
員
さ
ん
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

一
つ
一
つ
の
事
例
を
丁
寧
に
。
そ
こ
か
ら
次
が
見
え
て
き
ま
す
。

支
え
あ
い
伝
え
あ
い
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
み
ん
な
で
一
緒
に
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
を
通
じ
た
多
職
種
連
携
支
援
の
取
組
み

所
属
中
津
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
い
ず
み
の
園
（
委
託
）

名
前
居
倉
央
実
（
職
種
）
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員

1

人
口

8
4
,8
3
9
人

6
5
歳
以
上
人
口

2
4
,4
6
7
人

高
齢
化
率

2
8
.８
％

第
6
期
介
護
保
険
費

月
額
5
,0
0
0
円

要
介
護
認
定
者
数

4
,4
3
8
人

要
介
護
認
定
率

1
8
.2
％

日
常
生
活
圏
域
数

2
包
括
数

委
託
の
み
：
５

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
数
：
2
 名
（
委
託
：
2
名
）

地
域
の
特
徴
：
平
成
1
8
年
の
市
町
村
合
併
に
よ
り
、
旧
中
津
と
郡
部
4
村
（
三
光
、
本
耶
馬
渓
、
耶
馬
溪
、

山
国
）
が
合
併
し
て
、
現
在
の
中
津
市
と
な
っ
て
い
る
。
大
分
県
北
部
に
位
置
し
、
福
岡
県
の
県
境
に
あ
る
。

各
地
区
の
高
齢
化
率
に
つ
い
て
、
旧
市
内
2
6
.3
％
、
三
光
地
区
3
2
.9
％
、
本
耶
馬
渓
地
区
4
3
.2
％
、
耶
馬

溪
地
区
4
5
.3
％
、
山
国
地
区
4
8
.5
％
。

＜
自
治
体
の
基
礎
情
報
＞

福
沢
諭
吉
の
郷

Ｈ
2
9
.1
.3
1
現
在

大
分
県
中
津
市

中
津
市
に
お
け
る

認
知
症
施
策
推
進
事
業
の
全
体
像

2

『
認
知
症
支
援
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
地
域
の
各
種
資
源
が

有
機
的
に
連
携
で
き
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
る
』

『
中
津
市
第
６
期
介
護
保
険
事
業
計
画
及
び
高
齢
者
福
祉
計
画
（
平
成
2
7
年
3
月
施
行
）
』
よ
り
一
部
抜
粋

中
津
市
の
認
知
症
施
策
の
推
進
に
つ
い
て

1
）
認
知
症
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
会

2
）
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

3
）
家
族
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

4
）
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
配
置
（
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
、
徘
徊
模
擬
訓
練
、
多
職
種
協
働
研
修
会
等
）

5
）
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
の
設
置

6
）
中
津
市
徘
徊
高
齢
者
等
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

7
）
医
療
と
介
護
の
連
携
強
化
（
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
認
知
症
対
応
力
の
向
上
）

「
地
域
」
づ
く
り
と
「
人
」
づ
く
り
を
中
心
と
し
た
認
知
症
連
携
支
援

◆
認
知
症
の
早
期
発
見
と
適
切
な
支
援
の
結
び
つ
き

◆
認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
を
支
援
す
る
地
域
で
の
居
場
所
作
り
等

3

私
の
推
進
員
活
動
の
歩
み
①

＜
取
組
み
当
初
に
行
っ
た
実
態
把
握
の
方
法
と
見
え
て
き
た
課
題
＞

①
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
事
業
・
活
動
の
見
え
る
化
と
周
知

平
成
2
5
年
の
は
じ
ま
っ
た
時
点
で
は
、
大
分
県
の
推
進
員
は
3
名
。
市
内
の
専
門
職
や
地
域
住
民
に
職
種
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
と
と
も
に
医
療
機
関
や
介
護
関
係
事
業
所
へ
地
道
に
説
明
。

②
「
中
津
市
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
作
成
の
た
め
の
市
民
ニ
ー
ズ
調
査
」
の
実
施

65
歳
以
上
被
保
険
者
1
,0
0
0
人
（
要
支
援
1
・
2、
要
介
護
1
・
2
、
認
定
の
な
い
一
般
高
齢
者
）
を
対
象
に
調
査
を
実
施
。

認
知
症
に
対
す
る
将
来
を
不
安
に
思
う
、
早
期
発
見
や
治
療
の
必
要
性
は
感
じ
て
い
る
も
「
い
つ
」
「
ど
こ
に
」
、
「
ど
の
よ
う
に
」

相
談
方
法
や
適
切
な
相
談
窓
口
を
知
ら
な
い
。

回
答
者
の
多
く
は
、
「
オ
レ
ン
ジ
ド
ク
タ
ー
」
を
知
ら
な
い
。

認
知
症
に
な
っ
た
ら
、
か
か
り
つ
け
医
に
相
談
し
た
い
と
思
わ
れ
て
い
る
も
、
現
状
は
、
か
か
り
つ
け
医
と
の
連
携
体
制
が
不
十
分
。

③
認
知
症
の
人
の
住
ま
い
に
関
す
る
実
態
把
握
調
査
の
実
施

自
宅
と
介
護
保
険
施
設
（
特
養
や
老
健
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
以
外
の
住
ま
い
に
つ
い
て
、
認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
生
活

で
き
る
環
境
か
実
態
把
握
を
行
う
。

市
内
2
0
事
業
所
（
住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
支
援
ハ
ウ
ス
、
支
援
ホ
ー
ム
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
住
宅
、

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
）
を
対
象
に
、
「
認
知
症
の
方
の
受
け
入
れ
に
関
す
る
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
調
査
」
を
実
施
。
内
容
は
、
認
知
症
の
あ
る

方
の
受
入
れ
状
況
、
認
知
症
の
あ
る
方
へ
の
対
応
や
工
夫
、
入
居
困
難
な
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
等
。

「
施
設
体
制
上
対
応
が
困
難
の
た
め
退
居
」
「
職
員
の
対
応
力
不
足
」
等
の
回
答
。

＜
目
指
し
た
も
の
＞

認
知
症
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
者
が
ま
だ
ま
だ
足
り
な
い
！
！

⇒
認
知
症
の
理
解
者
や
支
援
者
を
増
や
し
た
い
。

※
「
大
分
オ
レ
ン
ジ
ド
ク
タ
ー
」

地
域
の
か
か
り
つ
け
医
、
認
知
症
の
患
者
を

専
門
医
や
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
へ
つ
な
ぐ
先
生

4

私
の
推
進
員
活
動
の
歩
み
②

★
今
回
紹
介
す
る
事
業

対
象

事
業
／
取
組
み

連
携
機
関

役
割
の
分
類

医
療
関
係
者

介
護
関
係
事
業
者

中
津
市
認
知
症
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
会
活
動

（
講
演
会
・
見
え
る
事
例
検
討
会
の
開
催
）

医
師
会
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
・
オ
レ
ン
ジ
ド
ク
タ
ー

行
政
市
内
包
括
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
初
期

集
中
支
援
チ
ー
ム
員
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

対
応
力
向
上

相
談
体
制
構
築

啓
発

認
知
症
の
方
や

そ
の
家
族
、
地
域
住
民

①
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
月
１
回
開
催

（
認
知
症
カ
フ
ェ
）

②
オ
レ
ン
ジ
フ
ェ
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催

③
認
知
症
カ
フ
ェ
連
絡
会

認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
市
内
包
括

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
認
知
症
介
護
家
族

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

相
談
体
制
構
築

啓
発
対
応
力
向
上

上
如
水
地
区
住
民

徘
徊
模
擬
訓
練

自
治
会
民
生
委
員
・
自
治
員

地
元
高
校
（
看
護
学
生
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
部
学
生
等
）

子
供
会
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
介
護
事
業
所

認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
消
防
署
・
消
防
団
警
察
署

報
道
機
関
地
元
ラ
ジ
オ
局

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

啓
発
対
応
力
向
上

小
学
生
と

そ
の
保
護
者

授
業
参
観
（
人
権
学
習
等
）
で
の
サ
ポ
ー

タ
ー
養
成
講
座

小
学
校
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト

啓
発
対
応
力
向
上

若
い
世
代
も
含
め
た

関
心
の
な
い
住
民

地
元
高
校
生
と
の
コ
ラ
ボ
企
画

「
認
知
症
予
防
の
食
事
に
つ
い
て
知
ろ
う
！
」

高
校
生
（
東
高
校
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
部
）

中
津
市
認
知
症
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
会
メ
ン
バ
ー

地
域
サ
ロ
ン

啓
発
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

対
応
力
向
上

認
知
症
に
関
心
の
あ
る
住
民
、

医
療
・
介
護
関
係
者

勉
強
会
①
認
知
症
支
援
に
お
け
る
権
利
擁
護
研
修
会

（
三
国
浩
晃
氏
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ト
ー
タ
ル
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
理
事
長
）

②
認
知
症
の
人
と
か
の
家
族
の
思
い
を
学
ぶ
研
修
会

（
藤
川
幸
之
助
氏
（
詩
人
・
児
童
文
学
作
家
）

③
デ
ン
マ
ー
ク
の
認
知
症
施
策
を
学
ぶ
講
演
会

（
ビ
ア
ギ
ッ
ト
･ヴ
ー
ロ
ン
氏
、
ミ
ア
ヤ
ム
･ビ
ア
ギ
ッ
ト
･ゲ
ー
テ
氏
）

市
報
の
掲
載
と
広
報
医
師
会

薬
剤
師
会
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
・
オ
レ
ン
ジ
ド
ク

タ
ー
包
括
Ｃ
Ｍ
協
議
会

Ｇ
Ｈ
連
絡
会
市
内
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
等

対
応
力
向
上

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

認
知
症
ケ
ア
に
携
わ
る
専

門
職
す
べ
て

（
医
療
・
介
護
関
係
者
）

①
認
知
症
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
研
修
会

②
認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
養
成
研
修

医
師
会
薬
剤
師
会
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
・
オ
レ
ン

ジ
ド
ク
タ
ー
包
括
Ｃ
Ｍ
協
議
会

Ｇ
Ｈ
連
絡
会
市
内
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
等

対
応
力
向
上

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

★
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5

★
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
に
関
す
る
推
進
員
活
動
の
流
れ
①

【
中
津
市
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
の
現
在
ま
で
の
経
過
】

平
成
2
6年
1
月
京
都
市
・
今
出
川
「
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
今
出
川
」
に
て
実
習
。

平
成
2
6年
2
月
①
「
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
な
か
つ
」
（
旧
中
津
）
を
開
設
。

認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
と
協
議
を
重
ね
、
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
の
目
的
を
設
定
。

認
知
症
が
あ
っ
て
も
、
在
宅
で
い
ま
の
生
活
を
続
け
た
い
思
い
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
い
！

認
知
症
の
人
の
生
活
を
途
切
れ
さ
せ
な
い
（
介
護
と
医
療
の
連
携
）

⇒
「
認
知
症
の
入
り
口
問
題
」
へ
の
介
入
や
解
決

平
成
2
6年
3
月
②
「
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
つ
き
の
き
」
（
山
国
地
区
）

オ
レ
ン
ジ
ド
ク
タ
ー
へ
協
力
依
頼
の
た
め
事
業
説
明
を
行
う
。

初
回
開
催
に
向
け
て
、
医
師
、
担
当
地
区
包
括
等
、
話
合
い
を
行
い
開
設
。

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
の
機
能
を
明
確
に
す
る
。

平
成
2
6年
3
月
③
「
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
ほ
ん
や
ば
け
い
」
（
本
耶
馬
渓
地
区
）
開
設
。

平
成
2
6年
5
月
④
「
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
や
ま
う
つ
り
」
（
耶
馬
溪
地
区
）
開
設
。

平
成
2
6年
7
月
⑤
「
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
や
ま
く
に
」
（
山
国
地
区
）
開
設
。

協
力
を
仰
い
だ
連
携
機
関

・
ク
リ
ニ
ッ
ク
（
開
設
場
所
）

・
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医

・
市
内
包
括

・
市
内
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

・
中
津
市
認
知
症
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

研
究
会
メ
ン
バ
ー

・
認
知
症
の
家
族
会
な
ど

①
個
別
の
相
談
支
援
（
本
人
・
家
族
）
⇒
医
療
や
介
護
の
ア
ク
セ
ス
な
ど

②
生
き
が
い
支
援
（
本
人
）

③
家
族
同
士
の
相
談
の
場
（
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
）

④
地
域
住
民
の
集
ま
る
場
（
限
界
集
落
）

⑤
共
生
社
会
（
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
流
）

協
力
を
仰
い
だ
連
携
機
関

・
交
流
セ
ン
タ
ー
（
開
設
場
所
）

・
大
分
オ
レ
ン
ジ
ド
ク
タ
ー

・
担
当
地
区
包
括

・
中
津
市
認
知
症
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

研
究
会
メ
ン
バ
ー

・
市
内
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

・
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど

6

★
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
に
関
す
る
推
進
員
活
動
の
流
れ
②

平
成
2
6
年
1
1月
『
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
フ
ォ
ー
ラ
ム
in
な
か
つ
』
開
催
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容

○
基
調
講
演
：
「
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
今
出
川
」
の
実
践
に
つ
い
て

同
志
社
大
学
社
会
学
部
社
会
福
祉
学
科
教
授
山
田
裕
子
氏
、

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
今
出
川
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
現
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
オ
レ
ン
ジ
コ
モ
ン
ズ
）
青
木
景
子
氏

○
大
分
県
内
の
カ
フ
ェ
実
践
事
例

由
布
市
・
中
津
市
の
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
に
つ
い
て

平
成
2
6
年
1
2月
⑥
「
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
三
光
」
（
三
光
地
区
）
開
設
。

平
成
2
7
年
4月
⑦
本
耶
馬
渓
地
区
に
2
ヶ
所
目
の
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
開
設
。

平
成
2
8
年
1月
⑧
旧
中
津
に
2
ヶ
所
目
の
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
開
設
。

平
成
2
8
年
3月
第
１
回
中
津
市
認
知
症
カ
フ
ェ
連
絡
会
を
開
催
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容

○
8
ヶ
所
の
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
関
係
者
を
対
象
に
実
施
。
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
て
、
各
カ
フ
ェ
の
現
状
紹
介
、

Ｋ
Ｊ
法
を
つ
か
っ
て
、
運
営
面
や
来
客
者
に
関
す
る
気
づ
き
等
、
意
見
交
換
を
行
う
課
題
整
理
を
行
う
。

※
現
在
、
市
内
８
ヶ
所
の
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
が
開
設
。

協
力
を
仰
い
だ
連
携
機
関

・
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
の
協
力
医

・
包
括
・
中
津
市
認
知
症
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

研
究
会
メ
ン
バ
ー

・
市
内
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

・
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

・
民
生
委
員
な
ど

ま
ず
、
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

の
定
期
開
催
を
継
続
す
る

事
業
展
開
す
る
中
で

カ
フ
ェ
関
係
者
が
目
標
や

方
向
性
を
再
確
認
す
る
機

会
を
も
ち
、
課
題
解
決
を

行
う

カ
フ
ェ
の
継
続
や
運
営
方

法
な
ど
、
オ
レ
ン
ジ
カ

フ
ェ
の
定
着
化
に
向
け
て

・
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
の
普
及
啓
発
。

・
ス
タ
ッ
フ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
実
施
（
開
店
前
、
閉
店
後
）

・
気
軽
に
参
加
い
た
だ
く
カ
フ
ェ
で
は
あ
る
が
、
事
前
に
参
加
の

連
絡
調
整
。

・
行
政
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
の
た
め
、
参
加
者
の
保
険
へ
の
加
入
。

・
ス
ペ
ー
ス
と
来
所
さ
れ
る
方
の
居
心
地
を
考
え
た
参
加
者
の
調
整
。

（
毎
回
だ
い
た
い
10

1
2名
程
）

・
話
を
し
や
す
い
よ
う
な
工
夫
。
例
え
ば
、
本
人
や
家
族
が
そ
れ

ぞ
れ
で
も
じ
っ
く
り
話
を
聴
け
る
よ
う
な
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
と
配
慮
。 7

活
動
上
の
工
夫
、
心
が
け
た
こ
と

•
認
知
症
に
つ
い
て
、
本
人
、
家
族
、
認
知
症
を
疑
う
住
民
な
ど
が

早
期
に
相
談
で
き
る
機
会
が
で
き
た
。

•
カ
フ
ェ
を
利
用
す
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
や
、
社
会
的
な
交
流
機
会
を
も
つ
き
っ
か
け
が
で
き
た
。

•
推
進
員
が
中
心
と
な
る
カ
フ
ェ
運
営
に
つ
い
て
、
参
加
者
の
情
報

集
約
を
行
い
、
必
要
な
人
や
社
会
資
源
へ
繋
ぐ
き
っ
か
け
を
提
案

で
き
る
こ
と
。

•
カ
フ
ェ
ス
タ
ッ
フ
の
認
知
症
対
応
力
向
上
。
「
医
師
か
ら
の
助

言
」
は
、
本
人
や
家
族
だ
け
で
な
く
、
カ
フ
ェ
ス
タ
ッ
フ
が
学
び

を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

8

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
の
事
業
・
取
組
み
に

推
進
員
が
関
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
成
果
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9

推
進
員
活
動
を
通
じ
た
展
開
と
つ
な
が
り
の
拡
大

中
津
市
の
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員

1
0

今
後
の
取
組
み
（
予
定
）
や
さ
ら
に
強
化
し
た
い
点

全
国
の
推
進
員
さ
ん
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

自
分
自
身
の
「
将
来
の
た
め
に
」
を
考
え
て
事
業
に
か
か
わ
る
こ
と
と
、

地
域
づ
く
り
を
あ
き
ら
め
ず
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

大
変
な
こ
と
も
多
い
職
種
で
す
が
、
一
緒
に
邁
進
で
き
る
と
幸
い
で
す^
＾

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
）
早
期
に
誰
で
も
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る

⇒
カ
フ
ェ
来
店
サ
ポ
ー
ト
、
ツ
ー
ル
の
検
討

認
知
症
の
知
識
や
生
活
支
援
に
必
要
な
社
会
資
源

⇒
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
対
応
で
き
る
ス
タ
ッ
フ
の
育
成

地
域
づ
く
り
の
し
く
み
を
つ
く
る
(
専
門
職
に
加
え
て
…
)

⇒
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
事
業
と
の
連
動
し
た
取
組
み
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住
民
主
体
の
徘
徊
模
擬
訓
練
を
通
じ
た

認
知
症
の
普
及
啓
発

大
分
県
由
布
市

由
布
市
社
会
福
祉
協
議
会
太
田
加
奈
子

1

人
口

3
5
,0
6
9
人

6
5
歳
以
上
人
口
1
1
,2
1
4
人

高
齢
化
率

3
1
.9
％

第
6
期
介
護
保
険
料
5
,9
9
0
円

要
介
護
認
定
者
数
1
5
,4
5
2
世
帯

要
介
護
認
定
率
2
0
.4
％

日
常
生
活
圏
域
数
３

包
括
数

委
託
：
１
ヶ
所

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
数
：
１
名
（
委
託
：
１
名
）

地
域
の
特
徴
：

大
分
県
の
中
心
部
に
位
置
し
、
平
成
1
7
年
に
以
下
の
3
町
合
併
に
よ
り
誕
生
。

・
県
庁
所
在
地
の
大
分
市
に
隣
接
し
、
人
口
増
加
が
著
し
い
挾
間
町

・
農
業
と
伝
統
芸
能
神
楽
が
盛
ん
で
、
高
齢
化
が
と
ま
ら
な
い
庄
内
町

・
全
国
有
数
の
観
光
地
と
し
て
、
国
内
外
か
ら
注
目
を
集
め
る
湯
布
院
町

雄
大
な
自
然
と
受
け
継
が
れ
る
歴
史
と
文
化
の
街

＜
由
布
市
の
基
礎
情
報
＞

大
分
県
由
布
市

認
知
症
の
人
及
び
そ
の
家
族
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で

安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る

由
布
市
の
認
知
症
施
策
（
事
業
）
の
全
体
像

全
体
方
針

認
知
症
の
人
を
支

 
 
輪
 
広
 
 

認
知
症
の
人
を
支
え
る
関
係

者
・
関
係
機
関
の
連
携
強
化

自
発
的
な
取
り
組
み
が
で
き

る
よ
う
な
人
・
機
関
が
増
え
る

2
7
年
度

2
8
年
度

2
9
年
度

由
布
市
あ
ん
し
ん
ネ
ッ
ト

認
知
症
キ
ャ
ラ
バ
ン
・サ
ポ
ー
タ
ー

認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

認
知
症
総
合
推
進
事
業

（
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
設
置
、

認
知
症
初
期
集
中
支
援
事
業
）

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
の
推
進

認
知
症
 
 
 
 
 
確
立

由
布
市
健
康
増
進
課

由
布
市
福
祉
課

オ
レ
ン
ジ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
推
進
会
議

物
忘
れ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
修
会

由
布
市
徘
徊
模
擬
訓
練

R
U
N
伴

認
知
症
の
人
と
家
族
の
会

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
由
布
（
健
寿
荘
）

地
域
 
熱
心
 
団
体
 住
民

由
布
物
忘
れ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

そ
の
他
社
会
資
源

代
表

地
元
医
師
会
の
地
域
保
健
部
会
医
師

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員

年
４
回
 
多
職
種
連
携
 
研
修
会
 
開
催

事
務
局
機
能

活
動

由
布
オ
レ
ン
ジ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
推
進
会
議

①
由
布
物
忘
れ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
修
会
の
企
画
・
調
整

②
認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
育
成
研
修
の
企
画
・
運
営

③
徘
徊
模
擬
訓
練
の
企
画
・
運
営

④
由
布
市
あ
ん
し
ん
ネ
ッ
ト
の
構
築
に
向
け
た
検
討

医
師
 
大
学
教
員
 
由
布
市
行
政
 
中
部
保
健
所
長
 
地
域
包
括
支
援
 
 
 
 
 
老
施
協
会
長
 
認

知
症
看
護
認
定
看
護
師
 
医
療
職
 
介
護
職
 
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
 
 
1
5
名
程
度
 
構
成

ア
イ
デ
ア
満
載
、
笑
い
満
載
の
会
議

由
布
市
の
認
知
症
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
歩
み

 
 
 
 
 
医
 
認
知
症
 
正
 
 
診
断
 
 
 
 
 
 
 
独
自
 
 
 
 
 
 
 
 
 
制
度
 
取
 
入
 
 
 

多
職
種
で
認
知
症
に
つ
い
て
考
え
る
由
布
物
忘
れ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
修
会
を
開
催

事
業
所
 
枠
 
越
 
 
地
域
活
動
 
行
 
 
認
知
症
 
 
 
 
 
 
 
 
 
養
成

由
布
物
忘
れ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
動
組
織

4
★
今
回
紹
介
す
る
事
業

対
象

事
業
／
取
組
み

連
携
機
関

役
割
の
分
類

医
療
 
介
護
保
険
事

業
関
係
者

由
布
物
忘
れ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

研
修
会

地
元
医
師
会
、
由
布
ｵ
ﾚﾝ
ｼ゙
ﾈｯ
ﾄﾜー
ｸ
推
進
会
議
、
市
役
所
、

保
健
所
、
介
護
保
険
事
業
所

多
職
種
連
携

対
応
力
向
上

由
布
市
住
民

認
知
症
 
 
 
 
作
成

市
役
所
 
保
健
所
 
老
人
 
 
 
 
地
域
包
括
支
援
 
 
 
 
 

介
護
支
援
専
門
員
協
会
、

啓
発
相
談
体
制
構
築

認
知
症
の
人
と
そ
の
家
族

地
域
の
人々

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
の
開
催

認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
、

民
間
 
 
 
（
場
所
 
提
供
）

啓
発
、
当
事
者
支
援

相
談
支
援

行
方
不
明
 
恐
 
 
 
 
人

協
力
機
関

由
布
市
あ
ん
し
ん
ネ
ッ
ト

警
察
 
医
療
機
関
 
介
護
保
険
事
業
所
 
 
 
 
 
協
会
 
民

生
委
員
、
商
店
等

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
、

当
事
者
支
援

由
布
市
内
の

小
中
学
生

学
校
教
育
機
関
に
お
け
る

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

教
育
委
員
会
、
小
・
中
学
校
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト

啓
発

庄
内
原
住
民

★
由
布
市
徘
徊
模
擬
訓

練
地
元
医
師
会
、
市
役
所
（
防
災
安
全
課
、
地
域
振
興
課
）
、

教
育
委
員
会
、
商
工
会
、
由
布
ｵﾚ
ﾝｼ゙
ﾈ
ｯﾄ
ﾜー
ｸ推
進
会
議

啓
発
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

認
知
症
 
理
解
 
 
 
 
普

及
啓
発
の
意
欲
の
あ
る
人
由
布
R
U
N
伴

地
元
医
師
会
、
由
布
ｵ
ﾚﾝ
ｼ゙
ﾈｯ
ﾄﾜー
ｸ
推
進
会
議
、
市
役
所
、

地
元
ラ
ジ
オ
局
、
認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
、
介
護
保
険
事
業

所
、
自
治
委
員
等

啓
発
、
当
事
者
支
援

由
布
市
の
認
知
症
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
歩
み
②

医
師
会
主
導
 
立
 
上
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
が
支
援
す
る
形
で
、
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
を
委
託
配
置

 
 
 
 
：
今
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流
 
 
 
 
 
 
 
 
 
活
動
 
当
初
 
 
行
 
 
 
 
 

デ
メ
リ
ッ
ト
：
事
業
主
体
が
曖
昧
に
な
り
が
ち
で
あ
り
、
調
整
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
あ
る
。
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１
）
企
画
・
運
営

由
布
オ
レ
ン
ジ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
推
進
会
議
・
由
布
市
・由
布
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
三
者
で
開
催

２
）
目
的
と
特
徴

平
成
2
6
年
度
 
 
 
1
年
 
1
回
実
施
 
地
域
 
人々
 
 
認
知
症
 
徘
徊
 
対
 
正
 
 
知
識
 
得
 
と
と
も
に
、

徘
徊
 
 
認
知
症
 
人
 
基
本
的
 
対
応
 
 
 
 
適
切
 
声
 
 
 
 
安
全
 
確
保
 
 
こ
と
が
で
き
る
。

◎
住
民
主
体
 
訓
練
 
地
域
 
特
性
 
活
 
 
 
訓
練

◎
 
気
 
  
⇒
 不
安
 
与
 
 
 
声
 
 
 
 
繰
 
返
 
体
験

◎
由
布
市
が
独
自
に
育
成
し
た
由
布
市
認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
3
6
名
が
訓
練
を
支
え
る

徘
徊
模
擬
訓
練
の
流
れ
と
推
進
員
活
動
①

月
事
業
 
 
取
 
組
 

関
係
機
関
 
協
力
者

4
月
①
訓
練
日
時
と
エ
リ
ア
の
決
定
。

①
由
布
オ
レ
ン
ジ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
推
進
会
議

5
月
②
第
3
回
由
布
市
徘
徊
摸
擬
訓
練
実
施
要
領
（
案
）
 
作
成

③
事
前
準
備
と
訓
練
広
報
の
方
法
に
つ
い
て
決
定
。

③
由
布
ｵ
ﾚ
ﾝ
ｼ゙
ﾈ
ｯﾄ
ﾜー
ｸ
推
進
会
議
、
認
知
症

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

6
月
④
訓
練
区
域
内
 
 
広
報
（
近
所
 
商
店
 
医
療
福
祉
機
関
等
3
6
ヶ
所
）

⑤
当
日
ス
タ
ッ
フ
と
な
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
、
自
治
回
覧
に
て
参
加
者
の
募
集

⑥
当
日
 
流
 
 
事
例
役
 
設
定
 
検
討

⑦
市
教
育
委
員
会
に
中
学
生
の
参
加
依
頼
。
高
校
へ
生
徒
参
加
依
頼
。

⑧
当
日
の
安
全
対
策
、
参
加
者
を
増
や
す
方
策
に
つ
い
て

→
無
料
 
出
店
 
 
 
方
向
 
決
定
 
保
健
所
 
出
店
許
可
申
請
 

④
認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

⑤
市
役
所
 
 
 
 
 
協
会
 
老
施
協

⑥
由
布
ｵ
ﾚ
ﾝ
ｼ゙
ﾈ
ｯﾄ
ﾜー
ｸ
推
進
会
議

⑦
市
役
所
 
教
育
委
員
会
 
高
校
校
長

⑧
由
布
ｵ
ﾚ
ﾝ
ｼ゙
ﾈ
ｯﾄ
ﾜー
ｸ
推
進
会
議
、
商
工
会
、

社
協
ス
タ
ッ
フ

7
月
⑨
地
域
住
民
説
明
会
 
実
施
（
認
知
症
 
 
 
 
 
養
成
講
座
）

⑩
事
例
役
 
 
 
 
役
 
打
 
合
 
 

⑪
最
終
確
認
と
参
加
人
数
調
整
、
当
日
の
役
割
分
担
の
確
認

⑨
認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

⑩
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト

徘
徊
模
擬
訓
練
の
流
れ
と
推
進
員
活
動
②

訓
練
本
部

(警
察
 
運
営
 
 
 
 
 
捜
索
隊

と
し
て
の
参
加
者
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
4
6
人

（
地
区
住
民
 
 
 
 
 
 
 
 
拾
 
 
 
 
捜

索
隊
 
情
報
 
伝
 
 
人
）

事
例
役
８
人

（
捜
索
願
 
 
 
 
 
本
人
 
 
 
 

ミ
ー
役
）

8
：
3
0
受
付
開
始

概
要
説
明

集
合
・
着
替
え
等

9
：
0
0
開
会
挨
拶

9
：
1
0
訓
練
実
施
説
明

9
：
1
5
捜
索
届
受
理
（
寸
劇
）

9
：
2
5
捜
索
方
法
 
検
討

 
 
拾
 
開
始

区
域
内
徘
徊
開
始

9
：
4
0
訓
練
区
域
発
表

9
：
5
5
声
か
け
確
認
・
出
発

1
0
：
0
0
区
域
内
捜
索

1
0
：
3
0

 
 
拾
 
終
了

1
1
：
0
0
反
省
会

 
各
 
 
 
 
 
 
感
想
（
住
民
1
名
、
認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
1
名
）

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
感
想

・
講
評
（
警
察
・
オ
レ
ン
ジ
ド
ク
タ
ー
・消
防
団
）

※
反
省
会
 
時
 
 
初
 
 
一
堂
 
会
 
 
 
 
そ
れ
ま
で
は
顔
を
合
わ
せ
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
ま
す
。

推
進
員
 
全
体
 
流
 
 
管
理
 
司
会
進
行
 
行
 
 
 
 

声
 
 
 
住
民
 
行
 
 

認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は

促
 
 
行
 
 
 
 

捜
索
願
 
ら
そ
の
人
の
特
性
を

話
 
合
 
 
効
率
 
 
 
捜
索
方

法
を
班
ご
と
に
検
討
し
ま
す
。

介
護
保
険
事
業
所
職
員
や
学
生
ボ
ラ
ン

 
 
 
 
地
域
住
民
 
 
 
 
 
 
 
 
 

拾
 
 
 
 
 
 
 
事
例
役
 
人
 
情
報

 
捜
索
隊
 
伝
 
 
 
 

徘
徊
模
擬
訓
練
で
工
夫
し
た
点

 
認
知
症
≠
目
的
 
 
 
歩
 
 
 
 
 
 
意
識
 
 
 

捜
索
活
動
 
行
 
 
仲
間
 
 
 
各
班
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
機
会
 

 
 
菓
子
 
無
料
配
布
 
出
店
 
誰
 
 
参
加
 
 
 
 
 
 
 
 

学
生
 
 
参
加
証
明
書
 
発
行
 

 
安
全
確
保
 
 
 
 
行
事
保
険
 
加
入
 
健
康
相
談
 
実
施
 

①
地
域
を
よ
く
知
る
認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
活
躍

訓
練
区
域
内
 
 
店
 
同
町
内
 
医
療
機
関
等
 
1
件
ず
つ
ま
わ
り
訓
練
の
趣
旨
を
説
明
。

参
加
協
力
 
 
 
 
 
掲
示
 
依
頼
 

②
企
画
 
運
営
 
3
者
 
行
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
訓
練

由
布
オ
レ
ン
ジ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
推
進
会
議

由
布
市
役
所

由
布
市
社
会
福
祉
協
議
会

推
進
員
は
3
者
の
間
を
調
整
し
、

そ
の
組
織
の
特
性
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
役
割
。

③
各
班
 
 
 
 
地
図
 
捜
索
届
 
情
報
 
 
 
 
捜
索
計
画
 
 
 
 

④
子
供
 
 
年
寄
 
 
 
多
 
 
人
 
参
加
 
 
 
仕
掛
 

訓
練
参
加
者
 
2
1
2
名
 
年々
増
加

8

徘
徊
模
擬
訓
練
に
対
す
る
評
価
と
考
察
①

大
変
良
 
 
 
, 
7
0

（
8
0
.5
％
）

ま
あ
よ
か
っ
た
, 

1
4
（
1
6
.1
％
）

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
, 
2
（
2
.3
％
）

あ
ま
り
よ
く
な
か
っ
た
, 
1
（
1
.1
％
）

①
徘
徊
摸
擬
訓
練
に
参
加
し
て
よ
か
っ
た
か
？

②
認
知
症
の
人
へ
の
声
か
け
は
難
し
か
っ
た
か
？

③
今
後
 
徘
徊
 
思
 
 
 
人
 
見
 
 
 
 
声
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
？

④
今
後
 
徘
徊
模
擬
訓
練
 
行
 
 
方
 
 
 
 
？

●
調
査
票
 
回
収
数
（
回
収
率
）
：
8
7
人
（
7
8
.3
％
）

と
て
も
難
し
か
っ
た
, 
2
7
（
3
1
.0
％
）

少
し
難
し
か
っ
た
, 
3
2

（
3
6
.8
％
）

ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
, 

1
3
(1
4
.9
％
）

あ
ま
り
難
し
く
な
か
っ
た
, 
7
（
8
.0
％
）

全
く
難
し
く
な
か
っ
た
, 
2
（
2
.3
％
）未
記
入
,6

（
6
.9
％
）

で
き
る
限
り
声
を
か
け
た
い
, 

7
9
（
9
0
.8
％
）

声
を
か
け
る
の
は
難
し
い
, 
5
（
5
.7
％
）

ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
, 
2
（
2
.3
％
）

未
記
入
, 
1

行
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
8
2

（
9
4
.3
％
）

ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
, 
4
（
4
.6
％
）

未
記
入
, 
1
（
1
.1
％
）

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0
%

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0
%

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0
%

捜
索
班
 
参
加
者

人
数

事
例
役
等
 
参
加
者

人
数

地
域
住
民
 
消
防
団

3
8

6
1
事
例
役

4
5
0

情
報
提
供
者
役

4
6

認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

2
3

1
1
1
名

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0
%

単
位
は
人
、
（
）
内
％

●
徘
徊
摸
擬
訓
練
参
加
者
内
訳
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9

徘
徊
模
擬
訓
練
に
対
す
る
評
価
と
考
察
②

１
）
全
世
代
参
加
の
実
現

中
学
生
 
大
学
生
 
 
 
学
生
参
加

※
昨
年
 
 
 
 
 
養
成
 
小
学
校
 
受
講
し
た
中
学
生
が
オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
を
も
っ
て
参
加

1
0
歳
代
 
8
0
歳
代
ま
で
、
幅
広
い
世
代
の
参
加
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

２
）
産
学
官
民
 
協
働
連
携

産
…
医
療
福
祉
関
係
者
 
 
 
 
 
 
 
、
商
工
会
が
出
店
の
支
援

学
…
地
元
の
中
・
高
・
大
学
生
の
参
加

官
…
行
政
 
関
係
課
 
中
心
 
 
 
支
援

民
…
消
防
団
 
含
 
地
域
住
民
 
参
加

【
1
0
歳
代
】

・
僕
の
家
に
も
8
8
歳
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
る
の
で
、
も
し
か
し
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
皆
 
協
力
 
 
 

の
町
な
ん
だ
と
し
み
じ
み
と
感
じ
た
。

・
子
供
 
 
 
若
 
人
 
 
認
知
症
 
 
 
 
 
 
 
知
 
 
 
 
 
 
 
 
話
 
 
 
 
 
 
知
識
 
 
 

少
し
で
も
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
す
る
。

【
2
0
歳
代
 
8
0
歳
代
】

・
高
校
生
が
よ
く
話
を
し
て
く
れ
て
詳
し
く話
し
て
く
れ
た
。
積
極
的
に
話
を
し
て
よ
か
っ
た
で
す
。
皆
で
や
れ

ば
で
き
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

・
過
疎
化
、
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
 
互
 
 
横
 
 
 
 
 
 
大
切
 
 
 
 
認
知
症
 
方
 
見

守
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

1
0

認
知
症
の
人
も
そ
う
で
な
い
人
も
、

み
ん
な
が
支
え
支
え
ら
れ
る
由
布
市
に
な
り
ま
す
よ
う
に

全
国
の
推
進
員
さ
ん
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
仕
事
は
『
０
』
を
『１
』に
す
る
仕
事
で
は
な
く、

『１
』を
探
し
て
『1
0
』
に
し
て
い
く仕
事
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

 
 
 
 
 
人
 
出
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大
切
 
 
 
 
常々
感
 
 
 

ま
す
。
認
知
症
の
人
や
介
護
し
て
い
る
家
族
も
『１
』
で
あ
り
、
推
進
員
同
士
も

 １
  
 
 
 
 
 
忘
 
 
 
 
 
 
 
 
刺
激
 
 
 
 
頑
張
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対
象
者
に
合
わ
せ
た
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

と
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

鹿
児
島
県
・
霧
島
市

霧
島
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
委
託
：
霧
島
市
社
会
福
祉
協
議
会
）

福
田
竜
光
（認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
・社
会
福
祉
士
）

1

人
口

１
２
６
，
５
４
１

6
5
歳
以
上
人
口

３
２
，
４
４
７

高
齢
化
率

２
５
．
６
４
％

第
6
期
介
護
保
険
費

月
額
：
５
，
５
０
０
円

要
介
護
認
定
者
数

６
，
３
０
３

要
介
護
認
定
率

１
９
．
４
％

日
常
生
活
圏
域
数

１
０
圏
域

包
括
数

本
所
１
ヶ
所

サ
ブ
セ
ン
タ
ー
１
０
ヶ
所

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
数
：
３
名
（
委
託
：包
括
に
３
名
）

地
域
の
特
徴
：
平
成
1
7
年
に
１
市
６
町
が
合
併
。
県
内
２
番
目
の
人
口
規
模
。
県
の
中
央
に
位
置
し
、
鹿
児
島
空
港

も
あ
る
た
め
、
県
外
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
は
便
利
。

圏
域
に
お
け
る
高
齢
化
率
は
、
1
7
.9
％
～
3
9
.5
％
と
な
っ
て
い
る
。
公
共
交
通
機
関
が
発
達
し
て
い
な
い
圏
域
で
は
、

自
動
車
が
な
け
れ
ば
不
便
さ
が
あ
る
。

＜
自
治
体
の
基
礎
情
報
＞

認
知
症
の
人
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
、
で
き
る
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
の
良
い
環
境
で
自
分
ら
し
く

暮
ら
し
続
け
る
事
の
で
き
る
社
会
の
実
現
を
目
指
す
。
（
新
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
と
一
緒
）

2

霧
島
市
に
お
け
る

認
知
症
施
策
（
事
業
）の
全
体
像

基
本
的
考
え
方

心 豊 か な 支 え あ い の ま ち ほ っ と 霧 島

霧
島
市
す
こ
や
か
支
え
あ
い
プ
ラ
ン
2
0
1
5

（
第
7
期
高
齢
者
福
祉
計
画
、
第
6
期
介
護
保
険
事
業
計
画
）に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る

基
本
理
念

2
0
2
5
年
の
姿

つ
な
が
ろ
う
、
つ
な
げ

よ
う
、
元
気
・
安
心
・
生

き
が
い
の
も
て
る
ま
ち

き
り
し
ま

あ
な
た
も
私
も
こ
れ
ま

で
綴
っ
て
き
た
物
語
を

と
も
に
書
き
続
け
ら
れ

る
ま
ち
き
り
し
ま

誰
も
が
自
分
の
夢
を

描
き
、
最
高
の
人
生
を

歩
み
続
け
る
事
が
で
き

る
ま
ち
き
り
し
ま

人
と
人
の
輪
の
中
で
と

も
に
支
え
あ
い
私
ら
し

く
活
躍
で
き
る
ま
ち

き
り
し
ま

基
本
目
標

活
動
と
自
立
を
支
え
る

体
制
づ
く
り

安
心
し
て
生
活
す
る
こ

と
が
で
き
る
仕
組
み
づ

く
り

地
域
で
暮
ら
し
続
け
る

事
が
で
き
る
仕
組
み
づ

く
り
・
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

住
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

体
制
づ
く
り

施
策
の
方
向

（
１
）
住
む
場
所
が
変
わ
っ
て

も
、
こ
れ
ま
で
の
こ
だ
わ
り

や
関
係
性
が
途
切
れ
な
い

仕
組
み
づ
く
り

（
２
）
誰
も
が
健
康
で
「～
し

た
い
」を
継
続
で
き
る
仕
組

み
の
充
実

（
３
）
・
・
・
・

（
１
）
認
知
症
に
な
っ
て
も
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
支
援
体

制
の
充
実

（
２
）
高
齢
者
福
祉
へ
の
関

心
を
高
め
る
た
め
の
活
動

強
化
（
３
）
・
・・
・

施
策
の
方
向
性
に
対
す
る
取
組

（
１
）
私
の
ア
ル
バ
ム
（
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
）
の
普
及
・活
用

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
の
設
置

（
２
）
介
護
予
防
普
及
啓
発
事
業
「
脳
い
き
い
き
教
室
」

（
３
）・
・
・
・

（
１
）
認
知
症
高
齢
者
早
期
発
見
促
進
事
業

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
配
置

家
族
介
護
者
交
流
会
（
こ
の
ゆ
び
と
ま
れ
）
の
開
催

メ
モ
リ
ー
カ
フ
ェ
（認
知
症
カ
フ
ェ
）

徘
徊
S
O
S
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

（
２
）
認
知
症
に
対
す
る
周
知
の
充
実

（
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
）

（
３
）
在
宅
福
祉
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
配
置

＜
取
組
み
当
初
に
行
っ
た
実
態
把
握
の
方
法
と
見
え
て
き
た
課
題
＞

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
の
開
催
状
況
の
確
認

対
象
者
と
開
催
日
時
の
統
計

個
別
の
問
い
合
わ
せ
に
対
応
で
き
て
い
な
い
現
状

小
中
学
生
等
に
実
施
が
で
き
て
い
な
い
現
状

キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
の
調
整
が
困
難
な
状
況

待
ち
の
姿
勢
で
あ
り
、
養
成
の
主
旨
に
沿
っ
て
い
な
い
。

3

＜
目
指
し
た
も
の
＞

認
知
症
に
特
化
は
す
る
が
、
限
定
し
な
い
取
組
み
の
実
施
。

私
の
推
進
員
活
動
の
歩
み
①

4

私
の
推
進
員
活
動
の
歩
み
②

★
今
回
紹
介
す
る
事
業

対
象

事
業
／
取
組
み

連
携
機
関

役
割
の
分
類

高
齢
者
と
そ
の
家

族
（個
別
・
サ
ロ
ン
・

事
業
所
等
）

私
の
ア
ル
バ
ム
（
認
知
症

ケ
ア
パ
ス
）
の
普
及
・
活
用

医
師
会
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
保
健
所
各

事
業
所
C
M
連
絡
会
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
連
合
会
家
族
の
会
霧
島
市
地
域
包
括
ケ
ア
ラ
イ

フ
サ
ポ
ー
ト
ワ
ー
カ
ー

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

啓
発
対
応
力
向
上

高
齢
者

認
知
症
高
齢
者
早
期
発

見
促
進
事
業
（
も
の
忘
れ

外
来
受
診
）

医
師
会
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
認
知
症
疾
患
医
療
セ

ン
タ
ー
民
生
児
童
委
員

相
談
体
制
構
築

啓
発

介
護
者
と
要
介
護

者
家
族
介
護
者
交
流
会

医
師
会
薬
剤
師
会
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー

認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
認
知
症
カ
フ
ェ
Ｃ
Ｍ
連
絡
会

家
族
の
会
霧
島
市
地
域
包
括
ケ
ア
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト

ワ
ー
カ
ー
栄
養
士
会

相
談
体
制
構
築

啓
発
対
応
力
向
上

小
中
学
生
企
業

市
民
商
工
会

温
泉
組
合

★
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養

成
と
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

小
・中
学
校
企
業
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト

商
工
会
温
泉
組
合
民
生
委
員

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
霧
島
市
地
域
包
括
ケ

ア
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
ワ
ー
カ
ー

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

相
談
体
制
構
築

啓
発
対
応
力
向
上

高
齢
者
と
そ
の
家
族

医
療
・
介
護
連
携

調
剤
薬
局
と
の
連
携

薬
剤
師
会
C
M
医
師
会
事
業
所

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

相
談
体
制
構
築

対
応
力
向
上

介
護
事
業
所
職
員

医
療
従
事
者

民
生
委
員

対
応
力
向
上
研
修

認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

対
応
力
向
上
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市
町
村
と
の
連
携
は
必
須

誰
の
・
・
・ど
の
機
関
の
・・
・
協
力
が
必
要
か
。

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
か
ら
広
が
る
、
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
動
向

平
成
２
０
年
か
ら
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
に
取
り
組
む

【
事
務
局
】

H
２
０
年
～
H
２
３
年
市
役
所

H
２
４
年
～

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

【
サ
ポ
ー
タ
ー
数
】
H
２
０
年
～
H
２
３
年
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
数
2
,7
5
1
名

小
中
学
校
へ
の
実
施
な
し

H
２
４
年
～

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
数
8
,2
1
7
名

小
中
高
等
の
学
生
2
,5
5
6
名

事
務
局
が
果
た
す
機
能
、
対
象
者
の
特
性
を
捉
え
た
効
果
的
な
養
成
を
検
討
。

全
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
が
活
躍
で
き
る
体
制
を
検
討
。

開
催
地
・対
象
者
の
近
所
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
が
活
躍
で
き
る
体
制
。

5

★
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
と
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

に
関
す
る
推
進
員
活
動
の
流
れ
①

平
成
２
６
年
～

霧
島
市
民
会
館
に
て
「
ペ
コ
ロ
ス
の
母
に
会
い
に
行
く
」
映
画
上
映
会
と
実
施

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
の
検
討

認
知
症
サ
ポ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
と
考
え
る
地
域
づ
く
り
と
高
齢
者
支
援

霧
島
市
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
連
合
会
・
霧
島
市
介
護
支
援
専
門
員

会
「あ
し
た
ば
」
・霧
島
市
通
所
事
業
者
連
絡
会
「
や
っ
た
ろ
会
」
・
認
知
症
の
人

と
家
族
の
会
・
認
知
症
介
護
指
導
者
・
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
等
の
協
力

や
協
働

霧
島
市
地
域
包
括
ケ
ア
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
ワ
ー
カ
ー
の
協
力
の
も
と
、

「
認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
地
域
づ
く
り
」に
取
り
組
む

総
合
相
談
機
能
や
地
域
の
関
係
づ
く
り
、
集
ま
り
場
づ
く
り
、
虐
待
へ
の
緊
急
対
応

な
ど
生
活
を
継
続
す
る
う
え
で
の
「安
心
」
を
支
援
す
る
た
め
の
拠
点
と
な
り
、
そ
の

地
域
に
密
着
し
た
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
構
築
を
す
る
役
割

平
成
２
７
年
～

日
常
生
活
圏
域
で
、
市
民
向
け
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
と
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

平
成
２
８
年
～

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
の
調
整
と
取
組
の
継
続

6

★
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
と
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

に
関
す
る
推
進
員
活
動
の
流
れ
①

・
行
政
職
員
の
異
動
は
、
事
業
推
進
を
低
迷
？

い
い
え
、
連
携
部
署
を
拡
充
す
る
好
機

・
た
だ
実
施
す
る
の
で
は
な
く
、
目
的
・対
象
者
等
に
合
わ
せ
て
取
り
組
む
。

開
催
側
の
都
合
で
物
事
を
進
め
な
い
。

市
民
が
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
場
所
・
日
時
・市
民
が
今
後
相
談
し
や
す
い
機
関
の
関
わ
り
を

考
え
る
。

・
今
ま
で
の
多
機
関
多
職
種
と
の
関
係
を
振
り
返
り
、
活
か
す
・転
換
す
る
。

漠
然
と
で
は
な
く
、
展
開
・
役
割
と
目
的
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

主
催
だ
け
で
な
く
、
参
加
し
て
推
進
員
と
し
て
の
役
割
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
機
会
は
、
講
座
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
事
業
所
の
運
営
推
進
会
議
。

・
専
門
職
の
当
た
り
前
と
市
民
の
当
た
り
前
の
違
い
を
意
識
す
る
。

何
気
な
く
し
て
い
る
行
為
に
対
す
る
市
民
の
見
方
か
ら
、
振
り
返
る
。

マ
イ
ナ
ス
で
は
な
く
、
プ
ラ
ス
軸
で
市
民
の
活
躍
を
支
持
す
る
。

7

活
動
上
の
工
夫
、
心
が
け
た
こ
と

あ
ん
た

て

あ
ん
た
達
は
、

お
年
寄
り
を

勝
手
に
連
れ

て
行
く
。

キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
の
活
動
可
能
な
時
間
や
、
日
常
生
活
圏
域
を
個
別
に
確

認
す
る
こ
と
で
、
依
頼
が
し
や
す
く
な
る
。

新
人
メ
イ
ト
と
ベ
テ
ラ
ン
メ
イ
ト
の
タ
ッ
グ
で
開
催
す
る
こ
と
で
、
メ
イ
ト
の
負

担
感
軽
減
。

受
講
し
て
ほ
し
い
機
関
に
は
、
予
習
の
上
、
出
向
い
て
依
頼
。

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
数
が
大
き
く
伸
び
た
。

身
近
な
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
が
活
躍
す
る
こ
と
で
、
市
民
が
気
軽
に
相
談
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。

小
中
学
生
の
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
が
増
え
、
道
に
迷
っ
た
高
齢
者
を
見
つ
け

て
く
れ
た
こ
と
も
・・
・

個
別
の
問
い
合
わ
せ
⇒
団
体
申
込
み
の
機
会
に
打
診
や
市
民
向
け
（
各
圏
域

開
催
）
を
案
内
し
、
確
実
に
受
講
で
き
る
よ
う
大
切
に
し
て
い
る
。

8

事
業
・
取
組
み
に

推
進
員
が
関
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
成
果
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9

推
進
員
活
動
を
通
じ
た
展
開
と
つ
な
が
り
の
拡
大

個
別
ケ
ー
ス
、
圏
域
別
包
括
ケ
ア
会
議
、
運
営
推
進
会
議
、
地
域
の
ひ
ろ
ば
事
業
等
、
地
域
と
と
も

に
地
域
で
の
住
ま
い
方
・
暮
ら
し
方
を
考
え
る
場
は
た
く
さ
ん
あ
る
。

認
知
症

キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト

講
座
の
依
頼

講
座
の
実
施

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

講
座
の
依
頼

講
座
の
実
施

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

認
知
症
地
域

支
援
推
進
員

ポ
ー
ト
ワ
ー
カ
ー

霧
島
市
地
域
包

括
ケ
ア
ラ
イ
フ
サ

ポ
ー
ト
ワ
ー
カ
ー

認
知
症

キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト

相
談
・
企
画
・
協
働

運
営
推
進
会
議

活
躍
・
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

職
域
へ
の
フ
ォ
ロ
ー

地
域
の
見
守
り

模
擬
訓
練
へ
の
協
力

行
方
不
明
時
の
捜
索
に

相
談

出
来
る
限
り
多
く
の
サ
ポ
ー
タ
ー
が
活
躍
で
き
る
環
境
を
作
ら
ね
ば
。

サ
ポ
ー
タ
ー
の
連
絡
体
制
の
構
築
に
向
け
、
生
活
支
援
体
制
整
備
事

業
と
調
整
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
と
連
携
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

生
活
支
援
体
制
整
備
事
業
が
開
始
、
地
域
課
題
の
抽
出
に
当
た
っ
て

い
る
。
抽
出
さ
れ
た
課
題
に
対
し
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
や
活
動
の

展
開
を
考
え
て
い
き
た
い
。

1
0

今
後
の
取
組
み
（
予
定
）
や
さ
ら
に
強
化
し
た
い
点

全
国
の
推
進
員
さ
ん
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

大
変
だ
な
と
思
っ
た
時
こ
そ
、
周
り
を
見
渡
し
ま
し
ょ
う
。

そ
こ
に
は
、
一
緒
に
考
え
参
加
し
て
く
れ
る
仲
間
が
い
ま
す
。
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矢
巾
わ
ん
わ
ん
パ
ト
ロ
ー
ル
隊

岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町

矢
巾
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
委
託
）

鱒
沢
陽
香
（
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
）

1

人
口

２
７
，
２
５
５
人
6
5
歳
以
上
人
口

６
，
４
４
５
人

高
齢
化
率

２
３
．
６
％
第
6
期
介
護
保
険
料

５
，
７
０
０
円

要
介
護
認
定
者
数

１
，
１
０
９
人
要
介
護
認
定
率

１
６
．
６
％

日
常
生
活
圏
域
数

1
包
括
数

直
営
：
委
託
：
1

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
数
：
1
名
（
委
託
：
1
名
）

地
域
の
特
徴
：

岩
手
県
矢
巾
町
は
県
庁
所
在
地
で
あ
る
盛
岡
市
の
南
に
隣
接
し
た
コ
ン
パ
ク
ト
な
町
で
す
。

基
幹
産
業
は
農
業
で
、
豊
か
な
田
園
風
景
が
広
が
る
一
方
、
数
年
後
に
予
定
さ
れ
て
い
る
医
科
大

学
付
属
病
院
の
移
転
や
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
開
通
に
伴
い
、
中
心
部
で
は
宅
地
や
商

業
地
の
開
発
が
す
す
ん
で
い
ま
す
。
過
疎
化
の
深
刻
な
岩
手
県
に
お
い
て
、
将
来
人
口
の
増
加
が

想
定
さ
れ
る
数
少
な
い
自
治
体
の
一
つ
で
す
。

＜
自
治
体
の
基
礎
情
報
＞

2

矢
巾
町
の
高
齢
者
福
祉

【
施
策
の
方
向
】

①
高
齢
者
福
祉
施
設
の
充
実

「
矢
巾
町
高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
６
期
介
護
保
険
事
業
計
画
（
平
成
2
7
 年
度
か
ら
３
ヵ
年
計
画
）
」
に
基

づ
き
、
高
齢
者
の
暮
ら
し
に
対
応
す
る
総
合
的
な
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
推
進
し
ま
す
。

②
高
齢
者
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

介
護
が
必
要
な
状
態
に
な
っ
て
も
地
域
で
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
介
護
だ
け
で
は
な
く
医

療
や
予
防
、
生
活
支
援
、
住
ま
い
の
問
題
等
の
支
援
を
一
体
的
に
提
供
す
る
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の

構
築
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

③
認
知
症
対
策
の
推
進

医
療
と
介
護
の
連
携
に
よ
り
認
知
症
の
方
と
家
族
の
支
援
体
制
の
充
実
を
図
る
ほ
か
、
行
方
不
明
時
の

「
S
O
S
 ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
」
の
充
実
、
認
知
症
へ
の
理
解
と
情
報
発
信
等
に
よ
り
、
支
援
の
た
め
の

地
域
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

④
高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
と
社
会
参
加
の
推
進

高
齢
者
の
自
立
生
活
と
社
会
活
動
の
参
加
を
よ
り
推
進
す
る
た
め
、
社
会
福
祉
協
議
会
や
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
、
町
内
各
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と
の
連
携
を
よ
り
緊
密
に
し
、
各
種
事
業
の
展
開
を
図
り
ま
す
。

高
齢
者
の
暮
ら
し
に
対
応
す
る
総
合
的
な
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
介
護
状
態

に
お
い
て
も
地
域
で
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
を

推
進
し
ま
す
。
ま
た
、
認
知
症
支
援
体
制
の
整
備
を
進
め
、
認
知
症
の
方
と
そ
の
家
族
が
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

併
せ
て
、
高
齢
者
の
自
立
生
活
と
社
会
参
加
活
動
を
促
進
し
ま
す
。

3

私
の
推
進
員
活
動
の
歩
み
①

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
ニ
ー
ズ
と
課
題
を
抽
出

医
療
連
携

認
知
症
ケ
ア

検
討
部
会

安
心
安
全

お
た
す
け
部
会

医
療
支
援

開
発
部
会

わ
が
町
つ
な
が
る

部
会

4

私
の
推
進
員
活
動
の
歩
み
②
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5

★
わ
ん
パ
ト
隊
に
関
す
る
推
進
員
活
動
の
流
れ

•
平
成
2
5
年
２
月
愛
犬
家
 
 
 
 
 
 
声
 
 

•
平
成
2
5
年
３
月
町
広
報
誌
等
 
隊
員
募
集

関
係
機
関
 
趣
旨
説
明
 
協
力
要
請

6

★
わ
ん
パ
ト
隊
活
動
の
流
れ

7

活
動
上
の
工
夫
、
心
が
け
た
こ
と

8

推
進
員
が
関
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
成
果

支
援
が
必
要
な
人
を
早
期
に
包
括
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
可
能
に
。

見
守
 
 
気
持
ち
が
自
然
と
地
域
に
波
及
。
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9

推
進
員
活
動
を
通
じ
た
展
開
と
つ
な
が
り
の
拡
大

隊
員
が
ケ
ア
チ
ー
ム
の
一
員
に

隊
員
の
存
在
と
活
動
が
、
認
知
症
支
援

を
さ
り
気
な
く
普
及
啓
発

今
後
の
取
組
み
（
予
定
）
や
さ
ら
に
強
化
し
た
い
点

全
国
の
推
進
員
さ
ん
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

D
o
n’
t 
th
in
k,
 f
e
e
l

地
域
の
多
様
な
人
が
思
わ
ず
参
加
し

た
く
な
る
認
知
症
支
援
を
！

 
 
 
 
 
輪
 
全
国
 
広
 
 
 
！
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地
域
で
支
え
あ
う
し
く
み
づ
く
り

～
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
・
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
の
チ
カ
ラ
～

秋
田
県
羽
後
町

羽
後
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
直
営
）

伊
藤
和
恵
（
社
会
福
祉
士
）

1

人
口

１
５
，
７
８
８

6
5
歳
以
上
人
口
５
，
４
８
７

高
齢
化
率

３
４
．
８
％

第
6
期
介
護
保
険
料
５
，
３
９
０

要
介
護
認
定
者
数
１
，
１
３
１

要
介
護
認
定
率
２
０
．
５
％

日
常
生
活
圏
域
数
１

包
括
数

直
営
：
１
委
託
：
０

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
数
：
２
名
（
う
ち
行
政
：
名
、
直
営
：
２
名
、
委
託
：
名
、
他
：
名
）

地
域
の
特
徴
：
羽
後
町
は
秋
田
県
南
部
に
位
置
す
る
町
で
、
キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ
は
「
緑
と
踊
り
と
雪
の
町
」
。

県
内
屈
指
の
豪
雪
地
帯
で
あ
り
、
山
間
部
の
積
雪
量
は
２
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
。

主
要
産
業
は
農
業
。
米
は
あ
き
た
こ
ま
ち
の
生
産
量
が
多
く
、
西
又

葵
の
美
少
女
イ
ラ
ス
ト
が
JA
う
ご
の
米
袋
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
で
、

年
間
4
5
ト
ン
も
の
注
文
が
殺
到
。
現
地
バ
ス
ツ
ア
ー
も
組
ま
れ
る
ほ
ど

の
話
題
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
西
馬
音
内
盆
踊
り
は
、
日
本
三
大
盆
踊
り
と
称
さ
れ
、
毎
年

１
０
万
人
以
上
の
観
光
客
が
訪
れ
る
。

＜
羽
後
町
の
基
礎
情
報
＞

羽
後
町
認
知
症
に
や
さ
し
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
事
業
（
平
成
２
０
年
 
）

羽
後
町
に
お
け
る

認
知
症
施
策
（
事
業
）
の
全
体
像

羽
後
町
は
、
認
知
症
高
齢
者
と
そ
の
ご
家
族
が
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
で
支
え
あ
う
仕
組
み
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

背
景

羽
後
町
の
高
齢
化
は
こ
こ
数
年
横
ば
い
状
態
。
一
方
、
人
口
は
減
少
化
の
傾
向
が
あ
る
。
町
内
に

認
知
症
の
専
門
医
療
機
関
は
な
く
、
認
知
症
の
人
と
そ
の
家
族
が
よ
り
よ
く
生
き
て
い
く
た
め
の
し

く
み
づ
く
り
は
急
務

対
象
期
間
２
０
２
５
年
ま
で
（
数
値
目
標
は
２
０
１
７
年
度
末
）

特
徴

羽
後
町
は
医
療
・
介
護
・
福
祉
の
連
携
の
先
に
、
U
G
O
~融
合
 
を
目
指
し
て
い
る
。

ま
た
、
地
域
住
民
に
お
い
て
は
、
住
民
主
体
の
取
組
み
へ
の
気
運
が
高
く
、
い
ち
早
く
、
住
民

キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
の
自
主
活
動
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。

認
知
症
の
理
解
を
深
め

る
た
め
の
普
及
啓
発

認
知
症
の
容
態
に
応
じ

た
適
時
・
適
切
な
支
え

認
知
症
の
人
を
含
む
高

齢
者
に
や
さ
し
い
地
域

づ
く
り

医
療
・
介
護
・
福
祉
の

Ｕ
Ｇ
Ｏ
~融
合
 

認
知
症
の
人
や
そ
の
家

族
の
視
点
の
重
視

施 策 の 柱

＜
取
組
み
当
初
に
行
っ
た
実
態
把
握
の
方
法
と
見
え
て
き
た
課
題
＞

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
と
し
て
平
成
１
１
年
度
か
ら
、
平
成
１
８
年
度
か
ら
は
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
社
会
福
祉
士
と
し
て
、
総
合
相
談
に
従
事
す
る
。
高
齢
者
虐
待
防
止
の
相
談
や
認
知
症
の
家

族
の
介
護
に
疲
れ
果
て
て
入
所
先
を
求
め
る
相
談
に
触
れ
る
こ
と
が
多
く
、
「
な
ぜ
こ
ん
な
に
ま
で
た

い
へ
ん
な
状
況
に
な
る
ま
で
・
・
・
と
毎
月
の
報
告
書
を
ま
と
め
る
日々
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
行
っ
て
き
た
実
態
把
握
訪
問
と
は
別
に
、
地
域
の
な
か
に
入
り
、
「
も
っ

と
早
い
時
期
に
相
談
に
つ
な
げ
る
仕
組
み
」
を
求
め
て
い
た
。

→
平
成
１
９
年
度
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
と
な
り
、
こ
の
活
動

は
使
え
る
、
と
。

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
、
フ
ァ
イ
ブ
・
コ
グ
検
査
、
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
、
う
ご
脳
若
返
り
教
室
、

こ
れ
ら
を
地
域
に
入
り
込
む
ツ
ー
ル
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
、
地
域
の
老
人
ク
ラ
ブ
、
自
治
会
、
商

店
会
、
サ
ロ
ン
、
理
美
容
協
会
、
金
融
機
関
、
移
送
サ
ー
ビ
ス
等
に
入
っ
て
い
く
、
つ
な
が
っ
て
い
く

こ
と
が
可
能
と
な
る
。

3

＜
目
指
し
た
も
の
＞

・
地
域
の
場
に
我々
が
出
向
い
て
い
く
こ
と
で
、
住
民
や
地
域
の
生
活
を
支
え
る
機
関

と
の
か
か
わ
り
を
持
ち
、
地
域
の
な
か
に
あ
る
相
談
に
触
れ
、
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
と

こ
ろ
、
つ
な
が
れ
な
か
っ
た
住
民
に
こ
ち
ら
か
ら
触
れ
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
し
ま
し
た
。

私
の
推
進
（員
）活
動
の
歩
み
①

4

私
の
推
進
（員
）活
動
の
歩
み
②

対
象

事
業
／
取
組
み

連
携
機
関

役
割
の
分
類

小
・
中
学
生
・
高
校

生
と
そ
の
保
護
者

・
授
業
参
観
で
の
サ
ポ
ー

タ
ー
講
座

・
お
と
な
と
こ
ど
も
の
ク
リ

ス
マ
ス
会

教
育
委
員
会
小
・
忠
・
高
校
住
民
キ
ャ
ラ
バ
ン

メ
イ
ト

啓
発
対
応
力
向
上

元
西
地
区
、
仙
道
地

区
、
三
輪
地
区
、
西

馬
音
内
地
区

う
ご
ま
ち
Ｓ
Ｏ
Ｓ
よ
り
そ
い

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
徘
徊
模
擬
訓
練
）

自
治
会
・
地
区
社
協
小
学
校
民
生
児
童
委
員

う
ご
ま
ち
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

協
会
小
規
模
多
機
能
特
養
行
政
金
融
機
関

商
店
会
行
政
警
察
署
社
協

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

啓
発
対
応
力
向
上

★
地
域
住
民

ま
ち
の
食
堂
に
認
知
症
カ

フ
ェ
を
「
お
さ
ん
ぽ
オ
レ
ン

ジ
か
ふ
ぇ
」

認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
若
竹
元
気
く
ら
ぶ
包
括

Ｃ
Ｍ
警
察
認
知
症
看
護
認
定
看
護
師
食
堂

う
ご
ま
ち
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

協
会

相
談
体
制
構
築

啓
発
対
応
力
向
上

関
心
の
な
い
住
民

う
ご
脳
若
返
り
教
室

若
竹
元
気
く
ら
ぶ

健
康
祭
サ
ロ
ン
老
人
ク
ラ
ブ

く
も
ん
フ
ァ
イ
ブ
・
コ
グ
検
査
行
政
医
療

（
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
を
体
験
し
て
み
よ
う
コ
ー
ナ
ー
）
啓
発

商
店
会
・
理
美
容
協

会
・
金
融
機
関
・
J
A
日
常
生
活
と
専
門
職
が
連
携

し
て
で
き
る
こ
と

商
店
会
理
美
容
協
会
金
融
機
関
J
A

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

対
応
力
向
上

相
談
体
制
構
築

医
療
・
介
護
・
福
祉

の
専
門
職

認
知
症
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
研

修
U
G
O
オ
レ
ン
ジ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

専
門
職
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
認
知
症
ラ
イ
フ
サ

ポ
ー
ト
研
修
修
了
者

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

対
応
力
向
上

相
談
体
制
構
築

★
今
回
紹
介
す
る
事
業
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平
成
２
０
年
度
 

・
フ
ァ
イ
ブ
・
コ
グ
検
査

と
認
知
症
予
防
活
動
を
公

民
館
に
集
う
住
民
に
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
P
R

・
定
期
的
な
活
動
が
軌
道

に
乗
り
、
認
知
症
予
防
活

動
グ
ル
ー
プ
「
若
竹
元
気

く
ら
ぶ
」
始
動
！

平
成
２
１
年
度
 

オ
リ
ジ
ナ
ル
体
操
「
若
竹
元

気
く
ら
ぶ
体
操
」
を
参
加
者

と
と
も
に
考
案
。
体
操
と
ダ

ン
ス
、
ゲ
ー
ム
を
持
ち
ネ
タ

に
老
人
ク
ラ
ブ
、
ひ
と
り
暮

ら
し
の
会
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
呼
ん
で

も
ら
い
、
認
知
症
の
人
や
地

域
の
高
齢
者
と
の
交
流
に
発

展
さ
せ
て
い
く
。

平
成
２
８
年
度
 

仙
台
市
の
「
土
曜
の
音
楽
カ

フ
ェ
」
（
認
知
症
カ
フ
ェ
）
を
旅

行
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
視
察
し
た

こ
と
で
「
自
分
た
ち
も
認
知
症
カ

フ
ェ
の
活
動
に
参
加
し
た
い
」
と

い
う
会
員
の
声
が
。

若
竹
元
気
く
ら
ぶ
の
会
員
の
経
営

す
る
老
舗
の
食
堂
を
利
用
し
、
推

進
員
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
に
よ
る

専
門
職
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活

か
し
た
「
お
さ
ん
ぽ
オ
レ
ン

ジ
か
ふ
ぇ
」
が
始
動
！

5

★
ま
ち
の
食
堂
に
認
知
症
カ
フ
ェ
を
「
お
さ
ん
ぽ
オ
レ
ン
ジ
か
ふ
ぇ
」

に
関
す
る
推
進
（
員
）
活
動
の
流
れ
①

高
校
生
へ
の
認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

警
察
、
医
療
、
介
護
、
福
祉
が

各
回
に
ゲ
ス
ト
と
し
て
登
場
す

る
お
さ
ん
ぽ
オ
レ
ン
ジ
か
ふ
ぇ

お
さ
ん
ぽ

オ
レ
ン
ジ
か
ふ
ぇ

若
竹
元
気
く
ら
ぶ
会
員
が
一
緒

に
お
さ
ん
ぽ
し
ま
す
ね

ひ
と
り
暮
ら
し
の
会
へ
の

ゲ
ス
ト
出
演

認
知
症
予
防
活
動
（
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
･
料
理
・
旅
行
）

6

★
○
○
○
○
○
に
関
す
る
推
進
員
活
動
の
流
れ
②

★
ま
ち
の
食
堂
に
認
知
症
カ
フ
ェ
を
「
お
さ
ん
ぽ
オ
レ
ン
ジ
か
ふ
ぇ
」

に
関
す
る
推
進
（
員
）
活
動
の
流
れ
②

協
力
い
た
だ
い
た
機
関

う
ご
ま
ち
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
協
会
羽
後
交
番
認
知
症
サ

ポ
ー
ト
医
認
知
症
看
護
認
定
看
護
師
介
護
支
援
専
門
員
社
会
福
祉
協
議
会
仙
台

認
知
症
研
究
研
修
セ
ン
タ
ー
矢
吹
知
之
先
生
民
生
児
童
委
員

若
竹
元
気
く
ら
ぶ
焼
き
肉
ふ
じ
紀
の
常
連
さ
ん

7

活
動
上
の
工
夫
、
心
が
け
た
こ
と

★
ま
ち
の
食
堂
に
認
知
症
カ
フ
ェ
を
「
お
さ
ん
ぽ
オ
レ
ン
ジ
か
ふ
ぇ
」

活
動
上
の
工
夫
、
心
が
け
た
こ
と
、
大
事
に
し
た
こ
と

「
○
○
を
や
り
ま
せ
ん
か
？
」
は
「
や
ら
さ
れ
感
」
に
つ
な
が
る
。

「
○
○
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
？
す
ご
い
で
す
ね
！
」
か
ら
入
る
こ

と
を
心
が
け
た
。

原
動
力
と
な
る
人
材
育

成
で
心
が
け
た
こ
と

住
民
み
ず
か
ら
活
動
の
方
法
の
提
案
が
で
る
よ
う
な
関
係
性
を
つ
く
る

「
楽
し
ん
で
活
動
し
て
い
く
み
な
さ
ん
」
を
記
録
し
、
広
報
な
ど
で
地

域
に
P
R
す
る
こ
と
で
さ
ら
な
る
住
民
活
動
に
つ
な
げ
る

活
動
上
の
工
夫

「
自
分
が
支
え
る
地
域
は
、
自
分
を
支
え
る
て
く
れ
る
地
域
だ
よ
ね
」

大
事
に
し
て
い
る
こ
と

•
認
知
症
カ
フ
ェ
の
取
組
や
平
成
２
０
年
度
か
ら
の
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
、
住
民
キ
ャ
ラ
バ

ン
・
メ
イ
ト
の
組
織
す
る
協
会
設
立
と
そ
の
活
動
支
援
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
の
つ
ど
い
の
開
催
等

に
よ
り
、
地
域
か
ら
の
声
に
触
れ
る
機
会
が
増
え
、
相
談
件
数
が
増
加
し
た
。

8

認
知
症
カ
フ
ェ
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
、
住
民
キ
ャ
ラ
バ
ン
・メ
イ
ト

の
組
織
化
運
営
等
の
取
組
に
推
進
員
が
関
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
成
果

0

2
0
0

4
0
0

6
0
0

8
0
0

10
0
0

12
0
0

14
0
0

平成２０年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

訪
問

来
所

電
話

平
成
２
６
年
度
認
知
症
相
談

１
１
７
件

平
成
２
７
年
度
認
知
症
相
談

１
５
１
件

平
成
２
８
年
度
認
知
症
相
談

１
０
７
件

（
平
成
２
９
年
１
月
末
時
点
）
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9

推
進
員
活
動
を
通
じ
た
展
開
と
つ
な
が
り
の
拡
大

認
知
症
サ

ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座

を
自
治
会
、
老
人

ク
ラ
ブ
、

商
店
会
、

理
美
容
協

会
、
商
店

会
、
金
融

機
関
、

J
A
、
学
校
、
行
政

へ

う
ご
ま
ち
Ｓ
Ｏ
Ｓ
よ
り
そ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

徘
徊
模
擬
訓
練
を
協
会
主
導
で

認
知
症
の
人
と
そ
の
家
族
と
と
も
に
お
と
な
と
こ
ど
も
の
ク
リ
ス
マ
ス
〈
認
知
症
カ
フ
ェ
の
ベ
ー
ス
に
な
る
）

認
知
症
カ
フ
ェ
①
（
住
民

キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
協

会
）

認
知
症
カ
フ
ェ
②
ま
ち
の
食
堂
で
「
認
知
症
カ

フ
ェ
お
さ
ん
ぽ
オ
レ
ン
ジ
か
ふ
ぇ
」
へ
発
展
（
多

職
種
と
の
コ
ラ
ボ
）

授
業
参
観
で
親
子
で
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
や
、
若
竹
元
気
く
ら
ぶ
が
授
業

の
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
学
校
教
育
へ
の
協
力
メ
ン
バ
ー
と
な
る

（
住
民
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
協
会

設
立
）
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
ラ
ジ
オ
屋
の
サ
ロ
ン

活
動
・
自
主
研
修
会
開
催

こ
れ
ま
で
、
民
生
児
童
委
員
や
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
家
族
か
ら
の
相
談
が
中
心
だ
っ

た
が
、
商
店
会
、
理
美
容
協
会
、
金
融
機
関
等
か
ら
認
知
症
の
人
や
地
域
で
困
っ
て
い
る
人
の

相
談
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

若
竹
元
気
く
ら
ぶ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
体
操
で
地
域
の
高
齢
者
の

集
ま
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と
の
か
か
わ
り
が
ふ
え
る

認
知
症
の
人
と
こ
ど
も
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
づ
く
り

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
を
き
っ
か
け
に
「
地
域
の
力
」
を
つ
な
げ
声
に
な
ら
な
い
ニ
ー
ズ
に
近
づ
く

•
地
域
に
は
専
門
職
が
代
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
関
係
や
居
場

所
が
あ
る
。
専
門
職
だ
け
で
支
援
し
て
い
く
と
地
域
の
人
の
手
か

遠
の
く
リ
ス
ク
も
あ
る
が
、
地
域
内
の
社
会
関
係
を
豊
か
に
す
る

チ
カ
ラ
に
な
り
、
地
域
に
積
極
的
に
か
か
わ
り
つ
づ
け
る
こ
と

で
、
「
声
に
な
ら
な
い
ニ
ー
ズ
」
を
引
き
出
し
、
今
あ
る
地
域
の

力
を
さ
ら
に
高
め
て
い
け
る
と
考
え
る
。

•
認
知
症
の
人
と
そ
の
家
族
が
地
域
で
暮
ら
す
た
め
に
は
何
が
必
要

か
、
地
域
住
民
や
認
知
症
の
人
と
そ
の
家
族
、
こ
れ
に
か
か
わ
る

専
門
職
の
み
な
さ
ん
と
と
も
に
「
生
活
」
を
丁
寧
に
み
て
い
く
こ

と
で
次
の
支
援
策
に
つ
な
げ
て
い
け
る
は
ず
。

1
0

今
後
の
取
組
み
予
定
や
さ
ら
に
強
化
し
た
い
点

自
分
が
支
え
る
地
域
は
、
自
分
を
支
え
て
く
れ
る
地
域

連
携
の
先
に
U
G
O
 
融
合
 
が
あ
る
！
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認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
が
地
域
で
活
躍
で
き
る
体
制
づ
く
り

～
行
政
（
基
幹
型
）
と
委
託
（
地
域
型
）
包
括
の
推
進
員
の
取
り
組
み
～

群
馬
県
・
高
崎
市

高
崎
市
福
祉
部
長
寿
社
会
課
地
域
包
括
支
援
担
当

田
中
和
美
（
主
任
保
健
師
）

1

人
口

3
7
0
,5
8
0
人

6
5
歳
以
上
人
口
9
9
,7
4
4
人

高
齢
化
率

2
6
.9
％

第
6
期
介
護
保
険
料
6
,2
0
0
円

要
介
護
認
定
者
数
1
6
,0
0
5
人

要
介
護
認
定
率
1
6
.1
％

日
常
生
活
圏
域
数
4
6
圏
域

包
括
数
2
7
ヶ
所
直
営
：
1
委
託
：
2
6

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
数
：
2
9
名
（
う
ち
行
政
：
3
名
、
直
営
：
3
名
、
委
託
：
2
6
名
、
他
：
名
）

地
域
の
特
徴
：

高
崎
市
は
東
京
か
ら
北
西
に
約
1
0
0
k
m
。
面
積
4
5
9
.1
6
k
㎡
。
群
馬
県
の
中
西
部
に
位
置
し
、
南
東
か
ら
北

西
へ
と
細
長
い
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
な
形
を
し
て
お
り
、
南
東
部
は
関
東
平
野
の
一
部
の
平
坦
地
形
、
北
西
部
は

ゆ
る
や
か
な
丘
陵
や
山々
に
囲
ま
れ
た
山
間
地
形
を
有
し
て
い
る
。

古
く
か
ら
交
通
の
要
衝
で
、
関
越
自
動
車
道
や
北
関
東
自
動
車
道
の
分
岐
点
で
あ
り
、
上
越
新
幹
線
、
北
陸
新

幹
線
が
停
車
す
る
高
崎
駅
は
全
国
有
数
の
交
通
拠
点
で
あ
る
。

平
成
１
８
年
よ
り
３
度
の
合
併
で
１
市
５
町
１
村
が
合
併
し
、
県
内
一
の
人
口
と
な
っ
た
。

最
近
の
話
題
と
し
て
、
高
崎
市
に
あ
る
「
山
上
碑
、
多
胡
碑
、
金
井
沢
碑
」
の
上
野
三
碑
（
1
3
0
0
年
前
の
東

ア
ジ
ア
の
交
流
を
記
し
た
碑
）
が
、
ユ
ネ
ス
コ
が
主
催
す
る
世
界
記
憶
遺
産
の
国
内
候
補
に
決
定
し
た
。

＜
自
治
体
の
基
礎
情
報
＞

高
崎
市
の
マ
ス
コ
ッ
ト

「
タ
カ
ポ
ン
」

2

高
崎
市
に
お
け
る
認
知
症
施
策
の
全
体
像

高
崎
市
認
知
症
施
策
推
進
計
画
（
2
0
1
5
年
度
～
2
0
1
7
年
度
）

【
目
指
す
べ
き
姿
】
認
知
症
に
な
っ
て
も
い
つ
ま
で
も
尊
厳
を
持
っ
て
暮
ら
せ
る
高
崎
市

柱
取
り
組
み

Ⅰ
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
の
普
及

①
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
の
周
知
・
活
用

②
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
の
見
直
し

Ⅱ
早
期
診
断
・
早
期
対
応
の
体
制
強
化

①
医
療
体
制
の
整
備

②
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
の
設
置

③
認
知
症
の
進
行
に
合
わ
せ
た
早
期
対
応
の
強
化

④
認
知
症
の
人
の
適
切
な
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
の
た
め
の
体
制
整
備

Ⅲ
地
域
で
の
生
活
を
支
え
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
構
築

①
一
般
病
院
の
認
知
症
対
応
能
力
向
上

②
専
門
機
関
に
入
院
が
必
要
な
状
態
像
の
明
確
化

③
医
療
機
関
か
ら
の
円
滑
な
退
院
・
在
宅
復
帰
へ
の
支
援

Ⅳ
地
域
で
生
活
を
支
え
る

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
構
築

①
医
療
・
介
護
職
の
円
滑
な
連
携

②
認
知
症
の
状
態
に
応
じ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
整
備

③
地
域
の
認
知
症
ケ
ア
の
拠
点
と
し
て
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
施
設
の
活
用
推
進

④
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
認
知
症
対
応
力
の
向
上

Ⅴ
地
域
で
の
日
常
生
活
・

家
族
支
援
の
強
化

①
認
知
症
に
関
す
る
介
護
予
防
の
推
進

②
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
充
実
・
強
化

③
地
域
で
認
知
症
の
人
を
支
え
る
活
動
の
支
援

④
家
族
に
対
す
る
支
援

⑤
権
利
擁
護
相
談
・
支
援
の
充
実

⑥
成
年
後
見
制
度
の
利
用
促
進

⑦
市
民
後
見
人
の
養
成
と
活
動
支
援

Ⅵ
若
年
性
認
知
症
施
策
の
強
化

①
相
談
窓
口
の
周
知

②
若
年
性
認
知
症
の
人
と
家
族
に
対
す
る
支
援

3

＜
目
指
し
た
も
の
＞

・
2
6
ヶ
所
の
地
域
型
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
愛
称
:高
齢
者
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー
）
に
、

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
を
１
名
ず
つ
配
置
し
、
地
域
の
身
近
な
場
所
で
認
知

症
に
関
す
る
相
談
を
受
け
ら
れ
る
体
制
。

・
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
が
訪
問
活
動
も
行
な
え
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
地
域

単
位
で
の
認
知
症
施
策
の
推
進
体
制
の
構
築
。

私
の
推
進
員
活
動
の
歩
み
①

4

私
の
推
進
員
活
動
の
歩
み
②

★
今
回
紹
介
す
る
事
業

高
崎
市
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
の
開
催

平
成
2
7 年
度
高
崎
市
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議

目
的
：
高
崎
市
の
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
が
推
進
員
と
し
て
の
役
割
を
理
解
し
、
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
を
活
か
し
た

推
進
員
活
動
の
進
め
方
と
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
す
る
。

日
程
：
毎
月
第
１
金
曜
日

1
3
時
3
0
分
 
1
6時
3
0分
（
Ｈ
２
８
年
度
も
同
様
）

回
数
及
び
日
程

検
討
内
容

第
１
回
（
H
27
/1
0
/
9
）
 

第
６
回
（
H
28
/3
/
4）

・
高
崎
市
に
お
け
る
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
役
割
と
活
動

・
認
知
症
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
、
社
会
資
源
な
ど
の
情
報
収
集
と
整
理

・
認
知
症
に
対
応
す
る
社
会
資
源
の
情
報
共
有
と
提
供

・
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
活
用
し
た
次
年
度
の
活
動
計
画
作
成

平
成
2 ８
年
度
高
崎
市
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議

目
的
：
昨
年
度
の
活
動
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
、
市
全
体
で
取
り
組
む
べ
き
課
題
に
つ
い
て
、

推
進
員
が
協
働
し
、
計
画
を
立
て
て
活
動
す
る
。

回
数
及
び
日
程

検
討
内
容

第
１
回
（
H
2
8
/
4
/
8）
 

第
1
2
回
（
H
2
9
/
3
/
3）

・
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
活
用
し
た
今
年
度
の
活
動
計
画
作
成
及
び

Ｈ
２
８
年
度
の
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
重
点
活
動
に
つ
い
て

・
重
点
活
動
別
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
実
施
計
画
作
成

・
重
点
活
動
別
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
作
業

★
オ
レ
ン
ジ
サ
ポ
ー
タ
ー
と
の
連
携
に
つ
い
て

・
重
点
活
動
別
グ
ル
ー
プ
作
業
の
最
終
報
告

・
高
崎
市
認
知
症
施
策
推
進
計
画
の
原
案
作
成

（
第
7
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
向
け
て
）
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5

★
オ
レ
ン
ジ
サ
ポ
ー
タ
ー
と
の
連
携
①

※
オ
レ
ン
ジ
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
終
了
し
、
地
域
で
活
動
す
る
意
思
の
あ
る
人
で
、

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
を
受
講
し
た
人
。

活
動

具
体
的
な
取
り
組
み
内
容

1
.
認
知
症
に
関
す
る

知
識
の
普
及
・
啓
発

認
知
症
サ
ポ
 
タ
ー
養
成
講
座
に
お
い
て
、
開
催
時
の
周
知
活

動
や
当
日
の
受
付
、
寸
劇
等
の
運
営
を
支
援
し
ま
す
。

★
サ
ポ
ー
タ
ー
さ
ん
自
身
も
楽
し
み
な
が
ら
活
動
し
て
い
ま
す
。

2
.
認
知
症
高
齢
者
の

見
守
り
活
動

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
と
協
働
し
、
地
域
で
暮
ら
す
認
知
症

の
方
の
見
守
り
訪
問
等
を
行
い
ま
す
。

Ｈ
２
８
.５
開
催
の
運
営
会
議
の
資
料
よ
り

※
地
域
型
包
括
の
認

知
症
地
域
支
援
推
進

員
か
ら
、
オ
レ
ン
ジ

サ
ポ
ー
タ
ー
へ
協
力

の
依
頼
。

6

★
オ
レ
ン
ジ
サ
ポ
ー
タ
ー
と
の
連
携
②

活
動

具
体
的
な
取
り
組
み
内
容

3
.
認
知
症
に
対
応
し
た

地
域
の
つ
ど
い
の
場
の

設
置
や
運
営
の
支
援

地
域
の
つ
ど
い
の
場
に
お
い
て
運
営
者
の
サ
ポ
ー
ト
や

活
動
の
支
援
、
利
用
者
の
見
守
り
や
傾
聴
、
声
掛
け
等

を
行
い
ま
す
。
利
用
者
の
趣
味
活
動
や
好
き
な
こ
と
等

を
一
緒
に
行
う
な
ど
生
き
が
い
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

★
同
じ
地
域
で
暮
ら
し
て
き
た
住
民
・
仲
間
だ
か
ら
こ

そ
で
き
る
話
や
、
わ
か
り
あ
え
る
話
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
声
を
か
け
合
う
こ
と
で
生
ま
れ
る
安
心
感
も
あ
り

ま
す
。

※
地
域
型
包
括
の
認

知
症
地
域
支
援
推
進

員
か
ら
、
オ
レ
ン
ジ

サ
ポ
ー
タ
ー
へ
協
力

の
依
頼
。

7

ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
、
オ
レ
ン
ジ
サ
ポ
ー
タ
ー
同
士
と
、
地
域
型
包
括
の
認
知
症
地
域
支
援
推
進

員
の
顔
合
わ
せ
を
行
い
、
お
互
い
の
顔
が
わ
か
る
よ
う
に
す
る
。

ま
た
、
オ
レ
ン
ジ
サ
ポ
ー
タ
ー
が
自
ら
の
活
動
に
対
す
る
意
見
を
出
し
合
い
、
地
域
の
実
情
に

合
っ
た
活
動
の
体
制
を
整
え
る
こ
と
を
目
的
に
、
「
連
携
会
議
」
を
開
催
。

☆
連
携
会
議
の
開
催

活
動
上
の
工
夫
、
心
が
け
た
こ
と

☆
活
動
の
実
施
体
制
に
つ
い

て
、
前
向
き
で
活
発
な
意

見
が
出
さ
れ
ま
し
た
！

見
守
り
活
動
に
つ
い
て
 

見
守
り
が
必
要
な
ケ
ー
ス
が
出
た
場
合
、
サ
ポ
ー
タ
ー
と
の

マ
ッ
チ
ン
グ
の
た
め
の
会
議
は
、
ケ
ー
ス
の
自
宅
に
近
い
サ

ポ
ー
タ
ー
の
み
に
声
を
か
け
る
の
で
は
な
く
、
ブ
ロ
ッ
ク
全
員

に
声
を
か
け
て
開
催
す
る
こ
と
に
決
定
。

☆
見
守
り
活
動
確
認
票

見
守
り
プ
ラ
ン
の
作
成

同
意
欄

地
域
型
包
括
の
職
員
が
作
成
。
本
人
・
家
族
、

オ
レ
ン
ジ
サ
ポ
ー
タ
ー
、
地
域
型
包
括
の
３

者
で
共
有
。
「
見
守
り
プ
ラ
ン
」
は
、
見
守

り
活
動
依
頼
書
と
個
人
情
報
取
り
扱
い
の
同

意
書
を
兼
ね
る
。

8

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
充
実
・
強
化
に
よ
る
成
果

①
市
内
2
6
ヶ
所
の
地
域
型
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
推
進
員
が

設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
身
近
な
認
知
症
の
相
談
窓
口
に
。

②
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
が
オ
レ
ン
ジ
サ
ポ
ー
タ
ー
の
活
動

の
連
携
調
整
役
に
な
る
こ
と
で
、
情
報
を
共
有
し
な
が
ら
地

域
の
実
状
に
合
わ
せ
た
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

③
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
を
開
催
し
て
活
動
に
つ
い
て
の
意
識
統

一
を
図
り
、
推
進
員
の
力
を
集
結
す
る
こ
と
で
、
全
員
が
認

知
症
施
策
の
推
進
に
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
、
成

果
を
上
げ
て
い
る
。

例
）
オ
レ
ン
ジ
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
作
成

本
人
、
家
族
の
視
点
に
立
っ
た
講
演
会
の
開
催

認
知
症
カ
フ
ェ
の
拡
大
等
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9

推
進
員
活
動
を
通
じ
た
展
開
と
つ
な
が
り
の
拡
大

認
知
症
カ
フ
ェ
一
覧
表
作
成

認
知
症
講
演
会
の
開
催

市
内
3
5
ヶ
所
（
平
成
2
8
年
12
月
末
）

☆
高
崎
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

『
支
え
合
お
う
』
認
知
症
講
演
会

 
地
域
で
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
 

9
2 名
の
市
民
が

参
加
し
ま
し
た
！

①
推
進
員
活
動
に
必
要
な
予
算
の
確
保
。

②
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
の
開
催
。

③
関
係
部
署
と
の
連
携
、
調
整
。

④
各
種
サ
ポ
ー
タ
ー
（
介
護
予
防
サ
ポ
ー
タ
ー
、
支
え
合
い
サ
ポ
ー

タ
ー
）
と
の
連
携
。

1
0

今
後
の
取
組
み
・
さ
ら
に
強
化
し
た
い
点

【
全
国
の
推
進
員
さ
ん
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
】

力
強
い
地
域
型
包
括
の
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
26
名
、
各
地
域
の
オ
レ
ン
ジ
サ
ポ
ー

タ
ー
と
協
働
し
な
が
ら
、
高
崎
市
の
目
指
す
べ
き
姿
「
認
知
症
に
な
っ
て
も
い
つ
ま
で
も
尊

厳
を
持
っ
て
暮
ら
せ
る
高
崎
市
」
の
実
現
に
向
け
て
、
焦
ら
ず
、
一
歩
ず
つ
取
り
組
ん
で
行

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
も
、
焦
ら
ず
、
一
歩
ず
つ
取
り
組
ん
で
行
き
ま
し
ょ
う
。

基
幹
型
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キ
ャ
ラ
バ
ン
・メ
イ
ト
コ
ア
チ
ー
ム
活
動
の
推
進
を
通
し
て

～
連
携
か
ら
の
出
会
い
と
広
が
り
～

新
潟
県
長
岡
市

長
岡
市
高
齢
者
基
幹
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
委
託
）

河
鰭
和
美
（
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
）

1

人
口

２
７
５
，
３
６
１
人

6
5
歳
以
上
人
口
７
９
，
７
５
８
人

高
齢
化
率

２
８
．
９
６
％

第
6
期
介
護
保
険
料
６
，
１
０
８
円

要
介
護
認
定
者
数
１
４
，
２
１
６
人

要
介
護
認
定
率
１
７
．
８
２
％

日
常
生
活
圏
域
数
１
１
圏
域

包
括
数

委
託
：
１
１
ヶ
所

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
数
：
１
名

地
域
の
特
徴
：

・
市
街
地
、
中
山
間
地
域
、
沿
岸
部
等
、
広
大
な
面
積
を
有
し
、
多
様
な
地
域
特
性
を
持
っ
て
い
る
。

・
市
の
多
く
が
豪
雪
地
で
あ
り
、
冬
の
閉
じ
こ
も
り
や
外
出
困
難
者
が
多
い
。

・
駅
の
な
い
地
域
や
公
共
交
通
機
関
の
利
便
性
の
悪
い
地
域
も
あ
り
生
活
に
は
車
が
必
須
。

＜
自
治
体
の
基
礎
情
報
＞

（
平
成
2
8年
4月
1
日
現
在
。
要
介
護
認
定
者
数
・
認
定
率
は
平
成
2
8年
3
月
末
現
在
）

①
普
及
啓
発
に
関
す
る
こ
と

・
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

・
認
知
症
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
in
長
岡

②
家
族
の
支
援
に
関
す
る
こ
と

・
認
知
症
高
齢
者
家
族
や
す
ら
ぎ
支
援
事
業

・
認
知
症
カ
フ
ェ
運
営
事
業

・
認
知
症
相
談
窓
口
の
設
置
※
H
2
8
新
規

③
関
係
機
関
と
連
携
し
た
支
援
体
制
の
構
築

・
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
配
置

・
認
知
症
施
策
推
進
委
員
会

④
早
期
対
応
に
関
す
る
こ
と

・
認
知
症
初
期
集
中
支
援
事
業

・
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
に
よ
る
脳
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク

長
岡
市
に
お
け
る
認
知
症
施
策
（
事
業
）
の
全
体
像

（
１
）
認
知
症
の
人
や
家
族
へ
の
支
援
を
行
う
関
係
者
と
の
連
携

・
各
種
情
報
交
換
・
会
議
へ
の
参
加
、
関
係
機
関
へ
の
連
携
依
頼

・
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
（
認
知
症
カ
フ
ェ
）
の
活
動
支
援
や
参
加
、
相
談
対
応

・
認
知
症
相
談
窓
口
対
応

（
２
）
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携

・
セ
ン
タ
ー
主
催
の
協
議
会
、
定
例
会
へ
の
参
加

・
支
援
が
必
要
な
人
の
把
握
、
各
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
情
報
提
供

（
３
）
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
専
門
的
助
言

・
各
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
巡
回
、
情
報
交
換
、
専
門
的
助
言

（
４
）
実
態
把
握
と
課
題
分
析

・
地
域
資
源
の
集
約
、
地
域
課
題
の
分
析

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
活
動
～
長
岡
市
で
の
役
割
～

（
５
）
認
知
症
に
つ
い
て
の
普
及
啓
発
活
動

★
・
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
メ
イ
ト
調
整
・
実
施

・
普
及
啓
発
に
関
す
る
活
動
の
実
施
（
フ
ォ
ー
ラ
ム
等
）

（
６
）
早
期
発
見
・対
応
の
取
り
組
み

・
認
知
症
初
期
集
中
チ
ー
ム
へ
の
参
加
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

・
認
知
症
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
の
活
用
、
予
防
事
業
と
の
連
動

（
７
）
各
種
研
修
会
の
実
施

・
認
知
症
地
域
連
携
研
修
会
の
企
画
・運
営
等

・
市
と
包
括
と
関
係
機
関
の

連
携
役

・
各
種
事
業
の
実
行
役

・
現
場
レ
ベ
ル
の
活
動
や

意
見
を
集
約
し
て
い
く
役

【
本
人
】

「
自
分
は
な
ん
と
も
な
い
」
「
健
康
だ
け
が
と
り
え
。
な
ん
で
病
院
に
行
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の
？
」
⇒
受
診
に
繋
が
ら
な
い

「
ご
は
ん
？
家
事
？
自
分
で
全
部
で
き
て
い
ま
す
よ
」
⇒
サ
ー
ビ
ス
に
繋
が
ら
な
い

ど
こ
の
病
院
に
受
診
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
ま
ず
は
何
科
？

本
人
を
連
れ
て
行
き
た
い
け
れ
ど
行
き
た
が
ら
な
い
。
ど
う
し
た
ら
い
い
？

【
地
域
】

家
族
や
行
政
が
病
院
に
連
れ
て
行
く
と
か
、
対
応
し
て
ほ
し
い
。
⇒
認
知
症
の
人
が
地
域
で
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、

「
認
知
症
の
人
の
支
援
」
を
地
域
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
家
族
や
市
だ
け
で
解
決
す
る
べ
き
問
題
と
し
て

と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
多
い

【
関
係
者
】

自
分
た
ち
個
人
個
人
で
活
動
す
る
。
⇒
関
係
者
間
の
連
携
が
と
れ
て
い
な
い
。

4

＜
目
指
し
た
も
の
＞

地
域
の
理
解
が
少
な
い
な
・
・
・

認
知
症
の
方
が
住
み
や
す
い
地
域
を
多
く
し
て
い
き
た
い
な
・
・
・

ま
ず
は
、
認
知
症
の
理
解
か
ら
始
め
よ
う
！
！
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
に
力
を
入
れ
て
い
こ
う
！
！

そ
れ
に
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
同
士
も
力
を
合
わ
せ
て
取
り
組
ん
で
み
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
。

【
家
族
】

推
進
員
活
動
を
通
し
て
見
え
て
き
た
課
題
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多
く
の
介
護
事
業
所
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
機
関
の
職
員
や
ご
家
族
を
対
象
に
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

が
行
わ
れ
て
い
た

↓

メ
イ
ト
は
皆
、
認
知
症
の
病
気
の
理
解
を
も
っ
と
市
民
に
浸
透
さ
せ
、
長
岡
市
が
住
み
や
す
い

場
に
な
っ
て
欲
し
い
と
強
く
願
い
、
各
フ
ィ
ー
ル
ド
で
活
動
し
て
い
た

↓
課
題
は
☆
個
人
で
活
動
す
る
に
は
限
界
も
あ
る

☆
本
業
が
あ
る
傍
ら
で
職
場
の
了
解
（
理
解
）
を
得
る
に
は
そ
れ
な
り
の
努
力
と
力
が
必
要
！

↓

キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
 
コ
ア
チ
ー
ム
誕
生
ま
で
の
軌
跡
 

あ
る
福
祉
の
イ
ベ
ン
ト
で
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
」
を
す
る
こ
と
に
・
・
・

↓

意
欲
的
な
人
集
ま
れ
！
講
座
を
盛
り
上
げ
よ
う
！
！

と
呼
び
か
け
て
、
集
ま
っ
た
メ
イ
ト
で
講
座
を
開
催

終
了
後

「
こ
の
一
回
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
？
」

「
も
っ
た
い
な
い
。
」

「
こ
の
集
ま
り
を
続
け
た
ら
ど
う
だ
！
！
」

↓
そ
し
て
つ
い
に
・
・
・

•
熱
い
思
い
で
、
2
01
4
年
春
に

キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
コ
ア
チ
ー
ム
を
結
成
！

•
個々
人
で
活
動
し
て
い
た
メ
イ
ト
と
法
人
の
垣
根
を
越
え
た
交
流
、

講
座
の
組
み
立
て
方
な
ど
の
情
報
共
有
を
実
施
⇒
第
１
回
会
議
の
開
催

•
飲
み
会
を
行
い
運
営
側
も
息
抜
き
し
な
が
ら
息
の
長
い
活
動
を
開
催

第
３
回
の
会
議
で
、
班
活
動
へ
発
展

取
組
み
の
成
果

広
報
・

通
信
班

メ
イ
ト
通
信

を
作
成
し
て
、

メ
イ
ト
に
講

座
の
楽
し
さ

を
伝
え
て

い
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た

コ
ア
チ
ー
ム

が
メ
イ
ト
に

向
け
て
模
擬

講
座
を
開
催
。

よ
り
良
い
講

座
に
む
け
て

一
歩
前
進

認
知
症
キ
ャラ
バ
ン
・メ
イ
ト
コ
ア
チ
ー
ム
の
「講
座
開
催
支
援
班
」が
サ
ポ
ー
ト

し
ま
す
。
は
じ
め
に
、経
験
者
が
実
演
す
る
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
の
模

擬
講
座
を
気
軽
に
の
ぞ
い
て
み
ま
せ
ん
か
？

※
認
知
症
ｷｬ
ﾗ
ﾊ゙
ﾝ
・ﾒ
ｲﾄ
コ
ア
チ
ー
ム
と
は
、長
岡
市
内
の
メ
イ
ト
有
志
の
チ
ー
ム
で
、
広
報
活
動
や
メ
イ
ト
が
講
座
を
開
催
す
る

際
の
支
援
な
ど
の
活
動
を
行
い
ま
す
。

日
時
：平
成
２
７
年
１
０
月
２
４
日
（土
）

  
  
  
  
  
 １
３
時
３
０
分
～
１
５
時
頃

場
所
：長
岡
市
立
劇
場
 大
会
議
室

参
加
希
望
の
方
は
、
裏
面
の
参
加
申
込
書
に
氏
名
、
所
属
、
連
絡
先
を
記
載
し
、長
寿
は

つ
ら
つ
課
ま
で
FA
X
ま
た
は
郵
送
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。（
送
信
票
不
要
）

☆
す
で
に
講
座
を
実
施
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
メ
イ
ト
の
方
も
、ぜ
ひ
模
擬
講
座
を
の
ぞ

い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

講
座
を
や
って
み
た
い
け
ど
、実
際
に
ど
う

し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
・・

あ
て
先

講
座
開
催

支
援
班

顔
の
見
え
る
関
係
づ
く
り
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と
に
か
く
顔
の
見
え
る
関
係
づ
く
り
が
大
切
！

会
っ
た
こ
と
も
な
い
、
顔
の
わ
か
ら
な
い
人
か
ら
電
話
や

メ
ー
ル
が
き
て
、
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
の
メ
イ
ト

を
し
ま
せ
ん
か
？
」
と
言
わ
れ
て
も
・
・
・
・
・
？

自
分
か
ら
外
に
出
て
、
会
っ
て
話
す
こ
と
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。

顔
が
わ
か
る
と
み
な
さ
ん
か
ら
「
い
い
よ
 
（
＾
＾
）
」

と
返
答
が
返
っ
て
き
ま
す
。

良
い
活
動
の
為
に
推
進
員
と
し
て
心
掛
け
て
い
る
こ
と

・
推
進
員
っ
て
何
？
と
思
う
地
域
住
民
の
方
は
沢
山
い
る
。

も
っ
と
自
分
の
仕
事
を
理
解
し
て
も
ら
う
よ
う
に
発
信

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
え
る
。

・
個
別
の
相
談
か
ら
地
域
資
源
の
活
用
へ
と
繋
げ
て
い
け

る
よ
う
に
、
行
政
の
担
当
者
の
方々
と
連
携
し
て
、
一
緒

に
考
え
て
も
ら
い
な
が
ら
活
動
し
て
い
き
た
い
。

・
関
係
者
同
士
が
ス
ム
ー
ズ
に
仕
事
を
し
て
い
け
る
よ
う
に
、

「
調
整
役
」
を
し
っ
か
り
し
て
、
一
つ
一
つ
の
活
動
を
丁
寧

に
し
て
い
く
。

推
進
員
と
し
て
今
後
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

全
国
の
推
進
員
さ
ん
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

日
悩々
ん
で
い
る
の
は
、
み
ん
な
同
じ
で
す
。
一
緒
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！
！

201



認
知
症
相
談
支
援
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
・
ケ
ア
パ
ス
作
成
か
ら

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
と
居
場
所
づ
く
り
へ
展
開

兵
庫
県
加
古
川
市

（
委
託
）
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
こ
が
わ
西

宮
藤
ゆ
か
り

加
古
川
市
の
概
要

総
人
口
：
2
6
8
,7
7
3人
（
2
0
1
6
年
6月
現
在
）

6
5
歳
以
上
人
口
：
6
8
,0
3
2
人

高
齢
化
率
：
2
5
.3
1％

日
常
生
活
圏
域
：
9
か
所

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
数
：
委
託
6
か
所

要
介
護
認
定
者
数
：
1
1
,9
7
6
人

要
介
護
認
定
者
率
：
1
6
.9
7％

第
六
期
介
護
保
険
料
：
4
,9
0
0
円

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
：
6
人

地
域
の
特
徴
：
加
古
川
市
は
、
兵
庫
県
南
部
に
面
し
、
播
磨
平
野
を
貫
流
す
る

加
古
川
河
口
に
広
が
る
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
地
域

自
治
体
の
認
知
症
施
策
の
全
体
像

・
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
配
置

（
認
知
症
相
談
支
援
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
作
成
、
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
作
成
）

・
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
認
知
症
対
応
研
修
会

・
認
知
症
早
期
発
見
推
進
事
業

・
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

・
認
知
症
家
族
会
の
支
援

・
東
播
認
知
症
連
携
協
議
会

・
東
播
認
知
症
教
室

・
認
知
症
徘
徊
SO
Sネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

・
多
職
種
連
携
の
認
知
症
相
談
会
の
開
催

取
り
組
み
当
初
に
行
っ
た
実
態
把
握
の
方
法
と
見
え
た
課
題

作
成
企
画
会
議

・
支
援
対
応
の
共
有

・
社
会
資
源
の
整
理

冊
子
配
布関
係
機
関
に
意
見
徴
収

推
進
員
連
絡
会
で
事
例
検
討

推
進
員
と
し
て
の
取
り
組
み

・
認
知
症
相
談
支
援
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
作
成

・
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
の
作
成

・
認
知
症
の
方
や
家
族
が
集
え
る
場
作
り

・
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
認
知
症
対
応
研
修
会

・
多
職
種
連
携
会
議
の
開
催
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認
知
症
相
談
支
援
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
作
成

・
H
2
5
年
度
秋

市
の
担
当
課
で
予
算
請
求

・
H
2
6
年
5
月
～

認
知
症
地
域
支
援
推
進
会
議
の
中
で
検
討
開
始

各
単
元
ご
と
に
担
当
を
決
め
る

（
市
、
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
、
包
括
の
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
）

・
H
2
6
年
8
月
～

推
進
員
連
絡
会
で
修
正
を
重
ね
る

・
H
2
7
年
1
月

担
当
単
元
を
持
ち
寄
り
原
稿
を
作
成
す
る

・
H
2
7
年
2
月

医
師
会
・
認
知
症
の
人
と
家
族
、
サ
ポ
ー
タ
ー
の
会
、

キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
等
各
協
力
機
関
の
意
見
を
聞
く

・
H
2
7
年
3
月
中
旬

最
終
原
稿
提
出

・
H
2
7
年
3
月
末

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
作
成

・
H
2
7
年
4
月

各
関
係
機
関
に
配
布

・
H
2
7
年
1
1
月

認
知
症
地
域
支
援
推
進
会
議
の
中
で
、
市
民
向
け

認
知
症
ケ
ア
パ
ス
の
作
成
検
討
開
始

（
市
、
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
、
包
括
の
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員

で
試
案
を
作
成
し
、
次
回
ま
で
に
作
成
す
る
）

・
H
2
8
年
2
月

市
民
向
け
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
を
集
約
し
、

作
成
し
た
も
の
を

認
知
症
の
人
と
家
族
、
サ
ポ
ー
タ
ー
の
会
、

キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
等
各
協
力
機
関
の
意
見
を
聞
く

認
知
症
ケ
ア
パ
ス
作
成
の
経
緯

事
業
・
取
り
組
み
に
あ
た
り
工
夫
し
た
点

・
認
知
症
の
方
や
家
族
が
集
え
る
場
や
、
多
職
種
連
携
会
議
の
開
催

・
取
り
組
み
に
あ
た
り
、
誰
に
ど
こ
に
（
事
業
所
な
ど
）に
啓
発
を
行
う
の
か
。

・
会
議
の
目
的
を
共
通
理
解
し
て
参
加
を
し
て
も
ら
う
事
が
出
来
る
か
。

・
認
知
症
の
方
や
家
族
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活
を
続
け
る
た
め

の
環
境
づ
く
り
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
を
検
討
す
る
場
の
継
続
。

・
多
職
種
連
携
会
議
の
定
期
開
催
の
た
め
に
、
事
業
所
や
地
域
へ
の

啓
発
の
継
続
。

事
業
・取
り
組
み
に
関
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
成
果

多
職
種
連
携
会
議

「
ウ
ェ
ス
ト
ね
っ
と
」
と
し
て
発
足
し
、
月
１
回

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
始
め
る
。

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
は
、
認
知
症
カ
フ
ェ
の
企
画
会
議
、
「
ウ
ェ
ス
ト
ね
っ
と
」

の
構
築
に
向
け
た
話
し
合
い
や
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
、

認
知
症
の
知
識
や
理
解
を
す
る
た
め
の
勉
強
会
を
行
っ
て
い
る
。

同
じ
目
的
を
持
ち
、
定
期
的
に
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
へ
の
参
加
を
続
け
る
こ
と

で
、
地
域
や
事
業
所
間
で
の
繋
が
り
が
で
き
、
他
市
か
ら
の
参
加
者
が

加
わ
る
こ
と
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
輪
が
広
が
っ
て
き
て
い
る
。
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行
っ
た
事
業
や
取
り
組
み
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か

・ウ
ェ
ス
ト
ね
っ
と
で
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
重
ね
る
こ
と
で
、
地
域
の
方
や

事
業
所
間
で
情
報
交
換
や
勉
強
会
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
が
出
来
て

い
る
。

・ま
た
、
ウ
ェ
ス
ト
ね
っ
と
に
参
加
を
し
て
い
る
方
が
発
起
人
と
な
り
、

認
知
症
カ
フ
ェ
を
定
期
的
に
開
催
し
、
毎
回
、
大
勢
の
方
が
来
ら
れ
、

カ
フ
ェ
で
の
新
し
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
っ
て
い
る
。

・ウ
ェ
ス
ト
ね
っ
と
を
周
知
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
活
動
の
展
開
を
検
討
を

し
て
い
る
。

今
後
の
取
り
組
み
や
さ
ら
に
強
め
て
い
き
た
い
点

行
政
や
医
療
機
関
等
と
連
携
し
、
「
認
知
症
の
人
や
家
族
に
や
さ
し
い
ま
ち

か
こ
が
わ
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
町
作
り
を
目
指
し
て
き

ま
し
た
。
推
進
委
員
同
士
が
意
見
交
換
で
き
る
機
会
が
あ
り
ま
す
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
、
１
人
で
も
多
く
の
支
援
者
と
繋
が
っ
て
、
支
え
あ
う

チ
ー
ム
を
作
る
取
り
組
み
が
推
進
委
員
活
動
の
課
題
の
一
つ
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

１
人
１
人
の
推
進
委
員
が
日
々
実
践
し
て
い
る
活
動
を
共
有
し
多
く
の
ヒ
ン

ト
や
ア
イ
デ
ア
を
取
り
入
れ
、
認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
を
応
援
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

ウ
ェ
ス
ト
ね
っ
と
で
「認
知
症
の
人
や
家
族
が
住
み
や
す
い
町
づ
く
り
」

企
画
会
議
を
開
催
し
「
認
知
症
カ
フ
ェ
」等
、
地
域
等
の
「拠
り
所
」
づ
く
り

推
進
員
さ
ん
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
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た
つ
の
市
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
に
お
け
る

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
活
動

兵
庫
県
た
つ
の
市
健
康
福
祉
部
地
域
包
括
支
援
課

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
糺
裕
子

た
つ
の
市
基
礎
情
報

人
口
：
7
8
,5
0
8
人

6
5
歳
以
上
人
口
：
2
2
,0
4
9
人

高
齢
化
率
：
2
8.
1%

日
常
生
活
圏
域
数
: ５
圏
域

地
域
包
括
支
援
課
直
営
：
１

要
介
護
認
定
者
数
：
4,
14
0人

要
介
護
認
定
率
：
18
.5
%

第
6期
介
護
保
険
料
：
5,
40
0

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
数
：
４
名

＜
地
域
の
特
徴
＞

兵
庫
県
の
南
西
部
に
位
置
し
、
市
域
の
北
約
半
分
を
山
林
が
占
め
、
南
に
は
瀬
戸
内
海
、
南
北
に
貫
く
1級

河
川
揖
保
川
な
ど
、
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
て
い
る
。

主
要
産
業
は
、
手
延
べ
そ
う
め
ん
「
揖
保
の
糸
」
な
ど
そ
う
め
ん
製
造
、
「
ヒ
ガ
シ
マ
ル
う
す
く
ち
醤
油
」

に
代
表
さ
れ
る
醤
油
醸
造
、
皮
革
産
業
な
ど

世
界
遺
産
姫
路
城
と
も
ゆ
か
り
が
あ
り
城
下
町
の
な
ご
り
を
残
し
〝
播
磨
の
小
京
都
と
も
呼
ば
れ
て
い
る

平
成
２
８
年
度
た
つ
の
市
認
知
症
施
策

事
業
の
全
て
に
推
進
員
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
！

１
、
認
知
症
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
普
及
・
啓
発
の
推
進

３
、
若
年
性
認
知
症
施
策
の
強
化

・
認
知
症
に
関
す
る
出
前
講
座
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

・
若
年
性
認
知
症
交
流
会
（
き
り
か
ぶ
カ
フ
ェ
）

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
講
座

４
、
認
知
症
の
人
の
介
護
者
（
家
族
）
へ
の
支
援

・
認
知
症
キ
ッ
ズ
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

・
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
に
よ
る
家
族
支
援

・
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
養
成
・
活
動
支
援

・
認
知
症
生
活
べ
ん
り
帳
の
普
及

５
、
認
知
症
の
人
を
含
む
高
齢
者
に
や
さ
し
い

２
、
認
知
症
の
容
態
に
応
じ
た
適
時
・適
切
な
医
療
・
介
護
の
提
供

地
域
づ
く
り
の
推
進

・
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
に
よ
る
支
援

・は
い
か
い
高
齢
者
等
見
守
り
SO
Sネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

・
Ｄ
Ａ
Ｓ
Ｃ
を
使
用
し
た
実
態
把
握
訪
問
に
よ
る
認
知
症
早
期
発
見

・は
い
か
い
高
齢
者
家
族
支
援
サ
ー
ビ
ス

・
も
の
忘
れ
相
談
の
実
施

・
安
心
声
か
け
体
験
講
座
・訓
練

・
認
知
症
ワ
ー
キ
ン
グ

・
介
護
マ
ー
ク
の
普
及

・
認
知
症
連
携
ツ
ー
ル
作
成
（
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
連
携
表
）

・
生
活
支
援
の
充
実
、
住
宅
等
の
環
境
整
備

・
赤
と
ん
ぼ
連
携
ノ
ー
ト
～
認
知
症
に
備
え
る
私
の
ノ
ー
ト
～
の
普
及

・
社
会
参
加
の
支
援
、
消
費
者
被
害
の
防
止

・
か
か
り
つ
け
医
認
知
症
対
応
力
向
上
研
修

・
成
年
後
見
制
度
の
活
用
促
進
、
高
齢
者
の
虐
待
防
止

・
病
院
勤
務
の
医
療
従
事
者
向
け
認
知
症
対
応
力
向
上
研
修

６
、
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
へ
の
協
力

・
認
知
症
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
研
修

７
、
そ
の
他
定
住
自
立
圏
構
想
連
携
事
業

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
に
取
り
組
む
き
っ
か
け

●
認
知
症
の
症
状
が
進
行
し
、
危
機
が
生
じ
て
か
ら
で
は
課
題
も
複
雑
化
し
て
し
ま
う

⇒
結
局
、
地
域
の
〝
困
っ
た
人
に
な
っ
た
り
、
住
み
慣
れ
た
家
・地
域
で
暮
ら
せ
ず
、

と
り
あ
え
ず
施
設
へ
と
な
っ
て
し
ま
う

●
認
知
症
の
人
へ
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
視
点
が
不
十
分

⇒
適
切
な
認
知
症
ケ
ア
が
提
供
さ
れ
ず
認
知
症
の
人
に
と
っ
て
不
幸
な
対
応
に
な
っ
て

い
た

そ
こ
で
！

１
、
認
知
症
対
応
へ
「手
遅
れ
型
」
に
な
る
前
に
、
早
期
か
ら
積
極
的
な
支
援
を
す
る

２
、
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
・適
切
な
つ
な
が
り
へ
の
入
り
口
支
援
・
き
っ
か
け
づ
く
り
を
す
る

認
知
症
に
な
っ
て
も
地
域
で
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
認
知
症
の
人
や
家
族
を
、

で
き
る
だ
け
早
い
段
階
か
ら
支
え
る
、
認
知
症
初
期
集
中
支
援
事
業
展
開
へ

た
つ
の
市
お
け
る
認
知
症
初
期
支
援
事
業
の
経
過

平
成
２
５
年
度

１
０
月
～
兵
庫
県
西
播
磨
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
と
の
協
働
に
て
、
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
設
置
に
向
け
、

チ
ー
ム
員
人
材
育
成
モ
デ
ル
事
業
を
展
開
。
Ｄ
Ａ
Ｓ
Ｃ
研
修
受
講
。

平
成
２
６
年
度

４
月
～
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
を
た
つ
の
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
設
置
。

６
月
～
チ
ー
ム
体
制
づ
く
り
。
「認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
員
研
修
」受
講
。

８
月
～
本
格
始
動
。
初
年
度
は
、
５
１
名
へ
実
施
。

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
検
討
員
会
は
、
既
存
の
地
域
ケ
ア
会
議
内
で
開
催
。

平
成
２
７
年
度

４
月
～
平
成
２
６
年
度
の
実
績
分
析
、
課
題
を
踏
ま
え
て
体
制
見
直
し
。
新
た
な
チ
ー
ム
員
を
迎
え
現
場
で
〝
先
輩
チ
ー
ム
員

よ
り
人
材
育
成
・伝
達
研
修
実
施
並
び
に
「認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
員
研
修
」受
講
。

１
０
月
～
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
検
討
員
会
を
正
式
に
設
置
（
年
３
回
開
催
）
。
設
置
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
サ
ポ
ー
ト
医
、

認
知
症
施
策
推
進
事
業
嘱
託
医
の
ご
協
力
に
よ
る
も
の
が
大
き
か
っ
た
。
平
成
２
７
年
度
は
８
６
名
に
実
施
。

平
成
２
８
年
度

４
月
～
実
態
把
握
調
査
に
D
A
SC
導
入
。
委
託
先
の
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
向
け
研
修
・
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
。

平
成
２
８
年
度
２
月
末
ま
で
１
１
７
名
に
実
施
。
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気
づ
き

見
守
り
の

目

潜
在
的
な

ケ
ー
ス
の

掘
り
起
こ
し

本
人
・
家
族

か
ら
の
相
談

地
域
・
関
係
機
関
か

ら
の
情
報
提
供

実
態
把
握
訪
問

（D
A
SC
使
用
）

認
知
症
初
期
集
中
支
援
対
象
者
の
把
握
、

そ
し
て
強
化
し
て
い
っ
た
事

積
極
的
に
地
域
へ

出
て
認
知
症
理
解

へ
啓
発
活
動

認
知
症
評
価
の
視
点
・
精
度
ア
ッ
プ
へ

そ
の
後
の
連
携
強
化ケ
ー
ス
で
の
関
わ
り
を

き
っ
か
け
に
連
携
強
化

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

チ
ー
ム
の
周
知

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
に
お
け
る

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
と
し
て
心
が
け
た
こ
と

１
、
本
人
・
家
族
を
は
じ
め
、
地
域
か
ら
の
相
談
窓
口
と
な
り
、
チ
ー
ム
へ
つ
な
ぐ
。

２
、
チ
ー
ム
内
、
専
門
職
協
働
の
中
で
、
ス
ム
ー
ズ
な
連
携
が
図
れ
る
よ
う
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

す
る
。

３
、
実
践
を
通
し
、
既
存
の
チ
ー
ム
員
よ
り
学
ん
だ
り
、
新
任
の
チ
ー
ム
員
へ
の

人
材
育
成
を
意
識
的
に
お
こ
な
う
。

４
、
支
援
・
連
携
上
の
課
題
を
明
確
に
す
る
。
特
に
、
本
人
の
力
や
取
り
巻
く
地
域
の
状
況
を

チ
ー
ム
に
つ
な
ぎ
、
課
題
解
決
へ
の
助
言
を
し
て
い
く
。

５
、
本
人
を
取
り
巻
く
関
係
者
同
士
の
連
携
を
つ
く
り
、
地
域
で
の
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
構
築
を
図
る
。

６
、
特
に
、
人
と
人
、
人
と
制
度
・
事
業
と
の
つ
な
が
り
を
つ
く
る
。
そ
こ
か
ら
、

思
い
が
け
な
い
解
決
の
き
っ
か
け
を
も
ら
う
！

７
、
チ
ー
ム
介
入
後
も
、
不
適
切
な
経
過
を
た
ど
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
個
別
ケ
ア
会
議
へ

と
つ
な
い
だ
り
、
見
え
て
き
た
課
題
を
、
地
域
共
有
の
課
題
と
し
て
、
発
展
的
に
対
応

す
る
施
策
へ
と
つ
な
い
で
い
く
。

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
活
動
に
、

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
が
入
る
と
、
こ
ん
な
効
果
が
あ
り
ま
し
た
！

認
知
症
地
域
支
援
推

進
員
は
元々
、
様々

な
認
知
症
施
策
で
地

域
に
出
て
い
た

認
知
症
初
期
集
中
支
援

チ
ー
ム
活
動
で
さ
ら
に

地
域
に
出
る
機
会
が
増

え
た

つ
な
が
り
先
を
模
索

す
る
中
で
地
域
の

人
・
資
源
を
知
る
機

会
が
増
え
た

相
談
し
や
す
い
関
係

性
が
出
来
て
い
っ
た
。

チ
ー
ム
の
活
動
を

知
っ
て
も
ら
う
機
会

が
増
え
た
。

事
例
を
通
し
て
つ
な
が

り
を
持
っ
た
地
域
の
方

と
“
顔
の
見
え
る
“
関
係

へ

関
係
者
間
の
つ
な
が
り
を
つ

く
り
、
地
域
の
小
さ
く
て
も

身
近
な
見
守
り
・
支
援
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

地
域
か
ら
の
相

談
が
増
え
た

つ
な
が
り
先
の

幅
が
増
え
た

他
の
施
策
・
関

係
機
関
と
の
連

携
へ
発
展
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認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
の
活
動
に
よ
っ
て
拡
が
っ
た
つ
な
が
り

活
動
を
始
め
る
前
に
想
定

し
た
つ
な
が
り
先
は
‥

チ
ー
ム
の
活
動
始
め
る
と
！

か
か
り
つ
け
医

専
門
医
へ
ス
ム
ー
ズ
な
紹
介
、
対
象
候
補
を
チ
ー
ム
に

医
療

紹
介
し
、
チ
ー
ム
介
入
を
家
族
に
説
明

認
知
症
専
門
医

新
た
な
受
診
者
を
チ
ー
ム
へ
紹
介
、
チ
ー
ム
と
密
な
連
携

介
護

ケ
ア
マ
ネ
他

介
護
の
主
な
繋
が
り
先
、
受
け
持
っ
て
い
る
困
難
事
例
の
相
談

地
域
の
つ
な
が
り

民
生
委
員
と
の
連
携
強
化
・
相
談
す
る
と
動
く
チ
ー
ム
を
実
感
！

き
り
か
ぶ
カ
フ
エ
（
認
知
症
カ
フ
ェ
）
へ
、
そ
こ
か
ら

さ
ら
な
る
人
・
制
度
等
へ
の
つ
な
が
り
へ
発
展
！

そ
し
て
、
新
た
に
連
携
・
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
先
は

市
内
他
８
か
所
の
認
知
症
カ
フ
ェ
、
男
性
介
護
者
の
会
、
地
域
の
サ
ロ
ン
、
地
域
の
銀
行
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
、

警
察
各
課
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、
市
役
所
内
の
他
の
部
署
、
県
の
健
康
福
祉
事
務
所
、

N
P
O
、
消
費
相
談
セ
ン
タ
ー
、
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
、
介
護
保
険
外
の
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
他
多
数

こ
れ
か
ら

認
知
症
の
人
、
そ
の
妻
か
ら
頂
い
た
言
葉

（
H
28
年
度
認
知
症
ｻ
ﾎ
ﾟｰ
ﾀ
ｰ
ﾌ
ｫ
ﾛ
ｰ
ｱ
ｯ
ﾌ
ﾟ講
座
に
て
）

～
診
断
を
受
け
た
い
わ
ゆ
る
〝
空
白
期
間
の
方
～

本
人
「
（つ
な
が
り
先
の
カ
フ
ェ
で
仲
間
と

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
に
よ
っ
て

始
め
た
）
フ
ル
ー
ト
を
み
ん
な
の

さ
ら
に
つ
な
が
り
の
き
っ
か
け
づ
く
り
を
す
る

前
で
弾
け
る
よ
う
に
な
り
た
い
。

そ
し
て
、
初
期
で
生
活
障
害
が
少
な
い
方
を

そ
し
て
、
妻
を
支
え
て
い
き
た
い
。
」

ど
う
地
域
に
つ
な
い
で
い
く
か
。

認
知
症
の
早
期
発
見
を
し
て
も

妻
「診
断
受
け
、
色
々
あ
っ
た
が
、

そ
れ
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う

き
り
か
ぶ
カ
フ
ェ
に
つ
な
が
り

本
人
・
家
族
に
早
い
段
階
か
ら
寄
り
添
う

特
に
何
を
す
る
の
で
は
な
い
け
ど

シ
ス
テ
ム
づ
く
り
を
し
て
い
く

ほ
っ
こ
り
し
て
1
年
経
過
し

今
の
穏
や
か
な
自
分
が
い
る
。
」
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豊
後
大
野
市
に
お
け
る

推
進
員
と
し
て
の
医
療
と
の
連
携
に
つ
い
て

大
分
県
豊
後
大
野
市

豊
後
大
野
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
委
託
）

杉
山
新
悟
（
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
）

1

人
口

3
7
,4
5
4
人

6
5
歳
以
上
人
口
1
5
,3
5
7
人

高
齢
化
率

4
1
.0
％

第
6
期
介
護
保
険
料
6
,2
5
0
円

要
介
護
認
定
者
数
3
,2
8
4
人

要
介
護
認
定
率
2
1
.5
3
％

日
常
生
活
圏
域
数
2
7
圏
域

包
括
数

委
託
：
1

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
数
：
1
名
（
う
ち
委
託
：
1
名
）

地
域
の
特
徴
：

平
成
1
7
 年
に
、
大
野
郡
の
7
 町
村
が
合
併
し
豊
後
大
野
市
と
な
る
。

高
齢
化
率
4
0
 パ
ー
セ
ン
ト
で
、
そ
の
う
ち
4
.3
 人
に
1
人
が
要
介
護
又
は
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
。
特

に
要
支
援
認
定
の
方
が
他
市
に
比
べ
多
い
た
め
、
元
気
な
う
ち
か
ら
介
護
予
防
で
き
る
場
所
つ
く
り
を
積
極
的

に
行
っ
て
い
る
。

地
域
格
差
も
あ
り
、
地
域
に
合
わ
せ
た
対
応
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

＜
自
治
体
の
基
礎
情
報
（
H
2
9
.1
月
末
現
在
）
＞

2

豊
後
大
野
市
に
お
け
る

認
知
症
施
策
（
事
業
）
の
全
体
像

市 と 推 進 員 が 一 体 と な っ て 実 施

＜
取
組
み
当
初
に
行
っ
た
実
態
把
握
の
方
法
と
見
え
て
き
た
課
題
＞

地
域
行
事
や
家
族
会
な
ど
で
の
普
及
啓
発
と
相
談
窓
口
の
周
知

認
知
症
と
い
う
病
気
に
つ
い
て
の
偏
見
が
多
く
残
っ
て
お
り
、
家
族
が
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。

ど
こ
に
相
談
し
て
良
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
声
が
多
い
。

日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
の
実
施

医
療
に
か
か
っ
て
い
な
い
方
が
非
常
に
多
い
。

M
C
I 
軽
度
レ
ベ
ル
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。

＊
認
知
症
に
関
し
て
の
普
及
啓
発
が
遅
れ
て
お
り
、
地
域
性
を
含
め
、
病
気
を
隠
そ
う
と
し
て
し
ま
う
傾
向

が
強
い
。
ま
た
、
健
康
に
対
す
る
意
識
が
低
く
、
生
活
不
活
発
病
含
め
、
予
防
と
い
う
観
念
が
薄
い
。

3

＜
目
指
し
た
も
の
＞

・
認
知
症
と
い
う
病
気
へ
の
正
し
い
理
解
を
広
げ
る
た
め
、
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
等
の
機
会
を
増
や
し
、
普
及
啓

発
に
努
め
る
。

・
相
談
窓
口
の
周
知
を
徹
底
し
、
家
族
が
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
（
重
度
化
す
る
）
前
に
適
切
な
医
療
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
に
繋
げ
る
。

・
民
生
委
員
な
ど
地
域
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
か
ら
情
報
を
受
け
取
り
、
把
握
で
き
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
。

私
の
推
進
員
活
動
の
歩
み
①

4

私
の
推
進
員
活
動
の
歩
み
②

★
今
回
紹
介
す
る
事
業

対
象

事
業
／
取
組
み

連
携
機
関

役
割
の
分
類

一
般
市
民

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
自
治
会
民
生
児
童
委
員
小
・
中
学
校
キ
ャ
ラ

バ
ン
メ
イ
ト
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

啓
発
対
応
力
向
上

高
齢
者

出
前
講
座

地
域
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
市
民
団
体

家
族
会

啓
発
予
防

介
護
者

家
族
会

地
域
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
福
祉
法
人

相
談
体
制
構
築

啓
発
対
応
力
向
上

ニ
ー
ズ
調
査
回
答

者
（
認
知
項
目
該

当
者
）
・
当
事
者
★
早
期
発
見

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
各
医
療
機
関
民
生

児
童
委
員
地
域
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
社
協

実
態
把
握

支
援
体
制
構
築

多
職
種
連
携

一
般
市
民
・
事
業

所
認
知
症
ケ
ア
パ
ス

医
師
会
市
民
病
院
サ
ポ
ー
ト
医
オ
レ
ン
ジ
ド

ク
タ
ー
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
市
民
団
体

保
健
所
社
協
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

普
及
支
援
体
制
構
築

当
事
者

S
O
S
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

警
察
署
消
防
署
社
協
市
民
団
体
協
力
機
関
多
職
種
連
携

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

関
係
機
関

認
知
症
地
域
支
援
推
進

連
絡
会

医
師
会
市
民
病
院
サ
ポ
ー
ト
医
オ
レ
ン
ジ
ド

ク
タ
ー
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
市
民
団
体

保
健
所
社
協
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

課
題
抽
出

施
策
検
討
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★
早
期
発
見
に
関
す
る
推
進
員
活
動
の
流
れ
①

普
及
・
啓
発
の
遅
れ

病
気
へ
の
偏
見
（
地
域
性
）

精
神
科
へ
の
偏
見
、
か
か
り
つ
け
医
不
在

医
療
と
介
護
等
の
連
携
不
足

家
族
力
の
低
下

活
動
背
景

実
態
把
握

・
ニ
ー
ズ
調
査
実
施

対
象
者
：
在
宅
で
暮
ら
す
6
5
歳
以
上
の
方
（
要
介
護
3
～
5
を
除
く
）

調
査
方
法
：
郵
送
法
（
一
部
面
談
法
）

回
収
率
：

・
対
象
者
の
抽
出

調
査
項
目
内
の
認
知
機
能
項
目
で
3
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク
が
入
っ
た
方
且
つ
介

護
保
険
未
認
定
の
方
を
抽
出
→
1
7
9
名

□
周
り
の
人
か
ら
「
い
つ
も
同
じ
事
を
聞
く
」
な
ど
の
物
忘
れ
が
あ
る
と
言

わ
れ
ま
す
か

□
自
分
で
電
話
番
号
を
調
べ
て
、
電
話
を
か
け
る
こ
と
を
し
て
い
ま
す
か

□
今
日
が
何
月
何
日
か
わ
か
ら
な
い
時
が
あ
り
ま
す
か

・
各
町
の
地
域
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
対
象
者
の
訪
問

※
地
域
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
は
？

各
町
の
相
談
窓
口
。
市
の
委
託
事
業
。

社
協
や
福
祉
法
人
、
医
療
法
人
が
受
託
。

前
身
は
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
。

6

★
早
期
発
見
に
関
す
る
推
進
員
活
動
の
流
れ
②

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

認
知
症
疾
患
医
療

セ
ン
タ
ー
同
行
訪
問

・
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
実
施

地
域
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
結
果
（
簡
易
H
D
S
-
R
な
ど
）
を
も
と

に
、
市
保
健
師
、
包
括
三
職
種
（
推
進
員
含
む
）
に
よ
る
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
実
施
。
以
下

の
方
向
性
を
定
め
る
。

□
終
了

□
半
年
／
一
年
後
フ
ォ
ロ
ー
（
郵
送
に
て
再
調
査
・
訪
問
・
そ
の
他
）

□
経
過
観
察
（
郵
送
に
て
再
調
査
・
訪
問
・
総
合
事
業
・
そ
の
他
）

□
要
医
療
（
訪
問
・
そ
の
他
）

・
同
行
訪
問
実
施

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
の
P
S
W
へ
連
携
協
力
を
依
頼
し
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
て

要
医
療
と
な
っ
た
対
象
者
に
対
し
て
、
同
行
訪
問
実
施
。
適
宜
、
ス
ケ
ー
ル
評
価
・
受
診

勧
奨
・
情
報
提
供
・
支
援
体
制
構
築
・
サ
ー
ビ
ス
導
入
・
か
か
り
つ
け
医
へ
情
報
提
供
・

受
診
同
行
等
を
行
う
。

7

活
動
上
の
工
夫
、
心
が
け
た
こ
と

医
療
・
介
護
の
連
携
と
し
て

情
報
提
供
の
内
容

医
療
側
・
介
護
側
そ
れ
ぞ
れ

が
、
ど
ん
な
情
報
を
持
っ
て

い
る
か
、
ど
ん
な
情
報
が
欲

し
い
の
か
？

内
容
の
精
査

医
師
会
、
認
知
症
疾
患
医

療
セ
ン
タ
ー
、
市
民
病
院
、

サ
ポ
ー
ト
医
、
オ
レ
ン
ジ

ド
ク
タ
ー
、
保
健
所
、
ケ

ア
マ
ネ
協
な
ど
が
参
加
す

る
【
認
知
症
地
域
支
援
推

進
連
絡
会
】
に
て
連
携
時

の
情
報
に
つ
い
て
意
見
を

集
約
。

様
式
作
成

認
知
症
地
域
支
援
推
進
連

絡
会
に
て
集
約
さ
れ
た
意

見
を
も
と
に
様
式
を
作
成
。

か
か
り
つ
け
医
・
関
係
機

関
へ
の
情
報
提
供
時
に
活

用
。

医
療
と
介
護
の
連
携
に
欠
か
せ
な
い
情
報
共
有
の
た
め
の
内
容
や
ツ
ー
ル
を

整
備
す
る
こ
と
で
、
効
率
的
に
や
り
取
り
が
行
え
た

8

普
及
・
啓
発
の
遅
れ

病
気
へ
の
偏
見
（
地
域
性
）

精
神
科
へ
の
偏
見
、
か
か
り
つ
け
医
不
在

医
療
と
介
護
等
の
連
携
不
足

家
族
力
の
低
下

活
動
背
景

正
し
い
認
識

治
療
開
始

家
族
支
援

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
用
い
、

病
気
に
つ
い
て
・
精
神
科
の

現
状
と
役
割
な
ど
を
説
明
し
、

理
解
が
得
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が

増
え
た
。

訪
問
等
で
関
係
性
の
構
築
を

す
る
こ
と
で
、
受
診
に
繋
が

る
ケ
ー
ス
が
増
え
た
。
受
診

同
行
を
す
る
こ
と
で
不
安
の

軽
減
が
で
き
た
。

訪
問
時
、
家
族
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
も
併
せ
て
行
う
こ
と

で
、
家
族
力
向
上
に
繋
が
る

ケ
ー
ス
も
少
し
ず
つ
増
え
て

き
た
。

情
報
提
供

医
・
会
の
関
係
作
り

日
常
生
活
面
の
情
報
を
主
治
医
に

提
供
す
る
こ
と
で
、
効
果
的
な
判

断
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。

多
職
種
で
連
携
す
る
こ
と
が
必
須

と
な
る
た
め
、
顔
が
見
え
る
関
係

が
築
け
、
そ
の
橋
渡
し
役
と
し
て

活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。

効
果
と
し
て
...

早
期
発
見
の
事
業
・取
組
み
に

推
進
員
が
関
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
成
果
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9

推
進
員
活
動
を
通
じ
た
展
開
と
つ
な
が
り
の
拡
大

早
期
発
見
事
業

医
療
・
介
護
連
携

認
知
症
初
期
集
中

支
援
チ
ー
ム
の

活
動
基
盤
作
り

・
情
報
提
供
を
通
じ
て
、

様々
な
機
関
と
の
つ
な
が

り
（
顔
が
見
え
る
関
係
）

が
構
築
で
き
た
。

・
情
報
を
効
率
良
く
や
り

取
り
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル

の
整
備
が
で
き
た
。

・
や
り
取
り
を
重
ね
る
こ

と
で
、
主
治
医
に
相
談
が

し
や
す
く
な
っ
た
。

・
情
報
提
供
の
ツ
ー
ル
を

そ
の
ま
ま
活
用
。

・
連
携
の
や
り
取
り
が
確

立
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ

ま
で
の
流
れ
を
そ
の
ま
ま

チ
ー
ム
員
と
し
て
ス
ム
ー

ズ
に
移
行
で
き
る
。

関
係
者
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

支
援
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
チ
ー
ム
に
活
用

1
0

今
後
の
取
組
み
（
予
定
）
や
さ
ら
に
強
化
し
た
い
点

全
国
の
推
進
員
さ
ん
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

様々
な
課
題
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
は
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
、
何
が
大
切
な
の
か
を

見
極
め
、
出
来
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
る
中
で
き
っ
と
助

け
て
く
れ
る
仲
間
が
見
つ
か
り
ま
す
。
ひ
と
り
で
抱
え
込
ま
な
い
で
、
ゆ
っ
く
り
と
着
実
に
進
む
こ

と
を
心
が
け
て
み
て
く
だ
さ
い
ね
！

課
題
と
し
て

・
M
C
Iも
し
く
は
軽
度
レ
ベ

ル
の
方
に
対
し
て
の
社
会
資

源
が
少
な
い
（
介
護
保
険
に

依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
状

が
あ
る
）
。

・
見
守
り
や
サ
ポ
ー
ト
を
し

て
く
れ
る
人
が
い
な
い
。

今
後
の
取
組
み

・
本
人
に
寄
り
添
っ
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
サ
ー
ビ
ス
等

の
模
索
、
検
討
。

・
普
及
啓
発
を
行
い
な
が
ら
、
同
時
に
サ
ポ
ー
タ
ー
養

成
講
座
、
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座
等
を
通
し
て
人
材
育

成
を
図
る
。

・
認
知
症
に
限
ら
ず
、
高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ

と
の
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
。
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